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は

じ

め

に 

  

沖

縄

返

還

は

戦

後

二

〇

年

の

節

目

と

な

る

一

九

六

五

年

に

大

き

く

動

き

出

し

た

。

こ

の

年

、

佐

藤

栄

作

首

相

は

現

職

総

理

と

し

て

戦

後

初

め

て

沖

縄

を

訪

れ

、

「

沖

縄

の

祖

国

復

帰

が

実

現

し

な

い

限

り

、

我

が

国

に

と

っ

て

『

戦

後

』

が

終

わ

っ

て

い

な

い

」

と

演

説

し

た

1

。

同

じ

年

に

、

ア

メ

リ

カ

政

府

は

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

（

E
d
w
in
 O
ld
fa
th
er
 
Re
is
ch
au
er

）

駐

日

大

使

か

ら

沖

縄

政

策

の

見

直

し

の

進

言

を

受

け

、

沖

縄

返

還

の

検

討

を

進

め

て

い

く

こ

と

と

な

る

2

。

一

九

六

五

年

に

ア

メ

リ

カ

政

府

が

沖

縄

返

還

の

検

討

に

向

か

っ

た

背

景

に

は

、

こ

の

年

ま

で

に

高

ま

っ

て

い

た

ア

メ

リ

カ

に

よ

る

沖

縄

統

治

に

対

す

る

沖

縄

住

民

の

激

し

い

反

発

が

あ

っ

た

、

と

さ

れ

て

い

る

3

。 

沖

縄

住

民

は

終

戦

か

ら

沖

縄

返

還

の

年

で

あ

る

一

九

七

二

年

に

至

る

ま

で

、

ア

メ

リ

カ

軍

の

支

配

下

に

あ

っ

た

。

ア

メ

リ

カ

軍

は

沖

縄

戦

に

伴

い

、

一

九

四

五

年

四

月

に

占

領

統

治

を

担

う

軍

政

府

を

設

置

、

そ

の

後

、

一

九

五

〇

年

一

二

月

に

ア

メ

リ

カ

極

東

軍

司

令

官

が

ト

ッ

プ

を

兼

任

す

る

米

国

民

政

府

（

U
n
i
t
ed
 S
ta
t
es
 o
f 
Ci
vi
l 
Ad
mi
ni
st
ra
ti
on
 
of
 t
he
 R
yu
ky
u 
Is
la
nd

s

）

を

設

立

し

た

。

ア

メ

リ

カ

軍

再

編

に

伴

い

、

一

九

五

七

年

か

ら

は

琉

球

列

島

高

等

弁

務

官

（

H
i
g
h
 
Co
mm
is
si
on
er 

o
f 
th
e 
Ry
uk
yu
 I
sl
an
ds

. 

以

下

、

高

等

弁

務

官

）

が

沖

縄

を

統

治

す

る

よ

う

に

な

っ

た

が

、

高

等

弁

務

官

は

沖

縄

の

ア

メ

リ

カ

軍

司

令

官

が

兼

務

し

た

た

め

、

軍

に

よ

る

統

治

の

実

態

に

変

わ

り

は

な

か

っ

た

。

高

等

弁

務

官

は

軍

司

令

官

と

し

て

の

権

限

に

加

え

、

沖

縄

の

立

法

、

行

政

、

司

法

の

三

権

を

一

身

に

集

め

、

「

沖

縄

の

帝

王

」

と

し

て

君

臨

し

た

の

で

あ

る

4

。

沖

縄

住

民

に

は

一

定

の

自

治

が

認

め

ら

れ

て

い

た

が

、

高

等

弁

務

官

は

必

要

と

あ

れ

ば

い

つ

で

も

沖

縄

の

自

治

に

介

入

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

と

く

に

、

一

九

六

一

年

二

月

か

ら

一

九

六

四

年

七

月

ま

で

沖

縄

に

君

臨

し

た

ポ

ー

ル

・

Ｗ

・



 

 5 / 108 

 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

（

P
a
u
l 
Wy
a
tt
 C
ar
aw
ay

）

第

三

代

高

等

弁

務

官

は

、

そ

の

強

大

な

権

力

を

遺

憾

な

く

行

使

し

た

こ

と

か

ら

、

「

帝

王

の

中

の

帝

王

」

と

し

て

沖

縄

住

民

の

あ

い

だ

で

記

憶

さ

れ

て

い

る

5

。

沖

縄

住

民

が

ア

メ

リ

カ

統

治

下

で

自

治

の

拡

大

を

願

う

な

か

、

沖

縄

に

お

け

る

「

自

治

は

神

話

で

あ

り

、

存

在

し

な

い

」

と

言

っ

て

の

け

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

演

説

は

「

自

治

神

話

」

説

と

し

て

知

ら

れ

る

6

。 歴

代

高

等

弁

務

官

の

統

治

を

論

じ

た

大

田

昌

秀

氏

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

を

「

強

権

政

治

」

と

断

じ

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

沖

縄

住

民

の

自

治

権

拡

大

へ

の

願

望

を

理

解

で

き

な

か

っ

た

こ

と

が

、

沖

縄

住

民

の

不

満

を

燃

え

広

が

ら

せ

た

と

す

る

7

。

河

野

康

子

氏

も

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

に

よ

る

沖

縄

社

会

の

混

乱

は

、

一

九

五

六

年

の

大

規

模

な

反

米

抗

議

運

動

で

あ

る

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

以

上

に

深

刻

な

事

態

を

招

い

た

と

論

じ

た
8

。

こ

う

し

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

統

治

像

は

近

年

の

研

究

で

も

引

き

継

が

れ

て

お

り

、

中

島

琢

磨

氏

も

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

よ

る

一

連

の

強

圧

的

政

策

は

、

沖

縄

住

民

の

自

治

闘

争

を

巻

き

起

こ

し

た

と

し

て

い

る

9

。 

宮

里

政

玄

氏

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

政

治

的

に

賢

明

で

あ

れ

ば

、

沖

縄

返

還

を

先

延

ば

し

に

で

き

た

か

も

し

れ

な

か

っ

た

、

と

さ

え

述

べ

て

い

る

。

ア

メ

リ

カ

は

当

時

、

日

米

安

保

条

約

の

更

新

を

一

九

七

〇

年

に

控

え

、

そ

の

更

新

時

に

安

保

騒

動

の

よ

う

な

騒

乱

の

再

発

が

懸

念

さ

れ

る

「

一

九

七

〇

年

問

題

」

を

避

け

る

た

め

、

良

好

な

日

米

関

係

の

維

持

に

苦

心

し

て

い

た

。

そ

う

し

た

な

か

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

へ

の

沖

縄

住

民

の

反

発

は

、

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

の

激

化

で

悪

化

し

て

い

た

日

本

人

の

反

米

感

情

に

飛

び

火

し

か

ね

な

か

っ

た

。

宮

里

氏

は

、

こ

う

し

た

懸

念

か

ら

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

沖

縄

返

還

が

検

討

課

題

と

し

て

浮

上

す

る

こ

と

と

な

っ

た

と

し

、

そ

の

意

味

で

「

皮

肉

な

こ

と

に

復

帰

に

最

も

貢

献

し

た

の

は

、

外

な

ら

ぬ

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

高

等

弁

務

官

だ

っ

た

」

と

結

論

付

け

て

い

る

10

。 

だ

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

が

沖

縄

住

民

の

激

し

い

反

発

を

招

い

た

と

す

る

通

説

に

対

し

て

、

そ

の

統

治

を

積

極

的

に

評

価

す

る

見

解

も

存

在

す

る

。

た

と

え

ば

、

琉

球

政

府

の

高

官

だ

っ

た

外

間

完

和

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

統

治

は

善

政

と

評

価

す

べ

き

も

の

で

あ

っ

た

と

い

う

1
1

。

外

間

は

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

」

が

あ

っ

た

か

ら

こ

そ

、

沖

縄

の

金

融

機

関

か

ら

汚

職

を

一

掃

す

る

こ
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と

が

で

き

た

と

し

て

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

誠

意

や

正

義

感

を

称

賛

す

る

の

で

あ

る

12

。

ま

た

、

沖

縄

で

製

鉄

業

を

興

し

、

県

内

製

造

業

界

の

重

鎮

と

な

っ

た

古

波

津

清

昇

に

よ

れ

ば

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

産

業

振

興

策

は

高

く

評

価

さ

れ

る

べ

き

で

あ

り

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

「

私

た

ち

生

産

業

者

か

ら

は

神

様

み

た

い

な

存

在

だ

っ

た

13

」。

強

圧

的

と

さ

れ

て

き

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

政

治

的

手

腕

に

つ

い

て

も

別

の

見

解

が

あ

り

、

我

部

政

明

氏

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

沖

縄

で

の

核

兵

器

配

備

に

際

し

、

住

民

の

反

発

を

最

小

限

に

抑

え

よ

う

と

し

な

が

ら

進

め

て

い

た

と

指

摘

し

て

い

る

14

。

こ

れ

ら

の

指

摘

を

踏

ま

え

れ

ば

、

政

治

的

感

覚

に

欠

け

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

統

治

が

沖

縄

住

民

の

激

し

い

反

発

を

招

き

、

そ

の

結

果

、

ア

メ

リ

カ

政

府

が

沖

縄

返

還

を

検

討

す

る

こ

と

に

な

っ

た

と

す

る

従

来

の

見

解

に

は

、

再

考

の

余

地

が

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。 

実

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

強

権

性

を

指

摘

し

た

大

田

氏

も

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

着

任

当

初

、

沖

縄

住

民

の

自

治

権

拡

大

や

日

本

と

の

関

係

に

前

向

き

な

態

度

を

示

し

て

い

た

こ

と

を

紹

介

し

、

二

年

目

以

降

の

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

変

貌

に

は

「

興

味

深

い

も

の

が

あ

る

15

」

と

述

べ

て

い

る

。

た

し

か

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

着

任

当

初

、

沖

縄

で

日

の

丸

掲

揚

を

積

極

的

に

認

め

よ

う

と

す

る

な

ど

、

日

本

本

土

や

沖

縄

の

世

論

に

配

慮

し

、

穏

健

な

統

治

を

展

開

し

て

い

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

は

着

任

当

初

か

ら

の

一

貫

し

た

路

線

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。 

で

は

、

な

ぜ

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

「

強

権

的

」

統

治

に

踏

み

出

し

て

い

っ

た

の

か

。

そ

の

疑

問

を

解

く

カ

ギ

は

、

同

じ

時

期

の

一

九

六

二

年

二

月

一

日

、

沖

縄

の

立

法

院

が

採

択

し

た

「

二

・

一

決

議

」

（

正

式

名

称

、

「

施

政

権

返

還

に

関

す

る

要

請

決

議

」）

に

あ

る

。

こ

の

決

議

は

、

日

米

両

国

の

み

な

ら

ず

全

て

の

国

連

加

盟

国

に

宛

て

た

も

の

で

、

国

連

総

会

が

採

択

し

た

「

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

」

を

引

用

し

な

が

ら

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

植

民

地

主

義

と

批

判

し

て

い

た

16

。

こ

の

決

議

が

出

さ

れ

る

頃

ま

で

に

、

ア

フ

リ

カ

や

ア

ジ

ア

の

多

く

の

旧

植

民

地

諸

国

が

国

連

加

盟

を

果

た

し

、

国

際

社

会

で

は

反

植

民

地

感

情

が

高

ま

っ

て

い

た

17

。

「

二

・

一

決

議

」

の

よ

う

な

決

議

に

接

す

れ

ば

、

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

主

義

批

判

を

か

わ

す

た

め

、

沖

縄

の

統

治

に

責

任

を

負

う

高

等

弁

務

官

と

し
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て

統

治

を

よ

り

穏

健

な

も

の

に

し

た

と

し

て

も

お

か

し

く

な

か

っ

た

か

も

し

れ

な

い

。

だ

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

む

し

ろ

、

こ

の

決

議

以

降

、

そ

れ

ま

で

の

穏

健

路

線

を

放

棄

し

、

「

強

権

的

」

統

治

を

展

開

す

る

よ

う

に

な

る

の

で

あ

る

。 
「

二

・

一

決

議

」

に

つ

い

て

、

河

野

氏

は

「

従

来

の

研

究

の

中

で

必

ず

し

も

正

面

か

ら

注

目

さ

れ

、

取

り

上

げ

ら

れ

て

こ

な

か

っ

た

」

と

研

究

史

上

の

空

白

を

指

摘

す

る

。

そ

の

う

え

で

、

「

二

・

一

決

議

」

が

沖

縄

と

植

民

地

問

題

を

結

び

付

け

、

一

九

六

二

年

三

月

に

打

ち

出

さ

れ

た

沖

縄

政

策

で

あ

る

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

の

形

成

に

影

響

を

及

ぼ

し

た

こ

と

か

ら

、

同

決

議

に

対

す

る

本

格

的

な

議

論

の

必

要

性

を

説

い

て

い

る
1
8

。 

本

稿

は

こ

う

し

た

河

野

氏

の

問

題

意

識

を

共

有

し

な

が

ら

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

を

再

考

す

る

。

「

二

・

一

決

議

」

を

き

っ

か

け

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

「

強

権

的

」

統

治

へ

踏

み

出

し

て

い

っ

た

理

由

や

、

「

強

権

的

」

統

治

へ

の

沖

縄

住

民

の

反

応

を

分

析

す

る

。

こ

の

分

析

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

の

実

像

を

明

確

に

す

る

だ

け

で

な

く

、

従

来

、

沖

縄

住

民

と

の

関

係

か

ら

批

判

さ

れ

て

き

た

「

強

権

的

」

統

治

の

問

題

を

、

国

際

社

会

で

進

展

し

て

い

た

脱

植

民

地

化

の

文

脈

か

ら

見

直

す

こ

と

を

可

能

に

す

る

。

沖

縄

が

植

民

地

問

題

と

結

び

つ

く

こ

と

へ

の

ア

メ

リ

カ

政

府

の

懸

念

が

、

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

の

形

成

に

と

ど

ま

ら

ず

、

沖

縄

返

還

の

検

討

に

向

か

う

過

程

に

お

い

て

も

重

要

な

要

因

に

な

っ

て

い

た

こ

と

が

、

こ

の

分

析

を

通

じ

て

明

ら

か

に

な

る

だ

ろ

う

。 

本

稿

の

構

成

は

以

下

の

と

お

り

で

あ

る

。

第

一

章

で

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

生

い

立

ち

か

ら

高

等

弁

務

官

に

着

任

す

る

ま

で

の

陸

軍

に

お

け

る

勤

務

経

験

を

振

り

返

り

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

沖

縄

統

治

に

臨

む

際

に

、

ど

の

よ

う

な

考

え

を

持

っ

て

い

た

の

か

を

検

討

す

る

。

第

二

章

で

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

穏

健

な

統

治

か

ら

「

強

権

的

」

統

治

へ

至

っ

た

理

由

を

分

析

す

る

。

第

三

章

で

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

が

い

か

な

る

も

の

で

あ

っ

た

か

を

再

検

討

し

、

そ

の

統

治

に

対

す

る

沖

縄

住

民

の

反

発

が

い

か

ほ

ど

の

も

の

で

あ

っ

た

か

を

あ

ら

た

め

て

検

討

す

る

。

第

四

章

で

は

、

「

二

・

一

決

議

」

が

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

に

与

え

た

影

響

を

分

析

し

、

こ

の

決

議

や

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

が

沖

縄

返

還

に

持

つ

意

義

に

つ

い

て

考

察

す

る

。 
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な

お

本

稿

で

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

沖

縄

統

治

に

関

す

る

既

存

研

究

に

加

え

、

沖

縄

県

公

文

書

館

に

所

蔵

さ

れ

て

い

る

沖

縄

統

治

関

連

文

書

と

ス

タ

ン

フ

ォ

ー

ド

大

学

及

び

陸

軍

戦

争

大

学

に

所

蔵

さ

れ

て

い

る

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

文

書

」

を

主

に

利

用

し

た

。

ま

た

、

沖

縄

住

民

の

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

へ

の

反

応

を

検

討

す

る

た

め

に

、

沖

縄

の

地

元

紙

で

あ

る

琉

球

新

報

と

沖

縄

タ

イ

ム

ス

も

参

照

し

て

い

る

。 

  
第

一

章 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

高

等

弁

務

官

の

着

任 

   

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

一

九

〇

五

年

一

二

月

二

三

日

、

ジ

ョ

ン

ス

ボ

ロ

―

と

い

う

ア

ー

カ

ン

ソ

ー

州

の

田

舎

町

で

生

ま

れ

た

19

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

両

親

は

州

の

有

力

政

治

家

で

あ

り

、

ア

メ

リ

カ

連

邦

議

会

の

上

院

議

員

（

民

主

党

）

を

務

め

た

。

父

の

サ

デ

ィ

ウ

ス

（

T
h
ad
de
us
 H
or
at
iu
s 
Ca
ra
way

）

は

下

院

議

員

時

代

も

含

め

る

と

二

〇

年

に

わ

た

り

議

員

を

務

め

、

サ

デ

ィ

ウ

ス

の

死

後

、

議

席

を

継

承

し

た

母

の

ハ

ッ

テ

ィ

（H
a
t
ti
e
 W
ya
tt
 C
ar
aw
ay

）

も

一

〇

年

以

上

議

員

を

務

め

て

い

た

20

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

両

親

の

職

業

柄

、

政

治

に

関

心

を

抱

き

な

が

ら

青

少

年

期

を

過

ご

し

た

よ

う

で

あ

る

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

ま

た

幼

少

期

か

ら

軍

事

に

も

関

心

を

示

し

、

軍

事

史

を

読

む

こ

と

や

銃

を

趣

味

と

し

て

い

た

。

高

校

は

名

門

私

立

校

で

あ

る

ス

タ

ウ

ト

ン

軍

事

学

校

（

S
t
a
u
nto

n
 M
il
it
ar
y 
Ac
ad
emy

）

に

通

い

、

そ

の

後

陸

軍

士

官

学

校

に

入

学

、

一

九

二

九

年

に

卒

業

し

た

21

。 

「

自

分

は

い

か

な

る

仕

事

に

お

い

て

も

一

二

〇

パ

ー

セ

ン

ト

の

完

璧

さ

を

望

む

22

」

と

公

言

し

、

平

日

一

四

時

間

も

働

く

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

勤

勉

さ

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

を

も

た

ら

し

た

要

因

の

一

つ

と

し

て

取

り

上

げ

ら

れ

る

23

。

こ

う

し

た

キ

ャ
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ラ

ウ

ェ

イ

の

性

格

は

、

父

サ

デ

ィ

ウ

ス

が

幼

少

期

に

捨

て

子

と

な

り

な

が

ら

苦

学

を

重

ね

、

法

律

家

と

な

り

連

邦

議

会

議

員

と

な

っ

た

努

力

の

人

だ

っ

た

こ

と

と

は

無

関

係

で

は

な

い

だ

ろ

う

24

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

自

身

、

自

ら

の

性

格

に

つ

い

て

正

し

い

と

思

っ

た

こ

と

は

「

一

イ

ン

チ

も

譲

ら

な

い

」

父

親

の

影

響

が

あ

っ

た

と

回

想

す

る

25

。

し

か

し

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

青

少

年

期

か

ら

断

固

た

る

信

念

を

持

っ

た

努

力

家

だ

っ

た

と

い

う

わ

け

で

は

な

か

っ

た

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

自

身

が

振

り

返

る

よ

う

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

青

少

年

期

、

将

来

に

悩

む

「

典

型

的

な

ア

メ

リ

カ

の

少

年

」

だ

っ

た

2
6

。

父

の

影

響

で

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

も

弁

護

士

を

目

指

す

も

、

当

時

、

法

曹

界

で

必

須

と

さ

れ

た

ラ

テ

ン

語

の

学

習

は

思

う

よ

う

に

進

ま

な

か

っ

た

。

ラ

テ

ン

語

学

習

に

見

切

り

を

つ

け

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

ス

タ

ウ

ト

ン

軍

事

学

校

に

入

学

す

る

も

、

寮

生

活

に

な

じ

む

こ

と

が

で

き

ず

、

満

足

の

い

く

学

生

生

活

を

送

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

ス

タ

ウ

ト

ン

軍

事

学

校

を

一

年

で

退

学

し

、

船

員

と

し

て

ア

ル

バ

イ

ト

を

し

た

り

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

へ

の

長

旅

に

出

か

け

た

り

し

た

の

は

、

自

分

探

し

の

側

面

も

あ

っ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

そ

れ

で

も

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

未

だ

に

「

多

く

の

若

者

と

同

様

、

私

は

何

を

し

た

い

の

か

分

か

ら

な

か

っ

た

27

」。

 

息

子

の

将

来

を

案

じ

た

父

サ

デ

ィ

ウ

ス

は

、

陸

軍

士

官

学

校

へ

の

進

学

を

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

勧

め

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

未

だ

に

法

曹

の

道

を

諦

め

き

れ

な

か

っ

た

。

だ

が

、

普

段

は

強

引

な

父

が

、

陸

軍

士

官

学

校

の

進

学

を

穏

や

か

に

勧

め

る

様

子

に

た

だ

な

ら

ぬ

気

配

を

感

じ

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

つ

い

に

覚

悟

を

決

め

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

陸

軍

の

キ

ャ

リ

ア

は

こ

う

し

て

始

ま

る

こ

と

と

な

っ

た

の

で

あ

る

2
8

。 

父

サ

デ

ィ

ウ

ス

は

息

子

に

陸

軍

士

官

学

校

の

入

学

を

勧

め

た

も

の

の

、

息

子

の

こ

れ

ま

で

の

学

業

成

績

か

ら

そ

の

卒

業

を

心

配

し

て

い

た

。

実

際

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

陸

軍

士

官

学

校

の

成

績

は

優

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

と

は

言

い

難

い

。

数

学

が

苦

手

で

、

簿

記

科

目

に

関

し

て

は

最

下

位

の

成

績

だ

っ

た

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

自

嘲

す

る

29

。

だ

が

、

ス

タ

ウ

ン

ト

ン

軍

事

学

校

で

の

軍

事

教

練

の

経

験

が

こ

こ

で

活

か

さ

れ

、

多

く

の

退

学

者

を

生

み

出

す

士

官

学

校

の

軍

事

教

練

科

目

を

無

事

乗

り

切

る

こ

と

が

で

き

た

30

。

約

四

〇

〇

人

の

入
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学

者

の

う

ち

、

お

よ

そ

一

〇

〇

人

が

退

学

す

る

厳

し

い

士

官

学

校

生

活

を

経

て

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

「

義

務

・

名

誉

・

国

家

」

と

い

う

ア

メ

リ

カ

陸

軍

士

官

の

信

条

を

自

ら

の

も

の

に

す

る

こ

と

が

で

き

た

と

回

想

す

る

31

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

士

官

学

校

で

の

経

験

か

ら

「

典

型

的

な

ア

メ

リ

カ

の

少

年

」

か

ら

大

き

く

成

長

し

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。 

士

官

学

校

を

卒

業

後

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

法

曹

の

道

へ

再

び

挑

戦

す

る

。

ワ

シ

ン

ト

ン

で

軍

務

に

つ

き

な

が

ら

、

ア

メ

リ

カ

の

名

門

大

学

で

あ

る

ジ

ョ

ー

ジ

タ

ウ

ン

大

学

ロ

ー

ス

ク

ー

ル

で

学

び

、

好

成

績

で

弁

護

士

資

格

を

取

得

し

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

や

は

り

父

へ

の

憧

れ

か

ら

法

曹

界

を

目

指

す

こ

と

も

一

時

考

え

た

が

、

結

局

、

自

ら

を

陸

軍

に

捧

げ

る

こ

と

を

決

意

す

る

32

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

以

後

、

陸

軍

で

法

学

の

知

識

を

買

わ

れ

、

士

官

学

校

で

法

学

担

当

の

講

師

と

い

っ

た

役

職

を

歴

任

し

て

い

っ

た

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

陸

軍

で

の

法

務

キ

ャ

リ

ア

を

一

変

さ

せ

た

の

が

、

第

二

次

世

界

大

戦

へ

の

ア

メ

リ

カ

の

参

戦

だ

っ

た

。

ア

メ

リ

カ

政

府

が

戦

時

動

員

を

進

め

る

な

か

、

陸

軍

士

官

学

校

で

法

学

講

師

を

務

め

て

い

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

も

、

陸

軍

部

隊

の

参

謀

を

養

成

す

る

た

め

の

教

育

機

関

で

あ

る

指

揮

幕

僚

大

学

（
C
o
mm
a
nd
 a
nd
 G
en
er
al
 S
ta
ff
 C
ol
le
g
e

）

で

再

教

育

を

受

け

る

。

そ

こ

で

作

戦

部

門

の

課

程

を

修

了

し

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

中

佐

に

昇

進

、

一

九

四

二

年

三

月

に

陸

軍

省

参

謀

本

部

に

新

設

さ

れ

た

作

戦

部

（ 
O
p
e
r
at
io
ns
 D
i
vi
si
on

）

の

戦

略

・

計

画

班

（

S
t
r
a
te
gy 

&
 P
ol
ic
y 
Gr
ou
p

）

に

配

属

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

。 

 

作

戦

部

は

、

マ

ー

シ

ャ

ル

（

G
e
o
r
g
e 
Ca
tl
et
t 
Ma
rs
h
al
l,
 J
r.

）

陸

軍

参

謀

総

長

が

、

既

存

の

組

織

体

制

で

は

第

二

次

世

界

大

戦

を

乗

り

切

れ

な

い

と

判

断

し

、

参

謀

本

部

を

再

編

し

、

設

立

し

た

部

門

で

あ

る

33

。

マ

ー

シ

ャ

ル

は

自

身

の

側

近

で

あ

る

ア

イ

ゼ

ン

ハ

ワ

ー

（

D
w
ig
ht
 D
av
id
 E
is
en
ho
we
r
.

後

に

、

第

三

四

代

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

大

統

領

）

を

初

代

作

戦

部

部

長

に

据

え

、

参

謀

総

長

の

名

の

下

に

、

戦

略

や

戦

術

、

そ

し

て

作

戦

に

関

す

る

命

令

を

発

出

す

る

権

限

を

作

戦

部

に

与

え

た

34

。

特

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

着

任

し

た

作

戦

部

の

戦

略

・

計

画

班

は

、

ア

イ

ゼ

ン

ハ

ワ

ー

曰

く

、

連

合

国

や

ア

メ

リ

カ

海

軍

と

の

調

整

組

織

で

あ

り

、

戦

略

の

計

画

を

は

じ

め

と

し

た

「

極

め

て

重

要

な

責

務

」

を

担

う

部

署

だ

っ

た

35

。 
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キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

戦

略

・

計

画

班

で

、

戦

略

家

と

し

て

の

頭

角

を

現

し

て

い

く

。

戦

略

・

計

画

班

は

一

〇

人

前

後

の

人

員

で

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

、

ア

フ

リ

カ

、

太

平

洋

戦

線

に

お

け

る

戦

略

を

、

刻

々

と

変

化

す

る

戦

況

に

応

じ

て

、

計

画

立

案

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

限

ら

れ

た

人

員

の

た

め

、

職

務

に

耐

え

ら

れ

な

い

と

見

な

さ

れ

た

人

物

は

す

ぐ

に

交

代

さ

せ

ら

れ

た

36

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

こ

の

部

署

で

約

二

年

半

勤

務

し

、

そ

の

間

に

大

佐

に

昇

進

し

て

い

る

。

こ

の

部

署

の

チ

ー

フ

で

、

そ

の

後

、

連

合

国

軍

参

謀

長

と

し

て

中

国

戦

線

に

派

遣

さ

れ

た

ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

（

A
l
b
e
r
t 
Co
ad
y 
W
ed
em
ey
er

）

将

軍

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

戦

争

計

画

立

案

の

能

力

を

高

く

評

価

し

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

中

国

へ

呼

び

寄

せ

て

も

い

た

37

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

中

国

戦

線

で

の

勤

務

時

代

を

ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

と

そ

の

前

任

者

で

あ

る

ス

テ

ィ

ル

ウ

ェ

ル

（

J
o
s
e
p
h 
W
ar
re
n 

S
t
il
we
ll

）

を

対

比

さ

せ

、

ア

メ

リ

カ

軍

と

受

入

国

と

の

関

係

に

つ

い

て

印

象

深

い

回

想

を

残

し

て

い

る

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

よ

れ

ば

ス

テ

ィ

ル

ウ

ェ

ル

は

、

弱

体

な

中

華

民

国

軍

や

蒋

介

石

を

軽

蔑

し

、

中

華

民

国

軍

を

支

援

す

る

こ

と

に

否

定

的

だ

っ

た

38

。

ス

テ

ィ

ル

ウ

ェ

ル

は

ア

メ

リ

カ

陸

軍

の

一

個

軍

団

さ

え

あ

れ

ば

、

日

本

軍

を

降

伏

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

と

さ

え

豪

語

し

て

い

た

と

い

う

39

。

ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

は

ス

テ

ィ

ル

ウ

ェ

ル

と

は

対

照

的

に

、

蒋

介

石

と

信

頼

関

係

を

築

き

中

華

民

国

軍

を

訓

練

す

る

こ

と

で

中

国

軍

自

ら

が

日

本

軍

と

戦

え

る

よ

う

に

し

よ

う

と

し

た

。

中

国

戦

域

に

お

け

る

連

合

国

軍

総

司

令

官

で

も

あ

っ

た

蒋

介

石

は

ス

テ

ィ

ル

ウ

ェ

ル

に

不

信

感

を

抱

き

彼

を

解

任

し

た

が

、

ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

に

対

し

て

は

総

司

令

官

と

し

て

の

権

限

を

振

り

か

ざ

す

こ

と

は

な

か

っ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

見

る

限

り

、

蒋

介

石

は

常

に

正

直

で

礼

儀

正

し

く

、

ア

メ

リ

カ

の

要

求

に

で

き

る

限

り

応

え

よ

う

と

し

て

お

り

、

一

度

も

ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

と

の

約

束

を

破

っ

た

こ

と

は

な

か

っ

た

40

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

で

高

等

弁

務

官

に

着

任

し

て

す

ぐ

に

「

西

洋

、

東

洋

を

問

わ

ず

、

ど

の

国

民

も

同

じ

で

誠

意

あ

る

態

度

に

対

し

て

は

誠

意

を

も

っ

て

反

応

す

る

は

ず

で

あ

る

」

と

沖

縄

の

指

導

者

ら

に

述

べ

た

こ

と

が

あ

る

41

。

こ

の

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

発

言

は

、

人

種

や

文

化

を

超

え

て

築

か

れ

た

ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

と

蒋

介

石

の

信

頼

関

係

が

念

頭

に

あ

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。 
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ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

の

退

役

後

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

の

中

国

戦

線

で

の

活

躍

を

支

え

た

戦

略

家

と

し

て

知

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

4
2

。

一

九

五

三

年

四

月

か

ら

一

九

五

五

年

五

月

ま

で

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

も

着

任

し

た

役

職

で

あ

る

陸

軍

の

軍

事

計

画

を

策

定

す

る

計

画

局

局

長

に

着

任

し

て

い

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

戦

争

計

画

作

成

の

手

腕

は

、

の

ち

に

ア

メ

リ

カ

軍

人

ト

ッ

プ

の

統

合

参

謀

本

部

議

長

に

就

任

す

る

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

（

L
y
m
a
n L

o
ui
s 
Le
mn
it
ze
r

）

に

も

一

目

置

か

れ

る

43

。

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

は

極

東

軍

司

令

官

と

し

て

東

京

に

赴

任

す

る

際

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

陸

軍

省

か

ら

引

き

抜

き

、

極

東

軍

指

揮

下

で

韓

国

に

展

開

す

る

、

か

つ

て

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

自

身

も

就

い

た

こ

と

が

あ

る

第

七

歩

兵

師

団

の

司

令

官

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

据

え

た

44

。

韓

国

勤

務

後

の

一

九

五

六

年

四

月

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

率

い

る

極

東

軍

司

令

部

で

作

戦

や

訓

練

を

担

当

す

る

参

謀

部

部

長

に

着

任

す

る

こ

と

に

な

る

4
5

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

赴

任

し

た

一

九

五

〇

年

代

半

ば

の

日

本

で

は

、

ア

メ

リ

カ

軍

の

基

地

拡

張

や

兵

士

に

よ

る

犯

罪

に

よ

り

、

国

民

の

反

基

地

感

情

が

高

ま

っ

て

い

た

4
6

。

一

九

五

六

年

一

〇

月

、

立

川

飛

行

場

の

拡

張

工

事

を

め

ぐ

る

反

基

地

運

動

で

、

警

官

隊

と

デ

モ

隊

が

数

千

人

単

位

で

衝

突

し

双

方

合

わ

せ

て

千

人

以

上

の

負

傷

者

を

出

し

て

い

た

。

立

川

の

他

に

横

田

な

ど

五

ヵ

所

の

基

地

拡

張

計

画

が

あ

っ

た

が

、

激

し

い

抗

議

運

動

の

た

め

に

横

田

を

除

く

四

ヶ

所

の

土

地

接

収

は

失

敗

に

終

わ

っ

て

い

た

。

翌

年

一

月

に

は

、

ア

メ

リ

カ

軍

兵

士

の

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

Ｓ

・

ジ

ラ

ー

ド

（W
i
lli

a
m 
S.
 G
ir
ard

）

が

薬

莢

拾

い

を

し

て

い

た

女

性

を

射

殺

す

る

事

件

（

ジ

ラ

ー

ド

事

件

）

が

発

生

し

た

。

こ

の

事

件

で

は

、

ジ

ラ

ー

ド

が

被

害

者

を

呼

び

寄

せ

、

至

近

距

離

か

ら

撃

っ

た

と

い

う

悪

質

さ

か

ら

日

本

国

内

の

世

論

を

激

高

さ

せ

て

い

た

4
7

。

日

本

人

の

反

米

感

情

の

深

刻

さ

は

、

極

東

軍

再

編

に

よ

っ

て

日

本

本

土

か

ら

地

上

兵

力

を

撤

退

さ

せ

る

こ

と

が

差

し

迫

っ

た

課

題

で

あ

る

と

、

ア

メ

リ

カ

政

府

に

認

識

さ

せ

る

ほ

ど

だ

っ

た

48

。 

地

上

兵

力

の

撤

退

は

日

本

国

内

の

反

米

感

情

を

和

ら

げ

る

目

的

で

行

わ

れ

た

が

、

在

日

ア

メ

リ

カ

軍

の

縮

小

を

伴

う

も

の

で

あ

っ

た

た

め

必

然

的

に

基

地

で

働

く

日

本

人

労

働

者

の

大

量

解

雇

を

も

た

ら

す

49

。

そ

の

た

め

、

こ

の

と

き

基

地

で

働

く

日

本

人

労

働

者

の

労
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働

管

理

に

も

携

わ

っ

て

い

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

大

量

解

雇

に

伴

っ

て

頻

発

し

た

ス

ト

ラ

イ

キ

に

悩

ま

さ

れ

て

い

た

50

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

ま

た

在

日

米

軍

の

広

報

部

門

も

監

督

し

て

お

り

、

日

本

人

向

け

の

小

冊

子

や

雑

誌

編

集

も

取

り

仕

切

っ

て

い

た

51

。

極

東

軍

再

編

後

の

在

日

ア

メ

リ

カ

軍

で

参

謀

長

の

重

職

も

歴

任

し

た

キ

ャ

ラ

ウ

ウ

ェ

イ

は

、

日

本

国

内

の

反

基

地

・

反

米

感

情

に

は

敏

感

に

な

ら

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

と

っ

て

日

本

で

の

任

務

は

「

ま

さ

に

、

心

理

戦

（

p
s
y
c
hol

o
gi
ca
l 
wa
rf
ar
e

）

だ

っ

た

52

」。

ま

た

、

日

本

勤

務

を

終

え

た

後

に

参

加

し

た

あ

る

研

究

会

に

お

い

て

、

過

度

な

敵

意

に

さ

ら

さ

れ

た

基

地

は

機

能

し

な

い

、

と

も

述

べ

て

い

る

5
3

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

日

本

で

の

勤

務

を

通

じ

て

、

ア

メ

リ

カ

軍

の

海

外

展

開

が

引

き

起

こ

す

現

地

と

の

摩

擦

の

深

刻

さ

を

身

を

も

っ

て

知

る

よ

う

に

な

っ

た

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

東

京

で

勤

務

し

て

い

た

こ

ろ

、

沖

縄

で

は

ア

メ

リ

カ

軍

の

土

地

収

用

を

き

っ

か

け

に

し

た

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

が

発

生

し

て

い

た

。

一

九

五

六

年

六

月

に

始

ま

っ

た

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

で

は

、

沖

縄

の

各

市

町

村

で

一

斉

に

住

民

大

会

が

開

催

さ

れ

、

そ

の

動

員

数

は

お

よ

そ

二

〇

万

人

を

数

え

た

と

い

う

。

当

時

の

沖

縄

の

人

口

が

八

二

万

人

だ

っ

た

こ

と

を

踏

ま

え

れ

ば

、

そ

の

規

模

の

大

き

さ

が

う

か

が

え

る

。

沖

縄

の

琉

球

政

府

首

脳

部

、

立

法

院

議

員

、

市

町

村

長

ら

は

辞

表

を

取

り

ま

と

め

、

ア

メ

リ

カ

軍

の

土

地

収

用

方

針

に

見

直

し

が

な

け

れ

ば

総

辞

職

す

る

と

ア

メ

リ

カ

現

地

当

局

に

迫

っ

て

い

た

5
4

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

自

身

の

上

官

で

あ

り

、

沖

縄

統

治

の

責

任

者

で

も

あ

っ

た

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

が

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

に

悪

戦

苦

闘

す

る

姿

を

目

の

当

た

り

に

し

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

よ

れ

ば

、

沖

縄

住

民

の

抵

抗

運

動

は

、

「

皆

が

沖

縄

の

土

地

問

題

へ

の

魔

法

の

解

決

策

を

期

待

し

て

い

る

」

と

述

べ

る

ほ

ど

激

し

い

も

の

だ

っ

た

と

い

う

5
5

。 

こ

う

し

た

抗

議

運

動

の

流

れ

を

さ

ら

に

勢

い

づ

け

、

ア

メ

リ

カ

政

府

に

小

さ

く

な

い

シ

ョ

ッ

ク

を

与

え

た

の

が

、

一

九

五

八

年

一

月

の

那

覇

市

長

選

挙

の

結

果

だ

っ

た

。

こ

の

選

挙

で

当

選

し

た

民

主

主

義

擁

護

連

絡

協

議

会

（

以

下

、

民

連

）

の

兼

次

佐

一

が

、

前

年

一

一

月

に

米

国

民

政

府

の

意

向

で

追

放

さ

れ

た

瀬

長

亀

次

郎

前

市

長

を

支

持

す

る

候

補

だ

っ

た

か

ら

で

あ

る

56

。

瀬

長

が

一

九

五

六

年

一
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二

月

の

選

挙

で

保

守

分

裂

の

な

か

漁

夫

の

利

を

得

た

形

で

当

選

し

た

の

に

対

し

、

兼

次

は

一

本

化

さ

れ

た

保

守

系

候

補

に

勝

利

し

て

い

た

。

兼

次

の

当

選

は

、

沖

縄

住

民

の

反

米

感

情

の

強

さ

を

は

っ

き

り

と

示

し

て

い

た

5
7

。 
ア

メ

リ

カ

政

府

は

「

赤

い

市

長

」

と

呼

ば

れ

た

瀬

長

に

続

き

、

そ

の

後

継

者

が

沖

縄

の

中

心

地

で

あ

る

那

覇

の

市

長

に

選

ば

れ

た

こ

と

に

危

機

感

を

つ

の

ら

せ

た

5
8

。

ア

メ

リ

カ

政

府

は

こ

の

時

、

沖

縄

に

散

在

す

る

基

地

を

一

ヵ

所

か

二

ヵ

所

に

集

結

さ

せ

残

っ

た

部

分

を

日

本

へ

返

還

す

る

と

い

う

「

飛

び

地

返

還

」

案

ま

で

検

討

す

る

こ

と

と

な

る

59

。 

ア

メ

リ

カ

政

府

は

、

沖

縄

統

治

の

基

本

的

立

場

と

し

て

「

ブ

ル

ー

ス

カ

イ

・

ポ

ジ

シ

ョ

ン

」

と

呼

ば

れ

る

見

解

を

表

明

し

て

い

た

。

「

ブ

ル

ー

ス

カ

イ

・

ポ

ジ

シ

ョ

ン

」

と

は

、

極

東

の

脅

威

と

緊

張

を

黒

雲

に

た

と

え

、

極

東

の

黒

雲

が

消

え

、

青

空

が

広

が

る

ま

で

沖

縄

を

保

有

す

る

と

い

う

、

ア

メ

リ

カ

政

府

の

公

式

見

解

で

あ

る

。

「

ブ

ル

ー

ス

カ

イ

・

ポ

ジ

シ

ョ

ン

」

は

一

九

五

三

年

に

実

現

し

た

奄

美

返

還

に

際

し

て

公

表

さ

れ

、

以

後

、

日

米

共

同

声

明

等

で

繰

り

返

し

述

べ

ら

れ

て

い

た

60

。

し

か

し

、

兼

次

の

那

覇

市

長

当

選

を

み

た

ア

メ

リ

カ

政

府

は

「

飛

び

地

返

還

」

案

と

い

う

沖

縄

返

還

案

を

検

討

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

ア

メ

リ

カ

政

府

は

、

イ

ギ

リ

ス

や

フ

ラ

ン

ス

が

植

民

地

現

地

で

住

民

の

反

発

に

苦

し

め

ら

れ

て

い

た

こ

と

の

教

訓

か

ら

、

沖

縄

住

民

に

寛

大

か

つ

理

解

あ

る

譲

歩

を

行

う

こ

と

が

将

来

の

ト

ラ

ブ

ル

回

避

の

た

め

に

必

要

と

考

え

て

い

た

61 

「

飛

び

地

返

還

」

案

が

検

討

さ

れ

る

な

か

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

揺

る

が

し

た

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

は

ア

メ

リ

カ

政

府

の

財

政

措

置

に

よ

っ

て

収

束

に

向

か

っ

て

い

く

。

瀬

長

の

後

継

者

と

見

ら

れ

た

兼

次

も

、

当

選

後

に

は

瀬

長

と

対

立

す

る

よ

う

に

な

り

那

覇

市

の

復

興

の

た

め

に

米

国

民

政

府

に

対

し

協

力

姿

勢

を

見

せ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

た

62

。

「

飛

び

地

返

還

」

案

自

体

も

、

基

地

を

ま

と

め

る

た

め

に

莫

大

な

予

算

を

要

す

る

こ

と

や

、

基

地

が

一

ヵ

所

に

集

中

す

る

こ

と

で

敵

の

攻

撃

に

脆

弱

に

な

る

こ

と

と

い

っ

た

財

政

的

・

軍

事

的

理

由

か

ら

立

ち

消

え

と

な

る

63

。

ま

た

、

ア

メ

リ

カ

軍

部

の

報

告

書

に

よ

れ

ば

、

「

飛

び

地

返

還

」

案

を

実

現

す

る

た

め

に

は

一

〇

万

人

規

模

の

住

民

を

立

ち

退

か

せ

、

新

た

に

土

地

を

確

保

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

64

。

ア

メ

リ

カ

政

府

が

土

地

収

用

を

き

っ
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か

け

に

し

た

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

に

手

を

焼

い

て

い

た

こ

と

を

想

起

す

れ

ば

、

新

た

に

大

規

模

な

土

地

収

用

が

必

要

に

な

る

「

飛

び

地

返

還

」

案

に

は

最

初

か

ら

無

理

が

あ

っ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

65

。 
「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

終

結

後

、

一

九

六

〇

年

五

月

に

開

催

さ

れ

た

国

家

安

全

保

障

会

議

（

N
a
t
i
ona

l
 S
ec
ur
it
y 
Co
un
cil

）

で

は

「

ブ

ル

ー

ス

カ

イ

・

ポ

ジ

シ

ョ

ン

」

へ

の

回

帰

が

確

認

さ

れ

た

。

こ

の

時

に

策

定

さ

れ

た

対

日

政

策

文

書

（

Ｎ

Ｓ

Ｃ

六

〇

〇

八

／

一

）

に

は

、

「

極

東

に

お

け

る

共

産

主

義

の

脅

威

」

を

理

由

に

、

ア

メ

リ

カ

は

沖

縄

統

治

を

継

続

す

る

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

ま

た

、

こ

の

対

日

政

策

文

書

は

沖

縄

統

治

に

つ

い

て

、

「

現

在

は

主

要

な

問

題

は

存

在

し

な

い

」

と

し

て

い

た

66

。

先

行

研

究

も

、

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

後

の

沖

縄

に

は

政

治

問

題

ら

し

い

も

の

は

存

在

し

な

か

っ

た

と

す

る

67

。

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

を

解

決

し

た

こ

と

は

ア

メ

リ

カ

に

沖

縄

統

治

へ

の

自

信

を

深

め

さ

せ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

の

激

し

さ

を

日

本

で

観

察

し

て

い

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

一

九

六

一

年

二

月

の

高

等

弁

務

官

着

任

当

時

の

ア

メ

リ

カ

政

府

内

の

楽

観

的

な

雰

囲

気

を

以

下

の

よ

う

に

回

想

す

る

。 

「

沖

縄

は

ズ

ボ

ン

の

左

後

ろ

の

ポ

ケ

ッ

ト

の

中

に

あ

る

よ

う

な

も

の

だ

っ

た

。

誰

も

沖

縄

に

関

心

を

払

わ

な

か

っ

た

。

な

ぜ

な

ら

沖

縄

は

何

の

問

題

も

起

こ

し

て

い

な

か

っ

た

か

ら

だ
68

。」

 

沖

縄

現

地

に

一

定

の

安

定

が

戻

っ

て

き

た

と

は

い

え

、

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

が

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

揺

る

が

し

た

こ

と

は

、

沖

縄

統

治

に

お

い

て

住

民

と

の

摩

擦

を

ど

の

よ

う

に

し

て

最

小

限

に

抑

え

る

の

か

と

い

う

課

題

を

ア

メ

リ

カ

政

府

に

残

す

こ

と

に

な

っ

た

6
9

。 こ

の

課

題

に

向

き

合

う

人

物

と

し

て

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

う

っ

て

つ

け

の

人

材

だ

っ

た

。

こ

れ

ま

で

見

て

き

た

よ

う

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

中

国

や

日

本

で

の

勤

務

経

験

か

ら

、

ア

メ

リ

カ

軍

の

展

開

先

で

あ

る

受

入

国

と

の

信

頼

関

係

の

大

切

さ

や

、

現

地

住

民

と

の

摩

擦

が

基

地

の

有

効

性

を

損

ね

か

ね

な

い

こ

と

を

学

ん

で

い

た

。

そ

の

た

め

、

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

以

後

の

ア

メ

リ

カ

が

抱

え

た

沖

縄

統

治

の

課

題

へ

の

問

題

意

識

を

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

身

に

つ

け

て

い

た

と

思

わ

れ

る

。

沖

縄

統

治

の

安

定

の

た

め

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

高

等

弁
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務

官

に

あ

て

る

こ

と

は

自

然

な

人

事

だ

っ

た

。 

  

第

二

章 

「

強

権

的

」

統

治

へ

の

道 

  

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

一

九

六

一

年

二

月

一

六

日

、

第

三

代

高

等

弁

務

官

と

し

て

沖

縄

に

着

任

し

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

こ

の

と

き

五

五

歳

で

、

士

官

学

校

時

代

の

同

期

の

多

く

は

陸

軍

の

人

事

規

定

に

よ

り

既

に

退

役

を

迎

え

て

い

た

70

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

と

っ

て

高

等

弁

務

官

は

自

身

の

キ

ャ

リ

ア

の

終

着

点

に

な

る

か

も

し

れ

な

か

っ

た

が

、

他

方

で

初

代

高

等

弁

務

官

の

ム

ー

ア

（

J
a
m
es
 E
. M

o
or

）

は

任

期

を

終

え

た

の

ち

、

新

た

な

赴

任

先

で

陸

軍

大

将

に

昇

進

し

て

い

た

71

。

高

等

弁

務

官

の

任

務

が

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

に

と

っ

て

重

要

だ

っ

た

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

く

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

個

人

に

と

っ

て

も

高

等

弁

務

官

の

任

務

は

、

自

身

の

キ

ャ

リ

ア

を

決

定

す

る

重

大

な

任

務

だ

っ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

就

任

式

で

、

高

等

弁

務

官

の

使

命

を

「

私

の

あ

ら

ゆ

る

経

験

と

能

力

を

傾

け

て

」

達

成

し

た

い

と

述

べ

た

の

は

、

偽

ら

ざ

る

本

心

だ

っ

た

と

思

わ

れ

る

72
。 

こ

こ

で

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

統

治

を

見

る

前

に

、

沖

縄

の

高

等

弁

務

官

の

制

度

に

つ

い

て

概

観

し

て

お

き

た

い

。

高

等

弁

務

官

制

は

、

一

九

五

七

年

六

月

に

ア

イ

ゼ

ン

ハ

ワ

ー

大

統

領

に

よ

っ

て

公

布

さ

れ

た

「

琉

球

列

島

の

管

理

に

関

す

る

行

政

命

令

」

（

大

統

領

行

政

命

令

第

一

〇

七

一

三

号

、

以

下

、

大

統

領

行

政

命

令

）

に

よ

っ

て

導

入

さ

れ

た

。

高

等

弁

務

官

制

は

、

沖

縄

返

還

の

一

九

七

二

年

ま

で

一

五

年

間

続

き

、

そ

の

間

に

六

人

の

陸

軍

中

将

が

高

等

弁

務

官

に

着

任

し

て

い

た
73

。

大

統

領

行

政

命

令

は

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

の

方

針

を

次

の

よ

う

に

掲

げ

て

い

る

。 
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「

民

主

主

義

の

原

理

を

基

礎

と

し

、

か

つ

、

健

全

な

財

政

機

構

に

よ

っ

て

維

持

さ

れ

る

効

果

的

か

つ

責

任

あ

る

琉

球

政

府

の

発

展

を

助

長

し

、

琉

球

列

島

住

民

の

福

祉

及

び

安

寧

の

増

進

の

た

め

に

全

力

を

尽

く

し

、

住

民

の

経

済

的

及

び

文

化

的

向

上

を

絶

え

ず

促

進

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

7
4

。」

 

こ

の

方

針

に

従

い

、

高

等

弁

務

官

は

沖

縄

統

治

を

進

め

て

い

く

も

の

と

さ

れ

た

。

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

で

沖

縄

住

民

の

反

米

的

な

抗

議

運

動

に

直

面

し

た

ア

メ

リ

カ

は

、

そ

の

統

治

に

住

民

の

支

持

を

取

り

付

け

よ

う

と

、

住

民

の

生

活

向

上

を

統

治

の

方

針

と

し

て

打

ち

出

し

て

い

っ

た

の

で

あ

る
7
5

。 

ま

た

、

大

統

領

行

政

命

令

は

高

等

弁

務

官

の

権

限

と

し

て

、

沖

縄

の

立

法

、

行

政

、

司

法

の

権

力

を

高

等

弁

務

官

に

委

ね

て

い

た

。

高

等

弁

務

官

は

、

ア

メ

リ

カ

統

治

下

で

自

治

を

担

う

琉

球

政

府

の

ト

ッ

プ

で

あ

る

行

政

主

席

の

任

命

権

を

持

ち

、

沖

縄

の

立

法

院

が

可

決

し

た

法

律

案

を

拒

否

し

、

自

ら

法

令

を

公

布

す

る

こ

と

も

で

き

た

。

司

法

分

野

に

お

い

て

も

高

等

弁

務

官

は

、

沖

縄

の

裁

判

所

が

持

つ

裁

判

権

を

撤

回

し

て

米

国

民

政

府

の

裁

判

所

に

委

ね

る

こ

と

が

で

き

、

刑

の

変

更

及

び

恩

赦

を

与

え

る

権

限

も

あ

っ

た

。

そ

の

う

え

、

安

全

保

障

の

た

め

に

必

要

と

高

等

弁

務

官

が

判

断

す

れ

ば

、

「

琉

球

列

島

に

お

け

る

す

べ

て

の

権

限

の

全

部

又

は

一

部

を

自

ら

行

う

こ

と

」

が

で

き

た

。

ま

た

、

高

等

弁

務

官

は

軍

人

と

し

て

琉

球

列

島

陸

軍

司

令

官

、

陸

軍

第

九

軍

団

司

令

官

、

太

平

洋

軍

琉

球

列

島

代

表

（

沖

縄

に

駐

留

す

る

陸

・

海

・

空

・

海

兵

隊

の

調

整

役

）

を

兼

務

し

た

。

高

等

弁

務

官

の

強

大

な

権

限

に

軍

司

令

官

と

し

て

の

権

限

も

加

わ

り

、

高

等

弁

務

官

は

「

沖

縄

の

帝

王

」

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

た

76

。 

し

か

し

な

が

ら

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

高

等

弁

務

官

に

着

任

し

た

当

初

、

こ

う

し

た

強

大

な

権

限

を

露

骨

に

行

使

す

る

こ

と

は

な

か

っ

た

。

こ

れ

ま

で

の

海

外

経

験

か

ら

ア

メ

リ

カ

に

よ

る

露

骨

な

力

の

行

使

が

現

地

の

反

発

を

招

き

、

円

滑

な

統

治

を

妨

げ

る

こ

と

を

よ

く

理

解

し

て

い

た

た

め

で

あ

る

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

住

民

と

の

摩

擦

を

避

け

な

が

ら

穏

健

に

統

治

を

進

め

よ

う

と

し

て

い

た

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

で

高

等

弁

務

官

に

就

任

し

て

す

ぐ

に

「

メ

ー

ス

」

ミ

サ

イ

ル

配

備

問

題

に

直

面

し

た

。

「

メ

ー

ス

」

ミ

サ

イ
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ル

は

、

二

二

〇

〇

キ

ロ

の

射

程

を

持

つ

核

ミ

サ

イ

ル

で

、

北

京

や

平

壌

を

射

程

に

収

め

る

こ

と

か

ら

東

ア

ジ

ア

に

お

け

る

ア

メ

リ

カ

の

核

抑

止

を

担

う

こ

と

が

期

待

さ

れ

て

い

た

77

。

し

か

し

、

沖

縄

住

民

は

沖

縄

に

核

兵

器

が

配

備

さ

れ

る

こ

と

で

沖

縄

が

攻

撃

の

対

象

に

な

る

こ

と

を

恐

れ

、

「

メ

ー

ス

」

を

含

め

た

核

兵

器

の

配

備

に

反

対

し

て

い

た

78

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

沖

縄

住

民

を

こ

れ

以

上

刺

激

し

な

い

よ

う

「

メ

ー

ス

」

に

関

す

る

報

道

を

抑

制

し

て

い

た

。

と

こ

ろ

が

、

「

メ

ー

ス

」

の

改

良

型

で

あ

る

「

メ

ー

ス

Ｂ

」

が

沖

縄

に

配

備

さ

れ

る

こ

と

が

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

介

す

る

こ

と

な

く

、

ア

メ

リ

カ

空

軍

に

よ

り

発

表

さ

れ

る

と

、

沖

縄

住

民

の

反

発

は

再

燃

す

る

こ

と

に

な

る

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

こ

う

し

た

う

か

つ

な

発

表

が

沖

縄

住

民

を

不

用

意

に

刺

激

し

か

ね

な

い

と

し

、

沖

縄

で

新

た

に

兵

器

を

導

入

す

る

と

き

に

は

高

等

弁

務

官

と

の

事

前

調

整

が

必

要

で

あ

る

、

と

ア

メ

リ

カ

軍

上

層

部

に

進

言

し

た

7
9

。

国

防

長

官

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

進

言

を

聞

き

入

れ

、

陸

軍

長

官

、

海

軍

長

官

、

空

軍

長

官

、

統

合

参

謀

本

部

議

長

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

要

求

に

従

う

よ

う

命

令

を

出

し

た

80

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

ま

た

、

「

メ

ー

ス

」

配

備

問

題

の

処

理

と

並

行

し

な

が

ら

日

本

国

会

議

員

の

沖

縄

へ

の

訪

問

問

題

を

、

駐

日

大

使

館

と

協

力

し

な

が

ら

処

理

し

て

い

た

。

一

九

六

一

年

二

月

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

着

任

し

た

直

後

、

自

民

党

や

社

会

党

が

沖

縄

の

政

情

を

調

査

す

る

た

め

に

、

そ

れ

ぞ

れ

調

査

団

を

派

遣

す

る

と

い

う

話

が

新

聞

報

道

に

あ

ら

わ

れ

て

い

た

81

。

駐

日

大

使

館

は

そ

う

し

た

話

は

誇

張

さ

れ

た

も

の

で

あ

り

静

観

す

る

べ

き

で

あ

る

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

伝

え

て

い

た

。

し

か

し

、

四

月

一

九

日

、

民

主

社

会

党

（

以

下

、

民

社

党

）

が

、

西

尾

末

広

民

社

党

委

員

長

を

筆

頭

と

し

た

現

地

調

査

団

を

沖

縄

に

派

遣

す

る

た

め

に

、

沖

縄

へ

の

渡

航

申

請

を

提

出

し

た

と

大

使

館

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

通

告

す

る

こ

と

に

な

る

82

。

民

社

党

は

、

安

保

闘

争

の

運

動

路

線

を

め

ぐ

る

対

立

で

、

社

会

党

か

ら

脱

党

し

た

人

々

が

結

成

し

た

政

党

で

、

安

保

闘

争

後

の

総

選

挙

で

自

民

、

社

会

両

党

が

議

席

増

で

あ

っ

た

の

に

対

し

、

議

席

を

大

き

く

減

少

さ

せ

て

い

た

8
3

。

そ

の

た

め

、

党

勢

を

盛

り

立

て

る

た

め

に

沖

縄

問

題

で

自

民

党

お

よ

び

社

会

党

に

先

ん

じ

る

必

要

が

あ

っ

た

の

だ

ろ

う

。

民

社

党

の

渡

航

申

請

を

受

け

て

自

民

党

お

よ

び

社

会

党

も

民

社

党

の

後

を

追

う

こ

と

は

疑

い

な

い

と

し

、

議

員

ら

が

沖

縄

に
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大

挙

し

て

訪

れ

る

こ

と

を

駐

日

大

使

館

も

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

も

警

戒

す

る

こ

と

と

な

る

8
4

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

当

初

、

議

員

ら

の

渡

航

を

受

け

入

れ

る

べ

き

で

は

な

い

と

考

え

て

い

た

が

、

か

り

に

全

て

の

政

党

の

申

請

を

拒

否

す

る

と

な

れ

ば

、

直

ち

に

政

治

問

題

に

な

る

と

い

う

駐

日

大

使

館

の

見

解

に

も

理

解

を

示

し

て

い

た

85

。

そ

こ

で

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

逆

に

高

等

弁

務

官

が

日

本

の

国

会

議

員

を

議

員

団

と

し

て

沖

縄

に

招

待

す

る

と

い

う

案

を

提

起

し

た

。

国

会

議

員

団

を

沖

縄

に

招

待

し

た

こ

と

に

は

前

例

が

あ

り

、

一

九

五

七

年

、

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

民

政

長

官

（

極

東

軍

司

令

官

を

兼

任

）

が

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

で

日

本

の

与

野

党

が

沖

縄

問

題

を

取

り

上

げ

て

い

た

時

に

国

会

議

員

を

招

待

し

て

い

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

か

つ

て

の

上

司

で

あ

る

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

の

前

例

を

踏

ま

え

、

各

政

党

が

自

由

に

沖

縄

に

訪

問

す

る

よ

り

は

こ

ち

ら

か

ら

議

員

団

と

し

て

招

待

し

、

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

お

よ

び

訪

問

の

条

件

を

調

整

す

る

方

が

望

ま

し

い

と

考

え

た

86

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ィ

イ

に

は

ま

た

、

党

派

を

超

え

た

議

員

が

、

同

時

に

沖

縄

の

状

況

を

視

察

す

る

こ

と

で

本

土

の

沖

縄

問

題

に

関

す

る

議

論

が

よ

り

建

設

的

に

な

っ

て

ほ

し

い

と

い

う

期

待

も

あ

っ

た

87

。

当

時

、

日

本

本

土

で

沖

縄

問

題

は

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

と

い

っ

た

大

き

な

事

件

が

起

き

る

た

び

に

散

発

的

に

議

論

さ

れ

る

も

、

時

間

の

経

過

と

と

も

に

沈

静

化

す

る

と

い

う

傾

向

が

あ

っ

た

88

。

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

が

日

本

本

土

で

取

り

上

げ

ら

れ

た

の

も

参

議

院

選

挙

と

結

び

つ

い

て

い

た

側

面

も

あ

り

、

沖

縄

問

題

は

日

本

本

土

の

政

局

と

絡

み

な

が

ら

議

論

さ

れ

て

い

た

8
9

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ィ

ウ

ェ

イ

の

提

案

に

駐

日

大

使

館

も

「

数

多

く

の

長

所

」

が

あ

る

と

認

め

、

六

月

に

予

定

さ

れ

る

池

田

訪

米

の

地

な

ら

し

な

る

と

同

意

し

、

国

務

省

も

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

見

解

に

賛

意

を

示

し

た

90

。

だ

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

率

い

る

琉

球

列

島

ア

メ

リ

カ

陸

軍

の

上

位

組

織

で

あ

る

太

平

洋

軍

が

、

国

会

議

員

団

の

招

待

に

難

色

を

示

す

。

太

平

洋

軍

は

、

国

会

議

員

団

の

招

待

は

「

政

治

的

な

宥

和

」

に

過

ぎ

ず

、

沖

縄

統

治

に

日

本

政

府

の

関

与

を

増

大

さ

せ

る

こ

と

を

認

め

る

こ

と

に

な

り

か

ね

な

い

と

警

戒

し

た

。

ま

た

、

国

会

議

員

ら

が

沖

縄

訪

問

中

に

日

本

へ

の

復

帰

運

動

や

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

に

反

対

す

る

デ

モ

な

ど

に

参

加

す

れ

ば

、

反

米

的

な

機

運

が

一

層
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高

ま

る

だ

ろ

う

と

太

平

洋

軍

は

指

摘

し

た

。

太

平

洋

軍

は

む

し

ろ

、

こ

う

し

た

政

党

の

動

き

を

日

本

政

府

が

止

め

る

べ

き

で

あ

る

と

、

日

本

政

府

に

忠

告

す

る

よ

う

統

合

参

謀

本

部

に

勧

告

し

て

い

た

の

で

あ

る

91

。 
統

合

参

謀

本

部

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

提

案

と

太

平

洋

軍

の

見

解

を

検

討

し

、

結

果

と

し

て

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

提

案

を

支

持

し

た

。

統

合

参

謀

本

部

は

太

平

洋

軍

へ

の

電

報

で

、

そ

も

そ

も

日

本

の

国

会

議

員

ら

に

よ

る

沖

縄

訪

問

を

今

後

と

も

拒

否

し

続

け

る

こ

と

は

難

し

い

と

述

べ

た

。

そ

し

て

、

事

前

に

日

本

政

府

や

琉

球

政

府

に

国

会

議

員

ら

が

沖

縄

で

政

治

活

動

に

参

加

し

な

い

と

い

う

確

約

が

得

ら

れ

れ

ば

太

平

洋

軍

が

恐

れ

る

よ

う

な

事

態

に

は

な

ら

な

い

だ

ろ

う

と

指

摘

し

た

92

。

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

の

時

期

に

国

会

議

員

ら

が

沖

縄

に

訪

問

し

た

時

も

国

会

議

員

は

沖

縄

で

の

政

治

活

動

に

参

加

し

な

い

と

い

う

約

束

で

訪

問

し

、

そ

の

約

束

を

破

る

こ

と

は

な

か

っ

た

。

統

合

参

謀

本

部

の

支

持

を

得

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

一

九

六

一

年

六

月

一

二

日

か

ら

一

五

日

の

三

日

間

、

日

本

の

国

会

議

員

た

ち

を

「

賓

客

」

と

し

て

沖

縄

に

招

く

こ

と

に

な

っ

た

93

。 

日

本

の

国

会

議

員

た

ち

が

見

た

沖

縄

に

は

「

な

ん

と

も

わ

り

き

れ

な

い

複

雑

さ

」

が

あ

っ

た

94

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

よ

っ

て

朝

八

時

か

ら

夜

九

時

ま

で

び

っ

し

り

組

ま

れ

た

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

を

こ

な

し

、

唯

一

の

自

由

時

間

に

な

っ

た

夜

、

国

会

議

員

た

ち

は

沖

縄

の

経

済

団

体

や

労

組

団

体

の

代

表

ら

と

の

会

合

に

出

席

し

て

い

た

95

。

日

中

の

公

式

の

面

会

で

は

沖

縄

の

早

期

復

帰

を

揃

っ

て

訴

え

て

い

た

沖

縄

側

の

代

表

者

た

ち

の

本

音

が

夜

の

会

合

で

あ

ら

わ

に

な

る

。

こ

の

時

の

様

子

を

読

売

新

聞

の

記

事

は

次

の

よ

う

に

伝

え

て

い

る

。 

「

こ

の

夜

半

の

話

し

合

い

は

必

ず

し

も

昼

間

の

公

式

意

見

と

は

同

じ

で

な

か

っ

た

（

中

略

）

経

済

界

は

日

本

の

資

本

を

『

外

資

』

と

呼

ん

で

警

戒

し

て

い

る

。

労

働

者

も

ま

た

軍

雇

用

員

と

し

て

基

地

の

た

め

に

生

活

を

維

持

し

て

い

る

。

祖

国

復

帰

と

い

う

ニ

シ

キ

の

み

旗

（

原

文

マ

マ

）

は

現

実

の

場

に

直

面

す

る

と

、

こ

っ

そ

り

と

巻

き

お

さ

め

る

こ

と

も

少

な

く

な

い

96

。」

 

ま

た

、

こ

の

訪

問

を

通

じ

て

、

日

本

の

国

会

議

員

た

ち

は

沖

縄

で

の

貧

富

の

格

差

に

注

目

す

る

よ

う

に

な

る

。

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

が

終

結

し

た

沖

縄

で

は

、

一

九

五

九

年

九

月

か

ら

沖

縄

の

軍

用

地

主

に

対

す

る

地

代

の

支

払

い

が

始

ま

っ

て

お

り

沖

縄

に

は

「

ド

ル

の
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雨

」

が

降

っ

て

い

た

9
7

。

ま

た

、

一

九

六

〇

年

に

は

沖

縄

の

戦

没

者

遺

族

、

傷

痍

軍

人

及

び

そ

の

遺

族

、

退

職

軍

人

及

び

そ

の

遺

族

へ

の

恩

給

・

遺

族

年

金

の

支

払

い

が

始

ま

っ

て

お

り

、

ド

ル

供

給

の

増

大

で

沖

縄

経

済

は

好

況

に

沸

い

て

い

た

98

。

他

方

、

こ

う

し

た

恩

恵

を

受

け

ら

れ

な

か

っ

た

沖

縄

住

民

や

、

社

会

保

障

制

度

の

欠

如

の

た

め

に

困

窮

を

強

い

ら

れ

た

人

々

と

の

格

差

が

拡

大

し

、

女

性

の

身

売

り

が

発

生

す

る

な

ど

、

貧

富

の

格

差

は

深

刻

な

社

会

問

題

に

な

っ

て

い

た

99

。 

沖

縄

の

複

雑

さ

に

直

面

し

た

あ

る

民

社

党

議

員

は

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

「

沖

縄

に

来

た

こ

と

を

後

悔

し

て

い

る

。

な

ぜ

な

ら

沖

縄

に

来

る

前

は

沖

縄

に

つ

い

て

喋

り

た

い

よ

う

に

喋

れ

た

が

、

現

在

、

沖

縄

に

つ

い

て

直

に

知

り

良

心

に

お

い

て

そ

の

よ

う

な

こ

と

が

で

き

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

か

ら

だ

100

。」

 

一

九

六

〇

年

代

前

半

、

沖

縄

問

題

の

中

心

は

日

本

か

ら

の

経

済

援

助

の

方

式

や

規

模

な

ど

、

返

還

問

題

か

ら

経

済

援

助

の

問

題

に

移

っ

て

い

く

。

ア

メ

リ

カ

側

か

ら

見

た

場

合

、

日

本

の

国

会

議

員

団

の

訪

問

に

よ

り

沖

縄

問

題

の

争

点

ず

ら

し

に

成

功

し

て

い

た

と

言

え

る

だ

ろ

う

1
0
1

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

と

っ

て

も

日

本

の

国

会

議

員

団

の

訪

問

は

、

日

本

人

の

沖

縄

住

民

に

対

す

る

認

識

を

知

る

機

会

に

な

っ

た

。

日

本

の

国

会

議

員

た

ち

が

、

沖

縄

の

政

治

家

に

対

し

見

下

す

よ

う

な

態

度

を

取

っ

た

り

、

沖

縄

の

文

化

を

嘲

笑

し

た

り

し

て

い

た

こ

と

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

耳

に

入

っ

て

い

た

102

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

以

後

、

沖

縄

住

民

は

民

族

的

に

日

本

人

で

は

な

く

、

日

本

人

の

沖

縄

へ

の

関

心

は

政

治

的

な

駆

け

引

き

に

過

ぎ

な

い

と

述

べ

る

よ

う

に

な

る

が

、

今

回

の

議

員

団

訪

沖

は

こ

う

し

た

見

方

を

形

成

す

る

下

敷

き

に

な

っ

た

と

思

わ

れ

る

。 

日

本

国

会

議

員

団

の

訪

問

問

題

を

手

際

よ

く

処

理

し

た

後

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

取

り

組

む

こ

と

に

な

っ

た

次

な

る

問

題

は

、

沖

縄

に

お

け

る

日

本

国

旗

の

掲

揚

問

題

だ

っ

た

。 

日

の

丸

掲

揚

は

終

戦

以

降

の

軍

事

占

領

期

に

は

一

切

認

め

ら

れ

な

か

っ

た

が

、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

が

発

効

し

軍

事

占

領
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の

終

了

後

に

は

、

個

人

的

に

日

の

丸

を

掲

揚

す

る

こ

と

は

許

さ

れ

て

い

た

103

。

し

か

し

、

軍

事

占

領

終

結

後

も

市

役

所

や

学

校

と

い

っ

た

公

共

の

建

物

で

日

の

丸

を

掲

げ

る

こ

と

が

禁

じ

ら

れ

て

お

り

、

沖

縄

の

教

職

員

は

「

日

本

国

民

と

し

て

の

魂

の

空

白

を

作

る

こ

と

な

く

、

豊

か

な

国

民

感

情

と

国

民

的

自

覚

を

堅

持

せ

し

む

る

た

め

に

」、

学

校

で

の

日

の

丸

掲

揚

を

要

望

し

て

い

た

104

。 

沖

縄

住

民

の

間

だ

け

で

な

く

日

本

本

土

で

も

沖

縄

で

の

日

の

丸

掲

揚

を

求

め

る

動

き

が

あ

り

、

日

本

政

府

は

一

九

六

一

年

六

月

下

旬

に

開

催

さ

れ

た

池

田

首

相

と

ケ

ネ

デ

ィ

（

J
o
h
n
 F
i
tz
ge
ra
ld
 K
en
ne
dy

）

大

統

領

と

の

首

脳

会

談

で

、

日

の

丸

掲

揚

を

議

題

と

し

て

提

起

し

た

。

沖

縄

で

の

日

の

丸

掲

揚

に

つ

い

て

軍

部

の

強

い

反

対

が

あ

り

、

軍

部

と

国

務

省

の

官

僚

間

で

調

整

が

つ

か

ず

、

国

務

長

官

が

国

防

長

官

に

直

接

掛

け

合

う

こ

と

で

首

脳

会

談

の

二

日

前

に

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

よ

う

や

く

合

意

が

得

ら

れ

て

い

た

105

。

首

脳

会

談

の

結

果

、

沖

縄

で

は

公

共

建

造

物

で

も

祝

日

に

限

り

日

本

国

旗

の

掲

揚

が

認

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

が

、

軍

部

は

積

極

的

に

掲

揚

を

認

め

て

い

た

わ

け

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

こ

の

時

、

日

の

丸

掲

揚

を

認

め

る

具

体

的

な

建

物

の

検

討

を

進

め

、

高

等

弁

務

官

が

執

務

を

執

る

米

国

民

政

府

ビ

ル

に

も

星

条

旗

と

と

も

に

日

の

丸

を

併

揚

す

る

こ

と

を

提

起

し

た

。

米

国

民

政

府

ビ

ル

の

所

有

権

は

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

に

あ

り

日

の

丸

掲

揚

の

対

象

と

は

な

っ

て

い

な

か

っ

た

。

し

か

し

な

が

ら

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

「

法

的

に

解

釈

す

る

こ

と

は

逆

効

果

で

あ

る

」

と

し

、

沖

縄

住

民

の

復

帰

感

情

を

踏

ま

え

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

の

象

徴

で

あ

る

米

国

民

政

府

ビ

ル

に

星

条

旗

と

日

の

丸

の

併

揚

を

実

現

さ

せ

た

の

で

あ

る

1
0
6

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

高

等

弁

務

官

に

着

任

後

取

り

組

ん

だ

「

メ

ー

ス

」

ミ

サ

イ

ル

配

備

問

題

、

日

本

国

会

議

員

の

訪

問

問

題

、

そ

し

て

日

の

丸

掲

揚

の

処

理

に

つ

い

て

は

、

の

ち

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

と

対

立

し

た

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

駐

日

大

使

も

称

賛

し

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

将

軍

は

真

に

知

的

で

幅

広

い

能

力

を

持

ち

、

彼

の

地

位

［

高

等

弁

務

官

］

（
［

］

内

は

筆

者

、

以

下

、

同

じ

。）

に

就

く

人

間

に

と

っ

て

不

可

欠

な

資

質

で

あ

る

、

素

早

い

機

転

と

温

厚

な

人

柄

を

も

っ

た

人

物

で

あ

る

」

と

評

し

た

107

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

と

の
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初

会

談

で

も

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

将

軍

と

私

は

、

琉

球

問

題

へ

の

ア

プ

ロ

ー

チ

に

つ

い

て

相

互

に

満

足

す

る

も

の

を

作

り

出

す

こ

と

が

で

き

た
1
0
8

」

と

国

務

省

に

報

告

し

て

い

る

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

住

民

の

感

情

に

配

慮

し

、

か

つ

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

も

う

ま

く

立

ち

回

る

こ

と

で

円

滑

な

沖

縄

統

治

を

進

め

て

い

た

の

で

あ

る

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

沖

縄

統

治

は

順

調

な

滑

り

出

し

を

見

せ

て

い

た

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

次

第

に

琉

球

政

府

の

与

党

で

あ

る

沖

縄

自

民

党

の

政

権

運

営

が

あ

ま

り

に

も

無

責

任

な

も

の

で

あ

る

と

感

じ

、

そ

の

姿

勢

に

疑

問

を

抱

く

よ

う

に

な

っ

て

い

く

。 

ま

ず

、

琉

球

政

府

の

無

責

任

さ

は

金

融

行

政

に

あ

ら

わ

れ

て

い

た

。

琉

球

政

府

に

よ

る

金

融

機

関

へ

の

監

督

は

甘

く

、

ほ

と

ん

ど

の

金

融

機

関

で

な

ん

ら

か

の

不

正

が

行

わ

れ

て

い

た

。

経

営

陣

に

よ

る

横

領

や

不

当

貸

付

に

よ

り

破

綻

寸

前

と

な

り

、

取

り

付

け

騒

ぎ

を

引

き

起

し

か

ね

な

い

金

融

機

関

も

あ

っ

た

。

沖

縄

自

民

党

は

長

年

に

わ

た

り

大

口

の

献

金

主

で

あ

る

金

融

機

関

の

経

営

者

ら

に

忖

度

し

、

金

融

機

関

の

汚

職

を

見

逃

し

て

い

た

と

言

わ

れ

る

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

着

任

し

た

一

九

六

一

年

に

は

沖

縄

で

初

め

て

銀

行

経

営

者

の

汚

職

事

件

が

摘

発

さ

れ

た

が

、

こ

れ

は

金

融

機

関

を

監

督

す

る

琉

球

政

府

の

金

融

検

査

部

に

よ

っ

て

お

こ

な

わ

れ

た

も

の

で

は

な

く

、

銀

行

職

員

の

内

部

告

発

に

よ

る

も

の

だ

っ

た

。

琉

球

政

府

が

定

期

検

査

を

実

施

し

て

い

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

汚

職

に

対

処

し

て

い

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

当

時

の

警

察

関

係

者

は

共

犯

の

可

能

性

も

考

え

て

い

た

と

い

う

109

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

金

融

機

関

の

汚

職

に

つ

い

て

前

任

者

の

ブ

ー

ス

か

ら

も

知

ら

さ

れ

て

い

た

こ

と

も

あ

り

、

そ

の

深

刻

さ

を

痛

感

し

た

1
10

。 

次

に

、

琉

球

政

府

は

財

政

に

お

い

て

も

無

責

任

な

姿

勢

が

見

ら

れ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

側

近

で

あ

る

オ

ン

ド

リ

ッ

ク

（

J
o
h
n 
G.
 

O
nd
ri
ck

）

民

政

官

に

よ

れ

ば

「

琉

球

政

府

は

予

算

と

財

政

分

野

で

、

深

刻

な

欠

点

と

常

識

の

な

い

や

り

方

を

示

し

て

」

お

り

、

米

国

民

政

府

の

助

言

が

な

け

れ

ば

琉

球

政

府

は

数

百

万

ド

ル

も

の

税

収

を

失

っ

て

い

た

111

。 

実

際

、

米

国

民

政

府

は

那

覇

市

の

あ

る

大

商

店

の

課

税

額

が

あ

ま

り

に

も

低

い

こ

と

に

目

を

つ

け

、

自

ら

税

額

の

査

定

を

行

っ

た

こ

と

が

あ

る

。

商

店

主

は

ア

メ

リ

カ

の

不

当

干

渉

で

あ

る

と

反

発

し

た

が

、

実

際

に

は

、

そ

の

商

店

主

と

担

当

の

税

務

職

員

が

同

じ

門

中
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（

沖

縄

独

特

の

広

い

血

縁

集

団

）

に

属

し

、

馴

れ

合

い

が

あ

っ

た

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

読

売

新

聞

特

派

員

と

し

て

沖

縄

に

派

遣

さ

れ

た

中

沢

道

明

に

よ

れ

ば

「

こ

う

し

た

こ

と

は

例

外

的

現

象

で

は

な

く

沖

縄

で

は

公

然

た

る

一

般

的

風

潮

」

で

あ

り

、

「

汚

職

」

で

は

な

い

「

手

加

減

」

と

し

て

行

わ

れ

て

い

た

と

い

う

112

。

米

国

民

政

府

が

す

べ

て

の

沖

縄

企

業

を

監

督

す

る

こ

と

は

現

実

的

に

難

し

い

以

上

、

こ

う

し

た

「

手

加

減

」

に

よ

る

税

収

の

漏

れ

は

少

な

く

な

い

金

額

と

な

り

、

結

果

と

し

て

、

ア

メ

リ

カ

政

府

に

よ

る

沖

縄

援

助

の

一

定

部

分

が

「

手

加

減

」

の

埋

め

合

わ

せ

に

使

わ

れ

て

い

た

こ

と

に

な

る

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

高

等

弁

務

官

に

着

任

し

た

年

、

ア

メ

リ

カ

政

府

は

沖

縄

援

助

金

の

増

額

を

検

討

し

て

お

り

、

そ

の

た

め

の

予

算

を

連

邦

議

会

に

説

得

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

113

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

も

沖

縄

援

助

予

算

の

増

額

の

た

め

に

、

歴

代

高

等

弁

務

官

と

し

て

初

め

て

一

九

六

二

年

に

連

邦

議

会

の

証

言

台

に

立

つ

こ

と

に

な

る

114

。

そ

う

し

た

な

か

、

沖

縄

自

民

党

は

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

援

助

金

を

当

て

に

し

て

選

挙

対

策

で

減

税

を

試

み

て

い

た

115

。

琉

球

政

府

の

減

税

の

動

き

や

ず

さ

ん

な

徴

税

が

連

邦

議

会

の

知

る

と

こ

ろ

と

な

れ

ば

、

沖

縄

援

助

金

の

増

額

は

お

ろ

か

、

現

行

の

援

助

金

す

ら

減

額

さ

れ

る

か

も

し

れ

な

か

っ

た

116

。 

こ

の

他

に

も

沖

縄

自

民

党

は

大

口

の

献

金

主

で

あ

る

経

営

者

ら

の

反

発

を

恐

れ

、

沖

縄

の

労

働

者

の

権

利

を

守

ろ

う

と

し

な

か

っ

た

。

沖

縄

自

民

党

が

多

数

を

占

め

る

立

法

院

は

、

最

低

賃

金

制

度

や

労

災

保

険

制

度

の

導

入

を

見

送

り

続

け

て

お

り

、

最

低

賃

金

が

保

障

さ

れ

労

災

保

険

が

完

備

さ

れ

た

職

場

は

ア

メ

リ

カ

政

府

関

連

の

職

場

に

限

ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る

117

。

立

法

院

が

公

務

員

の

給

与

引

き

上

げ

を

見

送

る

一

方

で

、

立

法

院

議

員

の

給

与

を

引

き

上

げ

る

法

案

を

提

出

し

た

と

き

、

沖

縄

の

公

務

員

は

立

法

院

の

建

物

に

集

結

し

、

議

場

を

半

ば

無

秩

序

状

態

に

至

ら

し

め

て

い

た

118

。

立

法

院

は

「

最

低

議

会

」

と

地

元

紙

で

批

判

さ

れ

続

け

た

119

。 

こ

う

し

た

こ

と

か

ら

沖

縄

自

民

党

の

統

治

能

力

に

不

信

感

を

高

め

て

い

っ

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

立

法

院

が

採

択

し

た

あ

る

決

議

に

激

怒

し

た

。

そ

の

決

議

が

、

国

際

社

会

に

向

け

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

植

民

地

主

義

と

し

て

訴

え

た

「

二

・

一

決

議

」

で

あ

る

。

立

法

院

の

多

数

派

で

あ

る

沖

縄

自

民

党

は

選

挙

を

控

え

ア

メ

リ

カ

に

弱

気

な

姿

勢

を

見

せ

る

こ

と

が

で

き

ず

、

野

党

主

導

の

こ

の

「

二

・
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一

決

議

」

に

賛

成

せ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

と

言

わ

れ

る

120

（「

二

・

一

決

議

」

に

つ

い

て

は

第

四

章

で

詳

述

）。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

自

民

党

が

立

法

院

で

二

九

議

席

の

う

ち

二

二

議

席

も

占

め

て

い

た

に

も

関

わ

ら

ず

、

「

二

・

一

決

議

」

を

阻

止

で

き

な

か

っ

た

ば

か

り

か

賛

成

票

ま

で

投

じ

た

こ

と

に

怒

り

を

露

わ

に

す

る

。 

「

明

ら

か

に

沖

縄

自

民

党

と

立

法

院

に

は

、

議

会

手

続

き

に

お

け

る

か

な

り

の

教

育

が

必

要

だ

。

（

中

略

）

こ

の

事

態

の

推

移

は

、

琉

球

政

府

が

よ

り

大

き

な

責

任

［

自

治

権

］

を

突

然

持

つ

こ

と

に

な

る

時

に

処

理

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

困

難

を

言

葉

で

伝

え

る

以

上

に

は

っ

き

り

と

示

し

て

い

る

1
2
1

。」

 

沖

縄

自

民

党

に

よ

る

無

責

任

な

政

権

運

営

を

目

の

当

た

り

に

し

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

沖

縄

の

政

界

が

日

頃

か

ら

訴

え

る

自

治

権

拡

大

を

責

任

が

伴

わ

な

い

ス

ロ

ー

ガ

ン

と

み

な

す

よ

う

に

な

っ

て

い

っ

た

。

琉

球

政

府

に

自

治

を

委

ね

る

こ

と

は

金

融

機

関

の

腐

敗

に

よ

る

取

り

付

け

騒

ぎ

へ

の

懸

念

か

ら

も

明

ら

か

な

よ

う

に

、

安

定

し

た

沖

縄

統

治

を

揺

る

が

し

か

ね

な

い

問

題

を

は

ら

ん

で

い

た

の

で

あ

る

。 琉

球

政

府

に

よ

る

自

治

に

つ

い

て

、

オ

ン

ド

リ

ッ

ク

民

政

官

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

へ

の

報

告

書

で

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

「

琉

球

政

府

は

、

意

見

の

相

違

が

大

き

い

争

点

に

つ

い

て

は

、

責

任

を

受

け

入

れ

よ

う

と

し

な

い

か

、

主

導

権

を

取

ろ

う

と

し

な

い

。

既

に

自

治

権

を

も

っ

て

い

る

分

野

に

お

い

て

、

琉

球

政

府

は

［

米

国

民

政

府

か

ら

の

］

自

治

権

の

譲

渡

を

正

当

化

す

る

こ

と

に

失

敗

し

て

き

た

。

意

見

が

割

れ

る

争

点

が

浮

上

す

る

と

き

琉

球

政

府

は

完

全

に

後

ろ

に

座

り

、

高

等

弁

務

官

に

責

任

を

取

ら

せ

よ

う

と

す

る

。

彼

ら

は

論

争

的

で

な

い

分

野

に

お

い

て

の

み

、

よ

り

多

く

の

自

治

権

を

望

ん

で

い

る

の

で

あ

る

122

。」

 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

先

に

述

べ

た

よ

う

に

沖

縄

援

助

予

算

の

増

額

の

た

め

に

ア

メ

リ

カ

連

邦

議

会

で

証

言

し

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、

こ

れ

ま

で

の

高

等

弁

務

官

の

よ

う

に

琉

球

政

府

の

無

責

任

な

政

権

運

営

を

見

過

ご

す

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

123

。

ま

た

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

勤

勉

な

性

格

が

琉

球

政

府

や

沖

縄

自

民

党

の

仕

事

ぶ

り

に

満

足

で

き

な

か

っ

た

こ

と

も

あ

っ

た

の

だ

ろ

う

124

。

「

二

・

一

決

議

」

を
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き

っ

か

け

に

沖

縄

自

民

党

に

見

切

り

を

つ

け

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

琉

球

政

府

に

は

自

治

権

よ

り

も

教

育

が

必

要

で

あ

る

と

判

断

し

、

「

強

権

的

」

統

治

に

踏

み

切

っ

て

い

っ

た

の

で

あ

る

。 

  

第

三

章 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

と

沖

縄 

  

「

二

・

一

決

議

」

以

降

、

「

強

権

的

」

統

治

を

展

開

す

る

際

に

も

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

こ

れ

ま

で

の

海

外

勤

務

で

の

経

験

を

活

か

し

た

統

治

を

み

せ

て

い

る

。

親

米

勢

力

で

あ

る

沖

縄

自

民

党

に

失

望

し

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

む

し

ろ

反

米

的

と

目

さ

れ

て

い

た

沖

縄

社

会

大

衆

党

（

以

下

、

社

大

党

）

と

の

協

力

関

係

を

築

い

て

い

っ

た

の

で

あ

る

125

。

社

大

党

も

琉

球

政

府

の

無

責

任

な

行

政

を

問

題

視

し

、

高

等

弁

務

官

の

権

力

を

通

じ

て

そ

の

改

善

を

試

み

よ

う

と

し

た

面

が

あ

っ

た

126

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

特

に

社

大

党

の

平

良

幸

市

立

法

院

議

員

を

高

く

評

価

し

て

お

り

「

ミ

ス

タ

ー

・

タ

イ

ラ

［

平

良

幸

市

］

は

、

一

ダ

ー

ス

の

ミ

ス

タ

ー

・

オ

ー

タ

［

大

田

政

作

沖

縄

自

民

党

総

裁

、

琉

球

政

府

行

政

主

席

］

の

価

値

」

が

あ

っ

た

と

述

べ

て

い

る

127

。

世

界

一

コ

ス

ト

が

か

か

る

と

言

わ

れ

た

沖

縄

の

製

糖

業

の

合

理

化

も

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

平

良

か

ら

の

助

言

を

受

け

て

進

め

た

と

い

う

128

。 

製

糖

業

は

沖

縄

経

済

に

と

っ

て

極

め

て

重

要

な

産

業

だ

っ

た

。

ア

メ

リ

カ

統

治

時

代

、

サ

ト

ウ

キ

ビ

か

ら

砂

糖

に

精

製

さ

れ

る

過

程

で

生

み

出

さ

れ

る

粗

糖

は

、

沖

縄

の

輸

出

額

に

占

め

る

割

合

で

ほ

と

ん

ど

ト

ッ

プ

の

座

に

あ

り

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

時

代

に

限

っ

て

み

れ

ば

、

五

三

％

か

ら

六

四

％

の

間

を

推

移

し

て

い

た

129

。

輸

出

第

二

位

の

パ

イ

ン

に

対

し

、

粗

糖

が

三

倍

か

ら

五

倍

の

輸

出

額

で

あ

っ

た

こ

と

も

踏

ま

え

る

と

、

輸

出

に

お

け

る

粗

糖

の

重

要

性

が

よ

り

明

瞭

に

な

る
130

。

他

方

、

輸

入

の

面

を

見

る

と

沖

縄

は

天

然

資

源
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が

乏

し

く

、

産

業

界

に

は

競

争

力

の

あ

る

工

業

製

品

を

生

産

す

る

力

を

欠

い

て

い

た

こ

と

か

ら

、

沖

縄

は

そ

う

し

た

製

品

を

輸

入

に

頼

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

つ

ま

り

、

天

然

資

源

や

工

業

製

品

と

い

っ

た

輸

入

製

品

の

支

払

い

代

金

を

獲

得

す

る

た

め

に

、

沖

縄

の

粗

糖

輸

出

は

不

可

欠

な

役

割

を

果

た

し

て

い

た

の

で

あ

る

131

。 

沖

縄

産

の

粗

糖

は

九

割

以

上

が

日

本

本

土

へ

輸

出

さ

れ

て

お

り

、

国

内

産

の

粗

糖

と

し

て

関

税

な

ど

の

特

恵

措

置

に

よ

り

外

国

産

の

粗

糖

か

ら

保

護

さ

れ

て

い

た

。

と

こ

ろ

が

、

一

九

六

〇

年

代

に

入

り

、

日

本

が

経

済

協

力

開

発

機

構

（O
r
g
a
n
is
at
io
n
 
fo
r 
Ec
o
no
mi
c 
Co

-

o
pe
ra
ti
on
 a
nd
 D
ev
el
op
me
nt

）

へ

の

加

盟

を

目

指

す

な

か

農

産

物

の

自

由

化

が

決

ま

り

、

一

九

六

三

年

八

月

に

粗

糖

が

自

由

化

さ

れ

た

。

粗

糖

が

自

由

化

さ

れ

れ

ば

、

沖

縄

産

の

粗

糖

は

キ

ュ

ー

バ

産

や

台

湾

産

な

ど

の

諸

外

国

の

粗

糖

に

太

刀

打

ち

で

き

な

く

な

る

こ

と

が

予

想

さ

れ

た

。

沖

縄

側

の

陳

情

も

あ

り

、

日

本

政

府

は

一

九

六

四

年

三

月

に

「

沖

縄

産

糖

の

政

府

買

い

入

れ

に

関

す

る

特

別

措

置

法

」

を

制

定

し

、

粗

糖

の

価

格

が

著

し

く

下

落

す

る

場

合

に

は

国

内

産

と

同

様

に

沖

縄

産

の

粗

糖

を

買

い

上

げ

る

こ

と

に

し

た

132

。

た

だ

し

、

こ

の

法

律

と

引

き

換

え

に

、

日

本

政

府

は

沖

縄

の

製

糖

業

は

合

理

化

を

促

進

し

コ

ス

ト

ダ

ウ

ン

を

図

る

べ

き

と

強

く

要

求

し

た

133

。

沖

縄

産

糖

の

買

い

上

げ

予

算

が

年

度

ご

と

に

決

ま

り

、

こ

の

法

律

が

定

め

る

よ

う

に

「

沖

縄

に

お

け

る

サ

ト

ウ

キ

ビ

の

生

産

事

情

、

沖

縄

産

糖

の

製

造

事

情

そ

の

他

の

経

済

事

情

を

参

酌

」

さ

れ

る

こ

と

を

踏

ま

え

れ

ば

、

沖

縄

の

製

糖

業

に

お

け

る

合

理

化

は

喫

緊

の

課

題

だ

っ

た

。 こ

う

し

て

沖

縄

の

糖

業

界

に

合

理

化

が

不

可

欠

と

な

る

な

か

、

琉

球

政

府

は

、

沖

縄

本

島

中

南

部

の

西

原

で

「

道

を

一

つ

挟

ん

で

」

二

つ

の

製

糖

工

場

の

新

設

を

許

可

し

た

134

。

サ

ト

ウ

キ

ビ

畑

に

製

糖

工

場

が

乱

立

し

、

農

家

か

ら

砂

糖

の

原

料

で

あ

る

サ

ト

ウ

キ

ビ

の

買

い

上

げ

を

め

ぐ

っ

て

価

格

競

争

が

発

生

す

れ

ば

既

に

世

界

一

高

い

沖

縄

の

サ

ト

ウ

キ

ビ

価

格

を

さ

ら

に

押

し

上

げ

て

い

た

だ

ろ

う

。

ま

た

、

小

規

模

な

製

糖

工

場

が

粗

糖

の

コ

ス

ト

高

の

原

因

と

な

っ

て

い

た

こ

と

も

踏

ま

え

れ

ば

、

琉

球

政

府

の

工

場

新

設

許

可

は

砂

糖

の

自

由

化

対

策

に

逆

行

し

て

い

た

と

言

え

る

135

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

こ

の

問

題

を

西

原

を

選

挙

区

と

す

る

平

良

か

ら

の

助

言

で

知

ら

さ
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れ

、

一

九

六

四

年

六

月

に

二

工

場

を

統

合

さ

せ

た

136

。

平

良

か

ら

の

助

言

を

高

く

評

価

し

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

平

良

に

以

下

の

よ

う

に

語

っ

た

と

い

う

。 
「

平

良

さ

ん

、

私

は

あ

な

た

に

覚

え

て

お

い

て

ほ

し

い

こ

と

が

あ

る

。

も

し

、

正

さ

れ

る

べ

き

何

か

し

ら

間

違

っ

た

こ

と

が

あ

れ

ば

、

私

に

知

ら

せ

て

ほ

し

い

。

私

は

あ

な

た

を

私

的

な

昼

食

に

誘

う

つ

も

り

は

な

い

。

私

は

あ

な

た

を

私

的

な

会

議

に

招

く

つ

も

り

も

な

い

。

私

は

あ

な

た

に

、

あ

な

た

が

望

ま

な

い

限

り

、

私

を

個

人

的

に

訪

ね

る

こ

と

も

期

待

し

て

い

な

い

。

あ

な

た

も

承

知

の

よ

う

に

、

私

は

オ

フ

ィ

ス

を

開

け

て

い

る

。

オ

フ

ィ

ス

で

は

私

に

会

い

た

い

人

間

は

だ

れ

で

も

私

に

会

う

こ

と

が

で

き

る

。

オ

フ

ィ

ス

は

那

覇

の

中

心

に

あ

る

政

府

ビ

ル

群

に

あ

る

米

国

民

政

府

ビ

ル

だ

。

そ

し

て

、

も

し

あ

な

た

が

望

む

な

ら

、

あ

な

た

は

私

に

そ

こ

で

会

い

、

誰

も

我

々

の

会

話

に

つ

い

て

知

る

こ

と

は

な

い

だ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

誰

も

我

々

の

会

話

を

聞

く

こ

と

が

で

き

な

い

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

も

し

あ

な

た

が

、

た

だ

一

言

い

い

た

い

と

き

は

、

あ

る

い

は

も

し

何

か

し

ら

私

が

あ

な

た

を

助

け

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

が

あ

れ

ば

、

あ

な

た

が

望

む

や

り

方

で

そ

れ

を

知

ら

せ

て

ほ

し

い

137

。」

 

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

」

と

呼

ば

れ

る

「

強

権

的

」

統

治

を

代

表

す

る

金

融

機

関

の

汚

職

摘

発

で

も

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

現

地

か

ら

協

力

者

を

探

し

て

い

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

協

力

者

探

し

と

金

融

改

革

の

第

一

歩

と

し

て

、

金

融

機

関

を

監

督

す

る

金

融

検

査

部

の

独

立

性

を

高

め

た

。

一

九

六

二

年

八

月

、

金

融

機

関

の

統

制

に

関

す

る

法

令

で

あ

る

「

銀

行

、

銀

行

業

務

お

よ

び

信

用

供

与

」

を

改

正

し

、

金

融

検

査

部

の

部

長

の

任

命

と

解

任

に

米

国

民

政

府

の

承

認

を

必

須

と

し

た

1
38

。

こ

の

法

改

正

以

前

は

、

金

融

機

関

の

監

督

で

陣

頭

指

揮

を

と

る

金

融

検

査

部

部

長

は

一

般

職

員

と

同

様

に

人

事

異

動

の

対

象

で

あ

り

、

金

融

機

関

か

ら

政

治

献

金

を

受

け

る

琉

球

政

府

幹

部

の

影

響

下

に

あ

っ

た

1
3
9

。

か

り

に

、

金

融

検

査

部

が

金

融

機

関

に

不

利

益

と

な

る

検

査

結

果

を

出

そ

う

と

す

れ

ば

、

そ

う

し

た

検

査

結

果

は

琉

球

政

府

幹

部

に

よ

っ

て

握

り

つ

ぶ

さ

れ

、

金

融

検

査

部

部

長

は

解

任

さ

れ

る

恐

れ

が

あ

っ

た

140

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

こ

の

法

改

正

に

よ

り

金

融

検

査

部

部

長

が

金

融

機

関

の

影

響

か

ら

離

れ

て

、

そ

の

監

督

を

で

き

る

よ

う

に

し

た

の

で

あ

る

。

た

だ

し

、

こ
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の

法

改

正

が

高

等

弁

務

官

の

権

限

に

よ

っ

て

な

さ

れ

、

金

融

機

関

に

改

善

が

見

ら

れ

な

け

れ

ば

高

等

弁

務

官

自

ら

金

融

行

政

に

乗

り

出

す

と

す

る

書

簡

を

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

法

改

正

と

同

時

に

出

し

て

い

た

141

。

そ

の

た

め

、

こ

の

法

改

正

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

発

動

」

と

の

批

判

を

生

む

こ

と

と

な

っ

た

142

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

法

改

正

に

よ

り

金

融

検

査

部

部

長

の

身

分

が

保

障

さ

れ

て

も

、

そ

の

地

位

に

沖

縄

自

民

党

や

金

融

機

関

の

経

営

者

に

関

係

し

た

人

物

が

就

い

て

し

ま

え

ば

、

金

融

機

関

へ

の

監

督

は

従

来

通

り

の

馴

れ

合

い

と

な

る

。

沖

縄

自

民

党

や

金

融

機

関

と

し

が

ら

み

が

な

く

、

金

融

行

政

に

知

見

を

持

つ

人

物

を

探

し

出

さ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

が

、

そ

の

作

業

は

難

航

し

た

。

琉

球

大

学

助

教

授

で

会

計

学

を

専

門

と

す

る

当

時

三

五

歳

の

外

間

完

和

に

白

羽

の

矢

が

立

っ

た

の

は

、

法

改

正

か

ら

約

五

カ

月

が

経

過

し

て

か

ら

の

こ

と

だ

っ

た

1
4
3

。 

新

た

に

金

融

検

査

部

部

長

に

着

任

し

た

外

間

は

、

横

領

、

粉

飾

決

算

、

不

当

貸

付

な

ど

が

は

び

こ

る

沖

縄

の

金

融

機

関

に

容

赦

し

な

か

っ

た

。

外

間

は

金

融

検

査

部

で

の

検

査

を

も

と

に

金

融

機

関

の

経

営

者

ら

を

次

々

と

告

発

し

て

い

く

。

外

間

は

当

初

、

金

融

検

査

部

と

し

て

業

務

改

善

命

令

を

出

す

こ

と

も

検

討

し

た

が

琉

球

政

府

の

首

脳

部

が

金

融

検

査

部

の

命

令

を

握

り

つ

ぶ

す

可

能

性

を

考

慮

し

、

個

人

身

分

で

の

告

発

と

い

う

手

段

を

と

っ

た

144

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

法

改

正

に

よ

り

身

分

を

保

障

さ

れ

た

外

間

は

、

更

迭

さ

れ

る

こ

と

な

く

汚

職

経

営

者

ら

を

退

陣

さ

せ

て

い

っ

た

。

一

連

の

汚

職

取

り

締

ま

り

で

、

金

融

機

関

の

経

営

者

ら

は

横

領

や

不

当

貸

付

に

よ

っ

て

与

え

た

損

害

を

弁

済

し

、

銀

行

各

行

の

経

営

指

標

は

改

善

す

る

。

一

般

市

民

や

地

元

紙

、

そ

し

て

社

大

党

ら

野

党

も

金

融

機

関

の

浄

化

に

拍

手

喝

さ

い

を

送

っ

て

い

た

1
45

。

退

陣

さ

せ

ら

れ

た

金

融

機

関

の

経

営

者

ら

は

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

」

に

反

感

を

も

っ

た

と

思

わ

れ

る

が

、

そ

の

他

の

沖

縄

住

民

が

そ

う

し

た

反

感

を

持

っ

た

と

は

考

え

に

く

い

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

を

象

徴

す

る

「

自

治

神

話

」

説

も

当

時

の

沖

縄

住

民

の

反

響

を

詳

細

に

見

て

い

く

と

、

「

強

権

的

」

と

一

括

り

に

で

き

な

い

こ

と

が

分

か

る

。

「

自

治

神

話

」

説

と

は

、

一

九

六

三

年

三

月

、

沖

縄

の

ア

メ

リ

カ

留

学

経

験

者

を

中

心
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と

し

た

社

交

団

体

で

あ

る

「

金

門

ク

ラ

ブ

」

で

な

さ

れ

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

演

説

を

さ

す

146

。

「

自

治

神

話

」

説

で

ま

ず

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

「

今

晩

は

、

（

中

略

）

現

在

依

然

と

し

て

神

話

が

現

実

を

覆

っ

て

い

る

分

野

、

即

ち

、

自

治

と

誤

称

さ

れ

、

い

ろ

い

ろ

な

表

現

で

あ

い

ま

い

に

さ

れ

て

い

る

分

野

に

つ

い

て

話

し

合

い

た

い

と

思

う

」

と

切

り

出

し

た

。

こ

れ

に

次

い

で

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

目

の

不

自

由

な

人

々

が

同

じ

象

を

触

れ

、

各

々

の

触

れ

た

箇

所

に

基

づ

い

て

象

に

つ

い

て

論

評

す

る

「

群

盲

象

を

評

す

」

と

い

う

イ

ン

ド

の

寓

話

を

紹

介

し

、

自

治

に

つ

い

て

も

同

様

で

自

治

の

意

味

を

は

っ

き

り

さ

せ

る

必

要

が

あ

る

と

指

摘

す

る

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

こ

れ

に

続

け

て

、

自

治

の

定

義

に

つ

い

て

以

下

の

よ

う

に

述

べ

る

。 

「『

自

治

』

と

は

自

治

政

府

を

意

味

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

定

義

の

論

理

的

結

論

か

ら

す

れ

ば

琉

球

列

島

に

お

け

る

自

治

論

者

は

外

部

か

ら

の

如

何

な

る

抑

制

を

も

一

切

受

け

な

い

自

治

政

府

の

樹

立

に

尽

力

し

て

い

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

と

り

も

な

お

さ

ず

独

立

国

家

を

主

張

し

て

い

る

こ

と

を

意

味

す

る

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

彼

ら

は

果

た

し

て

独

立

国

家

を

主

張

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

（

中

略

）

政

治

と

は

実

際

的

な

問

題

を

処

理

し

て

ゆ

く

こ

と

で

あ

り

、

空

想

的

な

計

画

を

作

っ

た

り

、

圧

力

団

体

が

ス

ロ

ー

ガ

ン

を

叫

ぶ

こ

と

で

は

な

い

。

政

治

は

可

能

な

こ

と

を

行

う

技

術

で

あ

り

、

琉

球

に

お

い

て

可

能

な

こ

と

は

自

治

と

は

か

な

り

か

け

離

れ

て

い

る

。

な

ぜ

な

ら

、

琉

球

列

島

に

お

い

て

は

あ

る

段

階

の

政

府

［

米

国

民

政

府

］

か

ら

他

の

段

階

の

政

府

［

琉

球

政

府

］

に

対

し

て

行

わ

れ

る

責

任

の

委

任

が

存

在

す

る

だ

け

だ

か

ら

で

あ

る

。」

 

そ

し

て

、

「

米

国

民

政

府

の

下

で

自

治

政

府

が

あ

り

え

な

い

の

と

同

様

に

、

一

州

、

一

省

、

一

県

の

場

合

で

も

そ

れ

は

あ

り

得

な

い

」

と

論

じ

、

た

と

え

沖

縄

が

日

本

に

返

還

さ

れ

て

も

、

沖

縄

は

日

本

の

一

つ

の

地

方

自

治

体

に

な

る

に

過

ぎ

ず

、

完

全

な

自

治

に

は

程

遠

い

と

示

唆

し

、

次

の

よ

う

に

結

論

付

け

た

。 

「

現

在

の

と

こ

ろ

自

治

は

神

話

で

あ

り

存

在

し

な

い

。

そ

し

て

、

琉

球

の

住

民

で

あ

る

皆

様

の

自

由

意

志

で

再

び

国

民

国

家

と

な

る

決

定

を

下

さ

な

い

限

り

、

将

来

に

お

い

て

も

存

在

し

な

い

だ

ろ

う

。」
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こ

の

「

自

治

は

神

話

」

と

す

る

箇

所

が

、

「

自

治

神

話

」

説

の

由

来

に

な

っ

て

い

る

。 

「

自

治

神

話

」

説

は

こ

の

箇

所

で

注

目

を

集

め

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

を

象

徴

す

る

も

の

と

さ

れ

て

き

た

。

だ

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

重

点

を

置

い

た

の

は

こ

の

演

説

前

段

部

分

よ

り

む

し

ろ

、

な

ぜ

、

米

国

民

政

府

か

ら

琉

球

政

府

に

責

任

の

委

任

が

進

ま

な

い

の

か

に

つ

い

て

語

っ

た

演

説

後

段

部

分

に

あ

っ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

琉

球

政

府

へ

の

責

任

の

委

任

に

つ

い

て

「

効

果

的

で

且

つ

責

任

あ

る

琉

球

人

に

依

る

政

府

の

発

達

を

助

長

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

と

す

る

大

統

領

行

政

命

令

を

引

用

し

、

「

琉

球

政

府

が

さ

ら

に

『

責

任

』

あ

る

、

且

つ

『

効

果

的

』

な

も

の

と

な

る

に

つ

れ

て

諸

機

能

が

同

政

府

に

委

任

さ

れ

る

」

と

指

摘

し

た

。 

そ

れ

で

は

、

い

か

な

る

政

府

が

責

任

あ

る

政

府

と

言

え

る

の

か

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

答

え

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。 

「

一

、

単

に

実

質

の

な

い

装

飾

的

な

政

府

の

特

権

で

は

な

く

、

委

任

さ

れ

た

義

務

と

職

分

を

受

諾

す

る

場

合

。

二

、

政

府

が

全

住

民

の

福

祉

向

上

を

図

る

た

め

に

真

に

努

力

す

る

場

合

。

三

、

政

府

が

真

に

政

府

自

体

及

び

そ

の

各

職

員

を

住

民

の

公

僕

と

し

て

考

え

る

場

合

。

四

、

適

正

な

政

治

を

行

い

経

済

及

び

社

会

の

発

展

を

助

長

し

、

一

般

生

活

水

準

を

向

上

さ

せ

る

た

め

に

政

府

に

合

法

的

に

帰

属

す

る

あ

ら

ゆ

る

必

要

な

政

策

を

進

ん

で

講

ず

る

場

合

。」
 

そ

し

て

効

果

的

な

政

府

と

は

、

「

納

税

者

の

最

小

限

の

負

担

で

政

治

の

安

定

並

び

に

住

民

の

福

祉

面

で

最

大

の

成

果

を

上

げ

な

が

ら

合

法

的

な

機

能

を

能

率

的

に

行

使

す

る

場

合

」

と

述

べ

る

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

こ

れ

ら

の

基

準

に

照

ら

し

て

み

る

と

「

琉

球

政

府

は

提

供

さ

れ

た

権

力

を

躊

躇

な

く

取

り

入

れ

た

が

、

こ

れ

ま

で

幾

度

と

な

く

同

政

府

に

委

任

さ

れ

た

責

任

を

受

諾

し

な

か

っ

た

」

と

批

判

し

、

琉

球

政

府

の

失

政

を

次

々

に

揚

げ

て

ゆ

く

。 

「

一

、

琉

球

政

府

は

、

失

業

保

険

法

が

制

定

さ

れ

た

と

き

、

そ

の

資

金

の

管

理

者

に

さ

れ

た

。

し

か

し

同

資

金

は

琉

球

政

府

の

も

の

で

は

な

い

。

そ

の

資

金

は

被

雇

用

者

や

雇

用

者

か

ら

来

た

も

の

で

あ

り

、

そ

れ

か

ら

利

益

を

受

け

る

労

働

者

に

所

属

す

る

も

の

で

あ

る

。
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琉

球

政

府

は

単

に

そ

の

資

金

を

労

働

者

の

た

め

に

保

管

し

て

い

る

に

過

ぎ

な

い

。

し

か

し

、

同

資

金

を

労

働

者

の

利

益

以

外

の

目

的

の

た

め

に

流

用

し

よ

う

と

し

た

こ

と

が

、

こ

れ

ま

で

幾

度

と

な

く

あ

っ

た

。

同

資

金

の

保

全

に

と

っ

て

の

脅

威

は

や

っ

と

最

低

必

要

な

保

護

策

が

立

法

さ

れ

る

ま

で

続

い

た

。 

二

、

琉

球

政

府

は

労

働

争

議

の

一

部

で

あ

る

小

さ

な

暴

力

に

な

る

か

も

し

れ

な

い

行

為

と

、

争

議

の

一

部

で

は

な

く

、

実

際

に

刑

事

上

の

行

為

で

あ

る

暴

力

行

為

と

を

区

別

す

る

こ

と

を

一

貫

し

て

拒

否

し

て

き

た

。

政

府

は

労

働

争

議

中

の

す

べ

て

の

行

為

を

争

議

の

一

部

と

み

な

す

傾

向

が

あ

っ

た

。

こ

の

主

張

は

法

律

的

見

地

か

ら

支

持

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

こ

れ

は

そ

の

平

和

と

安

穏

を

保

つ

た

め

社

会

に

対

し

て

責

任

を

持

つ

当

局

に

よ

っ

て

全

社

会

を

相

手

と

し

て

犯

さ

れ

た

欺

瞞

行

為

で

あ

る

。」

 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

さ

ら

に

、

既

に

言

及

し

た

西

原

に

お

け

る

サ

ト

ウ

キ

ビ

製

糖

工

場

の

乱

立

や

、

金

融

機

関

に

お

け

る

汚

職

の

問

題

を

指

摘

し

、

「

私

は

、

琉

球

政

府

の

行

政

部

門

が

そ

の

責

任

を

果

た

し

得

な

か

っ

た

か

、

ま

た

は

効

果

的

で

な

か

っ

た

状

態

の

例

は

ほ

か

に

も

あ

る

が

、

そ

の

中

か

ら

二

、

三

の

例

を

述

べ

た

に

過

ぎ

な

い

」

と

し

、

琉

球

政

府

は

「

そ

の

住

民

に

寄

せ

ら

れ

た

信

頼

に

応

じ

る

た

め

に

必

要

な

す

べ

て

の

責

任

と

行

動

の

自

由

を

持

っ

て

い

た

」

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

こ

う

し

た

失

政

を

重

ね

た

と

批

判

し

た

。 

琉

球

政

府

の

失

政

に

続

い

て

「

立

法

院

も

同

様

に

そ

の

責

任

に

応

じ

た

活

動

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

」

と

、

以

下

の

例

を

挙

げ

た

。 

「

一

、

医

療

法

案

は

病

院

、

診

療

所

、

お

よ

び

助

産

院

が

一

般

大

衆

保

護

の

た

め

に

最

低

基

準

に

適

っ

て

い

る

か

ど

う

か

を

確

か

め

る

た

め

に

必

要

な

年

次

監

査

を

規

定

し

な

か

っ

た

。

法

案

中

の

罰

則

規

定

は

、

職

業

的

水

準

を

維

持

す

る

た

め

の

も

の

と

し

て

全

く

不

十

分

で

あ

り

、

違

法

診

療

を

防

止

し

た

り

、

排

除

し

た

り

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

だ

ろ

う

。 

二

、

立

法

院

は

そ

の

労

働

者

災

害

補

償

保

険

法

案

の

草

案

の

中

で

、

業

務

上

被

っ

た

労

働

者

の

怪

我

の

た

め

に

雇

用

者

が

当

然

負

う

べ

き

負

担

を

納

税

者

に

負

わ

せ

る

よ

う

な

法

案

を

書

き

表

し

、

税

金

の

不

当

な

使

用

を

認

可

し

よ

う

と

し

た

。」
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し

た

が

っ

て

、

「

立

法

院

は

行

政

府

と

同

様

、

琉

球

住

民

の

利

益

の

た

め

必

要

と

さ

れ

て

い

る

す

べ

て

の

法

律

を

制

定

す

る

十

分

な

権

限

を

委

任

さ

れ

て

い

る

。

立

法

院

が

そ

れ

を

な

し

得

な

か

っ

た

こ

と

に

対

し

て

、

高

等

弁

務

官

が

立

法

院

に

対

し

て

充

分

な

権

限

を

委

任

し

な

か

っ

た

り

、

そ

の

行

動

に

対

す

る

責

任

を

与

え

な

か

っ

た

と

し

て

高

等

弁

務

官

の

せ

い

に

し

て

逃

れ

る

こ

と

は

で

き

な

い

」

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

述

べ

る

の

で

あ

る

147

。 

琉

球

政

府

や

立

法

院

が

い

か

に

効

果

的

で

な

く

無

責

任

で

あ

る

か

に

つ

い

て

批

判

し

た

の

ち

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

自

治

と

い

う

言

葉

が

、

「

失

敗

に

対

す

る

扇

動

的

で

弁

明

的

な

ア

リ

バ

イ

」

と

な

っ

て

い

る

こ

と

を

認

識

す

る

よ

う

訴

え

る

。

そ

し

て

、

米

国

民

政

府

か

ら

琉

球

政

府

へ

の

責

任

の

委

任

は

「

能

力

の

実

証

に

よ

り

、

ま

す

ま

す

大

き

く

な

り

、

そ

の

範

囲

も

広

が

る

の

で

あ

る

」

と

す

る

。

琉

球

政

府

は

自

治

権

拡

大

を

訴

え

る

前

に

、

既

に

与

え

ら

れ

た

自

治

権

を

効

果

的

か

つ

責

任

を

も

っ

て

行

使

す

べ

き

で

あ

る

と

し

て

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

「

自

治

神

話

」

説

を

締

め

く

く

っ

た

の

で

あ

る

。 

沖

縄

側

が

戦

後

一

貫

し

て

主

張

し

て

き

た

自

治

を

神

話

で

あ

る

と

し

た

こ

と

は

物

議

を

か

も

し

、

と

く

に

「

自

治

は

神

話

」

と

指

摘

し

た

前

段

の

部

分

は

今

日

に

至

る

ま

で

批

判

の

対

象

と

な

っ

て

き

た

。

先

行

研

究

も

、

自

治

権

拡

大

を

謳

う

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

が

公

表

さ

れ

、

そ

の

期

待

が

沖

縄

住

民

の

あ

い

だ

で

高

ま

る

な

か

だ

っ

た

の

で

、

こ

の

演

説

は

沖

縄

住

民

の

強

い

反

発

を

引

き

起

こ

し

た

と

い

う

1
4
8

。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

の

演

説

に

対

す

る

当

時

の

沖

縄

側

の

反

響

を

見

て

い

く

と

、

前

段

部

分

だ

け

で

な

く

、

琉

球

政

府

の

失

政

が

指

摘

さ

れ

た

演

説

の

後

段

部

分

に

も

注

目

が

集

ま

っ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。 

た

と

え

ば

、

地

元

有

力

紙

で

あ

る

琉

球

新

報

は

以

下

の

よ

う

に

述

べ

る

。 

「

琉

球

政

府

は

無

策

と

言

わ

れ

、

行

政

能

力

ど

こ

ろ

か

高

級

官

吏

は

一

部

業

者

と

結

託

し

て

私

腹

を

肥

や

し

て

い

る

な

ど

と

噂

さ

れ

て

き

た

。

（

中

略

）

高

等

弁

務

官

が

指

摘

し

た

具

体

的

事

実

を

み

る

と

、

一

体

政

府

は

こ

れ

ま

で

住

民

の

た

め

を

念

頭

に

お

い

て

き

た

の

か

、

そ

れ

と

も

、

一

部

業

者

や

政

府

首

脳

部

の

取

り

巻

き

連

中

の

た

め

に

政

治

を

や

っ

て

き

た

の

か

と

疑

わ

ざ

る

を

え

な

い

149

。」
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か

ね

て

よ

り

、

琉

球

新

報

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

は

、

沖

縄

の

弱

点

を

改

善

す

る

た

め

に

必

要

で

あ

る

と

の

論

陣

を

張

っ

て

い

た

1
5
0

。

も

う

一

つ

の

地

元

有

力

紙

で

あ

る

沖

縄

タ

イ

ム

ス

も

、

「［

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

へ

の

］

批

判

の

裏

に

は

、

沖

縄

自

体

の

自

治

能

力

の

問

題

が

あ

っ

た

の

だ

。

こ

れ

に

目

を

お

お

う

わ

け

に

は

い

か

な

い

」

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

批

判

に

か

こ

つ

け

て

、

琉

球

政

府

の

不

祥

事

を

う

や

む

や

に

し

な

い

よ

う

警

鐘

を

な

ら

し

て

い

た

151

。

沖

縄

の

両

紙

と

も

に

自

治

の

後

退

は

好

ま

し

い

こ

と

で

は

な

い

が

、

そ

れ

に

は

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

っ

た

こ

と

に

理

解

を

示

し

て

い

た

。

沖

縄

の

農

村

部

の

大

多

数

も

「

自

治

神

話

」

説

を

支

持

し

て

い

る

と

い

う

情

報

を

米

国

民

政

府

は

つ

か

ん

で

い

た

152

。

琉

球

政

府

に

対

す

る

地

元

紙

や

沖

縄

住

民

の

視

線

は

厳

し

か

っ

た

の

で

あ

る

。 

日

本

政

府

も

「

琉

球

政

府

に

反

省

す

べ

き

点

が

あ

れ

ば

こ

れ

を

謙

虚

に

受

け

入

れ

る

の

が

妥

当

」

と

す

る

政

府

高

官

の

談

話

に

み

ら

れ

る

よ

う

に

、

琉

球

政

府

に

対

し

て

冷

淡

だ

っ

た

153

。

外

務

省

も

「

自

治

神

話

」

説

に

つ

い

て

「

父

親

が

、

子

供

の

利

益

の

た

め

に

怒

鳴

り

つ

け

た

よ

う

な

も

の

」

と

み

な

し

て

い

た

154

。

東

京

の

駐

日

大

使

館

は

、

多

く

の

日

本

人

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

よ

う

に

沖

縄

人

の

自

治

能

力

に

疑

問

を

持

っ

て

お

り

、

そ

の

疑

念

が

「

自

治

神

話

」

説

へ

の

批

判

を

小

さ

く

し

て

い

る

と

分

析

し

て

い

る

155

。 

「

自

治

神

話

」

説

へ

の

沖

縄

政

界

の

反

応

も

興

味

深

い

。

沖

縄

自

民

党

は

指

摘

さ

れ

た

不

祥

事

に

対

し

て

反

論

で

き

ず

「

素

直

に

反

省

」

す

る

と

述

べ

た

。

社

大

党

は

「

自

治

は

神

話

」

と

す

る

部

分

を

問

題

視

し

た

が

、

「

琉

球

政

府

の

能

力

や

責

任

の

欠

如

は

弁

務

官

の

批

判

を

待

つ

ま

で

も

な

く

わ

れ

わ

れ

が

指

摘

し

続

け

た

と

こ

ろ

で

あ

る

」

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

琉

球

政

府

へ

の

批

判

に

は

支

持

す

ら

与

え

て

い

た

。

人

民

党

や

労

組

組

織

は

「

自

治

は

神

話

」

と

す

る

演

説

の

前

段

部

分

を

非

難

し

た

が

、

琉

球

政

府

の

不

祥

事

や

金

融

機

関

の

腐

敗

の

問

題

に

は

沈

黙

し

て

い

た

。

こ

の

よ

う

に

「

自

治

神

話

」

説

に

反

論

で

き

な

い

理

由

を

抱

え

た

沖

縄

政

界

に

よ

る

「

自

治

神

話

」

説

へ

の

批

判

は

鈍

く

な

ら

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

156

。 

「

自

治

神

話

」

説

全

体

に

対

す

る

こ

れ

ら

の

評

価

を

踏

ま

え

れ

ば

、

沖

縄

住

民

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

よ

り

、

琉

球

政

府

や

沖

縄

自

民

党
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に

批

判

的

で

あ

っ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

」

や

「

自

治

神

話

」

説

へ

の

反

応

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

、

沖

縄

住

民

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

を

「

強

権

的

」

と

一

方

的

に

非

難

す

る

こ

と

は

な

か

っ

た

。

む

し

ろ

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

が

残

し

た

実

績

に

称

賛

を

惜

し

ま

な

い

と

こ

ろ

さ

え

あ

っ

た

。

例

え

ば

、

沖

縄

住

民

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

沖

縄

の

へ

き

地

や

離

島

へ

も

足

を

運

び

、

地

域

の

実

情

に

応

じ

た

施

策

を

取

っ

た

こ

と

に

数

多

く

の

感

謝

状

を

贈

っ

て

い

る

157

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

贈

ら

れ

た

感

謝

状

か

ら

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

農

道

建

設

、

漁

港

整

備

、

校

庭

整

備

、

水

道

・

電

気

施

設

の

拡

充

と

い

っ

た

地

域

の

実

情

に

応

じ

た

施

策

に

加

え

、

小

児

麻

痺

の

予

防

や

ハ

ン

セ

ン

病

患

者

へ

の

施

設

提

供

と

い

っ

た

事

業

に

も

取

り

組

ん

で

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。

沖

縄

本

島

か

ら

東

へ

四

〇

〇

キ

ロ

離

れ

た

絶

海

の

孤

島

で

あ

る

南

大

東

島

の

島

民

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

島

の

土

地

問

題

を

解

決

し

た

こ

と

を

称

え

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

胸

像

を

建

立

し

て

い

た
158

。

も

ち

ろ

ん

、

沖

縄

住

民

の

生

活

改

善

を

目

指

し

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

施

策

に

は

、

ア

メ

リ

カ

統

治

へ

の

住

民

の

不

満

を

抑

制

す

る

意

図

も

あ

っ

た

だ

ろ

う

。

だ

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

施

策

が

実

際

に

沖

縄

社

会

の

発

展

に

寄

与

し

、

住

民

の

生

活

に

資

す

る

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

も

ま

た

事

実

だ

っ

た

159

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

退

任

が

報

道

さ

れ

る

と

、

沖

縄

住

民

の

あ

い

だ

で

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

留

任

運

動

が

展

開

さ

れ

た

。

沖

縄

の

産

業

界

グ

ル

ー

プ

で

あ

る

琉

球

工

業

連

合

会

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

留

任

の

請

願

を

ア

メ

リ

カ

政

府

に

届

け

て

い

る

160

。

こ

の

ほ

か

に

も

沖

縄

の

教

育

界

、

法

曹

界

の

指

導

者

ら

も

署

名

活

動

を

展

開

し

て

お

り

、

こ

れ

ら

の

署

名

に

は

、

現

在

の

沖

縄

経

済

界

を

代

表

す

る

オ

リ

オ

ン

ビ

ー

ル

や

地

元

の

有

力

企

業

で

あ

る

金

秀

の

創

業

者

ら

、

そ

し

て

、

の

ち

に

琉

球

大

学

学

長

や

沖

縄

大

学

学

長

に

就

任

す

る

人

々

の

名

前

が

並

ん

で

い

た

1
6
1

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

留

任

を

願

う

請

願

文

は

「

高

等

弁

務

官

が

発

案

し

実

行

し

て

き

た

諸

政

策

は

、

年

齢

、

性

別

、

所

得

、

社

会

的

階

層

を

問

わ

ず

、

琉

球

の

大

部

分

の

人

々

に

恩

恵

を

与

え

て

き

た

」

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

を

称

え

て

い

た

162

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

留

任

の

願

い

が

叶

わ

ず

、

い

よ

い

よ

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

退

任

が

迫

る

と

、

沖

縄

側

は

「

島

ぐ

る

み

」

の

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

送

別

会

を

開

催

し

た

1
6
3

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

送

別

会

は

琉

球

政

府

を

主

催

者

と

し

、

協

賛

団

体

に

は

立

法

院

、

裁

判

所

、

市

町

村

長

会

、
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市

町

村

議

会

議

長

会

と

い

っ

た

公

的

組

織

に

加

え

、

琉

球

大

学

、

沖

縄

タ

イ

ム

ス

、

琉

球

新

報

、

農

林

・

漁

業

協

会

、

商

工

会

、

さ

ら

に

Ｐ

Ｔ

Ａ

連

合

会

や

女

性

連

合

会

と

い

っ

た

組

織

も

名

を

連

ね

て

い

た

164

。

送

別

会

で

贈

ら

れ

た

金

屏

風

に

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

果

断

に

沖

縄

社

会

の

問

題

解

決

に

取

り

組

ん

だ

こ

と

を

称

賛

す

る

琉

歌

（

八

・

八

・

八

・

六

の

四

句

か

ら

な

る

沖

縄

独

特

の

詩

歌

）

が

記

さ

れ

て

い

た
1
6
5

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

少

な

く

な

い

沖

縄

住

民

に

惜

し

ま

れ

な

が

ら

高

等

弁

務

官

の

退

任

を

迎

え

た

の

で

あ

る

。 

だ

が

、

こ

う

し

た

沖

縄

住

民

の

称

賛

の

声

が

あ

る

一

方

で

、

先

行

研

究

で

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

住

民

の

激

し

い

反

発

を

招

い

た

た

め

ア

メ

リ

カ

政

府

に

更

迭

さ

れ

た

、

と

指

摘

さ

れ

て

き

た

166

。

お

そ

ら

く

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

退

任

間

際

に

起

き

た

沖

縄

自

民

党

の

分

裂

事

件

の

責

任

を

取

ら

さ

れ

た

、

と

い

う

の

が

そ

の

根

拠

に

な

っ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。 

沖

縄

自

民

党

の

分

裂

と

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

対

す

る

大

田

行

政

主

席

の

追

従

的

な

態

度

が

「

強

権

的

」

統

治

を

招

く

こ

と

に

な

っ

た

と

沖

縄

自

民

党

の

反

主

流

派

が

批

判

し

、

六

月

一

三

日

に

一

斉

離

党

し

た

事

件

で

あ

る

。

反

主

流

派

は

高

等

弁

務

官

が

行

政

主

席

を

任

命

す

る

主

席

任

命

制

度

（

以

下

、

主

席

任

命

）

の

た

め

に

、

行

政

主

席

は

高

等

弁

務

官

に

強

い

姿

勢

を

取

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

し

、

住

民

の

直

接

選

挙

に

よ

る

行

政

主

席

の

選

出

（

以

下

、

主

席

公

選

）

を

訴

え

た

。

離

党

者

の

中

に

は

長

嶺

秋

夫

立

法

院

議

長

や

西

銘

順

治

那

覇

市

長

と

い

っ

た

沖

縄

自

民

党

の

有

力

者

が

含

ま

れ

て

お

り

、

彼

ら

は

後

に

沖

縄

自

由

党

を

結

成

す

る

。

大

田

主

席

は

沖

縄

自

民

党

の

分

裂

の

責

任

を

取

り

、

一

六

日

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

辞

表

を

提

出

し

た

。

二

七

日

に

は

社

大

党

や

人

民

党

の

ほ

か

民

間

団

体

も

加

盟

す

る

沖

縄

県

祖

国

復

帰

協

議

会

（

以

下

、

復

帰

協

）

が

主

席

公

選

の

訴

え

に

共

鳴

し

「

主

席

公

選

・

自

治

権

獲

得

県

民

大

会

」

を

開

催

、

主

催

者

発

表

で

五

万

人

を

動

員

し

た

167

。

主

席

公

選

の

要

求

が

高

ま

る

な

か

、

主

席

任

命

を

強

行

す

る

た

め

に

開

催

さ

れ

た

立

法

院

臨

時

議

会

で

は

復

帰

協

の

デ

モ

隊

約

三

〇

〇

〇

人

と

警

官

隊

約

七

〇

〇

人

が

衝

突

し

た

168

。

こ

の

時

、

行

政

主

席

に

任

命

さ

れ

た

松

岡

政

保

は

「

メ

リ

メ

リ

と

音

を

立

て

て

議

場

の

正

面

ト

ビ

ラ

が

阻

止

団

体

に

よ

っ

て

壊

さ

れ

、

議

場

内

に

阻

止

団

体

が

な

だ

れ

込

ん

だ

。

あ

っ

と

い

う

間

に

椅

子

や

テ

ー

ブ

ル

が

ひ

っ

く

り

返

さ

れ

、

カ

ー

テ

ン

が

引

き

裂

か

れ

る

と

い

う

無

法

地

帯

と

化

し

」

て

い

た

、

と

当
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時

の

混

乱

を

回

想

し

て

い

る

1
6
9

。 

大

田

氏

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

へ

の

反

発

か

ら

沖

縄

自

民

党

の

分

裂

及

び

自

治

権

闘

争

に

至

る

展

開

に

つ

い

て

、

「

自

治

の

制

約

に

対

す

る

人

々

の

不

満

は

長

年

に

わ

た

り

う

っ

積

し

て

い

た

の

で

、

そ

の

は

け

口

さ

え

あ

れ

ば

一

挙

に

噴

出

し

か

ね

な

い

状

態

」

だ

っ

た

の

で

、

「

住

民

の

反

発

は

、

主

席

公

選

の

問

題

を

は

じ

め

と

す

る

住

民

の

自

治

権

拡

大

の

問

題

を

め

ぐ

っ

て

頂

点

に

達

し

た

」

と

し

、

ま

た

、

河

野

氏

も

一

連

の

騒

動

の

原

因

を

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

へ

の

不

満

に

求

め

て

、

沖

縄

自

民

党

の

分

裂

は

「

米

国

に

よ

る

沖

縄

統

治

始

ま

っ

て

以

来

の

混

乱

で

あ

っ

た

」

と

述

べ

て

い

る

。

そ

し

て

、

こ

の

事

件

を

き

っ

か

け

に

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

高

等

弁

務

官

に

軍

人

で

は

な

く

文

官

を

任

命

す

る

こ

と

が

検

討

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

と

い

う

170

。 

こ

う

し

た

重

大

性

を

持

つ

事

件

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

「

そ

の

経

緯

は

、

異

民

族

に

よ

る

軍

政

と

い

う

戦

後

沖

縄

政

治

の

特

殊

な

事

情

も

か

ら

ん

で

複

雑

怪

奇

な

様

相

を

呈

し

た

ま

ま

、

い

ま

も

っ

て

ナ

ゾ

に

包

ま

れ

た

部

分

が

少

な

く

な

い

」

と

大

田

氏

は

述

べ

る

171

。

そ

こ

で

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

退

任

の

経

緯

を

振

り

返

る

た

め

に

も

沖

縄

自

民

党

の

分

裂

に

つ

い

て

詳

細

に

検

討

し

て

い

き

た

い

。 

沖

縄

自

民

党

は

、

沖

縄

の

保

守

系

政

党

で

あ

る

琉

球

民

主

党

、

保

守

系

無

所

属

グ

ル

ー

プ

の

新

政

会

、

当

間

重

剛

第

二

代

行

政

主

席

率

い

る

当

間

派

の

合

同

に

よ

り

、

一

九

五

九

年

一

〇

月

に

結

党

し

た

。

こ

の

保

守

三

派

は

、

一

九

五

九

年

一

一

月

に

当

間

の

行

政

主

席

の

任

期

満

了

後

に

行

政

主

席

の

座

が

社

大

党

に

握

ら

れ

る

の

で

は

な

い

か

と

懸

念

し

て

い

た

。

な

ぜ

な

ら

、

当

時

の

高

等

弁

務

官

だ

っ

た

ブ

ー

ス

は

、

立

法

院

に

お

い

て

多

数

を

占

め

た

責

任

あ

る

政

党

か

ら

行

政

主

席

を

選

任

す

る

と

い

う

「

第

一

党

方

式

」

を

示

唆

し

て

お

り

、

直

近

の

第

四

回

立

法

院

選

挙

（

一

九

五

八

年

三

月

）

で

は

、

社

大

党

が

最

多

議

席

を

獲

得

し

第

一

党

と

な

っ

て

い

た

か

ら

で

あ

る

1
7
2

。

社

大

党

は

自

党

か

ら

行

政

主

席

が

任

命

さ

れ

る

よ

う

、

高

等

弁

務

官

に

行

政

主

席

候

補

者

と

し

て

社

大

党

委

員

長

で

あ

る

安

里

積

千

代

を

推

薦

し

て

い

た

1
7
3

。

も

ち

ろ

ん

、

高

等

弁

務

官

は

大

統

領

行

政

命

令

に

よ

っ

て

与

え

ら

れ

て

い

た

強

大

な

権

限

を

行

使

し

、

立

法

院

の

議

席

配

分

に

か

か

わ

ら

ず

保

守

派

か

ら

行

政

主

席

を

任

命

す

る

こ

と

は

で

き

た

。

し

か

し

、

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

が

よ

う

や
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く

解

決

に

向

か

っ

て

い

た

矢

先

に

、

強

引

に

保

守

派

か

ら

行

政

主

席

を

任

命

す

れ

ば

、

野

党

だ

け

で

な

く

沖

縄

住

民

を

刺

激

し

、

統

治

の

安

定

を

損

ね

か

ね

な

か

っ

た

。

当

間

に

続

き

保

守

派

か

ら

行

政

主

席

が

任

命

さ

れ

る

た

め

に

は

、

保

守

合

同

に

よ

り

社

大

党

か

ら

第

一

党

の

座

を

奪

い

返

す

こ

と

が

保

守

派

に

と

っ

て

不

可

欠

だ

っ

た

。 

だ

が

、

沖

縄

の

保

守

合

同

は

容

易

に

は

進

ま

な

か

っ

た

。

当

間

行

政

主

席

は

、

琉

球

民

主

党

と

の

合

同

に

消

極

的

だ

っ

た

。

ｒ

救

急

民

主

党

の

実

力

者

で

あ

る

松

岡

も

、

一

九

五

〇

年

九

月

の

沖

縄

群

島

選

挙

で

立

候

補

し

た

際

に

、

当

間

が

自

身

の

対

立

候

補

を

支

援

し

て

い

た

こ

と

か

ら

当

間

と

は

宿

敵

関

係

に

あ

っ

た

。

沖

縄

で

度

々

保

守

合

同

が

主

張

さ

れ

な

が

ら

も

、

そ

れ

が

日

の

目

を

見

る

こ

と

が

な

か

っ

た

の

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

政

党

や

派

閥

指

導

者

た

ち

の

対

立

が

根

底

に

あ

っ

た

。

他

方

、

沖

縄

財

界

は

年

々

増

大

す

る

労

働

争

議

や

革

新

勢

力

の

伸

長

か

ら

、

強

力

な

保

守

政

党

が

生

ま

れ

る

こ

と

を

期

待

し

て

い

た

1
74

。

こ

う

し

た

財

界

か

ら

の

要

望

も

受

け

保

守

三

派

は

沖

縄

自

民

党

を

結

党

す

る

に

至

る

。

だ

が

、

沖

縄

自

民

党

は

党

の

リ

ー

ダ

ー

で

あ

る

総

裁

を

決

定

す

る

こ

と

が

で

き

ず

、

党

総

裁

不

在

の

ま

ま

沖

縄

自

民

党

は

結

党

大

会

を

迎

え

る

こ

と

と

な

っ

た

の

で

あ

る

175

。 

行

政

主

席

の

任

命

に

際

し

て

、

ブ

ー

ス

高

等

弁

務

官

は

や

や

困

惑

し

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

ブ

ー

ス

が

沖

縄

自

民

党

の

代

表

者

た

ち

に

次

期

行

政

主

席

と

し

て

誰

を

推

薦

す

る

か

と

尋

ね

た

と

き

、

沖

縄

自

民

党

は

当

間

重

剛

、

松

岡

政

保

、

そ

し

て

、

当

時

、

行

政

副

主

席

の

座

に

あ

っ

た

大

田

政

作

の

三

人

を

推

薦

し

た

か

ら

で

あ

る

176

。

当

間

や

松

岡

は

自

他

と

も

に

認

め

る

沖

縄

政

界

の

実

力

者

だ

っ

た

が

、

い

ず

れ

か

を

指

名

す

る

こ

と

は

、

指

名

さ

れ

な

か

っ

た

他

方

と

の

関

係

に

し

こ

り

を

残

す

こ

と

は

確

実

と

思

わ

れ

た

。

そ

の

結

果

「

漁

夫

の

利

を

得

る

形

で

」

一

九

五

九

年

一

一

月

、

大

田

が

行

政

主

席

に

任

命

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

177

。 

大

田

は

早

稲

田

大

学

卒

業

後

に

裁

判

官

か

ら

行

政

官

僚

に

転

身

し

、

太

平

洋

戦

争

期

に

は

台

湾

の

澎

湖

庁

長

官

を

歴

任

、

終

戦

後

も

熊

本

で

弁

護

士

業

を

営

ん

で

い

た

こ

と

か

ら

、

沖

縄

出

身

者

で

は

あ

り

な

が

ら

沖

縄

政

界

と

縁

が

ほ

と

ん

ど

な

か

っ

た

178

。

大

田

が

当

間

行

政

主

席

の

も

と

で

副

主

席

に

就

任

し

た

の

は

、

大

田

の

後

見

人

で

あ

る

旧

貴

族

院

議

員

の

伊

江

朝

助

男

爵

に

よ

る

仲

介

が

あ

っ

た

。
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こ

う

し

た

大

田

の

経

歴

や

主

席

任

命

の

経

緯

か

ら

、

米

国

民

政

府

は

大

田

を

「

名

ば

か

り

の

党

首

」

と

呼

び

、

そ

の

指

導

力

に

期

待

す

る

こ

と

は

な

か

っ

た

1
7
9

。 
沖

縄

政

界

に

影

響

力

を

持

た

な

か

っ

た

大

田

が

自

ら

の

立

場

を

高

め

る

き

っ

か

け

に

な

っ

た

の

は

、

一

九

六

〇

年

一

一

月

に

実

施

さ

れ

た

第

五

回

立

法

院

選

挙

だ

っ

た

。 

大

田

は

熊

本

で

改

進

党

お

よ

び

社

会

党

の

支

援

を

得

な

が

ら

八

代

市

長

選

挙

に

出

馬

し

惨

敗

し

た

経

験

か

ら

、

選

挙

戦

で

自

陣

営

を

中

央

集

権

的

に

統

制

す

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

と

考

え

て

い

た

180

。

大

田

は

保

守

勢

力

の

連

合

に

過

ぎ

な

か

っ

た

沖

縄

自

民

党

の

組

織

化

を

推

し

進

め

、

市

町

村

単

位

で

五

〇

の

支

部

を

設

け

ト

ッ

プ

ダ

ウ

ン

の

組

織

体

制

を

構

築

し

た

。

選

挙

戦

で

は

、

演

説

の

巧

み

な

人

物

を

党

中

央

に

集

め

、

各

選

挙

区

の

動

向

に

合

わ

せ

て

派

遣

す

る

と

い

う

戦

術

を

と

っ

た

。

こ

の

戦

術

は

成

功

し

た

よ

う

で

「

反

対

党

の

名

う

て

の

古

つ

わ

も

の

共

を

積

極

的

に

理

論

を

以

て

粉

砕

す

る

具

合

」

だ

っ

た

と

大

田

は

回

想

す

る

181

。

こ

の

選

挙

で

沖

縄

自

民

党

は

選

挙

前

の

一

五

議

席

を

大

き

く

上

回

る

二

二

議

席

を

獲

得

し

大

勝

、

一

方

、

選

挙

前

に

第

一

党

だ

っ

た

社

大

党

は

九

議

席

か

ら

五

議

席

ま

で

議

席

数

を

落

と

し

た

1
8
2

。

大

田

は

「

選

挙

の

神

様

」

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

り

、

当

間

派

か

ら

離

れ

自

ら

の

派

閥

を

率

い

る

よ

う

に

な

っ

て

い

っ

た

1
8
3

。 

 

大

田

に

と

っ

て

の

脅

威

は

野

党

以

上

に

、

党

外

か

ら

自

民

党

へ

影

響

力

を

行

使

す

る

財

界

だ

っ

た

。

特

に

、

琉

球

石

油

社

長

の

稲

嶺

一

郎

は

、

沖

縄

の

石

油

販

売

を

独

占

す

る

こ

と

で

大

き

な

利

益

を

得

て

お

り

、

そ

の

財

力

を

背

景

に

行

政

主

席

の

座

を

狙

っ

て

い

た

184

。

大

田

は

、

一

九

五

九

年

の

石

油

価

格

引

き

上

げ

で

盛

り

上

が

っ

た

琉

球

石

油

へ

の

反

発

を

利

用

し

、

琉

球

石

油

の

独

占

の

弊

害

に

対

処

す

る

と

い

う

名

目

で

、

第

二

の

石

油

会

社

で

あ

る

沖

縄

石

油

株

式

会

社

を

新

設

し

よ

う

と

試

み

て

い

た

185

。 

 

大

田

は

、

ブ

ー

ス

高

等

弁

務

官

時

代

に

米

国

民

政

府

に

新

会

社

の

設

立

の

根

回

し

を

進

め

る

も

、

新

し

く

高

等

弁

務

官

に

着

任

し

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

よ

っ

て

そ

の

試

み

は

挫

折

さ

せ

ら

れ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

製

糖

会

社

や

金

融

機

関

の

合

併

を

そ

の

統

治

下

で

推
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し

進

め

た

よ

う

に

、

沖

縄

で

小

規

模

な

企

業

が

乱

立

す

る

こ

と

を

好

ま

し

く

見

て

い

な

か

っ

た

。

ま

た

、

新

会

社

の

沖

縄

石

油

が

離

島

で

の

石

油

販

売

価

格

を

沖

縄

本

島

並

み

に

す

る

プ

ー

ル

価

格

制

度

に

前

向

き

で

な

か

っ

た

一

方

、

琉

球

石

油

が

こ

れ

を

実

施

す

る

と

決

断

し

た

こ

と

も

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

決

定

を

後

押

し

し

た

と

思

わ

れ

る

186

。

沖

縄

石

油

の

設

立

は

見

送

ら

れ

た

が

、

大

田

と

稲

嶺

の

対

立

は

決

定

的

と

な

り

、

一

九

六

二

年

一

一

月

に

実

施

さ

れ

た

第

六

回

立

法

院

選

挙

で

、

稲

嶺

は

自

ら

を

支

持

す

る

保

守

系

無

所

属

候

補

を

立

て

、

裏

で

は

社

大

党

候

補

者

を

支

援

す

ら

す

る

よ

う

に

な

っ

て

い

た

187

。

稲

嶺

の

画

策

は

稲

嶺

派

の

三

人

の

無

所

属

候

補

が

す

べ

て

落

選

す

る

こ

と

で

失

敗

に

終

わ

っ

た

が

、

自

民

党

候

補

に

対

し

て

稲

嶺

派

の

候

補

者

が

小

差

で

の

落

選

だ

っ

た

こ

と

、

ま

た

大

田

派

の

自

民

党

議

員

が

落

選

す

る

な

ど

、

党

内

に

お

け

る

大

田

の

指

導

力

を

弱

め

る

こ

と

と

な

っ

て

い

た

188

。 

 

大

田

に

と

っ

て

さ

ら

に

想

定

外

だ

っ

た

こ

と

は

、

沖

縄

の

既

得

権

益

層

に

メ

ス

を

入

れ

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

だ

っ

た

。

既

に

み

た

よ

う

に

、

金

融

機

関

の

汚

職

摘

発

を

進

め

た

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

」

は

、

自

民

党

へ

の

大

口

献

金

主

で

あ

る

金

融

業

界

を

動

揺

さ

せ

た

。

ま

た

、

一

九

六

二

年

八

月

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

布

令

に

よ

っ

て

沖

縄

の

電

力

料

金

を

一

挙

に

引

き

下

げ

た

こ

と

は

、

沖

縄

の

電

力

会

社

を

大

い

に

刺

激

し

た

。

保

守

派

の

実

力

者

で

あ

る

松

岡

自

身

、

松

岡

配

電

の

創

業

者

だ

っ

た

た

め

で

あ

る

。

松

岡

派

は

、

琉

球

政

府

が

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

対

し

て

十

分

な

折

衝

に

取

り

組

ん

で

な

い

と

し

、

自

治

権

が

後

退

し

て

い

る

と

の

批

判

を

党

内

で

展

開

し

て

い

っ

た

1
8
9

。

大

田

は

党

外

の

強

力

な

財

界

指

導

者

で

あ

る

稲

嶺

と

対

決

し

な

が

ら

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

に

よ

り

不

満

を

抱

い

た

党

内

部

か

ら

の

批

判

の

矢

面

に

も

立

た

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。 

 

大

田

へ

の

不

満

が

沖

縄

の

保

守

勢

力

で

高

ま

る

な

か

、

大

田

行

政

主

席

の

辞

職

は

間

近

と

い

う

見

通

し

が

一

挙

に

拡

散

し

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

大

田

を

解

職

さ

せ

る

と

い

う

情

報

を

、

当

間

派

の

中

村

晄

兆

立

法

院

議

員

が

財

界

有

力

者

へ

流

し

た

た

め

で

あ

る

。 

一

九

六

四

年

五

月

、

米

国

民

政

府

は

離

島

で

あ

る

宮

古

島

の

水

不

足

を

解

消

す

る

た

め

に

「

宮

古

水

道

公

社

の

設

立

」

を

公

布

し

た

。

宮

古

島

は

歴

史

的

に

水

不

足

に

悩

ま

さ

れ

て

お

り

、

島

の

水

源

を

め

ぐ

っ

て

宮

古

島

内

部

で

は

地

域

間

の

対

立

が

続

い

て

い

た

190

。

キ
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ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

大

田

に

対

し

島

の

水

源

を

管

理

す

る

た

め

の

立

法

を

要

請

し

た

が

、

大

田

は

時

間

的

な

制

約

上

不

可

能

で

あ

る

と

拒

否

し

た

。

そ

の

結

果

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

布

令

を

公

布

す

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。 
こ

の

と

き

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

睡

眠

薬

の

規

制

に

関

す

る

立

法

も

大

田

に

拒

否

さ

れ

、

布

令

五

一

号

「

麻

薬

類

及

び

特

定

の

薬

品

の

取

締

り

」

を

公

布

し

て

い

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

宮

古

島

の

水

道

行

政

に

続

く

大

田

の

従

順

で

な

い

態

度

に

つ

い

て

、

「

大

田

は

俺

の

ゆ

う

こ

と

を

聞

か

ぬ

、

彼

は

け

し

か

ら

ぬ

」

と

中

村

ら

複

数

の

立

法

院

議

員

に

口

走

っ

て

い

た

と

い

う

191

。

中

村

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

性

格

か

ら

し

て

大

田

を

近

く

解

職

さ

せ

る

こ

と

は

必

定

で

あ

る

と

判

断

し

、

反

大

田

の

機

運

を

盛

り

上

げ

る

た

め

に

奔

走

し

た

192

。

反

大

田

派

が

、

大

田

が

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

に

従

順

す

ぎ

る

と

不

満

を

募

ら

せ

て

い

た

こ

と

を

踏

ま

え

る

と

、

大

田

が

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

非

妥

協

的

な

態

度

を

取

っ

た

こ

と

が

、

反

大

田

派

の

行

動

を

起

こ

す

き

っ

か

け

に

な

っ

た

と

い

う

の

は

皮

肉

で

あ

る

。 

 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

陸

軍

退

役

前

の

健

康

診

断

で

五

月

一

四

日

か

ら

三

〇

日

ま

で

渡

米

し

て

い

る

間

に

反

大

田

派

は

行

動

を

起

こ

し

た

1
9
3

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

ア

メ

リ

カ

に

飛

び

立

っ

た

日

に

、

反

大

田

派

で

あ

る

当

間

派

と

松

岡

派

の

一

〇

人

が

那

覇

市

内

で

会

合

、

翌

日

、

琉

球

政

府

と

立

法

院

間

の

自

民

党

連

絡

会

議

を

ボ

イ

コ

ッ

ト

し

た

194

。

大

田

お

ろ

し

の

筆

頭

で

あ

る

当

間

派

の

中

村

は

、

二

五

日

に

開

か

れ

た

立

法

院

の

予

算

委

員

会

で

質

疑

に

立

ち

、

琉

球

政

府

を

「

野

党

よ

り

も

野

党

的

に

」

攻

撃

し

た

195

。

当

間

は

六

月

三

日

か

ら

一

二

日

ま

で

日

本

本

土

に

渡

航

し

、

日

本

自

民

党

や

日

本

政

府

と

接

触

し

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

か

ら

陸

軍

省

に

送

ら

れ

た

報

告

書

に

は

、

当

間

と

日

本

側

と

の

間

で

の

詳

細

な

議

論

の

内

容

は

不

明

で

あ

る

と

し

て

い

る

が

、

当

間

が

沖

縄

の

戻

っ

た

そ

の

翌

日

で

あ

る

一

三

日

に

反

大

田

派

が

脱

党

し

た

こ

と

か

ら

、

日

本

側

が

反

大

田

派

に

何

ら

か

の

支

持

を

与

え

た

の

で

は

な

い

か

と

推

測

し

て

い

る

。

沖

縄

自

民

党

の

分

裂

を

見

た

大

田

は

、

一

六

日

、

自

ら

の

責

任

を

痛

感

し

た

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

辞

表

を

提

出

し

た

。 

反

大

田

派

は

脱

党

に

あ

た

り

、

行

政

主

席

を

住

民

の

選

挙

に

よ

っ

て

選

出

す

る

と

い

う

主

席

公

選

を

打

ち

出

し

て

い

た

。

こ

れ

ま

で

三

代

の

行

政

主

席

は

す

べ

て

、

米

国

民

政

府

の

任

命

に

よ

っ

て

行

政

主

席

の

座

に

つ

い

て

い

た

。

第

三

代

行

政

主

席

で

あ

る

大

田

は

、
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ブ

ー

ス

高

等

弁

務

官

が

打

ち

出

し

た

「

第

一

党

方

式

」

に

よ

り

、

立

法

院

の

多

数

派

に

よ

る

推

薦

を

受

け

、

行

政

主

席

に

任

命

さ

れ

て

い

た

。

だ

が

、

立

法

院

に

よ

る

推

薦

は

、

高

等

弁

務

官

の

諮

問

の

結

果

に

過

ぎ

ず

、

高

等

弁

務

官

が

自

ら

好

ま

し

い

と

思

う

人

物

を

行

政

主

席

に

就

け

る

余

地

は

残

さ

れ

て

い

た

。

反

大

田

派

は

、

高

等

弁

務

官

に

よ

る

任

命

制

が

住

民

の

声

を

代

表

す

べ

き

で

あ

る

行

政

主

席

の

立

場

を

弱

め

て

い

る

と

し

、

そ

の

直

接

選

挙

を

訴

え

た

の

で

あ

る

。

主

席

公

選

の

訴

え

に

は

野

党

だ

け

で

な

く

、

沖

縄

の

地

元

紙

も

同

調

し

、

「

主

席

公

選

・

自

治

権

獲

得

県

民

大

会

」

で

は

多

く

の

参

加

者

が

動

員

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

196

。

各

市

町

村

議

会

も

相

次

い

で

、

主

席

公

選

要

求

の

決

議

を

採

択

し

た

。

主

席

公

選

要

求

の

運

動

は

「

第

二

の

島

ぐ

る

み

闘

争

」

と

も

呼

ば

れ

始

め

て

い

た

197

。 

沖

縄

自

民

党

の

分

裂

お

よ

び

大

田

主

席

の

辞

表

提

出

は

、

主

席

公

選

運

動

に

も

発

展

し

、

沖

縄

政

界

に

大

混

乱

を

も

た

ら

し

た

か

の

よ

う

に

見

え

る

。

だ

が

、

琉

球

政

府

や

立

法

院

は

通

常

通

り

運

営

さ

れ

て

い

た

。

実

は

、

大

田

は

自

ら

の

辞

表

が

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

受

理

さ

れ

な

い

こ

と

を

見

越

し

て

提

出

し

て

い

た

の

で

あ

る

198

。

大

田

の

辞

表

が

受

理

さ

れ

ず

、

行

政

主

席

と

し

て

任

務

を

継

続

し

続

け

る

こ

と

に

焦

り

だ

し

た

反

大

田

派

は

、

野

党

の

賛

成

を

取

り

付

け

、

立

法

院

で

七

月

二

八

日

に

大

田

主

席

の

即

時

辞

任

を

決

議

し

た

。

大

田

は

こ

の

決

議

に

つ

い

て

、

高

等

弁

務

官

の

解

任

命

令

が

な

い

限

り

、

執

務

継

続

の

義

務

が

あ

る

と

し

辞

任

を

拒

否

し

た

。

反

大

田

派

は

一

向

に

辞

任

す

る

気

配

を

見

せ

な

い

大

田

に

対

し

、

立

法

院

で

政

府

提

出

の

法

案

通

過

を

阻

止

す

る

こ

と

も

で

き

た

が

、

政

治

の

停

滞

へ

の

批

判

が

自

ら

に

集

中

す

る

こ

と

を

恐

れ

た

の

か

、

立

法

院

で

沖

縄

自

民

党

に

協

力

し

て

い

た

199

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

退

任

後

、

新

た

に

高

等

弁

務

官

に

八

月

一

日

か

ら

着

任

し

た

ワ

ト

ソ

ン

も

「

興

味

深

い

こ

と

に

、

通

常

の

政

府

機

能

は

現

地

の

す

べ

て

の

機

構

に

お

い

て

妨

げ

ら

れ

る

こ

と

な

く

、

継

続

し

て

い

る

」

と

陸

軍

省

へ

報

告

し

た

200

。

ワ

ト

ソ

ン

は

自

身

が

辞

表

を

受

理

し

な

い

こ

と

で

、

大

田

の

立

場

が

回

復

し

つ

つ

あ

る

と

み

て

い

た

。 

反

大

田

派

は

、

大

田

を

辞

任

に

追

い

込

め

な

か

っ

た

こ

と

に

動

揺

を

見

せ

始

め

た

。

頼

み

の

日

本

政

府

も

、

反

大

田

派

が

結

成

し

た

院

内

会

派

の

「

民

政

ク

ラ

ブ

」

を

支

持

す

る

こ

と

な

く

、

保

守

合

同

に

圧

力

を

か

け

始

め

た

201

。

反

大

田

派

は

、

沖

縄

自

民

党

の

地

方
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支

部

の

切

り

崩

し

に

取

り

掛

か

っ

た

が

不

発

に

終

わ

っ

た

202

。

も

と

よ

り

「

民

政

ク

ラ

ブ

」

は

反

大

田

と

い

う

一

点

で

集

ま

っ

た

寄

り

合

い

所

帯

で

あ

り

、

時

間

の

経

過

と

と

も

に

そ

の

結

束

が

弱

ま

り

か

ね

な

か

っ

た

。

反

大

田

派

は

九

月

八

日

に

つ

い

に

主

席

公

選

の

旗

を

降

ろ

し

、

高

等

弁

務

官

の

斡

旋

の

下

、

次

期

主

席

の

任

命

を

受

け

入

れ

た

。

そ

も

そ

も

主

席

公

選

は

、

ア

メ

リ

カ

が

そ

の

実

施

を

認

め

な

い

こ

と

を

承

知

の

上

で

打

ち

出

し

た

反

大

田

派

の

「

腹

芸

」

だ

っ

た

よ

う

で

あ

る

203

。 

野

党

や

地

元

紙

は

、

反

大

田

派

が

主

席

公

選

を

取

り

下

げ

、

高

等

弁

務

官

に

よ

る

主

席

任

命

を

受

け

入

れ

た

こ

と

を

裏

切

り

行

為

で

あ

る

と

し

痛

烈

に

非

難

し

た

。

自

治

権

闘

争

を

主

導

し

て

き

た

復

帰

協

は

、

反

大

田

派

の

離

党

者

ら

で

結

成

さ

れ

た

沖

縄

自

由

党

を

以

下

の

よ

う

に

批

判

し

て

い

る

。 

「

自

由

党

［

沖

縄

自

由

党

］

は

主

席

公

選

を

主

張

し

、

指

名

に

応

じ

な

い

こ

と

を

公

言

し

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

つ

い

に

変

節

し

た

。

民

族

の

誇

り

と

自

尊

心

を

失

っ

た

自

由

党

の

か

か

る

態

度

を

我

々

は

断

じ

て

許

し

て

は

な

ら

な

い

204

。」

 

朝

日

新

聞

の

那

覇

支

局

長

だ

っ

た

阪

中

友

久

は

「

大

田

主

席

が

辞

表

を

提

出

し

て

以

来

、

四

カ

月

に

及

ぶ

自

治

権

闘

争

の

中

で

、

緊

迫

し

た

空

気

を

感

じ

な

か

っ

た

」

と

雑

誌

に

書

い

て

い

る

205

。

自

治

権

闘

争

が

「

緊

迫

し

た

空

気

」

を

醸

し

出

さ

な

か

っ

た

こ

と

は

、

そ

れ

が

、

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

の

よ

う

な

反

米

闘

争

で

は

な

く

、

沖

縄

内

部

の

争

い

に

過

ぎ

な

か

っ

た

こ

と

を

示

唆

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。 

先

行

研

究

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

へ

の

不

満

が

沖

縄

自

民

党

の

分

裂

を

引

き

起

こ

し

た

と

い

う

が

、

実

際

に

は

、

離

党

し

た

長

嶺

立

法

院

議

長

や

西

銘

那

覇

市

長

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

を

評

価

し

て

い

た

。

長

嶺

は

先

述

の

「

主

席

公

選

・

自

治

権

獲

得

県

民

大

会

」

で

激

励

の

挨

拶

を

述

べ

た

そ

の

数

時

間

前

、

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

送

別

会

」

で

琉

球

政

府

を

代

表

し

て

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

感

謝

状

を

贈

っ

て

い

た

2
0
6

。

長

嶺

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

退

任

報

道

を

受

け

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

ー

（

原

文

マ

マ

）

中

将

が

従

来

の

弁

務

官

よ

り

も

比

較

的

長

い

期

間

、

沖

縄

の

高

等

弁

務

官

と

し

て

、

住

民

福

祉

の

向

上

の

た

め

に

尽

く

さ

れ

た

労

苦

、

功

績

は

高

く

評

価

し

た

い

」

と

述

べ

て

い
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る

2
0
7

。

西

銘

那

覇

市

長

も

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

功

績

を

た

た

え

、

那

覇

市

政

始

ま

っ

て

以

来

の

名

誉

市

民

章

を

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

授

与

し

て

い

る

2
0
8

。

離

党

し

た

反

主

流

派

は

必

ず

し

も

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

に

反

発

し

て

い

た

わ

け

で

は

な

か

っ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

の

問

題

や

主

席

公

選

を

は

じ

め

と

し

た

自

治

権

問

題

は

、

沖

縄

自

民

党

の

反

主

流

派

ら

が

離

党

し

た

原

因

と

い

う

よ

り

も

口

実

に

過

ぎ

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。 

先

行

研

究

は

、

ま

た

、

沖

縄

自

民

党

の

分

裂

を

き

っ

か

け

に

ア

メ

リ

カ

政

府

は

高

等

弁

務

官

に

軍

人

で

は

な

く

文

官

を

任

命

す

る

こ

と

を

検

討

し

始

め

た

と

い

う

2
0
9

。

だ

が

、

ア

メ

リ

カ

政

府

は

こ

の

一

連

の

騒

動

よ

り

も

、

沖

縄

住

民

の

不

満

が

高

ま

っ

て

い

る

と

報

道

し

た

ア

メ

リ

カ

の

高

級

紙

で

あ

る

ワ

シ

ン

ト

ン

ポ

ス

ト

（

W
a
s
h
in
gt
on
 P
ost

）

の

あ

る

記

事

に

注

目

し

て

い

た

。

沖

縄

自

民

党

が

分

裂

す

る

前

の

五

月

三

日

に

掲

載

さ

れ

た

「

我

々

の

不

幸

な

ア

ジ

ア

の

砦

」

と

題

す

る

こ

の

記

事

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

「

島

民

の

利

益

の

何

た

る

か

を

島

民

自

身

よ

り

も

よ

く

知

っ

て

い

る

と

い

う

自

負

心

を

隠

そ

う

と

も

し

な

い

」

と

評

し

、

「

極

東

に

お

け

る

ア

メ

リ

カ

の

最

強

の

軍

事

基

地

で

あ

る

沖

縄

は

、

ひ

ど

い

失

望

と

不

平

に

あ

ふ

れ

た

島

」

に

な

っ

て

い

る

、

と

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

批

判

し

た

210

。

ア

メ

リ

カ

の

「

イ

エ

ス

マ

ン

」

で

あ

る

大

田

行

政

主

席

で

す

ら

不

満

を

抱

き

、

親

米

派

の

沖

縄

自

民

党

に

も

ア

メ

リ

カ

が

約

束

し

た

自

治

権

拡

大

が

前

進

し

て

い

な

い

と

不

満

が

高

ま

っ

て

い

る

指

摘

し

て

い

る

211

。

こ

の

記

事

の

著

者

で

あ

る

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

（

R
a
f
a
el
 

S
t
ei
nb
er
g

）

は

ハ

ー

バ

ー

ド

大

学

卒

業

後

、

高

級

誌

で

あ

る

タ

イ

ム

誌

や

ニ

ュ

ー

ズ

ウ

ィ

ー

ク

誌

で

の

勤

務

経

験

を

持

ち

、

日

本

語

も

堪

能

だ

っ

た

。

こ

れ

ま

で

沖

縄

統

治

を

扱

う

英

字

記

事

が

ア

メ

リ

カ

統

治

に

批

判

的

だ

っ

た

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

な

か

っ

た

こ

と

も

あ

り

、

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

記

事

は

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

注

目

を

集

め

る

こ

と

に

な

っ

た

と

思

わ

れ

る

212

。 

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

記

事

は

、

五

月

六

日

に

開

か

れ

た

ホ

ワ

イ

ト

ハ

ウ

ス

の

ス

タ

ッ

フ

会

議

で

取

り

上

げ

ら

れ

た

。

極

東

問

題

の

専

門

家

の

フ

ォ

レ

ス

タ

ル

（M
i
c
ha
el
 F
or
re
st
al

）

は

、

高

等

弁

務

官

の

文

民

化

を

主

張

し

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

民

主

党

の

州

知

事

経

験

者

と

交

代

さ

せ

る

べ

き

で

あ

る

と

述

べ

た

。

マ

ク

ジ

ョ

ー

ジ

・

バ

ン

デ

ィ

（M
c
G
eo
r
ge
 B
un
dy

）

国

家

安

全

保

障

問

題

担

当

大

統

領

補

佐

官

も

、
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「

先

見

の

明

あ

る

文

民

の

統

治

者

は

、

民

政

の

観

点

か

ら

考

え

、

沖

縄

人

の

要

求

を

大

い

に

満

た

す

こ

と

が

で

き

る

」

と

、

フ

ォ

レ

ス

タ

ル

に

同

意

し

た

。

高

等

弁

務

官

の

文

民

化

に

は

会

議

参

加

者

の

あ

い

だ

で

意

見

の

一

致

が

見

ら

れ

、

バ

ン

デ

ィ

は

、

こ

の

問

題

を

次

週

の

国

家

安

全

保

障

会

議

の

議

題

と

す

る

と

し

、

大

統

領

も

こ

の

問

題

を

取

り

上

げ

る

だ

ろ

う

と

述

べ

た

213

。 

だ

が

、

高

等

弁

務

官

の

文

民

化

案

は

五

月

一

五

日

に

開

か

れ

た

国

家

安

全

保

障

会

議

で

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た

214

。

バ

ン

デ

ィ

ら

ホ

ワ

イ

ト

ハ

ウ

ス

ス

タ

ッ

フ

が

、

陸

軍

省

に

よ

る

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

記

事

へ

の

反

論

を

受

け

入

れ

た

か

ら

だ

と

思

わ

れ

る

。

陸

軍

省

は

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

に

よ

る

報

道

内

容

を

項

目

ご

と

に

逐

一

反

論

す

る

詳

細

な

資

料

を

作

成

し

て

い

た

。

そ

の

資

料

に

よ

れ

ば

、

そ

も

そ

も

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

は

、

「

も

め

ご

と

を

探

し

て

」

お

り

、

そ

の

取

材

は

公

平

な

も

の

で

な

か

っ

た

と

次

の

よ

う

に

批

判

す

る

。 

「［

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

は

］

住

民

の

四

〇

％

を

占

め

る

農

民

の

各

階

層

、

な

い

し

は

人

口

の

五

五

％

を

占

め

る

都

市

労

働

者

の

各

層

に

は

面

接

を

し

な

か

っ

た

。

何

人

か

の

役

人

、

政

治

家

、

新

聞

記

者

、

バ

ー

の

女

た

ち

と

会

っ

た

だ

け

で

、

し

っ

か

り

し

た

科

学

的

世

論

調

査

も

行

わ

ず

に

、

全

住

民

の

感

じ

方

な

り

意

見

に

つ

い

て

、

何

か

の

方

法

で

包

括

的

な

結

論

に

達

し

た

215

。」

 

ま

た

、

こ

の

資

料

で

は

、

沖

縄

タ

イ

ム

ス

や

琉

球

新

報

の

社

説

を

引

用

し

、

地

元

紙

も

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

を

評

価

し

て

い

る

こ

と

を

強

調

し

た

。

さ

ら

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

批

判

的

で

あ

る

と

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

記

事

で

紹

介

さ

れ

た

沖

縄

自

民

党

の

長

嶺

立

法

院

議

長

の

「

住

民

の

福

祉

を

促

進

し

よ

う

と

い

う

心

か

ら

の

努

力

は

忘

れ

る

こ

と

が

で

き

な

い

」

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

称

賛

す

る

発

言

を

紹

介

し

て

い

る

2
1
6

。 

陸

軍

長

官

で

あ

る

エ

イ

ル

ズ

（

S
t
e
p
he
n 
Ai
le
s

）

も

こ

の

反

論

資

料

を

参

考

に

し

な

が

ら

、

一

〇

日

、

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

記

事

に

反

論

す

る

「
『

強

固

か

つ

公

平

』

な

沖

縄

統

治

」

と

題

す

る

記

事

を

ワ

シ

ン

ト

ン

ポ

ス

ト

に

掲

載

し

た

217

。

エ

イ

ル

ズ

は

、

陸

軍

に

よ

る

統

治

が

沖

縄

経

済

の

発

展

や

地

域

住

民

の

暮

ら

し

に

い

か

に

貢

献

し

て

い

る

か

を

紹

介

し

、

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

の

滞

在

は

わ

ず

か

二

週

間

で

あ

り

、

そ

う

し

た

短

い

期

間

で

様

々

な

見

解

を

持

つ

住

民

の

意

見

を

評

価

す

る

こ

と

は

難

し

い

と

指

摘

し

た

。

そ

し

て

、

高

等

弁

務
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官

の

役

割

に

琉

球

政

府

の

完

全

な

自

治

と

一

貫

し

な

い

も

の

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

「

高

等

弁

務

官

が

、

経

済

を

前

進

さ

せ

、

所

得

税

が

破

滅

的

に

引

き

下

げ

ら

れ

な

い

よ

う

に

し

、

地

元

民

に

電

力

を

適

切

な

価

格

で

供

給

し

、

銀

行

の

悪

弊

を

正

す

た

め

に

、

責

任

を

果

た

し

て

い

る

」

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

沖

縄

統

治

を

支

持

し

た

218

。

バ

ン

デ

ィ

ら

ホ

ワ

イ

ト

ハ

ウ

ス

の

ス

タ

ッ

フ

も

そ

の

見

解

に

妥

当

性

を

認

め

た

の

か

、

高

等

弁

務

官

の

文

民

化

は

取

り

下

げ

ら

れ

、

高

等

弁

務

官

に

は

軍

人

が

沖

縄

返

還

の

年

に

至

る

ま

で

任

命

さ

れ

続

け

る

こ

と

に

な

る

。 

こ

の

よ

う

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

エ

イ

ル

ズ

陸

軍

長

官

を

は

じ

め

、

陸

軍

か

ら

強

く

支

持

さ

れ

て

い

た

だ

け

で

な

く

、

ケ

ネ

デ

ィ

政

権

の

中

枢

で

あ

る

マ

ク

ナ

マ

ラ

（
R
o
b
e
r
t 
St
ra
ng
e 
McN

a
ma
ra

）

国

防

長

官

か

ら

も

政

治

的

手

腕

を

高

く

評

価

さ

れ

て

い

た

。

ケ

ネ

デ

ィ

政

権

は

、

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

の

一

環

と

し

て

沖

縄

へ

の

ア

メ

リ

カ

援

助

資

金

の

増

大

を

目

指

し

て

い

た

が

、

「

カ

ッ

ト

・

マ

ン

」

と

呼

ば

れ

た

財

政

緊

縮

派

の

パ

ス

マ

ン

下

院

議

員

（

O
t
t
o
 Er

n
es
t 

Pa
ss
man

）

の

予

算

削

減

の

圧

力

に

悩

ま

さ

れ

て

い

た

219

。

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

の

特

別

補

佐

官

を

務

め

た

シ

ュ

レ

ジ

ン

ガ

ー

（
A
r
t
h
u
r 

M
ei
er
 S
ch
le
si
ng
er
 J
r.

）

に

よ

れ

ば

「

パ

ス

マ

ン

は

対

外

援

助

の

狂

信

的

な

反

対

者

で

、

長

年

に

わ

た

り

対

外

援

助

に

関

す

る

下

院

の

歳

出

分

科

委

員

会

の

議

長

と

し

て

の

戦

略

的

な

地

位

を

利

用

し

て

『

浪

費

家

、

夢

想

家

、

国

際

主

義

』

を

非

難

し

、

援

助

事

業

の

歴

代

長

官

達

を

悩

ま

し

、

そ

の

計

画

を

粉

砕

し

よ

う

と

し

た

」

と

い

う

220

。

パ

ス

マ

ン

は

、

沖

縄

の

地

元

紙

に

ま

で

目

を

通

し

、

沖

縄

が

戦

前

よ

り

も

経

済

的

に

繁

栄

し

て

い

る

こ

と

を

把

握

し

て

い

た

。

パ

ス

マ

ン

は

既

に

復

興

を

終

え

、

戦

前

の

経

済

水

準

を

上

回

る

沖

縄

に

こ

れ

以

上

の

援

助

が

必

要

で

あ

る

か

ど

う

か

を

ア

メ

リ

カ

政

府

に

厳

し

く

問

う

て

い

た

の

で

あ

る

2
2
1

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

パ

ス

マ

ン

を

説

得

す

る

た

め

、

一

九

六

四

年

三

月

、

パ

ス

マ

ン

を

沖

縄

に

招

待

し

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

パ

ス

マ

ン

が

ラ

イ

フ

ワ

ー

ク

と

し

て

い

る

ハ

ン

セ

ン

病

対

策

を

沖

縄

で

も

熱

心

に

取

り

組

ん

で

い

る

こ

と

を

紹

介

し

た

。

パ

ス

マ

ン

は

ル

イ

ジ

ア

ナ

州

選

出

の

議

員

で

、

ル

イ

ジ

ア

ナ

州

に

は

当

時

ア

メ

リ

カ

本

土

唯

一

の

ハ

ン

セ

ン

病

施

設

が

あ

っ

た

222

。

こ

の

こ

と

に

誇

り

を

持
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つ

パ

ス

マ

ン

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

熱

意

に

ほ

だ

さ

れ

た

の

か

、

一

九

六

五

年

度

の

沖

縄

援

助

予

算

の

増

額

を

約

束

し

た

の

で

あ

る

223

。

マ

ク

ナ

マ

ラ

は

「

兄

弟

、

我

々

も

こ

う

や

っ

て

パ

ス

マ

ン

か

ら

金

が

得

ら

れ

れ

ば

な

ぁ

と

思

う

よ

！

」

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

称

賛

し

た

と

い

う
2
2
4

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

現

地

で

統

治

の

手

腕

を

発

揮

し

た

の

み

な

ら

ず

、

連

邦

議

会

の

説

得

に

も

成

功

し

、

財

政

面

か

ら

も

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

支

え

て

い

た

。 

ま

た

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

陸

軍

司

令

官

と

し

て

、

沖

縄

の

陸

軍

に

お

け

る

黒

人

・

白

人

間

の

人

種

差

別

問

題

に

も

取

り

組

ん

で

い

た

。

大

統

領

直

属

の

人

種

差

別

問

題

委

員

会

（

P
r
e
s
ide

n
t'
s 
Co
mm
it
te
e 
on
 E
qu
al
it
y 
o
f 
Tr
ea
tm
en
t 
an
d 
Op
po
rt
un
it
y
 
i
n 
th

e 
Ar
me
d 
Fo
rc
es

）

は

全

会

一

致

で

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

よ

る

人

種

差

別

へ

の

施

策

を

支

持

し

た

225

。

ア

メ

リ

カ

政

府

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

退

任

に

あ

た

っ

て

、

平

時

に

お

け

る

最

高

の

勲

章

で

あ

っ

た

殊

勲

賞

（

D
i
s
ti
ng
uis

h
ed
 S
er
vi
ce
 M
ed
al

）

を

授

与

し

て

い

る

226

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

退

役

を

決

定

づ

け

た

要

因

は

、

陸

軍

内

に

お

け

る

世

代

交

代

が

関

係

し

て

い

た

と

思

わ

れ

る

。

一

九

六

二

年

一

〇

月

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

よ

り

も

士

官

学

校

卒

業

が

四

年

次

遅

い

ホ

イ

ー

ラ

ー

（

E
a
r
l
e 
Gi
lm
or
e 
Wh
ee
ler

）

が

、

陸

軍

軍

人

の

ト

ッ

プ

で

あ

る

参

謀

総

長

に

就

任

し

た

。

そ

し

て

、

そ

の

ホ

イ

ー

ラ

ー

の

後

任

に

は

ホ

イ

ー

ラ

ー

よ

り

も

さ

ら

に

若

い

ジ

ョ

ン

ソ

ン

（H
a
r
ol
d 
Ke
it
h 

J
oh
ns
on

）

が

一

九

六

四

年

七

月

に

就

任

し

て

い

る

。

両

者

と

も

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

と

同

様

に

、

陸

軍

の

戦

略

関

係

の

役

職

を

歴

任

し

て

い

た

。

ま

た

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

庇

護

し

て

き

た

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

統

合

参

謀

本

部

議

長

が

ピ

ッ

グ

ス

湾

事

件

の

不

手

際

の

た

め

に

、

一

九

六

二

年

一

一

月

に

欧

州

軍

司

令

官

へ

転

任

さ

せ

ら

れ

る

227
。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

さ

ら

に

昇

進

を

重

ね

て

い

く

に

は

難

し

い

状

況

だ

っ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

自

身

、

ホ

イ

ー

ラ

ー

の

参

謀

総

長

就

任

を

聞

い

て

い

た

の

で

自

身

の

退

役

に

つ

い

て

驚

く

こ

と

は

な

か

っ

た

と

述

べ

て

い

る

2
2
8

。 

陸

軍

は

一

九

六

三

年

末

に

退

役

す

る

予

定

だ

っ

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

高

等

弁

務

官

の

任

期

を

半

年

延

長

し

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

予

定

通

り

陸

軍

を

退

役

す

る

と

、

軍

の

規

定

上

、

中

将

か

ら

少

将

へ

階

級

を

下

げ

て

退

役

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

キ
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ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

こ

れ

ま

で

の

実

績

を

評

価

し

て

い

た

陸

軍

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

中

将

の

階

級

を

保

持

し

て

退

役

で

き

る

よ

う

高

等

弁

務

官

の

任

期

を

調

整

し

た

2
2
9

。

も

し

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

沖

縄

で

深

刻

な

問

題

を

起

こ

し

て

い

れ

ば

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

さ

ら

に

半

年

も

沖

縄

に

留

め

る

よ

う

な

人

事

は

お

こ

な

わ

れ

な

か

っ

た

だ

ろ

う

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

統

治

を

含

め

た

こ

れ

ま

で

の

実

績

を

評

価

さ

れ

、

歴

代

高

等

弁

務

官

の

な

か

で

最

長

の

任

期

を

務

め

上

げ

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。 

一

九

六

四

年

七

月

三

一

日

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

退

役

式

が

挙

行

さ

れ

た

。

沖

縄

住

民

も

含

め

二

千

人

が

集

ま

っ

た

退

役

式

で

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

三

五

年

に

わ

た

る

軍

歴

に

終

止

符

が

打

た

れ

た

230

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

退

役

に

あ

た

っ

て

贈

ら

れ

た

ジ

ョ

ン

ソ

ン

（

L
y
n
do
n 
Ba
in
es
 J
oh
ns
on

）

大

統

領

の

感

謝

状

で

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

こ

れ

ま

で

の

陸

軍

に

お

け

る

実

績

が

列

挙

さ

れ

た

の

ち

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

中

将

は

、

琉

球

の

人

々

と

米

国

政

府

の

関

係

を

大

き

く

増

進

さ

せ

」

た

と

し

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

沖

縄

統

治

が

称

賛

さ

れ

て

い

た

2
3
1

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

へ

の

少

な

く

な

い

沖

縄

住

民

の

支

持

や

、

ア

メ

リ

カ

政

府

の

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

へ

の

高

い

評

価

を

踏

ま

え

れ

ば

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

住

民

か

ら

惜

し

ま

れ

、

名

誉

あ

る

退

役

を

迎

え

た

と

評

価

す

る

の

が

妥

当

だ

ろ

う

。 

  

第

四

章 

「

二

・

一

決

議

」

と

ア

メ

リ

カ 

  

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

に

対

す

る

沖

縄

住

民

の

反

発

は

、

ア

メ

リ

カ

に

沖

縄

返

還

を

検

討

さ

せ

る

ほ

ど

の

激

し

さ

を

持

た

な

か

っ

た

よ

う

に

見

え

る

。

だ

が

、

河

野

氏

が

指

摘

す

る

よ

う

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

期

に

沖

縄

の

立

法

院

が

提

出

し

た

「

二

・

一

決

議

」

は

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

に

小

さ

く

な

い

変

化

を

も

た

ら

し

て

い

た

232

。

本

章

は

、

従

来

の

研

究

が

正

面

か

ら

取

り

上

げ

て
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こ

な

か

っ

た

「

二

・

一

決

議

」

に

着

目

し

、

こ

の

決

議

が

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

返

還

の

検

討

に

及

ぼ

し

た

影

響

を

分

析

す

る

と

と

も

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

の

問

題

を

改

め

て

考

察

す

る

。 
「

二

・

一

決

議

」

は

、

既

に

み

た

よ

う

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

の

き

っ

か

け

と

な

っ

て

い

た

。

だ

が

、

ア

メ

リ

カ

政

府

に

と

っ

て

こ

の

決

議

は

、

沖

縄

統

治

に

関

し

て

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

主

義

批

判

を

巻

き

起

こ

す

起

爆

剤

の

よ

う

に

映

っ

て

い

た

。 

一

九

六

〇

年

代

初

頭

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸

国

の

植

民

地

支

配

に

苦

し

ん

だ

ア

フ

リ

カ

諸

国

が

国

際

連

合

へ

の

加

盟

を

果

た

し

、

国

際

社

会

で

反

植

民

地

主

義

が

力

を

持

つ

よ

う

に

な

っ

て

い

た

233

。

国

連

設

立

当

初

、

外

国

支

配

に

苦

し

ん

だ

経

験

を

持

つ

国

連

加

盟

国

は

五

一

カ

国

の

う

ち

六

カ

国

に

過

ぎ

な

か

っ

た

が

、

一

九

六

〇

年

ま

で

に

国

連

の

加

盟

国

数

は

一

〇

〇

カ

国

に

達

し

、

ア

ジ

ア

・

ア

フ

リ

カ

諸

国

は

四

四

カ

国

を

占

め

た

。

国

連

総

会

の

一

国

一

票

制

度

に

よ

り

、

植

民

地

保

有

国

の

影

響

力

が

減

退

し

て

い

く

一

方

、

ア

ジ

ア

・

ア

フ

リ

カ

諸

国

は

ソ

連

率

い

る

共

産

主

義

陣

営

の

後

押

し

を

う

け

な

が

ら

、

国

連

に

強

い

影

響

を

及

ぼ

す

よ

う

に

な

っ

て

い

た

の

で

あ

る

2
3
4

。 

ケ

ネ

デ

ィ

政

権

で

大

統

領

特

別

補

佐

官

を

務

め

た

シ

ュ

レ

ジ

ン

ガ

ー

は

、

国

際

社

会

の

反

植

民

地

主

義

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

「

国

連

が

一

五

年

の

歴

史

を

歩

む

う

ち

に

、

ほ

ぼ

一

〇

億

の

人

々

を

含

む

ざ

っ

と

四

〇

カ

国

が

自

ら

の

独

立

を

勝

ち

得

て

い

た

。

と

り

わ

け

植

民

地

大

陸

の

観

が

あ

っ

た

ア

フ

リ

カ

に

は

、

二

二

の

新

し

い

国

が

誕

生

し

た

。

し

か

し

、

こ

れ

ら

の

勝

利

は

、

ア

ジ

ア

や

ア

フ

リ

カ

に

依

然

と

し

て

残

っ

て

い

る

植

民

地

に

お

い

て

、

不

平

不

満

の

念

を

増

す

ば

か

り

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

、

反

植

民

地

主

義

は

、

な

お

取

り

残

さ

れ

た

世

界

が

歴

史

的

な

西

欧

支

配

に

対

し

て

革

命

を

起

こ

す

た

め

の

、

最

も

好

都

合

な

は

け

口

だ

っ

た

235

。」

 

国

連

総

会

は

一

九

六

〇

年

一

二

月

、

「

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

」

（

1
5
14
 

（
X
V

）

. 
De
cl
ar
at
io
n 
on
 
th
e 
Gr
an
ti
ng
 o
f 
In
de
pe
nd
en
c
e 
to
 

C
ol
on
ia
l 
Co
un
tr
ie
s 
an
d 
Pe
op
l
es

）

を

全

会

一

致

で

採

択

し

た

。

同

宣

言

は

「

あ

ら

ゆ

る

形

態

の

植

民

地

主

義

を

速

や

か

に

か

つ

無

条

件

に
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終

わ

ら

せ

る

必

要

が

あ

る

」

と

し

「

外

国

に

よ

る

人

民

の

征

服

、

支

配

及

び

搾

取

は

、

基

本

的

人

権

を

否

認

す

る

も

の

で

あ

り

、

国

際

連

合

憲

章

に

違

反

し

、

世

界

の

平

和

と

協

力

の

促

進

に

障

害

と

な

っ

て

い

る

」

と

植

民

地

支

配

を

否

定

し

た

236

。

こ

の

決

議

草

案

に

直

面

し

た

イ

ギ

リ

ス

や

フ

ラ

ン

ス

な

ど

の

植

民

地

保

有

国

は

、

国

連

に

お

け

る

反

植

民

地

感

情

の

あ

ま

り

の

強

さ

ゆ

え

、

反

対

票

を

投

じ

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

2
3
7

。

こ

の

時

、

政

権

末

期

に

あ

っ

た

ア

イ

ゼ

ン

ハ

ワ

ー

大

統

領

も

「

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

」

が

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

に

も

た

ら

す

影

響

を

強

く

懸

念

し

て

い

た

238

。 

「

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

」

採

択

の

翌

年

一

一

月

、

国

連

総

会

は

同

宣

言

の

履

行

状

況

を

審

議

す

る

「

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

の

履

行

状

況

に

関

す

る

特

別

委

員

会

」

（

以

下

、

「

脱

植

民

地

化

委

員

会

」
）

を

ソ

連

の

主

導

に

よ

っ

て

設

置

し

た

239

。

「

脱

植

民

地

化

委

員

会

」

は

、

あ

ら

ゆ

る

植

民

地

問

題

を

討

議

し

、

決

議

や

勧

告

を

出

す

だ

け

で

な

く

、

植

民

地

現

地

か

ら

の

請

願

を

聞

き

、

調

査

団

を

派

遣

す

る

権

限

を

持

っ

て

い

た

2
40

。

こ

の

委

員

会

に

所

属

す

る

ソ

連

は

そ

の

気

に

な

れ

ば

、

ア

メ

リ

カ

統

治

下

の

沖

縄

に

調

査

団

派

遣

を

求

め

る

な

ど

し

て

、

ア

メ

リ

カ

を

揺

さ

ぶ

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

る

。 

ケ

ネ

デ

ィ

率

い

る

ア

メ

リ

カ

政

府

は

ソ

連

が

そ

の

対

外

政

策

で

植

民

地

主

義

批

判

を

重

要

な

柱

の

一

つ

に

し

て

い

る

と

考

え

て

い

た

。

一

九

六

〇

年

一

二

月

、

国

務

省

や

国

防

省

、

そ

し

て

Ｃ

Ｉ

Ａ

の

情

報

担

当

者

ら

に

よ

っ

て

作

成

さ

れ

た

対

ソ

連

の

政

策

文

書

で

は

、

ソ

連

は

膨

大

な

コ

ス

ト

が

生

じ

る

全

面

核

戦

争

を

望

ん

で

い

な

い

こ

と

が

確

認

さ

れ

る

。

そ

の

た

め

、

ソ

連

は

全

面

核

戦

争

に

は

至

ら

な

い

政

治

闘

争

や

経

済

力

お

よ

び

科

学

力

の

競

争

、

そ

し

て

転

覆

活

動

な

ど

を

利

用

し

て

、

自

由

主

義

陣

営

の

揺

さ

ぶ

り

に

取

り

掛

か

る

だ

ろ

う

と

分

析

す

る

2
4
1

。 

当

時

、

ソ

連

は

ア

メ

リ

カ

を

凌

駕

す

る

経

済

成

長

率

を

示

し

て

い

た

。

ソ

連

の

経

済

成

長

に

加

え

、

一

九

五

八

年

の

ス

プ

ー

ト

ニ

ク

打

ち

上

げ

は

、

ソ

連

の

科

学

技

術

力

の

高

さ

を

全

世

界

に

印

象

付

け

て

い

た

。

こ

う

し

た

ソ

連

の

実

績

か

ら

、

急

速

な

近

代

化

を

達

成

す

る

手

段

と

し

て

共

産

主

義

が

新

興

国

か

ら

称

賛

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

ア

メ

リ

カ

政

府

も

認

め

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

242

。

新

興

独

立

国
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が

抱

え

る

経

済

的

・

社

会

的

問

題

が

か

つ

て

の

植

民

地

支

配

に

少

な

か

ら

ぬ

原

因

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

こ

う

し

た

国

々

は

必

然

的

に

植

民

地

を

保

有

す

る

自

由

主

義

陣

営

よ

り

も

共

産

主

義

陣

営

に

向

か

う

こ

と

は

必

然

と

思

わ

れ

た

。

ケ

ネ

デ

ィ

は

、

ハ

リ

マ

ン

（

W
i
l
l
ia
m 

A
v
er
el
l 
Ha
rr
im
a
n

）

や

ケ

ナ

ン

（

G
e
o
r
ge
 F
ro
st
 
K
en
nan

）

ら

ソ

連

専

門

家

を

集

め

た

会

議

で

、

ソ

連

が

「

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

や

反

植

民

地

主

義

と

い

っ

た

巨

大

な

力

」

を

利

用

す

る

こ

と

で

勝

利

を

目

指

し

て

い

る

こ

と

が

確

認

さ

れ

、

ア

メ

リ

カ

が

ど

の

よ

う

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

や

反

植

民

地

主

義

に

向

き

合

う

べ

き

か

戦

略

を

策

定

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

結

論

付

け

て

い

た

243

。 

ケ

ネ

デ

ィ

ら

は

植

民

地

問

題

が

冷

戦

外

交

に

お

け

る

ア

メ

リ

カ

の

弱

点

で

あ

る

こ

と

を

よ

く

理

解

し

て

い

た

。

自

由

主

義

陣

営

の

主

要

国

で

あ

る

イ

ギ

リ

ス

や

フ

ラ

ン

ス

は

植

民

地

を

保

有

し

て

お

り

、

反

植

民

地

主

義

を

掲

げ

る

ア

メ

リ

カ

と

対

立

す

る

こ

と

が

少

な

く

な

か

っ

た

。

ア

メ

リ

カ

が

自

由

主

義

陣

営

の

結

束

を

強

め

る

た

め

イ

ギ

リ

ス

や

フ

ラ

ン

ス

に

肩

入

れ

し

過

ぎ

れ

ば

、

ア

ジ

ア

や

ア

フ

リ

カ

の

新

興

独

立

国

は

失

望

し

、

共

産

主

義

陣

営

に

向

か

い

か

ね

な

い

。

ケ

ネ

デ

ィ

は

、

新

興

独

立

国

に

向

け

て

、

ア

メ

リ

カ

は

植

民

地

主

義

に

反

対

で

あ

る

と

強

く

表

明

し

て

い

た

が

、

一

九

六

一

年

四

月

の

カ

ス

ト

ロ

政

権

転

覆

作

戦

（

ピ

ッ

グ

ス

湾

事

件

）

に

よ

り

、

ア

メ

リ

カ

の

反

植

民

地

主

義

に

は

大

き

な

疑

問

符

が

つ

く

よ

う

に

な

っ

て

い

た

244

。

シ

ュ

レ

ジ

ン

ガ

ー

に

よ

れ

ば

、

ケ

ネ

デ

ィ

政

権

は

新

興

国

か

ら

「

帝

国

主

義

者

た

ち

の

、

そ

れ

も

役

に

立

た

な

い

帝

国

主

義

者

た

ち

の

集

ま

り

の

よ

う

に

見

え

た

の

で

あ

る

245

」。

 

ソ

連

が

国

際

社

会

の

反

植

民

地

主

義

を

利

用

し

冷

戦

外

交

を

展

開

す

る

こ

と

が

予

想

さ

れ

る

な

か

で

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

が

植

民

地

問

題

と

し

て

国

際

社

会

で

注

目

を

集

ま

る

こ

と

は

決

し

て

好

ま

し

い

こ

と

で

は

な

か

っ

た

。

国

務

省

は

一

九

六

一

年

夏

に

作

成

し

た

対

国

連

政

策

の

文

書

で

、

ア

メ

リ

カ

自

身

が

沖

縄

統

治

を

植

民

地

主

義

と

し

て

批

判

さ

れ

る

こ

と

を

次

の

よ

う

に

危

惧

し

て

い

る

。 

「

植

民

地

主

義

が

終

焉

に

向

か

う

な

か

、

ア

メ

リ

カ

が

最

後

の

植

民

地

主

義

国

の

一

つ

で

あ

る

こ

と

が

皆

の

驚

き

を

以

て

明

ら

か

に

な

り

、

（

中

略

）

沖

縄

が

醜

い

象

徴

に

な

る

か

も

し

れ

な

い

246

。」

 

こ

う

し

た

矢

先

に

、

沖

縄

の

立

法

院

は

一

九

六

二

年

二

月

一

日

、

「

二

・

一

決

議

」

を

全

会

一

致

で

採

択

し

た

。

「

二

・

一

決

議

」
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は

全

て

の

国

連

加

盟

国

に

宛

て

て

、

ア

メ

リ

カ

に

よ

る

沖

縄

統

治

を

植

民

地

主

義

と

し

て

次

の

よ

う

に

批

判

す

る

。 

「

対

日

平

和

条

約

第

三

条

に

よ

っ

て

沖

縄

を

日

本

か

ら

分

離

す

る

こ

と

は

、

（

中

略

）

領

土

の

不

拡

大

及

び

民

族

自

決

の

方

向

に

反

し

、

国

連

憲

章

の

信

託

統

治

の

条

件

に

該

当

せ

ず

、

国

連

加

盟

国

た

る

日

本

の

主

権

平

等

を

無

視

し

、

統

治

の

実

態

も

ま

た

国

連

憲

章

の

統

治

に

関

す

る

原

則

に

反

す

る

も

の

で

あ

る

。

一

九

六

〇

年

一

二

月

第

十

五

回

国

連

総

会

に

お

い

て

『

あ

ら

ゆ

る

形

の

植

民

地

主

義

を

速

か

に

、

か

つ

、

無

条

件

に

終

止

さ

せ

る

こ

と

の

必

要

を

厳

か

に

宣

言

す

る

』

旨

の

『

植

民

地

諸

国

、

諸

人

民

に

対

す

る

独

立

許

容

に

関

す

る

宣

言

』

［

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

］

が

採

択

さ

れ

た

今

日

、

日

本

領

土

内

で

住

民

の

意

志

に

反

し

て

不

当

な

支

配

が

な

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

対

し

、

国

連

加

盟

国

諸

国

が

注

意

を

喚

起

さ

れ

る

こ

と

を

要

望

し

、

沖

縄

に

対

す

る

日

本

の

主

権

が

速

か

に

完

全

に

回

復

さ

れ

る

よ

う

尽

力

さ

れ

ん

こ

と

を

強

く

要

請

す

る

。」

 

言

葉

も

厳

し

い

が

「

二

・

一

決

議

」

採

択

の

タ

イ

ミ

ン

グ

も

ア

メ

リ

カ

に

都

合

が

悪

か

っ

た

。

国

連

の

「

脱

植

民

地

化

委

員

会

」

の

初

会

合

が

二

月

一

五

日

に

予

定

さ

れ

て

お

り

、

「

二

・

一

決

議

」

を

受

領

し

た

ア

ジ

ア

・

ア

フ

リ

カ

諸

国

や

ソ

連

率

い

る

共

産

主

義

陣

営

が

、

こ

の

委

員

会

で

沖

縄

問

題

を

取

り

上

げ

て

く

る

こ

と

が

予

想

さ

れ

た

か

ら

で

あ

る

247

。

ま

た

、

「

二

・

一

決

議

」

が

親

米

与

党

で

あ

る

沖

縄

自

民

党

も

含

め

て

全

会

一

致

で

採

択

さ

れ

た

こ

と

は

、

親

米

や

反

米

を

超

え

て

、

「

二

・

一

決

議

」

が

沖

縄

全

体

の

民

意

で

あ

る

と

見

な

さ

れ

る

理

由

と

な

り

え

た

。 

こ

の

よ

う

に

、

決

議

の

内

容

や

採

択

の

タ

イ

ミ

ン

グ

、

そ

し

て

与

野

党

を

超

え

た

全

会

一

致

の

採

択

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

一

見

す

る

と

、

沖

縄

側

が

国

際

社

会

の

動

向

を

に

ら

み

、

入

念

な

準

備

を

重

ね

「

二

・

一

決

議

」

を

採

択

し

た

よ

う

に

見

え

る

。

だ

が

、

沖

縄

の

与

野

党

と

も

に

、

国

際

社

会

の

反

植

民

地

主

義

の

言

説

が

持

つ

意

義

に

つ

い

て

熟

慮

し

「

二

・

一

決

議

」

を

採

択

し

た

わ

け

で

は

な

か

っ

た

。

新

崎

盛

暉

氏

に

よ

れ

ば

、

沖

縄

自

民

党

は

決

議

採

択

に

際

し

て

、

沖

縄

の

日

本

復

帰

の

た

め

に

は

「

岸

信

介

で

も

フ

ル

シ

チ

ョ

フ

で

も

、

何

の

た

め

ら

い

も

な

く

利

用

」

す

る

仲

吉

良

光

・

元

首

里

市

長

の

言

動

に

「

何

と

な

く

引

き

ず

ら

れ

た

」

と

い

う

。

他

方

、
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野

党

勢

力

も

「

厳

密

な

計

算

と

展

望

が

あ

っ

た

か

と

い

う

と

こ

れ

も

ま

た

、

そ

れ

ほ

ど

は

っ

き

り

し

た

も

の

は

な

か

っ

た

よ

う

に

み

え

る
2
4
8

」。

 
「

二

・

一

決

議

」

採

択

後

の

二

月

六

日

、

沖

縄

自

民

党

総

裁

で

あ

る

大

田

は

「

二

・

一

決

議

」

の

謝

罪

の

た

め

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

高

等

弁

務

官

を

訪

ね

た

。

大

田

が

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

語

っ

た

と

こ

ろ

に

よ

る

と

、

立

法

院

の

各

派

代

表

で

あ

る

翁

長

助

静

（

沖

縄

自

民

党

）、

長

浜

清

栄

（

社

大

党

）、

古

堅

実

吉

（

人

民

党

）、

知

念

朝

功

（

無

所

属

）

で

構

成

さ

れ

た

起

草

委

員

会

が

、

「

二

・

一

決

議

」

の

決

議

案

を

作

成

し

て

い

た

2
4
9

。

し

か

し

、

起

草

委

員

会

の

議

論

は

ま

と

ま

ら

ず

、

決

議

採

択

当

日

の

二

月

一

日

の

朝

に

な

っ

て

も

決

議

案

の

調

整

を

終

え

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

沖

縄

自

民

党

の

代

表

で

あ

る

翁

長

は

、

事

前

に

植

民

地

問

題

に

つ

い

て

党

内

で

説

明

を

受

け

て

い

た

こ

と

も

あ

り

、

「

二

・

一

決

議

」

案

文

の

「

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

」

へ

の

言

及

な

ど

に

抵

抗

し

た

と

思

わ

れ

る

250

。

だ

が

、

立

法

院

開

会

の

二

月

一

日

に

復

帰

決

議

を

採

択

す

る

こ

と

は

慣

例

と

な

っ

て

い

た

。

そ

の

た

め

、

翁

長

は

「

従

来

よ

り

そ

の

要

請

す

る

基

本

的

態

度

が

強

化

さ

れ

た

」

と

立

法

院

で

述

べ

た

よ

う

に

自

ら

を

納

得

さ

せ

、

野

党

主

導

の

「

二

・

一

決

議

」

の

案

文

を

受

け

入

れ

る

こ

と

に

し

た

と

思

わ

れ

る

251

。

立

法

院

の

本

会

議

で

は

、

急

い

で

印

刷

さ

れ

た

決

議

案

を

議

員

ら

は

一

読

す

る

こ

と

も

な

く

、

「

二

・

一

決

議

」

を

全

会

一

致

で

採

択

し

た

。

大

田

は

、

立

法

院

で

圧

倒

的

多

数

を

握

る

自

民

党

が

起

草

委

員

会

に

一

人

し

か

代

表

を

送

ら

な

か

っ

た

こ

と

は

過

ち

だ

っ

た

と

し

、

沖

縄

自

民

党

の

多

く

の

議

員

が

思

慮

に

欠

け

、

安

易

な

態

度

を

取

っ

た

こ

と

が

今

回

の

大

惨

事

を

招

い

た

と

述

べ

た

2
5
2

。 

沖

縄

側

の

意

図

が

い

か

な

る

も

の

で

あ

れ

、

「

二

・

一

決

議

」

は

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

植

民

地

問

題

と

し

て

国

際

化

し

か

ね

な

か

っ

た

。

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

は

い

か

に

沖

縄

問

題

の

国

際

化

を

防

ぐ

か

が

真

剣

に

検

討

さ

れ

る

。

国

務

省

は

「

脱

植

民

地

化

委

員

会

」

が

沖

縄

を

取

り

上

げ

る

可

能

性

を

念

頭

に

、

こ

の

委

員

会

に

関

係

す

る

国

の

ア

メ

リ

カ

大

使

館

や

領

事

館

へ

、

ア

メ

リ

カ

の

立

場

を

説

明

す

る

た

め

の

覚

書

を

送

付

し

て

い

た

253

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

対

し

て

も

「

二

・

一

決

議

」

を

国

務

省

に

転

送

し

て

く

れ

れ

ば

、

国

連
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加

盟

国

へ

送

付

し

な

い

こ

と

に

国

務

省

が

責

任

を

取

り

、

送

付

不

履

行

へ

の

非

難

の

「

泥

を

か

ぶ

っ

て

も

よ

い

」

と

助

け

舟

を

出

し

て

い

た
2
5
4

。

国

務

省

と

軍

部

は

沖

縄

統

治

の

あ

り

方

を

め

ぐ

っ

て

長

ら

く

対

立

し

て

き

た

が

、

「

二

・

一

決

議

」

は

そ

う

し

た

対

立

を

一

時

的

に

棚

上

げ

に

し

て

い

た

の

で

あ

る

255

。 

「

二

・

一

決

議

」

に

激

怒

し

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

立

法

院

に

は

諸

外

国

へ

決

議

を

提

出

す

る

権

限

は

な

い

と

し

、

決

議

を

立

法

院

に

突

き

返

す

と

い

う

「

強

権

的

」

な

案

を

提

起

し

た

256

。

こ

の

こ

と

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

、

国

際

社

会

に

お

け

る

脱

植

民

地

化

の

潮

流

を

軽

視

し

て

い

た

こ

と

を

必

ず

し

も

意

味

す

る

わ

け

で

は

な

い

257

。

だ

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

か

ら

す

れ

ば

、

ア

メ

リ

カ

は

沖

縄

を

経

済

的

に

搾

取

す

る

ど

こ

ろ

か

、

む

し

ろ

経

済

援

助

の

恩

恵

を

与

え

る

側

で

あ

り

、

沖

縄

が

ア

メ

リ

カ

の

植

民

地

で

あ

る

と

い

う

非

難

は

ま

っ

た

く

の

心

外

だ

っ

た

。

む

し

ろ

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

か

ら

す

れ

ば

、

「

フ

ラ

ン

ス

が

ア

ル

ジ

ェ

リ

ア

を

併

合

し

た

よ

う

に

」、

日

本

は

沖

縄

を

併

合

し

、

沖

縄

の

人

々

を

「

第

五

級

市

民

と

し

て

扱

っ

て

き

た

」

の

で

あ

る

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

と

っ

て

ア

メ

リ

カ

を

植

民

地

主

義

と

非

難

し

、

沖

縄

を

植

民

地

の

よ

う

に

扱

っ

て

き

た

日

本

へ

の

復

帰

を

要

求

す

る

「

二

・

一

決

議

」

は

、

「

単

な

る

政

治

的

な

策

謀

」

に

し

か

見

え

な

か

っ

た

2
5
8

。 

立

法

院

決

議

の

差

戻

し

に

は

前

例

が

あ

っ

た

。

一

九

五

五

年

八

月

、

立

法

院

は

、

国

連

や

日

本

政

府

に

宛

て

た

「

原

子

兵

器

使

用

禁

止

要

請

決

議

案

」

を

全

会

一

致

で

可

決

し

て

い

た

259

。

こ

の

時

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

か

つ

て

の

上

司

だ

っ

た

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

も

、

沖

縄

統

治

の

責

任

者

と

し

て

次

の

よ

う

に

述

べ

、

こ

の

決

議

の

送

付

を

拒

否

し

て

い

た

。 

「

こ

の

決

議

は

琉

球

政

府

に

与

え

ら

れ

た

立

法

権

限

を

は

る

か

に

こ

え

て

い

る

。

民

政

長

官

と

し

て

、

こ

れ

を

受

理

す

る

こ

と

は

、

不

適

当

と

思

う

。

立

法

院

議

員

は

、

琉

球

住

民

が

直

面

し

て

い

る

、

い

ろ

い

ろ

の

経

済

、

社

会

問

題

の

解

決

に

な

お

一

層

の

活

動

を

行

い

、

建

設

的

な

努

力

を

続

け

る

こ

と

が

望

ま

し

い

260

。」

 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

が

そ

う

し

た

よ

う

に

「

二

・

一

決

議

」

を

差

戻

そ

う

と

し

た

わ

け

だ

が

、

陸

軍

省

は

一

九

五

〇
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年

代

に

は

可

能

だ

っ

た

送

付

拒

否

を

、

「

二

・

一

決

議

」

に

も

適

用

す

る

こ

と

に

躊

躇

し

た

261

。

送

付

拒

否

と

い

う

行

為

自

体

が

、

表

現

の

自

由

の

は

く

奪

と

い

っ

た

批

判

を

生

み

出

し

、

植

民

地

主

義

批

判

に

つ

な

が

り

か

ね

な

か

っ

た

か

ら

で

あ

る

262

。

と

は

い

え

、

「

二

・

一

決

議

」

が

全

世

界

に

送

付

さ

れ

れ

ば

、

ア

メ

リ

カ

が

植

民

地

主

義

国

と

し

て

批

判

さ

れ

る

こ

と

は

想

像

に

難

く

な

か

っ

た

。

「

二

・

一

決

議

」

は

ア

メ

リ

カ

政

府

を

困

難

な

立

場

に

追

い

込

ん

で

い

た

。 

「

二

・

一

決

議

」

の

処

理

が

手

詰

ま

る

な

か

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

あ

る

妙

案

が

浮

上

す

る

。

「

二

・

一

決

議

」

を

い

っ

た

ん

受

領

し

、

「

検

討

中

」

と

し

た

う

え

で

、

決

議

を

ア

メ

リ

カ

政

府

内

に

留

め

て

お

く

と

い

う

案

で

あ

る

263

。

実

は

、

こ

れ

ま

で

採

択

さ

れ

て

き

た

立

法

院

に

よ

る

日

本

復

帰

決

議

は

、

宛

先

で

あ

る

日

本

政

府

な

ど

に

送

付

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

264

。

陸

軍

省

は

す

べ

て

の

復

帰

決

議

を

棚

上

げ

し

て

処

理

し

て

き

た

の

で

あ

る

。

陸

軍

省

は

、

沖

縄

か

ら

こ

れ

ま

で

も

復

帰

決

議

の

送

付

状

況

を

追

及

さ

れ

て

こ

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

「

二

・

一

決

議

」

に

つ

い

て

も

同

様

の

手

法

で

乗

り

切

れ

る

と

考

え

、

こ

の

案

を

出

し

た

と

思

わ

れ

る

。

し

か

し

、

今

回

も

沖

縄

か

ら

決

議

の

送

付

状

況

に

つ

い

て

追

及

が

な

い

と

い

う

保

証

は

な

か

っ

た

し

、

既

に

日

本

国

内

で

大

き

く

報

道

さ

れ

て

い

た

「

二

・

一

決

議

」

に

つ

い

て

諸

外

国

、

特

に

ソ

連

か

ら

照

会

が

な

い

と

も

限

ら

な

か

っ

た

。

そ

れ

で

も

、

こ

の

他

に

有

力

な

案

を

持

た

な

か

っ

た

ア

メ

リ

カ

政

府

は

「

二

・

一

決

議

」

を

「

検

討

中

」

と

し

、

急

場

を

し

の

ぐ

こ

と

と

し

た

。 

こ

う

し

て

「

二

・

一

決

議

」

は

い

っ

た

ん

棚

上

げ

さ

れ

る

も

の

の

、

こ

の

決

議

は

昨

年

か

ら

進

ん

で

い

た

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

の

見

直

し

に

も

大

き

な

影

響

を

及

ぼ

す

こ

と

と

な

る

。 

ケ

ネ

デ

ィ

政

権

は

、

一

九

六

〇

年

の

安

保

条

約

の

改

定

時

に

見

ら

れ

た

日

本

国

内

の

激

し

い

抗

議

運

動

を

見

て

、

沖

縄

政

策

を

含

め

た

対

日

政

策

の

見

直

し

を

不

可

避

と

認

識

し

て

い

た

265

。

一

九

六

一

年

六

月

の

池

田

・

ケ

ネ

デ

ィ

会

談

で

沖

縄

住

民

の

福

祉

増

進

が

表

明

さ

れ

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

高

等

弁

務

官

か

ら

も

沖

縄

援

助

の

拡

大

が

要

望

さ

れ

て

い

た

266

。

ケ

ネ

デ

ィ

は

省

庁

の

垣

根

を

越

え

た

作

業

部

会

を

設

け

、

沖

縄

政

策

の

再

検

討

に

取

り

組

む

こ

と

と

な

る

267

。

こ

の

作

業

部

会

は

、

大

統

領

特

別

補

佐

官

の

カ

ー

ル

・

ケ

イ

セ

ン
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（C
a
rl
 K
ay
sen

）

を

長

と

し

た

こ

と

か

ら

ケ

イ

セ

ン

調

査

団

と

も

呼

ば

れ

て

い

る

268

。

ケ

イ

セ

ン

調

査

団

は

、

沖

縄

住

民

の

福

祉

増

進

と

い

う

目

的

か

ら

、

国

務

省

や

国

防

省

の

み

な

ら

ず

、

国

際

協

力

庁

や

労

働

省

か

ら

の

代

表

で

構

成

さ

れ

て

い

た

。

ケ

イ

セ

ン

調

査

団

は

、

一

九

六

一

年

八

月

か

ら

一

二

月

ま

で

活

動

し

、

一

〇

月

に

は

沖

縄

に

約

二

週

間

滞

在

し

沖

縄

の

現

地

情

勢

を

調

査

し

て

い

た

。

一

二

月

に

作

成

さ

れ

た

ケ

イ

セ

ン

調

査

団

の

最

終

報

告

書

（

以

下

、

ケ

イ

セ

ン

・

レ

ポ

ー

ト

）

は

、

日

米

両

政

府

に

よ

る

沖

縄

援

助

の

増

大

や

沖

縄

住

民

の

自

治

権

拡

大

な

ど

を

勧

告

、

こ

の

勧

告

は

の

ち

に

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

と

呼

ば

れ

る

政

策

の

骨

子

と

な

っ

た

。

た

だ

し

、

ケ

イ

セ

ン

調

査

団

を

結

成

し

た

時

点

で

ア

メ

リ

カ

政

府

は

、

沖

縄

の

政

治

問

題

を

沖

縄

住

民

と

の

関

係

や

日

本

と

の

関

係

か

ら

考

え

て

お

り

、

国

際

社

会

の

植

民

地

主

義

批

判

と

の

兼

ね

合

い

か

ら

沖

縄

統

治

を

考

え

る

傾

向

は

強

く

は

な

か

っ

た

269

。 

だ

が

、

「

二

・

一

決

議

」

の

採

択

以

後

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

は

、

ケ

イ

セ

ン

・

レ

ポ

ー

ト

を

国

連

外

交

の

観

点

か

ら

見

直

す

動

き

が

出

て

く

る

。

ケ

イ

セ

ン

・

レ

ポ

ー

ト

で

は

、

沖

縄

住

民

の

認

識

と

し

て

、

自

ら

を

日

本

人

と

考

え

て

お

り

、

日

本

を

母

国

と

見

な

し

て

い

る

と

い

う

事

実

を

指

摘

す

る

に

留

ま

っ

て

い

た

が

、

一

九

六

二

年

三

月

に

公

表

さ

れ

た

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

で

は

ケ

ネ

デ

ィ

自

ら

が

「

私

は

、

琉

球

が

日

本

領

土

の

一

部

で

あ

る

こ

と

を

認

め

る

」

と

さ

ら

に

踏

み

込

ん

だ

表

現

に

な

っ

て

い

た

。 

ま

た

、

ケ

ネ

デ

ィ

は

「

琉

球

諸

島

が

日

本

の

施

政

下

に

復

帰

す

る

こ

と

に

な

る

場

合

の

困

難

を

最

も

少

く

（

原

文

マ

マ

）

す

る

た

め

、

い

く

つ

か

の

特

定

の

措

置

を

取

る

よ

う

に

指

令

し

た

」

と

述

べ

、

従

来

以

上

に

、

沖

縄

統

治

に

お

け

る

日

本

と

の

協

力

関

係

に

前

向

き

な

姿

勢

を

見

せ

て

い

た

。

ア

メ

リ

カ

政

府

は

こ

れ

ま

で

も

、

沖

縄

統

治

へ

の

日

本

政

府

の

協

力

を

認

め

て

き

た

が

、

そ

れ

は

日

本

政

府

の

意

向

に

配

慮

し

、

良

好

な

日

米

関

係

を

維

持

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

も

の

だ

っ

た

270

。

「

島

ぐ

る

み

闘

争

」

後

、

一

九

六

〇

年

六

月

に

作

成

さ

れ

た

対

日

政

策

文

書

（

Ｎ

Ｓ

Ｃ

六

〇

〇

八

／

一

）

に

お

い

て

も

、

日

本

政

府

の

沖

縄

統

治

へ

の

関

与

は

「

同

情

的

に

考

慮

さ

れ

る

」

と

消

極

的

に

認

め

ら

れ

る

に

す

ぎ

な

か

っ

た

の

で

あ

る

271

。 

こ

う

し

た

政

策

変

化

に

に

つ

い

て

河

野

氏

は

、

国

連

で

ア

メ

リ

カ

の

植

民

地

問

題

が

議

論

さ

れ

る

と

き

、

沖

縄

が

ア

メ

リ

カ

の

植

民
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地

で

は

な

く

日

本

の

一

部

で

あ

る

と

主

張

す

る

と

き

に

有

用

で

あ

る

と

の

認

識

が

ア

メ

リ

カ

政

府

に

あ

っ

た

と

紹

介

し

て

い

る

。

極

東

問

題

担

当

国

務

次

官

補

の

ハ

リ

マ

ン

は

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

や

ラ

ス

ク

国

務

長

官

に

宛

て

た

覚

書

で

、

国

連

の

「

脱

植

民

地

委

員

会

」

が

活

動

を

開

始

し

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

植

民

地

問

題

と

し

て

取

り

上

げ

る

可

能

性

が

あ

り

、

日

本

政

府

と

の

協

力

の

必

要

性

を

説

い

た

と

い

う

。

河

野

氏

は

、

ハ

リ

マ

ン

の

覚

書

に

対

す

る

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

が

い

か

な

る

対

応

を

取

っ

た

か

を

示

す

資

料

は

存

在

し

な

い

と

す

る

2
7
2

。

だ

が

、

既

に

見

た

よ

う

に

、

ケ

ネ

デ

ィ

は

ソ

連

が

外

交

戦

略

で

反

植

民

地

主

義

を

利

用

し

て

く

る

こ

と

を

想

定

し

て

い

た

。

こ

の

こ

と

を

踏

ま

え

れ

ば

、

ケ

ネ

デ

ィ

が

沖

縄

と

植

民

地

問

題

と

の

結

び

つ

く

可

能

性

を

視

野

に

、

そ

れ

に

備

え

て

従

来

以

上

に

日

本

と

の

協

力

関

係

を

重

視

し

た

姿

勢

を

表

明

し

た

と

見

る

こ

と

は

可

能

だ

ろ

う

。 

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

で

示

さ

れ

た

日

本

と

の

協

力

関

係

が

試

さ

れ

る

時

は

す

ぐ

に

や

っ

て

来

た

。

四

月

二

五

日

、

「

二

・

一

決

議

」

に

触

発

さ

れ

た

帆

足

計

・

衆

議

院

議

員

（

社

会

党

）

が

、

国

連

へ

沖

縄

返

還

を

訴

え

る

請

願

書

を

持

ち

込

ん

だ

か

ら

で

あ

る

273

。 

国

連

外

交

の

舞

台

で

あ

る

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

で

、

ア

メ

リ

カ

と

日

本

は

沖

縄

を

め

ぐ

っ

て

責

任

を

な

す

り

付

け

合

う

こ

と

に

な

っ

た

。

ア

メ

リ

カ

国

連

代

表

部

は

、

沖

縄

が

「

脱

植

民

地

化

委

員

会

」

で

議

題

に

な

ら

な

い

よ

う

日

本

が

動

く

べ

き

だ

と

主

張

し

た

が

、

日

本

の

国

連

代

表

部

は

、

施

政

権

を

持

つ

ア

メ

リ

カ

こ

そ

が

責

任

を

果

た

す

べ

き

だ

と

国

連

で

矢

面

に

立

つ

こ

と

を

渋

っ

た

の

で

あ

る

274

。

こ

う

し

た

責

任

の

な

す

り

付

け

合

い

は

、

「

二

・

一

決

議

」

の

処

理

を

め

ぐ

っ

て

、

東

京

の

駐

日

大

使

館

と

外

務

省

の

間

で

も

行

わ

れ

て

い

た

2
7
5

。

ア

メ

リ

カ

政

府

は

、

自

国

が

植

民

地

主

義

国

と

批

判

さ

れ

て

い

る

手

前

、

自

ら

釈

明

す

る

よ

り

も

、

日

本

が

ア

メ

リ

カ

を

支

持

す

る

ほ

う

が

効

果

的

で

あ

る

と

考

え

た

と

み

ら

れ

る

。

し

か

し

、

日

本

政

府

も

自

国

領

土

で

あ

る

沖

縄

が

ア

メ

リ

カ

に

支

配

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

国

際

社

会

で

公

に

支

持

す

る

こ

と

は

、

国

内

政

治

上

、

難

し

か

っ

た

。

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

で

示

さ

れ

た

日

本

と

の

協

調

は

必

ず

し

も

容

易

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

ア

メ

リ

カ

国

連

代

表

部

は

日

本

政

府

の

態

度

に

い

ら

立

ち

を

示

し

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

た

。 
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「

日

本

が

沖

縄

問

題

で

前

面

に

出

た

く

な

い

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

我

々

は

日

本

に

彼

ら

の

立

場

を

［

脱

植

民

地

化

委

員

会

］

事

務

局

や

議

長

に

明

ら

か

に

す

る

よ

う

促

し

続

け

る

べ

き

で

あ

る

と

信

じ

る

276

。」

 
日

本

政

府

と

し

て

も

、

国

連

で

沖

縄

が

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

は

好

ま

し

い

こ

と

で

は

な

か

っ

た

。

沖

縄

統

治

を

支

持

す

る

よ

う

迫

る

ア

メ

リ

カ

と

、

沖

縄

返

還

を

望

む

国

内

世

論

と

の

間

で

板

挟

み

に

な

る

こ

と

は

火

を

見

る

よ

り

明

ら

か

だ

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

そ

う

し

た

事

態

を

避

け

る

た

め

、

日

本

政

府

は

水

面

下

で

、

沖

縄

が

国

際

社

会

で

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

が

な

い

よ

う

各

国

に

働

き

か

け

て

い

た

こ

と

も

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

277

。

「

二

・

一

決

議

」

採

択

時

に

も

沖

縄

は

「

植

民

地

」

に

は

あ

た

ら

な

い

、

と

声

明

を

出

し

、

問

題

の

沈

静

化

に

動

い

て

い

た
2
7
8

。 

だ

が

、

日

本

政

府

は

沖

縄

に

つ

い

て

「

植

民

地

」

で

は

な

い

に

し

ろ

、

「

非

自

治

地

域

」

に

該

当

せ

ざ

る

を

得

な

い

と

考

え

、

ア

メ

リ

カ

政

府

に

ソ

連

の

動

向

に

注

意

を

払

う

よ

う

促

し

て

い

る

279

。

「

非

自

治

地

域

」

と

は

、

国

連

憲

章

第

七

三

条

に

よ

れ

ば

「

人

民

が

ま

だ

完

全

に

は

自

治

を

行

う

に

至

っ

て

い

な

い

地

域

280

」

で

あ

る

。

こ

の

定

義

は

一

九

六

〇

年

の

国

連

総

会

決

議

に

よ

り

、

「

地

理

的

に

施

政

国

か

ら

分

離

し

、

人

種

的

、

文

化

的

に

施

政

国

と

は

別

個

の

地

域

、

あ

る

い

は

、

行

政

、

政

治

、

法

律

、

経

済

、

歴

史

の

点

で

本

国

に

従

属

す

る

地

域

」

と

、

よ

り

具

体

化

さ

れ

た
281

。

こ

う

し

た

定

義

に

従

い

、

外

務

省

は

「

沖

縄

は

、

現

在

米

国

の

施

政

下

に

置

か

れ

形

式

的

に

は

上

記

［

非

自

治

地

域

］

の

定

義

に

該

当

す

る

地

域

で

あ

る

と

の

議

論

も

な

し

得

よ

う

」

と

国

会

答

弁

資

料

を

作

成

し

て

い

た

2
8
2

。

「

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

」

に

も

「

非

自

治

地

域

」

へ

の

言

及

が

あ

り

、

そ

の

第

五

節

に

は

、

「

非

自

治

地

域

」

の

住

民

の

自

由

に

表

明

す

る

意

志

及

び

希

望

に

施

政

権

国

は

従

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

と

あ

る

。

日

本

政

府

は

、

ソ

連

が

「

非

自

治

地

域

」

の

規

定

や

「

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

」、

さ

ら

に

「

二

・

一

決

義

」

を

持

ち

出

し

、

沖

縄

問

題

を

「

脱

植

民

地

委

員

会

」

で

取

り

上

げ

て

き

た

場

合

、

そ

れ

に

抵

抗

す

る

こ

と

は

難

し

い

と

考

え

て

い

た

と

思

わ

れ

る
283

。 

結

局

の

と

こ

ろ

、

「

二

・

一

決

議

」

が

国

際

社

会

で

大

き

く

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た

284

。

沖

縄

側

は

、

や

は

り

「

二

・
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一

決

議

」

の

行

方

を

ア

メ

リ

カ

政

府

に

強

く

問

い

質

す

こ

と

は

な

か

っ

た

。

ま

た

、

国

連

の

「

脱

植

民

地

化

委

員

会

」

も

ア

フ

リ

カ

地

域

の

植

民

地

問

題

で

手

い

っ

ぱ

い

に

な

り

、

そ

の

他

の

地

域

を

検

討

す

る

余

裕

が

な

か

っ

た

285

。

ソ

連

が

「

脱

植

民

地

委

員

会

」

で

沖

縄

を

取

り

上

げ

な

か

っ

た

の

は

、

国

際

世

論

の

注

目

が

集

ま

っ

て

い

る

ア

フ

リ

カ

植

民

地

問

題

を

取

り

上

げ

る

方

が

、

自

由

主

義

諸

国

へ

の

攻

撃

と

し

て

よ

り

効

果

的

で

あ

る

と

考

え

た

か

ら

か

も

し

れ

な

い

。

ア

メ

リ

カ

は

い

く

つ

か

の

幸

運

に

恵

ま

れ

「

二

・

一

決

議

」

を

か

わ

す

こ

と

に

成

功

し

た

。 

と

は

い

え

、

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

主

義

批

判

へ

の

備

え

と

し

て

、

日

本

政

府

の

協

力

が

重

要

で

あ

る

こ

と

に

変

わ

り

は

な

か

っ

た

。

沖

縄

統

治

に

日

本

政

府

の

協

力

を

求

め

る

方

針

は

、

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

以

降

の

対

日

政

策

で

も

継

承

さ

れ

て

い

く

。

国

務

省

は

一

九

六

三

年

五

月

に

『

日

本

の

将

来

』

と

い

う

対

日

政

策

文

書

を

作

成

し

、

沖

縄

統

治

に

「

日

本

の

協

力

を

維

持

し

強

化

す

る

た

め

に

努

力

す

る

」

と

い

う

方

針

を

踏

襲

し

た

286

。

こ

の

文

書

の

形

成

過

程

で

、

軍

部

は

『

日

本

の

将

来

』

が

日

本

に

融

和

的

過

ぎ

る

と

し

て

練

り

直

し

を

要

求

し

た

が

、

沖

縄

統

治

に

日

本

の

協

力

を

求

め

る

方

針

に

は

批

判

を

加

え

な

か

っ

た

287

。

軍

部

は

、

こ

れ

ま

で

沖

縄

統

治

へ

の

日

本

の

関

与

を

抑

制

し

よ

う

と

し

て

き

た

が

、

こ

の

頃

ま

で

に

、

沖

縄

統

治

を

継

続

す

る

た

め

に

日

本

政

府

の

協

力

を

求

め

る

方

針

に

異

議

を

唱

え

な

く

な

る

。

「

二

・

一

決

議

」

を

め

ぐ

る

一

連

の

騒

動

は

、

日

本

の

協

力

が

沖

縄

統

治

に

必

要

不

可

欠

で

あ

る

と

の

認

識

を

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

に

定

着

さ

せ

て

い

く

の

に

小

さ

く

な

い

役

割

を

果

た

し

た

と

思

わ

れ

る

。 

「

二

・

一

決

議

」

は

、

そ

の

後

、

沖

縄

返

還

の

検

討

を

提

言

す

る

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

駐

日

大

使

に

も

強

い

危

機

感

を

抱

か

せ

て

い

た

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

「

沖

縄

に

行

っ

て

み

る

ま

で

、

私

は

沖

縄

に

つ

い

て

は

あ

ま

り

考

え

た

こ

と

が

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

」

と

自

伝

で

述

べ

て

い

る

2
8
8

。

だ

が

、

実

は

太

平

洋

戦

争

の

終

結

以

来

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

日

本

と

の

戦

後

処

理

の

問

題

に

携

わ

っ

て

お

り

、

ア

メ

リ

カ

に

よ

る

沖

縄

保

有

の

関

す

る

会

議

に

も

参

加

し

て

い

た

289

。 

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

こ

の

時

、

沖

縄

の

処

遇

に

つ

い

て

薩

摩

藩

に

属

し

て

い

た

島

々

と

琉

球

王

国

に

属

し

て

い

た

島

々

と

の

間

で

境

界
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を

定

め

る

よ

う

主

張

し

て

い

た

2
90

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

の

考

え

が

採

用

さ

れ

た

会

議

文

書

に

は

「

深

刻

な

少

数

民

族

問

題

」

が

起

き

な

い

よ

う

に

、

北

緯

二

八

度

四

〇

分

（

ト

カ

ラ

列

島

と

奄

美

群

島

の

間

）

以

北

を

日

本

の

領

土

と

す

る

よ

う

勧

告

し

て

い

る

291

。

終

戦

直

後

の

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

の

著

作

で

あ

る

『

日

本

―

過

去

と

現

在

』

の

付

録

で

あ

る

「

日

本

帝

国

と

帝

国

の

最

大

侵

攻

線

」

と

題

す

る

地

図

で

も

、

硫

黄

島

、

小

笠

原

諸

島

、

奄

美

大

島

が

日

本

本

土

と

同

じ

着

色

で

あ

る

の

と

対

照

的

に

、

沖

縄

本

島

以

南

の

島

々

は

、

樺

太

、

千

島

列

島

、

満

州

、

朝

鮮

、

台

湾

と

同

じ

白

抜

き

で

あ

り

、

日

本

本

土

と

同

様

に

は

扱

わ

れ

て

い

な

い

292

。

こ

の

頃

、

ハ

ー

バ

ー

ド

大

学

か

ら

出

版

さ

れ

た

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

に

よ

る

『

ア

メ

リ

カ

と

日

本

』

に

お

い

て

も

「

日

本

は

（

中

略

）

一

八

七

五

年

以

来

、

議

論

の

余

地

な

く

日

本

の

領

土

で

あ

る

小

笠

原

諸

島

に

対

し

て

、

は

っ

き

り

と

し

た

法

的

な

権

利

を

持

っ

て

い

る

」

の

に

対

し

、

「

九

州

と

台

湾

の

間

に

広

が

っ

て

い

る

琉

球

列

島

に

つ

い

て

は

、

は

っ

き

り

と

し

な

い

」

と

述

べ

、

沖

縄

住

民

の

独

立

や

中

国

へ

の

統

合

の

可

能

性

ま

で

論

じ

て

い

た

2
9
3

。

こ

の

著

作

で

は

、

「

琉

球

人

（

R
y
uk
yu
an
s

）」

の

人

口

が

少

な

い

こ

と

や

、

そ

の

貧

困

状

況

か

ら

近

い

将

来

の

独

立

は

困

難

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

日

本

へ

の

統

合

が

現

実

的

で

あ

る

と

論

じ

て

い

る

294

。

こ

の

時

期

、

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

沖

縄

の

日

本

復

帰

を

主

張

し

て

は

い

た

も

の

の

、

沖

縄

住

民

を

「

琉

球

人

」

と

呼

び

、

独

立

の

可

能

性

ま

で

論

じ

て

い

た

こ

と

な

ど

か

ら

、

日

本

復

帰

が

自

明

の

も

の

と

は

考

え

て

い

な

か

っ

た

。 

だ

が

、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

が

発

効

し

、

沖

縄

で

の

日

本

復

帰

運

動

が

強

ま

っ

て

い

く

と

、

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

こ

れ

ま

で

の

考

え

方

を

見

直

す

よ

う

に

な

る

。

一

九

五

三

年

一

月

の

あ

る

国

際

会

議

に

提

出

し

た

論

文

で

、

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

「

琉

球

の

原

住

人

口

約

八

〇

万

人

は

明

ら

か

に

日

本

人

と

と

も

に

琉

球

の

日

本

復

帰

を

望

ん

で

い

る

」

と

述

べ

て

い

る

295

。

一

九

五

五

年

に

出

版

さ

れ

た

『

転

機

に

立

つ

ア

ジ

ア

政

策

』

で

は

、

地

元

住

民

の

日

本

へ

の

復

帰

願

望

よ

り

も

軍

事

的

必

要

性

が

重

視

さ

れ

、

ア

メ

リ

カ

の

信

念

で

あ

る

自

決

権

の

原

則

か

ら

外

れ

て

い

る

政

策

が

と

ら

れ

、

琉

球

列

島

に

は

ア

メ

リ

カ

の

「

植

民

地

問

題

」

が

あ

る

と

よ

り

強

く

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

非

難

し

て

い

る

296

。 
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ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

「

植

民

地

問

題

」

と

捉

え

て

い

た

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

植

民

地

主

義

と

非

難

す

る

「

二

・

一

決

議

」

に

強

い

危

機

感

を

抱

く

こ

と

と

な

る

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

こ

の

決

議

が

出

た

直

後

、

家

族

へ

の

手

紙

で

「

琉

球

問

題

が

こ

こ

最

近

の

最

大

の

厄

介

な

問

題

で

あ

り

、

こ

れ

が

国

際

的

な

問

題

に

爆

発

す

る

の

で

は

な

い

か

」

と

述

べ

て

い

た

297

。 

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

が

大

使

に

就

任

し

て

か

ら

推

し

進

め

て

い

た

日

米

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

路

線

も

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

が

植

民

地

支

配

で

あ

る

と

の

批

判

を

避

け

る

と

い

う

目

的

も

持

つ

よ

う

に

な

っ

て

い

た

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

こ

の

点

に

つ

い

て

一

九

六

三

二

月

に

備

忘

録

で

次

の

よ

う

に

書

き

残

し

て

い

る

。 

「

九

五

〇

〇

万

人

の

日

本

国

民

が

現

状

の

『

植

民

地

状

態

』

に

怒

り

を

爆

発

さ

せ

、

（

中

略

）

問

題

が

国

連

の

場

に

で

も

持

ち

込

ま

れ

よ

う

な

も

の

な

ら

大

変

な

こ

と

に

な

る

。

そ

の

場

合

は

、

お

そ

ら

く

沖

縄

に

お

け

る

我

々

の

地

位

を

維

持

す

る

こ

と

は

不

可

能

だ

ろ

う

。

だ

か

ら

こ

そ

、

我

々

は

、

日

本

政

府

と

協

力

し

て

い

く

方

針

を

決

め

た

の

だ

298

。」

 

と

こ

ろ

が

、

既

に

見

た

よ

う

に

、

ア

メ

リ

カ

政

府

に

と

っ

て

日

本

政

府

の

協

力

は

必

ず

し

も

頼

り

に

な

る

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

激

化

に

伴

う

日

本

国

内

の

反

米

感

情

の

高

ま

り

は

、

日

本

政

府

の

協

力

を

よ

り

一

層

危

う

い

も

の

に

し

た

。

一

九

六

五

年

以

降

に

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

が

激

し

さ

を

増

し

て

い

く

様

子

を

、

日

本

人

は

家

庭

に

普

及

し

は

じ

め

た

カ

ラ

ー

テ

レ

ビ

で

目

の

当

た

り

に

し

て

い

た

。

終

戦

か

ら

二

〇

年

が

経

過

し

た

と

は

い

え

、

日

本

人

に

と

っ

て

戦

争

の

記

憶

は

生

々

し

く

、

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

の

リ

ア

ル

な

映

像

は

日

本

人

の

反

米

感

情

を

高

め

て

い

く

に

は

十

分

だ

っ

た

。

日

本

の

保

守

派

で

す

ら

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

に

つ

い

て

懸

念

を

抱

く

よ

う

に

な

り

、

革

新

派

は

、

世

論

の

反

米

感

情

に

支

え

ら

れ

な

が

ら

、

日

本

政

府

や

ア

メ

リ

カ

へ

の

批

判

を

繰

り

広

げ

て

い

っ

た

299

。 

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

こ

う

し

た

日

本

国

内

の

反

米

感

情

の

高

ま

り

か

ら

、

た

と

え

自

民

党

政

権

で

あ

っ

た

と

し

て

も

、

反

米

的

な

政

策

を

と

り

始

め

る

の

で

は

な

い

か

と

警

戒

し

た

300

。

一

九

六

五

年

七

月

、

ア

メ

リ

カ

政

府

に

沖

縄

返

還

の

検

討

を

迫

っ

た

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

の

電

報

は

、

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 
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「

日

本

政

府

と

の

完

全

な

協

力

が

な

け

れ

ば

、

琉

球

に

お

け

る

ア

メ

リ

カ

の

地

位

は

維

持

で

き

な

く

な

る

だ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

深

刻

に

な

り

う

る

現

地

で

の

政

治

的

動

揺

の

た

め

で

は

な

く

、

日

本

が

国

連

や

そ

の

他

の

国

際

的

な

場

で

琉

球

問

題

に

つ

い

て

言

及

す

る

場

合

の

国

際

的

な

反

響

の

た

め

で

あ

る

301

。」

 

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

の

指

摘

に

あ

る

よ

う

に

、

日

本

が

国

連

に

沖

縄

問

題

を

持

ち

込

む

こ

と

に

な

れ

ば

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

は

著

し

く

困

難

に

な

っ

た

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

た

と

え

日

本

が

提

起

せ

ず

と

も

、

何

ら

か

の

展

開

で

国

連

が

沖

縄

を

取

り

上

げ

る

こ

と

に

な

れ

ば

、

米

国

と

国

内

世

論

の

板

ば

さ

み

と

な

っ

た

日

本

の

ア

メ

リ

カ

へ

の

支

持

は

危

ぶ

ま

れ

た

。

か

と

い

っ

て

、

こ

の

ま

ま

現

状

維

持

を

続

け

て

も

、

出

口

が

見

え

な

い

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

へ

の

日

本

人

の

不

満

が

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

へ

の

批

判

に

向

か

い

か

ね

な

か

っ

た

。

日

本

の

国

内

世

論

は

、

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

遂

行

の

た

め

に

フ

ル

稼

働

す

る

沖

縄

の

ア

メ

リ

カ

軍

基

地

に

注

目

す

る

よ

う

に

な

り

、

沖

縄

問

題

に

敏

感

に

な

っ

て

い

た

か

ら

で

あ

る
302

。 

従

来

、

こ

の

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

に

よ

る

沖

縄

返

還

の

提

言

は

「

一

九

七

〇

年

問

題

」

と

の

関

係

か

ら

取

り

上

げ

ら

れ

て

き

た

303

。

ア

メ

リ

カ

は

安

保

条

約

の

更

新

年

で

あ

る

一

九

七

〇

年

に

、

沖

縄

住

民

や

日

本

人

の

反

米

感

情

が

爆

発

す

る

こ

と

を

恐

れ

、

沖

縄

返

還

の

検

討

に

向

か

っ

た

と

さ

れ

て

き

た

3
04

。

そ

の

た

め

か

、

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

の

沖

縄

返

還

の

提

言

に

お

け

る

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

批

判

に

つ

い

て

の

警

告

は

大

き

な

注

目

を

集

め

て

こ

な

か

っ

た

よ

う

に

見

え

る

。

だ

が

、

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

が

「

二

・

一

決

議

」

以

来

、

沖

縄

問

題

の

国

際

化

を

恐

れ

て

き

た

と

い

う

経

緯

も

踏

ま

え

れ

ば

、

こ

の

提

言

で

は

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

批

判

へ

の

比

重

も

大

き

か

っ

た

と

言

え

よ

う

。

ま

た

、

既

に

見

た

よ

う

に

「

二

・

一

決

議

」

を

き

っ

か

け

に

、

国

務

省

だ

け

で

な

く

陸

軍

省

も

、

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

批

判

を

懸

念

す

る

よ

う

に

な

っ

て

い

た

。

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

批

判

へ

の

懸

念

は

、

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

の

提

言

の

重

要

な

動

機

に

な

っ

て

い

た

だ

け

で

な

く

、

ア

メ

リ

カ

政

府

が

こ

の

提

言

を

受

容

し

、

沖

縄

返

還

へ

向

か

う

際

に

重

要

な

要

因

だ

っ

た

の

で

あ

る

。 

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

が

、

自

民

党

政

権

で

す

ら

ア

メ

リ

カ

へ

の

協

力

を

取

り

下

げ

る

の

で

は

な

い

か

と

警

戒

し

た

背

景

に

は

、

ラ

イ

シ

ャ
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ワ

ー

の

日

本

人

観

の

影

響

も

あ

っ

た

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

沖

縄

住

民

を

民

族

的

に

日

本

人

で

あ

る

と

見

な

し

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

は

、

日

本

人

の

民

族

感

情

を

刺

激

す

る

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

の

問

題

で

あ

る

と

考

え

て

い

た

。

異

民

族

支

配

で

あ

る

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

は

、

何

ら

か

の

き

っ

か

け

が

あ

れ

ば

、

す

ぐ

に

手

に

負

え

な

く

な

る

潜

在

的

な

危

険

性

を

持

つ

と

思

わ

れ

た

の

で

あ

る

305 

ま

た

、

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

に

と

っ

て

日

本

は

、

経

済

力

は

つ

い

た

も

の

の

、

い

ま

だ

そ

の

行

動

に

信

頼

を

置

け

な

い

「

教

室

の

隅

に

座

っ

て

い

る

体

の

大

き

な

男

の

子

」

だ

っ

た

306

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

池

田

勇

人

や

佐

藤

栄

作

と

い

っ

た

首

相

ク

ラ

ス

の

人

物

に

つ

い

て

も

「

我

々

の

指

導

と

教

育

が

必

要

」

と

し

て

い

る

307

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

に

と

っ

て

日

本

人

は

、

何

が

自

分

の

利

益

に

な

る

か

を

教

育

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

危

な

っ

か

し

い

子

ど

も

の

よ

う

で

あ

り

、

日

本

は

自

国

の

利

益

を

理

解

し

な

が

ら

国

際

社

会

で

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

に

協

力

し

続

け

る

か

ど

う

か

ま

っ

た

く

心

も

と

な

い

存

在

だ

っ

た

。 

こ

れ

に

対

し

て

、

日

本

人

を

「

西

太

平

洋

の

英

国

人

」

と

考

え

た

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

の

よ

う

な

見

方

を

と

ら

な

か

っ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

た

と

え

自

民

党

が

選

挙

で

敗

北

し

、

日

本

社

会

党

が

政

権

を

取

っ

た

と

し

て

も

、

社

会

党

政

権

は

国

益

の

た

め

に

ア

メ

リ

カ

と

の

関

係

を

維

持

し

続

け

る

だ

ろ

う

と

見

て

い

た

308

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

沖

縄

統

治

へ

の

日

本

政

府

の

関

与

を

抑

え

よ

う

と

し

た

と

言

わ

れ

る

が

、

そ

う

し

た

姿

勢

に

は

、

日

本

と

の

協

力

関

係

を

維

持

す

る

た

め

に

こ

と

さ

ら

日

本

人

を

な

だ

め

す

か

す

必

要

は

な

い

と

い

う

判

断

が

あ

っ

た

309

。 

し

か

し

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

よ

う

に

日

本

人

を

「

西

太

平

洋

の

英

国

人

」

と

見

な

す

、

つ

ま

り

将

来

的

な

日

米

の

結

び

付

き

を

当

然

視

し

、

従

来

通

り

沖

縄

統

治

を

継

続

で

き

る

と

考

え

る

人

々

は

一

九

六

〇

年

代

半

ば

の

ア

メ

リ

カ

政

府

で

は

少

数

派

だ

っ

た

310

。

か

り

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

見

解

が

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

多

数

派

で

あ

れ

ば

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

は

、

極

東

に

脅

威

と

緊

張

が

存

在

す

る

限

り

沖

縄

を

保

持

す

る

と

い

う

「

ブ

ル

ー

ス

カ

イ

・

ポ

ジ

シ

ョ

ン

」

を

取

り

続

け

、

返

還

の

検

討

も

よ

り

先

の

こ

と

に

な

っ

て

い

た

か

も

し

れ

な

い

。 
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だ

が

、

こ

こ

ま

で

述

べ

て

き

た

よ

う

に

、

ア

メ

リ

カ

は

国

際

社

会

の

反

植

民

地

主

義

の

盛

り

上

が

り

を

前

に

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

が

揺

ら

ぐ

こ

と

を

強

く

懸

念

す

る

よ

う

に

な

っ

て

い

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

自

治

神

話

」

演

説

は

、

ま

さ

に

国

際

社

会

か

ら

植

民

地

批

判

を

ま

ね

き

か

ね

な

い

言

動

だ

っ

た

。

と

く

に

、

「

自

治

神

話

」

説

は

ア

メ

リ

カ

国

連

代

表

部

を

大

い

に

困

惑

さ

せ

た

。

ア

メ

リ

カ

国

連

大

使

の

ス

テ

ィ

ー

ブ

ン

ソ

ン

（

A
d
la
i 
Ew
in
g
 S
te
ve
ns
on
 II

）

は

マ

ク

ナ

マ

ラ

国

防

長

官

へ

宛

て

た

手

紙

で

、

「

自

治

神

話

」

説

に

つ

い

て

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

「

率

直

に

言

っ

て

、

私

は

こ

の

演

説

を

一

読

し

て

大

い

に

驚

き

ま

し

た

。

な

ぜ

な

ら

、

こ

の

演

説

は

、

国

連

に

お

け

る

我

々

の

利

益

を

深

刻

に

傷

つ

け

う

る

の

み

な

ら

ず

、

日

本

や

他

の

国

々

と

我

々

と

の

あ

い

だ

に

、

ま

っ

た

く

も

っ

て

不

必

要

な

問

題

を

も

た

ら

し

か

ね

な

い

か

ら

で

す

。

自

決

と

自

治

が

我

々

の

世

界

政

策

の

要

石

と

な

っ

て

い

る

と

き

に

、

琉

球

の

人

々

の

政

治

問

題

を

処

理

す

る

ア

メ

リ

カ

の

高

官

が

こ

う

し

た

発

言

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

の

は

最

も

遺

憾

な

こ

と

で

す

311

。」

 

ま

た

、

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

批

判

に

敏

感

だ

っ

た

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

も

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

を

問

題

視

し

た

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

当

初

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

を

称

賛

し

て

い

た

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

植

民

地

批

判

を

招

き

か

ね

な

い

「

強

権

的

」

統

治

を

展

開

し

た

こ

と

か

ら

「

政

治

的

に

粗

野

で

洗

練

さ

れ

て

い

な

い

」

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

評

価

を

一

変

さ

せ

て

い

る

312

。 

従

来

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

の

問

題

は

、

沖

縄

住

民

の

反

発

を

招

い

た

点

に

求

め

ら

れ

て

き

た

。

だ

が

、

よ

り

深

刻

な

問

題

は

、

国

際

社

会

か

ら

「

強

権

的

」

統

治

が

植

民

地

支

配

の

あ

ら

わ

れ

で

あ

る

と

の

批

判

を

招

い

て

し

ま

う

点

、

つ

ま

り

、

住

民

の

支

持

の

有

無

に

か

か

わ

ら

ず

、

「

強

権

的

」

統

治

が

植

民

地

主

義

批

判

と

結

び

つ

き

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

の

継

続

を

よ

り

危

う

く

し

て

し

ま

う

点

に

あ

っ

た

の

で

あ

る

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

「

自

治

神

話

」

説

に

つ

い

て

「

世

界

を

対

象

に

講

演

し

た

も

の

で

は

な

い

」

と

述

べ

て

い

る

313

。

こ

の

言

葉

が

あ

ら

わ

す

よ

う

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

情

熱

は

内

部

、

沖

縄

統

治

に

全

力

が

注

が

れ

た

一

方

で

、

そ

の

統

治

が

外

部

、

国

際

社

会

か

ら

ど
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の

よ

う

に

映

る

か

を

考

え

る

視

点

が

欠

落

し

て

い

た

と

評

価

せ

ざ

る

を

え

な

い

。

か

り

に

、

「

自

治

神

話

」

説

が

国

際

社

会

の

植

民

地

主

義

批

判

を

引

き

起

し

て

い

れ

ば

、

軍

部

も

含

め

た

ア

メ

リ

カ

政

府

内

の

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

評

価

は

一

変

し

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

更

迭

さ

れ

て

い

た

か

も

し

れ

な

い

。

た

だ

、

日

々

起

こ

る

沖

縄

現

地

の

問

題

を

、

軍

事

的

要

請

と

両

立

さ

せ

つ

つ

、

国

務

省

や

日

本

政

府

に

も

目

配

り

し

な

が

ら

処

理

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

と

っ

て

、

国

際

社

会

の

動

向

も

に

ら

み

な

が

ら

統

治

を

お

こ

な

う

と

い

う

の

は

職

分

を

越

え

た

話

で

は

あ

っ

た

。 

  

お

わ

り

に 

  

沖

縄

は

、

ア

メ

リ

カ

が

冷

戦

政

策

を

推

し

進

め

る

に

あ

た

っ

て

き

わ

め

て

重

要

な

一

大

軍

事

拠

点

だ

っ

た

。

沖

縄

は

、

朝

鮮

戦

争

や

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

で

後

方

支

援

基

地

と

し

て

機

能

し

て

き

た

だ

け

で

な

く

、

他

の

在

日

ア

メ

リ

カ

軍

基

地

と

と

も

に

、

東

ア

ジ

ア

周

辺

諸

国

の

軍

事

行

動

を

抑

止

し

て

き

た

。 

沖

縄

の

軍

事

的

重

要

性

を

知

る

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

と

っ

て

、

高

等

弁

務

官

の

任

務

が

沖

縄

統

治

の

安

定

し

た

継

続

で

あ

る

こ

と

は

明

白

だ

っ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

高

等

弁

務

官

に

着

任

す

る

以

前

の

日

本

で

の

勤

務

経

験

か

ら

、

ア

メ

リ

カ

軍

の

海

外

展

開

が

引

き

起

こ

す

現

地

住

民

と

の

摩

擦

の

問

題

を

熟

知

し

て

い

た

。

そ

の

た

め

、

高

等

弁

務

官

に

着

任

し

た

当

初

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

住

民

と

の

摩

擦

を

避

け

よ

う

と

、

穏

健

な

統

治

を

進

め

た

。 

し

か

し

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

沖

縄

統

治

を

進

め

る

に

つ

れ

、

こ

れ

ま

で

の

穏

健

な

統

治

路

線

を

見

直

す

よ

う

に

な

る

。

ア

メ

リ

カ

統
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治

下

で

自

治

を

担

う

琉

球

政

府

、

そ

の

与

党

で

あ

る

沖

縄

自

民

党

の

政

権

運

営

が

、

無

責

任

な

も

の

と

思

わ

れ

た

か

ら

で

あ

る

。

琉

球

政

府

は

沖

縄

の

金

融

機

関

に

蔓

延

す

る

汚

職

を

放

置

し

、

取

り

付

け

騒

ぎ

を

引

き

起

し

か

ね

な

い

よ

う

な

金

融

機

関

へ

の

監

督

を

怠

っ

て

い

た

。

ま

た

、

琉

球

政

府

は

、

ア

メ

リ

カ

か

ら

の

沖

縄

援

助

資

金

を

当

て

に

し

て

減

税

を

試

み

、

徴

税

に

も

熱

心

で

な

か

っ

た

。

沖

縄

援

助

予

算

の

獲

得

の

た

め

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

歴

代

高

等

弁

務

官

で

初

め

て

ア

メ

リ

カ

議

会

で

証

言

し

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、

緊

縮

派

の

議

員

ら

を

説

得

す

る

に

あ

た

り

、

琉

球

政

府

の

こ

う

し

た

姿

勢

を

見

過

ご

す

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

「

い

か

な

る

仕

事

に

お

い

て

も

一

二

〇

％

の

完

璧

さ

を

望

む

」

と

公

言

す

る

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

勤

勉

な

性

格

が

、

沖

縄

政

界

の

仕

事

ぶ

り

に

満

足

で

き

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

も

あ

っ

た

の

だ

ろ

う

。

親

米

勢

力

で

あ

る

は

ず

の

沖

縄

自

民

党

が

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

植

民

地

主

義

と

非

難

す

る

「

二

・

一

決

議

」

に

賛

成

票

を

投

じ

た

こ

と

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

心

中

に

蓄

積

さ

れ

て

い

た

怒

り

を

爆

発

さ

せ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

琉

球

政

府

や

沖

縄

自

民

党

に

見

切

り

を

つ

け

、

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

」

を

始

め

と

し

た

「

強

権

的

」

統

治

に

踏

み

切

っ

て

い

く

の

で

あ

る

。 

従

来

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

に

対

し

、

沖

縄

住

民

は

激

し

く

反

発

し

た

と

さ

れ

て

き

た

。

し

か

し

、

日

頃

よ

り

琉

球

政

府

の

無

策

に

不

満

を

抱

い

て

い

た

少

な

く

な

い

沖

縄

住

民

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

を

支

持

し

た

。

沖

縄

の

有

力

者

ら

に

よ

る

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

留

任

を

訴

え

る

請

願

文

や

、

沖

縄

住

民

か

ら

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

へ

の

大

量

の

感

謝

状

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

が

沖

縄

住

民

の

生

活

向

上

に

い

か

に

貢

献

し

た

か

を

明

瞭

に

描

い

て

い

る

。

も

ち

ろ

ん

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

な

手

法

に

不

満

が

生

じ

た

と

い

う

従

来

の

指

摘

は

間

違

い

で

は

な

い

。

だ

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

に

対

す

る

沖

縄

住

民

の

支

持

を

踏

ま

え

る

と

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

へ

の

反

発

が

ア

メ

リ

カ

に

沖

縄

返

還

を

検

討

さ

せ

る

ほ

ど

の

激

し

さ

を

持

っ

た

と

す

る

従

来

の

見

解

は

一

面

的

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

だ

ろ

う

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

「

強

権

的

」

統

治

に

踏

み

切

る

き

っ

か

け

と

な

っ

た

「

二

・

一

決

議

」

は

、

ア

メ

リ

カ

政

府

に

と

っ

て

国

際

社

会
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か

ら

植

民

地

批

判

を

巻

き

起

こ

す

起

爆

剤

の

よ

う

に

映

っ

た

。

一

九

六

〇

年

以

降

、

国

際

社

会

で

反

植

民

地

感

情

が

高

ま

っ

て

い

た

な

か

、

「

二

・

一

決

議

」

は

、

そ

の

国

際

社

会

に

向

け

て

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

植

民

地

主

義

と

訴

え

た

か

ら

で

あ

る

。

「

二

・

一

決

議

」

が

引

き

金

と

な

り

、

国

連

で

沖

縄

が

取

り

上

げ

ら

れ

れ

ば

、

ソ

連

を

盟

主

と

し

た

共

産

主

義

陣

営

が

旧

植

民

地

諸

国

を

巻

き

込

み

、

ア

メ

リ

カ

を

痛

烈

に

非

難

し

て

く

る

こ

と

は

想

像

に

難

く

な

か

っ

た

。 

こ

の

と

き

、

ア

メ

リ

カ

は

幸

運

に

も

助

け

ら

れ

、

「

二

・

一

決

議

」

を

や

り

過

ご

す

こ

と

が

で

き

た

が

、

沖

縄

統

治

が

植

民

地

批

判

を

招

き

か

ね

な

い

、

異

民

族

支

配

で

あ

る

と

い

う

根

源

的

な

問

題

は

残

っ

た

。

一

九

六

五

年

、

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

駐

日

大

使

は

ア

メ

リ

カ

本

国

に

対

し

沖

縄

返

還

の

検

討

を

提

言

す

る

が

、

そ

の

判

断

の

裏

に

は

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

と

国

際

社

会

の

植

民

地

主

義

批

判

が

結

び

つ

く

こ

と

へ

の

懸

念

が

あ

っ

た

。

も

し

両

者

が

結

び

つ

け

ば

、

ア

メ

リ

カ

は

ソ

連

や

ア

ジ

ア

・

ア

フ

リ

カ

諸

国

か

ら

の

非

難

で

窮

地

に

立

ち

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

が

継

続

で

き

な

く

な

る

恐

れ

が

あ

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

ア

メ

リ

カ

の

冷

戦

戦

略

上

重

要

だ

っ

た

沖

縄

は

、

冷

戦

外

交

の

上

で

は

ア

メ

リ

カ

に

と

っ

て

の

ア

キ

レ

ス

腱

と

な

り

つ

つ

あ

っ

た

。 

こ

う

し

た

ア

メ

リ

カ

政

府

の

危

惧

を

踏

ま

え

れ

ば

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

の

問

題

は

、

住

民

が

反

発

し

た

か

否

か

よ

り

も

、

「

強

権

的

」

で

あ

る

が

ゆ

え

に

植

民

地

批

判

を

呼

び

寄

せ

か

ね

な

か

っ

た

点

に

求

め

ら

れ

る

。

沖

縄

に

自

治

は

存

在

し

な

い

と

し

た

「

自

治

神

話

」

説

も

、

内

容

の

当

否

や

住

民

の

反

応

よ

り

、

そ

れ

が

植

民

地

批

判

の

火

種

を

作

っ

た

と

こ

ろ

に

問

題

が

あ

っ

た

。 

と

は

い

え

、

不

用

意

な

発

言

は

あ

る

も

の

の

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

自

身

は

大

統

領

行

政

命

令

に

沿

っ

た

高

等

弁

務

官

と

し

て

の

職

務

に

励

ん

だ

に

す

ぎ

な

い

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

の

問

題

を

つ

き

つ

め

れ

ば

、

そ

れ

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

個

人

の

問

題

と

い

う

よ

り

も

、

一

九

六

〇

年

以

降

に

加

速

し

た

脱

植

民

地

化

と

い

う

潮

流

に

よ

っ

て

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

そ

の

も

の

が

限

界

を

迎

え

つ

つ

あ

っ

た

た

こ

と

に

い

き

つ

く

。 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

以

後

、

ア

メ

リ

カ

政

府

は

、

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

が

激

化

す

る

な

か

で

沖

縄

返

還

の

検

討

を

進

め

て

い

く

。

「

ブ

ル
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ー

ス

カ

イ

・

ポ

ジ

シ

ョ

ン

」

の

言

う

「

極

東

に

脅

威

と

緊

張

が

存

在

す

る

」

に

も

関

わ

ら

ず

、

沖

縄

返

還

は

動

き

出

し

て

い

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

に

は

、

沖

縄

問

題

に

関

し

て

国

際

社

会

に

新

た

な

政

治

上

の

脅

威

が

生

ま

れ

て

い

た

こ

と

も

関

係

し

て

い

た

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 
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沖

縄

返

還

研

究

の

動

向 
―
―
ク
ラ
ッ
プ
論
文
を
手
が
か
り
に
―
― 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

真 

栄 

城 

拓 

也 

は

じ

め

に 

第
一
章 

「

潜

在

主

権

」

条

項

と

沖

縄

の

長

期

保

有

の

決

定 

第
二
章 

沖

縄

返

還

へ

の

道 

第
三
章 

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

の

決

定 

お

わ

り

に 

  

は

じ

め

に 

   

一

九

六

五

年

八

月

に

現

職

総

理

と

し

て

戦

後

初

め

て

沖

縄

を

訪

れ

た

佐

藤

栄

作

首

相

は

、

「

沖

縄

の

祖

国

復

帰

が

実

現

し

な

い

限

り

、

我

が

国

に

と

っ

て

『

戦

後

』

が

終

わ

っ

て

い

な

い

」

と

演

説

し

、

沖

縄

返

還

の

実

現

が

持

つ

日

本

に

と

っ

て

の

意

義

を

強

調

し

た

314

。

沖

縄

返

還

は

、

沖

縄

住

民

に

限

ら

ず

日

本

国

民

全

体

の

悲

願

で

あ

っ

た

し

、

そ

れ

は

坂

元

一

哉

の

言

葉

を

借

り

れ

ば

、

戦

後

の

日

米

関

係

を

傷

つ

け

て

き

た

最

大

の

「

と

げ

」

を

抜

く

も

の

だ

っ

た

315

。

沖

縄

返

還

に

よ

っ

て

日

本

外

交

の

基

盤

で

あ

る

日

米

関

係

は

よ

り

安

定

し

た

も

の

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

沖

縄

返

還

の

こ

う

し

た

重

要

性

か

ら

こ

れ

ま

で

数

多

く

の

研

究

が

積

み

重

ね

ら

れ

て

き

た

。 
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沖

縄

返

還

の

研

究

は

、

そ

れ

が

実

現

し

た

一

九

七

〇

年

代

に

最

初

の

ピ

ー

ク

を

迎

え

た

。

日

米

両

国

の

外

交

文

書

が

未

公

開

だ

っ

た

こ

の

時

期

に

、

渡

辺

昭

夫

は

、

新

聞

や

議

会

議

事

録

な

ど

の

公

開

資

料

を

活

用

し

、

政

党

及

び

民

間

団

体

の

動

向

を

分

析

す

る

こ

と

で

、

沖

縄

返

還

問

題

を

め

ぐ

る

国

内

政

治

状

況

を

明

ら

か

に

し

た

316

。

一

九

七

五

年

に

は

、

日

本

国

際

政

治

学

会

が

学

会

誌

『

国

際

政

治

』

で

「

沖

縄

返

還

交

渉

の

政

治

過

程

」

と

い

う

特

集

を

組

ん

で

い

る

317

。

渡

辺

の

著

作

と

合

わ

せ

た

こ

れ

ら

二

つ

の

書

物

が

初

期

の

沖

縄

返

還

研

究

の

重

要

な

成

果

と

見

な

さ

れ

て

い

る

318

。 

第

二

の

ピ

ー

ク

は

、

冷

戦

が

終

結

し

、

ア

メ

リ

カ

側

の

資

料

公

開

が

進

ん

だ

一

九

九

〇

年

代

以

降

か

ら

二

〇

〇

〇

年

代

初

頭

ま

で

の

時

期

に

み

ら

れ

た

。

一

九

九

四

年

に

、

河

野

康

子

は

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

―

日

米

関

係

史

の

文

脈

』

を

出

版

し

、

日

本

が

高

度

経

済

成

長

を

果

た

し

日

米

関

係

の

力

関

係

が

日

本

側

に

傾

い

て

い

く

こ

と

で

、

沖

縄

返

還

を

可

能

に

す

る

政

治

的

・

外

交

的

条

件

が

作

り

出

さ

れ

て

い

た

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

319

。

こ

の

年

に

は

ま

た

、

沖

縄

返

還

交

渉

時

に

佐

藤

首

相

の

密

使

を

務

め

、

核

密

約

の

形

成

に

携

わ

っ

た

若

泉

敬

が

『

他

策

ナ

カ

リ

シ

ヲ

信

ゼ

ム

ト

欲

ス

』

と

い

う

回

顧

録

を

公

表

し

て

い

る

320

。

二

〇

〇

〇

年

に

は

宮

里

政

玄

が

『

日

米

関

係

と

沖

縄

―

一

九

四

五

―

一

九

七

二

』

で

沖

縄

返

還

問

題

を

め

ぐ

る

日

本

、

ア

メ

リ

カ

、

沖

縄

の

相

互

関

係

を

論

じ

た

。

同

年

、

我

部

政

明

は

『

沖

縄

返

還

と

は

何

だ

っ

た

の

か

―

日

米

戦

後

交

渉

史

の

中

で

』

で

本

来

な

ら

ば

沖

縄

返

還

時

に

ア

メ

リ

カ

側

が

負

担

す

べ

き

財

政

支

出

を

日

本

側

が

秘

密

裏

に

支

出

す

る

こ

と

を

約

束

し

た

財

政

密

約

の

存

在

を

指

摘

し

て

い

る

321

。

そ

の

翌

々

年

に

は

、

ロ

バ

ー

ト

・

Ｄ

・

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

の

『

沖

縄

問

題

の

起

源

―

戦

後

日

米

関

係

に

お

け

る

沖

縄

 

一

九

四

五

―

一

九

五

二

』

に

よ

り

、

ア

メ

リ

カ

に

よ

る

沖

縄

統

治

を

法

的

に

確

定

し

た

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

第

三

条

、

い

わ

ゆ

る

「

潜

在

主

権

」

条

項

の

形

成

過

程

が

詳

細

に

な

っ

た

3
2
2

。 

 

第

三

の

ピ

ー

ク

は

、

二

〇

〇

〇

年

代

後

半

以

降

に

進

展

し

た

日

本

側

の

資

料

公

開

に

よ

っ

て

も

た

ら

さ

れ

た

。

信

夫

隆

司

は

『

若

泉

敬

と

日

米

密

約

―

沖

縄

返

還

と

繊

維

交

渉

を

め

ぐ

る

密

使

外

交

』

で

若

泉

が

核

密

約

と

は

別

に

結

ん

で

い

た

繊

維

密

約

の

取

り

決

め

や
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そ

の

実

施

過

程

を

分

析

し

、

「

縄

と

糸

の

交

換

」

と

呼

ば

れ

る

沖

縄

返

還

交

渉

の

実

態

を

解

明

し

た

323

。

池

宮

城

陽

子

は

『

沖

縄

米

軍

基

地

と

日

米

安

保

―

基

地

固

定

化

の

起

源

 

一

九

四

五

―

一

九

五

三

』

で

「

潜

在

主

権

」

条

項

の

暫

定

性

を

指

摘

し

、

平

和

条

約

の

形

成

過

程

だ

け

で

な

く

平

和

条

約

締

結

以

降

の

再

軍

備

に

消

極

的

な

日

本

外

交

の

展

開

も

踏

ま

え

、

ア

メ

リ

カ

に

よ

る

沖

縄

の

長

期

保

有

の

決

定

過

程

を

検

討

し

て

い

る

。

中

島

琢

磨

は

『

沖

縄

返

還

と

日

米

安

保

体

制

』

で

、

従

来

、

ア

メ

リ

カ

側

の

資

料

か

ら

間

接

的

に

知

り

得

る

に

過

ぎ

な

か

っ

た

沖

縄

返

還

交

渉

に

お

け

る

佐

藤

政

権

の

動

き

を

詳

細

に

明

ら

か

に

し

て

い

る

324

。

こ

う

し

て

沖

縄

返

還

問

題

は

日

米

両

国

の

資

料

か

ら

実

証

的

に

分

析

さ

れ

る

に

至

っ

た

の

で

あ

る

。 

こ

の

よ

う

に

沖

縄

返

還

合

意

以

降

の

研

究

を

振

り

返

っ

て

み

る

と

、

第

一

の

研

究

ピ

ー

ク

に

属

し

、

日

米

両

国

の

公

文

書

が

公

開

さ

れ

な

い

状

況

で

執

筆

さ

れ

た

論

文

で

あ

り

な

が

ら

、

第

二

、

第

三

の

ピ

ー

ク

に

属

す

る

研

究

が

必

ず

参

照

し

て

い

る

論

文

が

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。

そ

の

論

文

が

、

プ

リ

シ

ラ

・

ク

ラ

ッ

プ

（

P
r
i
s
ci
ll
a 
An
n 
Cl
app

）

に

よ

る

「

沖

縄

返

還

交

渉

―

ワ

シ

ン

ト

ン

に

お

け

る

官

僚

間

の

相

互

作

用

、

一

九

六

六

年

―

一

九

六

九

年

」

（

以

下

、

ク

ラ

ッ

プ

論

文

）

で

あ

る

325

。 

ク

ラ

ッ

プ

は

論

文

執

筆

当

時

、

ブ

ル

ッ

キ

ン

グ

ス

研

究

所

（

B
r
o
o
k
in
gs
 In

s
ti
tu
ti
on

）

に

勤

め

、

ジ

ョ

ン

ソ

ン

政

権

期

か

ら

ニ

ク

ソ

ン

政

権

期

に

か

け

て

沖

縄

返

還

問

題

に

携

わ

っ

た

ハ

ル

ペ

リ

ン

（M
o
r
t
on
 H
lp
e
ri
n

）

と

と

も

に

日

米

の

安

全

保

障

問

題

に

つ

い

て

の

研

究

に

従

事

し

て

い

た

3
2
6

。

右

の

論

文

は

そ

の

研

究

の

一

環

と

し

て

、

沖

縄

返

還

交

渉

に

携

わ

っ

た

ア

メ

リ

カ

政

府

の

官

僚

た

ち

へ

の

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

に

基

づ

き

執

筆

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

Ａ

五

判

で

三

六

頁

の

こ

の

英

語

論

文

は

、

四

つ

の

パ

ー

ト

か

ら

構

成

さ

れ

て

い

る

。

第

一

の

パ

ー

ト

は

、

沖

縄

返

還

交

渉

の

前

史

と

言

え

る

部

分

で

あ

り

、

一

九

四

五

年

か

ら

一

九

六

〇

年

代

半

ば

に

至

る

ま

で

の

ア

メ

リ

カ

政

府

内

に

お

け

る

沖

縄

問

題

へ

の

取

り

組

み

が

記

述

さ

れ

て

い

る

。

第

二

の

パ

ー

ト

で

は

、

一

九

六

七

年

に

開

催

さ

れ

た

日

米

首

脳

会

談

、

そ

し

て

、

第

三

の

パ

ー

ト

で

は

沖

縄

返

還

の

決

定

が

発

表

さ

れ

た

一

九

六

九

年

の

日

米

首

脳

会

談

に

至

る

ま

で

の

ア

メ

リ

カ

政

府

内

の

動

き

が

分

析

さ

れ

て

い

る

。

第

四

の

パ

ー

ト

で

は

結

論

と

し

て

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

沖

縄

返

還

に

つ

い

て

合

意

が

得

ら

れ

た

要
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因

が

検

討

さ

れ

て

い

る

。 

ク

ラ

ッ

プ

論

文

に

つ

い

て

河

野

は

、

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

に

よ

る

沖

縄

返

還

の

決

定

に

関

す

る

重

要

文

書

で

あ

る

国

家

安

全

保

障

研

究

覚

書

第

五

号

（N
a
t
io
na
l 
Se
cu
ri
ty
 S
tu
dy
 M
em
or
a
nd
a 
5; 

以

下

、

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｍ

五

）

や

国

家

安

全

保

障

決

定

覚

書

第

一

三

号

（

N
at
io
n
al
 

S
e
cu
ri
ty
 D
ec
is
io
n 
Me
mo
ra
ndu

m
 1
3;
 

以

下

、

Ｎ

Ｓ

Ｄ

Ｍ

一

三

）

の

存

在

を

指

摘

し

た

こ

と

か

ら

、

「

先

駆

的

研

究

」

と

高

く

評

価

す

る

327

。

中

島

も

ク

ラ

ッ

プ

論

文

の

成

果

に

つ

い

て

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

「

ク

ラ

ッ

プ

の

研

究

を

通

じ

て

、

緊

急

時

の

核

兵

器

の

沖

縄

へ

の

持

ち

込

み

・

配

備

と

、

沖

縄

の

米

軍

の

他

国

へ

の

戦

闘

作

戦

行

動

と

い

う

、

沖

縄

の

基

地

の

態

様

を

め

ぐ

る

交

渉

の

主

要

論

点

が

明

ら

か

と

な

っ

た

。

ま

た

、

交

渉

の

重

要

局

面

で

あ

る

一

九

六

五

年

、

六

七

年

、

お

よ

び

六

九

年

の

そ

れ

ぞ

れ

の

日

米

首

脳

会

談

の

争

点

が

整

理

さ

れ

、

以

後

の

研

究

の

道

標

と

な

っ

た

328

。」

 

 

本

稿

は

、

沖

縄

返

還

研

究

の

「

道

標

」

と

な

っ

た

ク

ラ

ッ

プ

論

文

を

手

が

か

り

に

、

沖

縄

返

還

研

究

に

お

い

て

重

要

視

さ

れ

て

き

た

三

つ

の

論

点

に

対

す

る

先

行

研

究

の

見

解

を

整

理

す

る

。

三

つ

の

論

点

の

一

つ

目

と

し

て

ア

メ

リ

カ

に

よ

る

沖

縄

の

長

期

保

有

の

決

定

過

程

、

二

つ

目

と

し

て

返

還

の

検

討

に

向

か

っ

た

過

程

、

そ

し

て

、

三

つ

目

と

し

て

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

の

決

定

過

程

を

扱

う

。

こ

の

作

業

を

通

じ

て

、

沖

縄

返

還

研

究

が

何

を

ど

こ

ま

で

明

ら

か

に

し

て

き

た

の

か

が

明

白

に

な

る

だ

ろ

う

。

そ

の

う

え

で

、

最

近

の

沖

縄

返

還

研

究

に

見

ら

れ

る

新

た

な

展

開

を

紹

介

し

、

今

後

の

展

望

を

考

え

て

み

た

い

。 

  

第

一

章 

「

潜

在

主

権

」

条

項

と

沖

縄

の

長

期

保

有

の

決

定 
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ア

メ

リ

カ

に

よ

る

沖

縄

統

治

を

法

的

に

確

定

し

た

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

第

三

条

、

い

わ

ゆ

る

「

潜

在

主

権

」

条

項

は

、

沖

縄

返

還

問

題

の

起

源

と

言

え

る

。

年

代

順

に

進

展

す

る

公

文

書

公

開

の

性

質

も

あ

り

、

「

潜

在

主

権

」

条

項

に

つ

い

て

は

、

実

証

的

な

研

究

が

い

ち

早

く

蓄

積

さ

れ

て

い

っ

た

。

沖

縄

返

還

の

実

現

後

す

ぐ

に

書

か

れ

た

、

沖

縄

返

還

研

究

の

第

一

の

ピ

ー

ク

の

な

か

に

位

置

づ

け

ら

れ

る

ク

ラ

ッ

プ

論

文

も

、

「

潜

在

主

権

」

条

項

の

成

立

過

程

に

つ

い

て

は

、

ア

メ

リ

カ

の

公

文

書

や

、

当

時

の

関

係

者

の

回

顧

録

を

引

用

し

な

が

ら

検

討

し

て

い

る

。 

「

潜

在

主

権

」

条

項

は

、

ア

メ

リ

カ

が

沖

縄

を

統

治

す

る

形

式

を

以

下

の

よ

う

に

定

め

て

い

る

。 

 

「

日

本

国

は

、

北

緯

二

十

九

度

以

南

の

南

西

諸

島

（

琉

球

諸

島

及

び

大

東

諸

島

を

含

む

）

孀

婦

岩

の

南

の

南

方

諸

島

（

小

笠

原

群

島

、

西

之

島

及

び

火

山

列

島

を

含

む

）

並

び

に

沖

の

鳥

島

及

び

南

鳥

島

を

合

衆

国

を

唯

一

の

施

政

権

者

と

す

る

信

託

統

治

制

度

の

下

に

お

く

こ

と

と

す

る

国

際

連

合

に

対

す

る

合

衆

国

の

い

か

な

る

提

案

に

も

同

意

す

る

。

こ

の

よ

う

な

提

案

が

行

わ

れ

且

つ

可

決

さ

れ

る

ま

で

、

合

衆

国

は

、

領

水

を

含

む

こ

れ

ら

の

諸

島

の

領

域

及

び

住

民

に

対

し

て

、

行

政

、

立

法

及

び

司

法

上

の

権

力

の

全

部

及

び

一

部

を

行

使

す

る

権

利

を

有

す

る

も

の

と

す

る

329

。」

 

「

潜

在

主

権

」

の

意

味

は

、

こ

の

第

三

条

と

同

条

約

の

領

土

に

関

す

る

第

二

条

と

の

比

較

か

ら

浮

か

び

あ

が

る

。

第

二

条

で

は

、

朝

鮮

半

島

、

台

湾

、

そ

し

て

樺

太

や

千

島

列

島

に

関

す

る

日

本

の

領

土

主

権

の

放

棄

が

規

定

さ

れ

て

い

る

。

例

え

ば

、

第

二

条

（

ａ

）

項

に

は

、

「

日

本

国

は

、

朝

鮮

の

独

立

を

承

認

し

て

、

済

州

島

、

巨

文

島

及

び

欝

陵

島

を

含

む

朝

鮮

に

対

す

る

す

べ

て

の

権

利

、

権

原

及

び

請

求

権

を

放

棄

す

る

」

と

あ

る

。

台

湾

の

放

棄

に

関

す

る

（

ｂ

）

項

に

お

い

て

も

、

「

日

本

国

は

、

台

湾

及

び

澎

湖

諸

島

に

対

す

る

す

べ

て

の

権

利

、

権

原

及

び

請

求

権

を

放

棄

す

る

」

と

あ

る

330

。

こ

う

し

た

第

二

条

の

規

定

に

対

し

、

沖

縄

に

つ

い

て

の

第

三

条

で

は

、

日

本

が

沖

縄

の

「

す

べ

て

の

権

利

、

権

原

及

び

請

求

権

を

放

棄

す

る

」

と

は

定

め

ら

れ

て

い

な

い

。

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

会

議

の

ア

メ

リ

カ

側

全

権

代

表

で

あ

る

ダ

レ

ス

（

J
o
h
n 
Fo
s
te
r 
Du
ll
es

）

は

こ

の

こ

と

を

、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

会

議

で

次

の

よ

う

に

述

べ
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て

い

る

。 

「

い

く

つ

か

の

連

合

国

は

、

条

約

で

日

本

が

ア

メ

リ

カ

の

た

め

に

こ

れ

ら

諸

島

を

放

棄

す

べ

し

と

駆

り

立

て

た

。

ま

た

別

の

い

く

つ

か

の

連

合

国

は

、

こ

れ

ら

の

諸

島

を

日

本

に

完

全

に

返

還

す

べ

き

だ

と

示

唆

し

た

。

ア

メ

リ

カ

は

こ

う

し

た

連

合

国

間

の

意

見

の

対

立

に

直

面

し

て

、

日

本

に

こ

れ

ら

の

島

の

潜

在

主

権

を

維

持

す

る

こ

と

を

許

す

一

方

で

、

ア

メ

リ

カ

を

施

政

権

者

と

す

る

国

連

の

信

託

統

治

制

度

の

も

と

に

置

く

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

の

が

最

上

の

策

で

あ

る

と

感

じ

た

331

。」

 

ク

ラ

ッ

プ

は

、

ア

メ

リ

カ

の

軍

事

戦

略

に

お

け

る

沖

縄

の

重

要

性

を

指

摘

し

、

当

初

、

沖

縄

に

関

す

る

ア

メ

リ

カ

政

府

内

の

議

論

は

、

沖

縄

を

ア

メ

リ

カ

に

併

合

し

永

久

に

保

持

す

る

か

、

そ

れ

と

も

、

沖

縄

が

日

本

に

返

還

さ

れ

る

こ

と

を

前

提

と

し

、

無

期

限

に

長

期

間

保

持

す

る

か

と

い

う

も

の

だ

っ

た

と

す

る

。

だ

が

、

沖

縄

が

永

久

に

日

本

か

ら

分

離

す

る

こ

と

を

避

け

る

よ

う

訴

え

た

吉

田

茂

首

相

の

熱

意

か

ら

、

ダ

レ

ス

は

沖

縄

の

主

権

を

奪

わ

ず

に

、

施

政

権

だ

け

を

ア

メ

リ

カ

が

行

使

す

る

「

潜

在

主

権

」

条

項

の

形

式

を

考

案

し

た

と

い

う

3
3
2

。 

 

こ

う

し

た

ク

ラ

ッ

プ

の

見

解

に

対

し

、

ア

メ

リ

カ

政

府

の

公

文

書

を

活

用

す

る

沖

縄

返

還

研

究

の

第

二

の

ピ

ー

ク

の

な

か

で

登

場

し

た

宮

里

の

研

究

で

は

、

む

し

ろ

日

本

に

主

権

を

残

し

た

「

潜

在

主

権

」

条

項

こ

そ

が

、

国

際

社

会

か

ら

の

批

判

を

避

け

な

が

ら

、

ア

メ

リ

カ

が

沖

縄

を

軍

事

的

に

支

配

す

る

た

め

に

必

要

不

可

欠

だ

っ

た

と

論

じ

る

。

宮

里

も

ク

ラ

ッ

プ

と

同

様

に

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

は

当

時

、

沖

縄

を

完

全

に

支

配

下

に

置

く

た

め

に

、

日

本

の

沖

縄

に

対

す

る

主

権

を

放

棄

さ

せ

る

考

え

が

存

在

し

た

こ

と

を

確

認

し

て

い

る

。

し

か

し

、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

の

生

み

の

親

で

あ

る

ダ

レ

ス

は

、

沖

縄

を

日

本

か

ら

完

全

に

分

離

し

、

ア

メ

リ

カ

に

併

合

す

る

こ

と

は

ア

メ

リ

カ

が

第

二

次

世

界

大

戦

中

に

掲

げ

た

領

土

不

拡

大

原

則

に

抵

触

す

る

と

懸

念

し

た

。

ソ

連

を

は

じ

め

と

し

た

共

産

主

義

陣

営

の

非

難

を

受

け

る

こ

と

は

容

易

に

想

像

が

つ

い

た

し

、

イ

ギ

リ

ス

の

植

民

地

支

配

か

ら

独

立

し

た

ば

か

り

の

イ

ン

ド

は

、

沖

縄

を

ア

メ

リ

カ

統

治

下

に

置

く

こ

と

に

強

く

反

対

し

て

い

た

。

ま

た

、

国

連

の

信

託

統

治

制

度

に

よ

っ

て

沖

縄

を

ア

メ

リ

カ

統

治

下
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に

置

く

こ

と

も

、

ソ

連

の

拒

否

権

や

信

託

統

治

理

事

会

に

よ

る

監

督

を

考

え

れ

ば

、

軍

事

上

の

目

的

の

た

め

に

沖

縄

を

自

由

に

支

配

す

る

と

い

う

観

点

か

ら

は

ふ

さ

わ

し

く

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

た

。

そ

の

た

め

、

ダ

レ

ス

は

、

日

本

に

沖

縄

の

主

権

を

放

棄

さ

せ

た

り

、

信

託

統

治

制

度

を

沖

縄

に

適

用

し

た

り

す

る

よ

り

も

、

日

本

に

沖

縄

の

主

権

が

あ

る

こ

と

を

い

っ

た

ん

認

め

、

そ

の

う

え

で

、

信

託

統

治

の

提

案

を

行

わ

な

い

こ

と

で

沖

縄

を

ア

メ

リ

カ

統

治

下

に

置

く

と

い

う

「

潜

在

主

権

」

条

項

を

考

案

し

た

と

い

う

。

宮

里

は

、

「

潜

在

主

権

」

条

項

の

成

立

に

は

沖

縄

の

主

権

喪

失

に

反

対

し

て

い

た

日

本

へ

の

配

慮

も

あ

っ

た

だ

ろ

う

が

、

そ

れ

よ

り

も

、

国

際

的

に

承

認

さ

れ

、

同

時

に

沖

縄

を

軍

事

戦

略

上

自

由

に

支

配

で

き

る

よ

う

に

す

る

た

め

に

そ

れ

が

必

要

だ

っ

た

と

論

ず

る

の

で

あ

る

333

。 

 

ア

メ

リ

カ

の

軍

事

戦

略

上

の

要

請

を

強

調

す

る

宮

里

に

対

し

、

日

本

政

府

の

働

き

か

け

の

重

要

性

を

認

め

る

の

が

同

じ

く

第

二

の

ピ

ー

ク

で

現

れ

た

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

に

よ

る

研

究

で

あ

る

。

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

も

宮

里

と

同

じ

く

、

公

開

が

進

ん

だ

ア

メ

リ

カ

政

府

の

膨

大

な

公

文

書

を

利

用

し

、

軍

事

戦

略

上

の

要

請

か

ら

沖

縄

の

支

配

を

主

張

す

る

軍

部

と

、

領

土

不

拡

大

原

則

や

日

本

政

府

へ

の

配

慮

か

ら

沖

縄

の

日

本

か

ら

の

分

離

に

抵

抗

す

る

国

務

省

の

対

立

を

詳

細

に

描

い

て

い

る

。

ま

た

、

日

本

政

府

の

文

書

も

利

用

し

、

吉

田

首

相

率

い

る

日

本

政

府

が

い

か

に

、

沖

縄

の

主

権

放

棄

を

回

避

す

る

た

め

に

努

力

し

た

か

が

跡

付

け

ら

れ

て

い

る

。

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

は

宮

里

が

紹

介

す

る

ダ

レ

ス

の

見

解

を

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

に

お

け

る

軍

部

説

得

の

文

脈

に

位

置

付

け

直

し

、

軍

部

の

戦

略

的

要

請

を

満

た

す

と

同

時

に

日

本

に

沖

縄

の

主

権

を

残

す

た

め

に

「

潜

在

主

権

」

条

項

を

生

み

出

し

た

と

す

る

。

か

り

に

、

日

本

政

府

か

ら

の

熱

心

な

要

請

が

な

け

れ

ば

、

ダ

レ

ス

や

国

務

省

も

軍

部

の

猛

烈

な

圧

力

に

抗

し

き

れ

ず

、

日

本

政

府

に

沖

縄

の

主

権

を

放

棄

さ

せ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

か

も

し

れ

な

い

と

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

は

指

摘

す

る

。

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

は

、

そ

の

意

味

で

、

日

本

政

府

の

働

き

か

け

に

よ

り

、

「

潜

在

主

権

」

と

い

う

か

た

ち

で

は

あ

る

も

の

の

、

沖

縄

に

対

す

る

日

本

の

主

権

を

維

持

す

る

こ

と

が

で

き

た

と

い

う

334

。 

 

宮

里

や

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

が

「

潜

在

主

権

」

条

項

の

成

立

過

程

に

着

目

す

る

の

に

対

し

て

、

締

結

さ

れ

た

「

潜

在

主

権

」

条

項

の

暫

定

性

を

強

調

す

る

の

が

沖

縄

返

還

研

究

の

第

三

の

ピ

ー

ク

に

登

場

し

た

池

宮

城

の

研

究

で

あ

る

。

池

宮

城

は

、

沖

縄

の

日

本

か

ら

の

分

離
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が

、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

が

締

結

さ

れ

た

一

九

五

一

年

九

月

の

時

点

で

も

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

の

沖

縄

の

処

遇

は

は

っ

き

り

と

定

ま

っ

た

も

の

で

は

な

か

っ

た

と

い

う

指

摘

す

る

335

。

実

際

、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

が

締

結

さ

れ

た

一

カ

月

後

、

沖

縄

統

治

の

現

地

責

任

者

で

あ

る

リ

ッ

ジ

ウ

ェ

イ

（

M
a
t
th
ew
 B
un
ke
r 
Ri
dg
wa
y

）

民

政

長

官

は

沖

縄

返

還

を

勧

告

す

る

文

書

を

統

合

参

謀

本

部

に

提

出

し

て

い

る
3
3
6

。

ダ

レ

ス

も

沖

縄

問

題

は

、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

が

発

効

し

、

日

本

が

主

権

を

回

復

し

て

か

ら

、

日

米

二

国

間

で

交

渉

す

る

こ

と

を

予

定

し

て

い

た

337

。

ま

た

、

ア

メ

リ

カ

が

沖

縄

の

長

期

保

有

を

冷

戦

と

関

連

付

け

て

正

当

化

し

た

「

ブ

ル

ー

ス

カ

イ

・

ポ

ジ

シ

ョ

ン

」

の

発

表

も

、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

締

結

か

ら

二

年

経

過

し

て

か

ら

の

こ

と

だ

っ

た

点

も

留

意

す

べ

き

だ

ろ

う

。

池

宮

城

は

、

平

和

条

約

締

結

の

時

点

で

は

必

ず

し

も

決

定

的

で

は

な

か

っ

た

ア

メ

リ

カ

の

長

き

に

わ

た

る

沖

縄

統

治

が

、

な

ぜ

始

ま

る

こ

と

に

な

っ

た

の

か

を

分

析

す

る

の

で

あ

る

。 

池

宮

城

に

よ

れ

ば

、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

が

締

結

さ

れ

る

際

に

、

「

日

本

に

よ

る

沖

縄

防

衛

の

責

任

負

担

と

引

き

換

え

に

、

沖

縄

米

軍

基

地

の

整

理

・

縮

小

が

可

能

に

な

る

と

い

う

論

理

が

日

米

の

間

で

成

立

し

て

い

た

338

」。

そ

し

て

、

そ

う

し

た

論

理

が

成

立

し

て

い

た

に

も

関

わ

ら

ず

、

日

本

政

府

が

沖

縄

防

衛

を

先

送

り

に

し

た

こ

と

か

ら

、

沖

縄

の

ア

メ

リ

カ

軍

基

地

は

整

理

・

縮

小

さ

れ

ず

、

そ

の

結

果

、

ア

メ

リ

カ

は

基

地

を

維

持

す

る

た

め

に

沖

縄

統

治

の

継

続

を

決

定

し

た

と

い

う

。

池

宮

城

は

次

の

よ

う

に

述

べ

る

。 

「

日

本

が

米

国

と

相

互

防

衛

条

約

を

締

結

し

う

る

ほ

ど

の

軍

事

力

を

備

え

れ

ば

、

沖

縄

防

衛

に

つ

い

て

も

一

定

の

責

任

を

負

え

る

よ

う

に

な

る

。

そ

う

な

れ

ば

、

米

国

が

沖

縄

防

衛

の

責

任

を

全

面

的

に

負

う

必

要

が

な

く

な

り

、

排

他

的

管

理

権

を

維

持

す

る

必

要

性

は

低

く

な

る

た

め

、

沖

縄

の

施

政

権

に

つ

い

て

は

日

本

に

返

還

す

る

こ

と

が

可

能

に

な

る

。

同

時

に

、

沖

縄

防

衛

に

つ

い

て

日

本

が

果

た

す

役

割

が

増

え

れ

ば

、

そ

の

分

、

沖

縄

防

衛

上

の

米

国

の

負

担

が

軽

減

す

る

た

め

、

沖

縄

米

軍

基

地

の

整

理

・

縮

小

が

論

理

的

に

は

可

能

と

な

る

の

で

あ

る

3
3
9

。」

 

 

池

宮

城

の

見

解

に

対

し

て

、

た

と

え

ば

、

ア

メ

リ

カ

軍

は

沖

縄

防

衛

や

対

日

防

衛

だ

け

の

た

め

に

沖

縄

に

駐

留

し

て

い

る

わ

け

で

は
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な

い

と

い

っ

た

、

批

判

が

提

出

さ

れ

て

い

る

340

。

ま

た

、

池

宮

城

の

分

析

で

は

、

宮

里

が

既

に

指

摘

し

て

い

る

沖

縄

保

有

に

際

し

て

ア

メ

リ

カ

が

懸

念

し

て

い

た

国

際

社

会

か

ら

の

批

判

に

つ

い

て

、

十

分

に

検

討

さ

れ

て

い

る

と

は

言

い

難

い

。

河

野

は

か

つ

て

、

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

に

よ

る

優

れ

た

著

作

が

出

さ

れ

て

も

な

お

「

対

日

平

和

条

約

第

三

条

と

潜

在

主

権

に

つ

い

て

は

、

ま

だ

定

説

は

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

」

と

し

た

宮

里

の

一

文

の

意

味

は

残

り

続

け

る

と

述

べ

た

341

。

現

在

も

、

こ

の

宮

里

の

指

摘

に

は

耳

を

傾

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

だ

ろ

う

。 

  

第

二

章 
沖

縄

返

還

へ

の

道 

  

ア

メ

リ

カ

政

府

は

「

潜

在

主

権

」

条

項

の

規

定

に

従

っ

て

沖

縄

を

統

治

し

た

が

、

そ

の

主

権

を

奪

う

こ

と

は

な

か

っ

た

。

他

方

、

日

本

政

府

は

、

ダ

レ

ス

が

熱

心

に

説

く

集

団

安

全

保

障

へ

の

軍

事

的

貢

献

に

難

色

を

示

し

、

再

軍

備

に

も

積

極

的

で

は

な

か

っ

た

。

そ

の

た

め

沖

縄

は

、

ア

メ

リ

カ

人

や

一

部

の

日

本

人

の

な

か

で

、

ア

ジ

ア

に

お

け

る

集

団

安

全

保

障

へ

の

日

本

の

貢

献

の

一

部

分

と

考

え

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

ク

ラ

ッ

プ

は

指

摘

す

る

。

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

の

締

結

以

降

、

冷

戦

の

進

展

に

伴

い

沖

縄

の

ア

メ

リ

カ

軍

基

地

は

発

展

・

強

化

さ

れ

て

い

く

こ

と

と

な

る

342

。 

 

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

が

長

期

に

わ

た

る

と

見

通

さ

れ

た

な

か

、

一

九

六

二

年

三

月

に

公

表

さ

れ

た

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

は

、

ク

ラ

ッ

プ

に

よ

れ

ば

「

沖

縄

返

還

へ

の

道

に

お

け

る

一

里

塚

と

み

な

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

343

」。

 

一

九

六

一

年

一

月

、

大

統

領

に

就

任

し

た

ケ

ネ

デ

ィ

（

J
o
h
n
 
Fi
tz
ge
ra
ld
 Ke

n
ne
dy

）

は

、

同

盟

国

と

の

関

係

強

化

に

取

り

組

ん

だ

。

日
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本

と

の

関

係

で

は

、

一

九

六

〇

年

の

安

保

改

定

時

に

伴

っ

て

発

生

し

た

安

保

騒

動

を

踏

ま

え

、

日

本

と

の

関

係

改

善

の

た

め

に

、

ハ

ー

バ

ー

ド

大

学

の

著

名

な

日

本

史

研

究

者

で

あ

る

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

（

E
d
w
i
n 
O
ld
fa
th
er
 R
ei
sc
ha
uer

）

を

駐

日

ア

メ

リ

カ

大

使

に

指

名

し

た

。

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

権

に

と

っ

て

安

保

騒

動

の

よ

う

な

騒

乱

を

再

発

さ

せ

か

ね

な

い

問

題

と

し

て

、

沖

縄

問

題

は

「

当

然

の

予

備

軍

だ

っ

た

3
4
4

」

と

ク

ラ

ッ

プ

は

指

摘

す

る

。 

 

ク

ラ

ッ

プ

に

よ

れ

ば

、

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

が

沖

縄

問

題

に

強

い

関

心

を

持

つ

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

一

九

六

一

年

六

月

に

開

催

さ

れ

た

日

米

首

脳

会

談

の

時

だ

っ

た

。

こ

の

時

、

日

本

の

首

相

だ

っ

た

池

田

勇

人

は

ケ

ネ

デ

ィ

に

対

し

、

「

日

米

関

係

に

関

す

る

最

も

困

難

な

国

内

問

題

は

、

琉

球

と

小

笠

原

諸

島

で

ア

メ

リ

カ

軍

部

の

統

治

が

継

続

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

」

と

述

べ

た

と

い

う

345

。 

ア

メ

リ

カ

政

府

は

表

向

き

、

沖

縄

に

関

す

る

日

本

の

い

か

な

る

問

い

に

対

し

て

も

、

極

東

に

脅

威

と

緊

張

が

存

在

す

る

限

り

沖

縄

を

保

持

す

る

と

い

う

見

解

（

ブ

ル

ー

ス

カ

イ

・

ポ

ジ

シ

ョ

ン

）

を

示

し

て

い

た

346

。

だ

が

、

一

九

六

一

年

に

は

、

政

権

交

代

に

伴

う

政

策

の

総

合

的

な

点

検

が

な

さ

れ

て

お

り

、

前

年

の

安

保

騒

動

の

記

憶

も

い

ま

だ

生

々

し

く

、

池

田

に

よ

る

沖

縄

に

関

す

る

問

題

提

起

は

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

沖

縄

政

策

の

再

考

に

つ

な

が

っ

た

と

い

う

347

。 

 

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

の

見

直

し

は

、

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

の

特

別

補

佐

官

で

あ

る

カ

ー

ル

・

ケ

イ

セ

ン

（C
a
r
l
 K
ay
sen

）

を

委

員

長

と

し

た

特

別

委

員

会

（

ケ

イ

セ

ン

調

査

団

）

で

行

わ

れ

た

。

ホ

ワ

イ

ト

ハ

ウ

ス

、

国

務

省

、

陸

軍

省

な

ど

の

代

表

か

ら

構

成

さ

れ

た

こ

の

委

員

会

は

、

沖

縄

の

反

基

地

感

情

を

和

ら

げ

る

た

め

に

、

沖

縄

へ

の

経

済

援

助

を

増

や

し

、

沖

縄

住

民

の

福

祉

を

改

善

す

る

こ

と

を

目

指

し

た

。

こ

の

目

的

か

ら

明

ら

か

な

よ

う

に

、

こ

の

委

員

会

で

は

沖

縄

の

施

政

権

を

日

本

に

返

還

す

る

可

能

性

に

つ

い

て

、

公

式

に

は

議

論

さ

れ

な

か

っ

た

。

返

還

に

つ

い

て

議

論

す

る

こ

と

は

軍

部

を

刺

激

し

、

沖

縄

へ

の

援

助

予

算

の

増

大

の

た

め

に

議

会

で

軍

部

の

協

力

的

な

証

言

を

得

る

の

に

適

当

で

は

な

か

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

、

ケ

ネ

デ

ィ

は

国

防

省

や

統

合

参

謀

本

部

と

対

立

を

深

め

て

い

る

最

中

に

あ

り

、

沖

縄

問

題

で

軍

部

の

機

嫌

を

余

計

に

損

ね

る

こ

と

は

避

け

た

か

っ

た
3
48

。

結

果

と

し

て

、

こ

の

特

別

委

員

会

の

報

告

書
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で

は

、

軍

に

よ

る

統

治

の

必

要

性

や

沖

縄

の

基

地

に

つ

い

て

の

軍

の

主

張

に

疑

問

が

差

し

挟

ま

れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た

。

そ

の

た

め

、

報

告

書

の

内

容

は

統

合

参

謀

本

部

を

は

じ

め

と

し

た

軍

部

の

見

解

か

ら

外

れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た

349

。 

 

そ

れ

で

も

、

ク

ラ

ッ

プ

が

ケ

ネ

デ

ィ

政

権

下

に

お

け

る

沖

縄

政

策

の

見

直

し

を

重

視

す

る

の

は

、

新

た

な

沖

縄

政

策

を

公

表

し

た

際

に

ケ

ネ

デ

ィ

自

ら

が

述

べ

た

声

明

の

た

め

で

あ

る

。

ケ

ネ

デ

ィ

は

、

「

琉

球

諸

島

が

日

本

の

施

政

下

に

復

帰

す

る

こ

と

に

な

る

場

合

の

困

難

を

最

も

少

な

く

す

る

」

と

述

べ

、

日

本

か

ら

沖

縄

へ

の

経

済

援

助

を

制

度

化

す

る

と

し

た

。

こ

の

声

明

に

よ

り

、

ア

メ

リ

カ

が

日

本

に

沖

縄

の

完

全

な

主

権

を

返

還

す

る

意

図

が

あ

る

こ

と

が

明

白

に

な

り

、

「

潜

在

主

権

」

に

も

い

く

ら

か

の

実

質

が

与

え

ら

れ

た

と

ク

ラ

ッ

プ

は

い

う

。

ま

た

、

大

統

領

に

よ

る

こ

の

声

明

で

は

、

「

琉

球

住

民

に

対

す

る

ア

メ

リ

カ

の

責

任

を

今

ま

で

よ

り

も

効

果

的

に

果

た

す

」

と

述

べ

ら

れ

て

お

り

、

こ

の

文

言

は

、

沖

縄

統

治

に

唯

一

の

責

任

を

持

つ

の

は

軍

部

で

あ

る

と

す

る

主

張

に

異

議

を

差

し

挟

む

根

拠

を

文

官

た

ち

に

与

え

た

。

国

務

省

や

軍

部

の

文

官

た

ち

は

、

沖

縄

の

状

況

に

注

目

し

、

継

続

的

に

監

視

す

る

よ

う

に

な

っ

て

い

っ

た

3
5
0

。 

と

こ

ろ

が

、

ク

ラ

ッ

プ

に

よ

る

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

へ

の

積

極

的

な

評

価

に

対

し

、

第

二

の

ピ

ー

ク

の

先

行

研

究

の

評

価

は

手

厳

し

い

。

た

と

え

ば

、

河

野

は

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

に

つ

い

て

、

「

具

体

的

・

現

実

的

準

備

に

関

し

て

は

全

く

不

十

分

な

も

の

で

あ

っ

た

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

」

と

し

、

「

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

こ

の

よ

う

に

大

幅

な

現

状

変

更

を

思

わ

せ

る

表

現

を

採

用

し

た

こ

と

は

、

沖

縄

社

会

に

お

け

る

復

帰

へ

の

期

待

を

強

め

、

復

帰

運

動

を

盛

り

上

げ

る

こ

と

と

な

っ

た

」

と

い

う

351

。

宮

里

は

、

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

は

対

日

関

係

に

配

慮

す

る

国

務

省

と

、

沖

縄

の

軍

事

戦

略

上

の

必

要

性

を

重

視

す

る

軍

部

と

の

間

の

妥

協

の

産

物

に

過

ぎ

な

か

っ

た

が

、

こ

の

政

策

を

「

す

ぐ

れ

た

政

治

感

覚

」

を

も

っ

て

実

施

す

れ

ば

、

「

沖

縄

の

復

帰

問

題

な

ど

は

先

に

延

ば

す

こ

と

は

可

能

で

あ

っ

た

」

と

い

う

3
5
2

。 

宮

里

に

言

わ

せ

れ

ば

、

沖

縄

現

地

の

統

治

責

任

者

は

、

「

政

治

感

覚

に

欠

け

た

」

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

高

等

弁

務

官

だ

っ

た

。

沖

縄

の

戦
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略

上

の

重

要

性

を

至

上

命

題

と

す

る

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

沖

縄

統

治

に

お

け

る

日

本

政

府

と

の

協

力

や

、

沖

縄

住

民

の

自

治

権

の

拡

大

は

、

沖

縄

の

ア

メ

リ

カ

軍

基

地

の

効

果

的

な

使

用

に

不

可

欠

な

施

政

権

を

脅

か

す

と

考

え

た

353

。

こ

の

点

、

ク

ラ

ッ

プ

も

、

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

の

実

施

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

よ

っ

て

挫

折

さ

せ

ら

れ

、

沖

縄

統

治

に

実

質

的

な

変

化

を

も

た

ら

す

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

と

述

べ

て

い

る

3
5
4

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

で

示

さ

れ

た

方

針

に

逆

行

し

、

「

強

権

的

」

統

治

を

展

開

、

沖

縄

住

民

は

そ

の

統

治

に

強

く

反

発

し

た

と

さ

れ

る

355

。 

ア

メ

リ

カ

政

府

は

当

時

、

安

保

条

約

の

期

限

を

一

九

七

〇

年

に

控

え

、

条

約

の

更

新

を

図

る

際

に

、

安

保

騒

動

の

よ

う

な

混

乱

が

再

来

す

る

こ

と

を

強

く

懸

念

し

て

い

た

（「

一

九

七

〇

年

問

題

」
）。

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

の

激

化

と

と

も

に

高

ま

っ

て

い

た

日

本

国

内

の

反

米

感

情

は

ま

さ

に

「

一

九

七

〇

年

問

題

」

の

予

兆

に

見

え

た

。

ま

た

、

日

本

人

の

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

へ

の

関

心

の

高

ま

り

は

、

ベ

ト

ナ

ム

戦

争

の

遂

行

の

た

め

に

フ

ル

稼

働

し

て

い

た

沖

縄

に

目

を

向

け

さ

せ

る

こ

と

と

な

る

356

。

そ

う

し

た

な

か

、

沖

縄

住

民

の

ア

メ

リ

カ

統

治

に

対

す

る

激

し

い

反

発

は

、

日

本

本

土

の

反

米

感

情

に

容

易

に

飛

び

火

す

る

よ

う

に

思

わ

れ

た

。

こ

の

時

期

、

ア

メ

リ

カ

政

府

が

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

の

提

言

を

き

っ

か

け

に

、

沖

縄

返

還

の

検

討

に

向

か

い

始

め

た

と

い

う

点

は

既

に

ク

ラ

ッ

プ

に

よ

っ

て

指

摘

さ

れ

て

い

る

357

。

宮

里

は

、

そ

の

提

言

が

ア

メ

リ

カ

政

府

に

受

容

さ

れ

た

背

景

に

は

以

上

の

よ

う

な

懸

念

が

ア

メ

リ

カ

政

府

内

に

あ

っ

た

と

し

、

そ

の

意

味

で

「

皮

肉

な

こ

と

に

復

帰

に

最

も

貢

献

し

た

の

は

、

外

な

ら

ぬ

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

高

等

弁

務

官

だ

っ

た

」

と

述

べ

て

い

る

358

。 

た

だ

し

、

近

年

、

河

野

は

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

に

は

、

対

日

関

係

へ

の

配

慮

の

み

な

ら

ず

、

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

主

義

批

判

へ

の

懸

念

も

存

在

し

て

い

た

こ

と

を

指

摘

し

て

い

る

。

河

野

は

、

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

の

公

表

一

カ

月

前

に

、

沖

縄

の

議

会

に

あ

た

る

琉

球

立

法

院

が

、

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

を

植

民

地

主

義

と

し

て

批

判

し

、

国

連

全

加

盟

国

に

宛

て

て

全

会

一

致

で

可

決

し

た

「

二

・

一

決

議

」

（

正

式

名

称

、

「

施

政

権

返

還

に

関

す

る

要

請

決

議

」）

に

着

目

す

る

。

一

九

六

〇

年

代

に

入

り

、

植

民

地

支

配

に

苦

し

ん

だ

経

験

を

持

つ

ア

ジ

ア

・

ア

フ

リ

カ

諸

国

の

国

連

加

盟

が

実

現

し

、

国

連

総

会

で

「

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

」

が

採

択

さ

れ

る
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な

ど

、

国

際

社

会

で

は

反

植

民

地

感

情

が

高

ま

っ

て

い

た

。

こ

う

し

た

国

々

が

「

二

・

一

決

議

」

を

受

領

す

れ

ば

ア

メ

リ

カ

に

良

い

印

象

を

持

つ

こ

と

は

な

か

っ

た

だ

ろ

う

し

、

ソ

連

を

盟

主

と

し

た

共

産

主

義

陣

営

は

こ

の

決

議

を

利

用

し

、

ア

メ

リ

カ

を

痛

烈

に

非

難

し

て

く

る

こ

と

は

目

に

見

え

て

い

た

359

。 

こ

の

時

、

ア

メ

リ

カ

政

府

は

日

本

政

府

に

対

し

、

「

二

・

一

決

議

」

の

処

理

に

際

し

協

力

を

要

請

し

て

い

た

が

、

河

野

に

よ

れ

ば

、

日

本

外

務

省

の

対

応

は

「

に

べ

も

な

い

」

も

の

だ

っ

た

。

こ

う

し

た

日

本

外

務

省

の

対

応

は

、

た

と

え

ア

メ

リ

カ

が

沖

縄

の

施

政

権

を

持

っ

て

い

て

も

、

沖

縄

問

題

を

単

独

で

対

応

で

き

る

も

の

で

は

な

い

と

認

識

さ

せ

よ

う

と

す

る

も

の

だ

っ

た

と

河

野

は

指

摘

す

る

。

「

二

・

一

決

議

」

後

に

公

表

さ

れ

た

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

で

は

、

沖

縄

が

日

本

の

一

部

で

あ

る

こ

と

を

認

め

ら

れ

た

り

、

日

本

政

府

に

よ

る

沖

縄

援

助

を

歓

迎

す

る

姿

勢

が

打

ち

出

さ

れ

た

り

し

て

い

た

。

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

を

公

表

す

る

に

あ

た

り

、

ア

メ

リ

カ

政

府

は

、

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

主

義

批

判

を

か

わ

す

に

は

日

本

政

府

の

協

力

が

必

要

で

あ

る

と

い

う

認

識

が

あ

り

、

沖

縄

が

ア

メ

リ

カ

の

植

民

地

で

は

な

い

こ

と

を

示

す

動

機

が

あ

っ

た

と

河

野

は

い

う

360

。

ま

た

、

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

後

に

沖

縄

返

還

の

提

言

を

し

た

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

も

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

統

治

へ

の

沖

縄

住

民

の

反

発

よ

り

も

、

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

主

義

批

判

の

恐

れ

か

ら

そ

の

提

言

を

行

っ

た

と

す

る

指

摘

も

あ

る

361

。 

他

方

、

日

本

側

に

目

を

向

け

る

と

、

こ

の

時

期

に

日

本

政

府

は

沖

縄

へ

の

技

術

支

援

や

経

済

援

助

の

拡

大

な

ど

を

通

じ

、

日

本

本

土

と

沖

縄

の

法

制

度

の

相

違

や

経

済

格

差

を

縮

め

る

「

一

体

化

」

政

策

を

展

開

し

て

い

た

。

「

一

体

化

」

政

策

が

、

国

際

社

会

か

ら

の

批

判

を

か

わ

す

意

図

か

ら

公

表

さ

れ

た

「

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

」

に

よ

っ

て

可

能

に

な

っ

た

点

、

そ

し

て

日

本

政

府

が

国

際

社

会

の

批

判

を

懸

念

す

る

ア

メ

リ

カ

の

弱

み

を

把

握

し

て

い

た

こ

と

を

踏

ま

え

れ

ば

、

日

本

政

府

が

い

か

な

る

考

え

を

持

ち

、

こ

の

政

策

を

展

開

し

よ

う

と

し

て

い

た

か

は

重

要

な

テ

ー

マ

に

な

る

と

言

え

よ

う

。

だ

が

、

「

一

体

化

」

政

策

に

つ

い

て

、

公

開

さ

れ

た

日

本

政

府

の

一

次

資

料

を

活

用

す

る

第

三

の

ピ

ー

ク

の

本

格

的

な

研

究

は

管

見

の

限

り

見

当

た

ら

な

い

。

当

時

、

グ

ロ

ー

バ

ル

に

進

展

し

て

い

た

脱

植

民

地
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化

と

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

と

の

関

係

、

そ

し

て

「

一

体

化

」

政

策

を

含

め

た

こ

の

時

期

の

日

本

政

府

の

動

向

は

今

後

の

検

討

課

題

と

し

て

残

さ

れ

て

い

る

。 

  

第

三

章 

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

の

決

定 

  

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

に

よ

る

沖

縄

返

還

の

提

言

後

、

ク

ラ

ッ

プ

に

よ

れ

ば

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

は

沖

縄

返

還

を

し

た

場

合

に

犠

牲

と

な

る

沖

縄

の

基

地

機

能

に

つ

い

て

研

究

を

進

め

る

た

め

の

省

庁

横

断

的

な

作

業

班

（

琉

球

作

業

班

）

が

設

置

さ

れ

た

。

こ

の

作

業

班

に

よ

っ

て

一

九

六

七

年

九

月

に

出

さ

れ

た

研

究

成

果

は

沖

縄

返

還

の

前

進

に

重

大

な

影

響

を

持

つ

も

の

だ

っ

た

。

琉

球

作

業

班

の

研

究

に

よ

れ

ば

、

沖

縄

の

施

政

権

が

日

本

に

返

還

さ

れ

る

こ

と

に

よ

る

軍

事

的

な

問

題

は

、

核

兵

器

の

問

題

を

除

く

と

、

空

爆

の

た

め

の

基

地

使

用

に

し

か

な

か

っ

た

の

で

あ

る

3
62

。

こ

の

研

究

結

果

が

軍

人

、

と

く

に

統

合

参

謀

本

部

に

明

ら

か

に

な

っ

た

と

き

、

彼

ら

は

返

還

に

賛

意

を

示

す

政

治

的

議

論

に

よ

り

共

感

す

る

よ

う

に

な

っ

た
363

。

沖

縄

問

題

は

「

返

還

す

る

か

ど

う

か

で

は

な

く

、

い

つ

、

そ

し

て

ど

の

よ

う

に

返

還

す

る

か

と

い

っ

た

議

論

に

な

っ

た

364

」

と

ク

ラ

ッ

プ

は

述

べ

て

い

る

。 

 

こ

う

し

て

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

は

、

沖

縄

返

還

に

向

け

た

合

意

形

成

が

進

み

つ

つ

あ

っ

た

が

、

ア

メ

リ

カ

政

府

の

官

僚

た

ち

か

ら

す

れ

ば

、

「

日

本

人

は

、

返

還

の

軍

事

的

意

味

や

返

還

後

の

基

地

の

地

位

に

関

す

る

合

意

に

つ

い

て

議

論

す

る

準

備

が

全

く

で

き

て

い

な

い

」

と

感

じ

た

と

い

う

3
6
5

。

ア

メ

リ

カ

政

府

は

、

日

本

政

府

が

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

の

返

還

は

難

し

い

と

考

え

て

い

る

こ

と

を

承

知

し

て

い

た

。

だ

が

、

琉

球

作

業

班

の

研

究

か

ら

、

ア

メ

リ

カ

政

府

の

交

渉

担

当

者

た

ち

は

、

沖

縄

問

題

の

最

適

解

は

「

核

抜

き

・

本
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土

並

み

」

に

な

る

と

確

信

し

て

い

た

と

い

う

。

彼

ら

の

新

た

な

仕

事

は

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

の

返

還

が

可

能

で

あ

る

こ

と

を

日

本

側

に

い

か

に

慎

重

に

伝

え

る

か

に

な

っ

て

い

た

366

。

ク

ラ

ッ

プ

は

、

日

本

政

府

が

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

を

返

還

交

渉

に

掲

げ

る

こ

と

が

で

き

た

の

は

、

ア

メ

リ

カ

側

の

示

唆

に

よ

る

も

の

で

あ

る

と

し

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

「

一

九

六

八

年

の

間

、

日

本

政

府

関

係

者

は

私

的

な

会

話

で

、

返

還

後

の

基

地

の

地

位

へ

の

基

本

的

な

制

限

は

、

戦

略

的

な

議

論

で

は

な

く

日

本

の

世

論

と

政

治

的

潮

流

に

よ

っ

て

大

部

分

現

実

的

に

決

ま

る

と

一

度

な

ら

ず

伝

え

ら

れ

た

。

こ

う

し

た

示

唆

は

、

形

式

に

制

限

さ

れ

る

傾

向

が

あ

る

、

高

位

に

あ

る

二

者

間

で

は

な

く

、

中

級

官

僚

の

権

限

で

与

え

ら

れ

た

。

筆

者

の

見

解

は

、

一

九

六

八

年

の

後

半

そ

し

て

一

九

六

九

年

の

初

期

に

見

ら

れ

た

日

本

と

ア

メ

リ

カ

政

府

関

係

者

間

の

私

的

か

つ

非

公

式

な

意

思

疎

通

が

、

核

抜

き

・

本

土

並

み

の

要

求

で

進

め

る

と

い

う

日

本

政

府

の

合

意

を

生

み

出

す

こ

と

に

影

響

を

及

ぼ

し

た

と

い

う

も

の

で

あ

る

367

。」

 

 

一

九

六

八

年

に

は

、

ア

メ

リ

カ

で

民

主

党

か

ら

共

和

党

へ

の

政

権

交

代

が

起

き

て

い

た

が

、

沖

縄

返

還

へ

の

動

き

は

止

ま

る

こ

と

は

な

か

っ

た

。

新

た

に

大

統

領

に

就

任

し

た

リ

チ

ャ

ー

ド

・

ニ

ク

ソ

ン

（

R
i
ch
ar
d 
Mi
lh
ou
s 
Ni
xo
n

）

は

、

沖

縄

問

題

に

つ

い

て

強

い

関

心

を

持

っ

て

お

り

、

ニ

ク

ソ

ン

は

就

任

後

す

ぐ

に

沖

縄

問

題

に

つ

い

て

検

討

す

る

よ

う

指

示

し

、

大

統

領

就

任

の

翌

日

に

は

、

沖

縄

問

題

を

取

り

扱

っ

た

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｍ

五

が

提

出

さ

れ

た

368

。 

 

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｍ

五

の

検

討

作

業

で

は

、

一

九

六

七

年

以

来

、

沖

縄

問

題

に

取

り

組

ん

だ

ス

ナ

イ

ダ

ー

や

ハ

ル

ペ

リ

ン

ら

に

よ

っ

て

行

わ

れ

、

国

務

省

、

統

合

参

謀

本

部

、

国

防

省

の

国

際

安

全

保

障

問

題

担

当

室

の

間

で

密

接

な

協

力

関

係

が

維

持

さ

れ

て

い

た

。

こ

の

時

ま

で

に

は

、

沖

縄

の

核

兵

器

の

戦

略

的

重

要

性

は

統

合

参

謀

本

部

に

よ

っ

て

当

初

主

張

さ

れ

た

よ

り

も

か

な

り

低

い

と

い

う

見

解

が

国

防

省

内

で

も

定

着

し

て

い

た

。

な

ぜ

な

ら

、

大

陸

間

弾

道

ミ

サ

イ

ル

技

術

の

発

達

に

よ

り

、

ア

メ

リ

カ

本

土

に

展

開

す

る

核

兵

器

に

軍

事

的

重

要

性

の

重

き

が

置

か

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。

統

合

参

謀

本

部

は

、

日

本

側

と

話

し

合

う

前

に

核

の

貯

蔵

権

に

つ

い

て

一

方

的

に

譲

歩

す

る

こ

と

を

拒

否

し

た

が

、

核

の

貯

蔵

権

の

喪

失

は

ア

ジ

ア

の

別

の

基

地

に

よ

っ

て

補

い

う

る

こ

と

を

認

め

て

い

た

369

。 
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こ

う

し

た

検

討

作

業

を

経

て

、

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｍ

五

で

は

、

核

抜

き

返

還

を

認

め

る

代

わ

り

に

、

日

米

安

保

条

約

の

事

前

協

議

制

に

関

す

る

新

た

な

理

解

を

日

本

側

か

ら

得

る

と

さ

れ

た

。

事

前

協

議

制

度

と

は

、

在

日

ア

メ

リ

カ

軍

基

地

の

使

用

に

関

す

る

取

り

決

め

で

、

日

米

安

保

条

約

第

六

条

に

基

づ

く

交

換

公

文

に

基

づ

い

て

い

る

。

こ

の

事

前

協

議

制

度

に

よ

り

、

在

日

ア

メ

リ

カ

軍

基

地

か

ら

の

出

撃

や

核

兵

器

の

持

ち

込

み

の

際

に

は

、

ア

メ

リ

カ

政

府

は

日

本

政

府

と

前

も

っ

て

協

議

す

る

こ

と

が

定

め

ら

れ

た

。

当

時

の

日

本

国

内

で

は

ア

メ

リ

カ

政

府

と

の

事

前

協

議

で

、

日

本

政

府

が

ア

メ

リ

カ

政

府

の

申

し

出

を

拒

否

で

き

る

と

い

う

側

面

が

強

調

さ

れ

て

い

た

370

。

だ

が

、

協

議

の

本

来

の

意

味

か

ら

し

て

、

日

本

政

府

が

ア

メ

リ

カ

政

府

の

申

し

出

を

検

討

し

、

協

議

の

結

果

、

受

け

入

れ

る

こ

と

も

あ

り

得

る

の

で

あ

る

。

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

は

、

か

り

に

、

日

本

政

府

が

韓

国

、

台

湾

、

ベ

ト

ナ

ム

の

状

況

を

自

ら

の

安

全

保

障

に

か

か

わ

る

問

題

で

あ

る

と

認

め

る

よ

う

に

な

れ

ば

、

事

前

協

議

を

通

じ

て

、

こ

れ

ら

の

地

域

の

た

め

に

日

本

本

土

に

あ

る

ア

メ

リ

カ

軍

基

地

の

柔

軟

な

使

用

を

認

め

る

だ

ろ

う

と

考

え

ら

れ

て

い

た

。

ま

た

、

日

本

自

体

に

深

刻

な

脅

威

を

感

じ

さ

せ

る

緊

急

事

態

が

発

生

す

れ

ば

、

返

還

後

の

沖

縄

で

核

兵

器

の

再

配

備

も

で

き

る

か

も

し

れ

な

い

と

も

考

え

ら

れ

て

い

た

と

い

う

371

。 

 

沖

縄

返

還

が

必

要

な

政

治

的

理

由

と

し

て

、

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｍ

五

で

は

、

日

本

の

政

権

を

担

当

す

る

自

民

党

の

佐

藤

派

が

最

も

親

米

的

で

あ

り

、

長

期

間

に

わ

た

る

日

米

関

係

を

維

持

す

る

責

任

を

最

も

果

た

し

て

い

る

こ

と

を

挙

げ

て

い

た

。

佐

藤

首

相

は

沖

縄

返

還

に

政

治

生

命

を

か

け

て

お

り

、

も

し

彼

の

首

相

時

代

に

こ

れ

を

実

現

で

き

な

け

れ

ば

、

彼

は

自

身

の

後

継

者

を

決

定

で

き

な

く

な

る

。

こ

の

時

点

で

、

返

還

へ

の

流

れ

を

妨

げ

れ

ば

、

既

に

日

本

と

沖

縄

で

広

が

っ

て

い

る

基

地

に

対

す

る

敵

意

を

燃

え

広

が

ら

せ

る

だ

け

で

あ

り

、

ア

メ

リ

カ

軍

が

完

全

撤

退

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

る

日

を

早

め

る

だ

ろ

う

。

ク

ラ

ッ

プ

は

、

沖

縄

返

還

問

題

が

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｍ

五

で

日

米

関

係

の

文

脈

で

取

り

上

げ

ら

れ

た

の

は

、

沖

縄

返

還

の

最

も

説

得

力

あ

る

言

い

分

が

、

返

還

に

失

敗

す

れ

ば

、

日

米

関

係

全

体

が

破

綻

す

る

と

い

う

も

の

だ

っ

た

か

ら

だ

と

い

う

372

。 

 

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｍ

五

の

研

究

は

、

一

九

六

九

年

四

月

、

国

家

安

全

保

障

会

議

に

持

ち

込

ま

れ

た

。

国

家

安

全

保

障

会

議

で

は

沖

縄

返

還

に

反
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対

す

る

意

見

は

出

さ

れ

ず

、

沖

縄

返

還

と

返

還

後

の

基

地

の

地

位

が

決

定

さ

れ

た

。

た

だ

し

、

統

合

参

謀

本

部

が

主

張

し

た

核

の

貯

蔵

権

に

つ

い

て

は

、

こ

の

年

に

予

定

さ

れ

た

佐

藤

首

相

と

ニ

ク

ソ

ン

大

統

領

の

首

脳

会

談

に

お

け

る

交

渉

に

基

づ

き

、

大

統

領

に

よ

っ

て

決

定

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

統

合

参

謀

本

部

に

と

っ

て

も

、

大

統

領

の

決

定

に

よ

る

の

で

あ

れ

ば

、

核

貯

蔵

権

に

関

す

る

主

張

が

覆

さ

れ

る

こ

と

を

受

け

入

れ

や

す

か

っ

た

と

い

う

373

。

こ

の

会

議

後

、

五

月

二

八

日

に

Ｎ

Ｓ

Ｄ

Ｍ

一

三

が

出

さ

れ

、

国

務

省

に

沖

縄

返

還

交

渉

に

取

り

掛

か

る

権

限

が

与

え

ら

れ

た

374

。

以

後

、

六

月

か

ら

一

一

月

ま

で

、

日

米

首

脳

会

談

に

向

け

た

交

渉

が

展

開

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。 

 

ア

メ

リ

カ

側

は

、

日

本

政

府

と

の

交

渉

に

あ

た

り

核

兵

器

の

問

題

は

大

統

領

に

委

ね

ら

れ

て

い

る

と

し

、

核

兵

器

に

関

す

る

議

論

を

意

図

的

に

回

避

し

た

。

こ

れ

は

、

核

兵

器

の

撤

去

を

掲

げ

る

日

本

側

に

心

理

的

に

圧

力

を

加

え

る

こ

と

で

、

事

前

協

議

制

度

の

柔

軟

な

運

用

を

得

て

、

韓

国

と

台

湾

の

問

題

に

対

す

る

日

本

の

コ

ミ

ッ

ト

メ

ン

ト

を

引

き

出

す

た

め

に

計

算

さ

れ

た

も

の

だ

っ

た

。

事

前

協

議

制

度

の

柔

軟

な

運

用

の

確

約

を

得

る

こ

と

な

く

、

核

抜

き

の

返

還

合

意

は

、

軍

部

に

と

っ

て

も

議

会

に

と

っ

て

も

受

け

入

れ

不

可

能

だ

っ

た

と

ク

ラ

ッ

プ

は

指

摘

す

る

。 

 

核

兵

器

問

題

を

利

用

し

た

ア

メ

リ

カ

側

の

交

渉

戦

術

は

功

を

奏

し

、

事

前

協

議

制

度

に

関

す

る

新

た

な

運

用

に

つ

い

て

の

合

意

は

九

月

に

成

立

し

た

。

だ

が

、

核

兵

器

問

題

は

首

脳

会

談

で

決

定

さ

れ

る

と

い

う

建

前

か

ら

未

だ

解

決

を

見

な

か

っ

た

。

核

兵

器

の

問

題

が

棚

上

げ

さ

れ

続

け

た

こ

と

に

よ

り

、

交

渉

は

緊

張

し

た

。

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

タ

イ

ム

ズ

は

、

「

ニ

ク

ソ

ン

大

統

領

は

、

沖

縄

返

還

の

た

め

の

包

括

的

な

計

画

が

合

意

さ

れ

れ

ば

、

沖

縄

か

ら

核

兵

器

を

撤

去

す

る

こ

と

を

決

定

し

た

」

と

、

Ｎ

Ｓ

Ｄ

Ｍ

一

三

の

内

容

を

早

く

も

六

月

三

日

に

報

道

し

た

が

、

日

本

側

は

こ

れ

を

信

頼

し

な

か

っ

た

。

一

一

月

の

首

脳

会

談

が

目

前

に

迫

り

、

佐

藤

首

相

は

核

兵

器

の

問

題

を

直

接

ホ

ワ

イ

ト

ハ

ウ

ス

と

話

し

合

う

た

め

に

密

使

（

若

泉

敬

）

を

派

遣

し

た

。

密

使

は

キ

ッ

シ

ン

ジ

ャ

ー

国

家

安

全

保

障

問

題

担

当

大

統

領

補

佐

官

と

返

還

後

の

沖

縄

で

核

兵

器

の

撤

去

を

公

式

の

交

渉

経

路

の

裏

で

合

意

し

た

。

こ

の

合

意

に

よ

り

、

佐

藤

首

相

は

ニ

ク
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ソ

ン

大

統

領

と

核

抜

き

返

還

で

交

渉

を

妥

結

す

る

と

い

う

理

解

を

、

首

脳

会

談

の

前

に

得

る

こ

と

と

な

っ

た

375

。 

 
こ

う

し

て

沖

縄

返

還

交

渉

は

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

目

論

ま

れ

た

よ

う

に

、

韓

国

や

台

湾

な

ど

へ

の

日

本

の

責

任

増

大

と

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

の

条

件

で

妥

結

し

た

と

ク

ラ

ッ

プ

は

述

べ

る

。

ク

ラ

ッ

プ

に

よ

っ

て

明

ら

か

に

さ

れ

た

ア

メ

リ

カ

政

府

内

に

お

け

る

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

の

決

定

を

め

ぐ

る

動

向

に

つ

い

て

、

第

二

の

ピ

ー

ク

の

先

行

研

究

の

見

解

は

、

ク

ラ

ッ

プ

の

そ

れ

と

一

致

し

て

い

る

3
7
6

。

我

部

は

、

ク

ラ

ッ

プ

と

同

様

に

、

ア

メ

リ

カ

政

府

は

リ

ー

ク

な

ど

を

通

じ

て

そ

の

意

図

を

日

本

政

府

に

暗

に

伝

え

て

き

た

と

す

る

。

し

か

し

、

日

本

政

府

は

「

核

抜

き

」

は

困

難

で

あ

る

と

の

思

い

込

み

か

ら

、

そ

う

し

た

情

報

を

無

視

し

て

し

ま

っ

た

と

し

、

我

部

は

次

の

よ

う

に

批

判

す

る

。 

「

日

本

側

に

お

い

て

、

核

兵

器

に

つ

い

て

何

ら

か

の

了

解

を

米

側

か

ら

取

り

付

け

る

の

は

困

難

だ

と

自

ら

思

い

込

む

心

理

的

な

状

態

が

充

満

し

て

い

た

。

交

渉

目

標

へ

の

柔

軟

な

対

応

を

自

ら

放

棄

し

て

し

ま

っ

た

た

め

、

米

側

が

核

撤

去

の

意

思

を

も

っ

て

い

る

と

い

う

情

報

に

接

し

て

も

、

日

本

の

交

渉

者

た

ち

は

無

視

し

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

う

し

た

『

思

い

込

み

』

に

よ

る

硬

直

し

た

情

況

認

識

は

、

核

抜

き

を

実

現

す

る

た

め

に

、

ど

の

よ

う

な

財

政

的

・

政

治

的

コ

ス

ト

で

も

払

う

こ

と

に

全

く

疑

問

を

抱

か

ず

に

自

ら

を

納

得

さ

せ

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

3
7
7

。」

 

他

方

、

日

本

外

交

文

書

を

活

用

し

た

第

三

の

ピ

ー

ク

の

中

島

の

研

究

で

は

、

日

本

の

情

報

収

集

が

高

く

評

価

さ

れ

て

い

る

。

特

に

、

外

務

省

の

中

堅

官

僚

で

あ

る

千

葉

一

夫

は

、

国

務

省

だ

け

で

な

く

国

防

省

に

も

自

ら

足

を

運

び

、

国

防

省

で

沖

縄

担

当

の

責

任

者

だ

っ

た

ハ

ル

ペ

リ

ン

と

親

し

い

間

柄

と

な

り

、

「

沖

縄

に

関

す

る

確

度

の

高

い

情

報

を

得

て

き

た

」

と

さ

れ

る

378

。

千

葉

は

、

ハ

ル

ペ

リ

ン

か

ら

得

ら

れ

た

情

報

に

よ

り

、

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

返

還

の

考

え

を

固

め

た

と

い

う

。

中

島

は

、

ス

ナ

イ

ダ

ー

や

ハ

ル

ペ

リ

ン

と

い

っ

た

ア

メ

リ

カ

側

の

重

要

な

政

策

決

定

者

の

見

解

に

つ

い

て

、

外

務

省

上

層

部

が

ど

れ

だ

け

意

識

的

に

情

報

収

集

と

分

析

を

行

っ

て

い

き

た

か

に

つ

い

て

は

疑

問

で

あ

る

と

し

、

千

葉

を

は

じ

め

と

し

た

外

務

省

中

堅

官

僚

は

、

返

還

交

渉

に

お

け

る

重

要

な

役

割

を

果

た



 

 87 / 108 

 

し

て

い

た

と

述

べ

る

3
7
9

。 

外

務

省

の

中

堅

官

僚

ら

に

よ

る

情

報

収

集

が

重

要

で

あ

る

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

ア

メ

リ

カ

側

が

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

を

受

け

入

れ

る

余

地

が

あ

る

と

い

う

見

込

み

を

得

ず

に

、

日

本

政

府

が

そ

も

そ

も

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

を

交

渉

方

針

と

し

て

決

定

す

る

と

は

考

え

に

く

い

か

ら

で

あ

る

。

た

だ

し

、

千

葉

ら

が

頼

り

に

し

て

い

た

情

報

源

で

あ

る

ス

ナ

イ

ダ

ー

や

ハ

ル

ペ

リ

ン

と

い

っ

た

ア

メ

リ

カ

政

府

の

中

級

官

僚

ら

は

、

ク

ラ

ッ

プ

が

既

に

指

摘

し

た

よ

う

に

、

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

返

還

が

可

能

で

あ

る

こ

と

を

日

本

側

に

暗

に

伝

え

よ

う

と

し

て

い

た

。

一

九

六

九

年

六

月

の

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

タ

イ

ム

ズ

紙

に

よ

る

リ

ー

ク

も

、

ハ

ル

ペ

リ

ン

に

よ

る

も

の

だ

っ

た

と

言

わ

れ

る

3
8
0

。 

ア

メ

リ

カ

側

か

ら

す

れ

ば

、

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

の

返

還

が

可

能

で

あ

る

こ

と

を

は

っ

き

り

伝

え

る

こ

と

は

、

そ

も

そ

も

の

交

渉

を

台

無

し

に

し

て

し

ま

う

。

だ

が

、

沖

縄

返

還

問

題

に

進

展

が

見

ら

れ

ず

一

九

七

〇

年

を

迎

え

れ

ば

、

安

保

騒

動

の

再

来

と

い

う

大

き

な

政

治

的

リ

ス

ク

を

ア

メ

リ

カ

は

背

負

う

こ

と

に

な

る

。

日

本

政

府

に

ど

う

に

か

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

返

還

が

可

能

で

あ

る

こ

と

を

、

言

質

を

与

え

ず

に

悟

ら

せ

る

手

段

と

し

て

、

中

級

官

僚

を

通

じ

た

情

報

の

リ

ー

ク

は

適

当

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

。

中

堅

レ

ベ

ル

で

の

情

報

交

換

で

あ

れ

ば

、

い

ざ

と

い

う

と

き

に

そ

の

上

位

者

に

よ

っ

て

打

消

し

が

可

能

だ

か

ら

で

あ

る

。

ク

ラ

ッ

プ

に

よ

る

指

摘

を

合

わ

せ

て

考

え

み

た

と

き

、

外

務

省

の

中

堅

官

僚

ら

に

よ

る

情

報

収

集

は

、

ア

メ

リ

カ

側

の

情

報

操

作

に

利

用

さ

れ

て

い

た

側

面

も

あ

っ

た

と

言

え

る

か

も

し

れ

な

い

。 

日

本

政

府

に

よ

る

情

報

収

集

、

ひ

い

て

は

外

交

手

腕

の

是

非

は

、

沖

縄

返

還

が

日

本

外

交

に

い

か

な

る

意

義

が

持

っ

た

の

か

と

い

う

評

価

に

も

関

わ

っ

て

い

る

。

既

に

紹

介

し

た

よ

う

に

、

我

部

は

、

日

本

政

府

は

そ

の

「

思

い

込

み

」

の

た

め

に

、

沖

縄

返

還

に

際

し

て

、

様

々

な

譲

歩

を

重

ね

る

こ

と

に

な

っ

た

と

い

う

。

宮

里

も

、

ア

メ

リ

カ

政

府

に

よ

る

「

核

抜

き

」

を

利

用

す

る

交

渉

戦

術

は

極

め

て

効

果

的

だ

っ

た

と

し

、

交

渉

の

局

面

打

開

の

た

め

に

派

遣

さ

れ

た

密

使

・

若

泉

敬

も

核

密

約

や

繊

維

密

約

な

ど

「

不

必

要

な

取

引

を

行

う
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こ

と

に

な

っ

た

」

と

す

る

3
8
1

。 

一

方

、

中

島

は

、

沖

縄

返

還

交

渉

で

日

本

政

府

は

「

同

盟

国

と

し

て

東

ア

ジ

ア

の

安

全

保

障

問

題

に

初

め

て

政

策

と

し

て

関

与

」

し

た

と

し

、

日

本

政

府

の

主

体

性

を

高

く

評

価

す

る

382

。

中

島

は

、

日

本

政

府

が

韓

国

や

台

湾

の

有

事

に

際

し

て

在

日

ア

メ

リ

カ

軍

基

地

の

使

用

に

前

向

き

な

態

度

を

示

し

た

こ

と

を

、

日

本

政

府

自

ら

の

積

極

的

な

関

与

と

し

て

解

釈

し

、

我

部

や

宮

里

の

よ

う

に

迫

ら

れ

た

譲

歩

だ

っ

た

と

は

み

な

さ

な

い

。

ま

た

、

我

部

や

宮

里

が

不

要

と

し

た

密

使

に

よ

る

核

密

約

に

つ

い

て

も

、

も

し

そ

れ

が

な

け

れ

ば

、

よ

り

大

幅

な

譲

歩

を

迫

ら

れ

た

内

容

で

外

務

省

は

別

の

密

約

を

結

ぶ

こ

と

に

な

っ

た

か

も

し

れ

な

い

と

し

、

若

泉

に

よ

る

交

渉

は

日

本

外

交

に

と

っ

て

プ

ラ

ス

だ

っ

た

と

す

る

383

。

財

政

密

約

や

繊

維

密

約

に

関

し

て

は

、

そ

れ

ら

が

絡

み

合

い

な

が

ら

沖

縄

返

還

交

渉

が

展

開

し

て

い

た

こ

と

を

中

島

は

認

め

る

が

、

「

返

還

合

意

を

左

右

し

た

最

大

の

争

点

は

安

全

保

障

問

題

で

あ

っ

た

」

と

し

、

こ

の

二

つ

の

密

約

の

是

非

に

つ

い

て

は

論

じ

て

い

な

い

384

。 

だ

が

、

中

島

と

同

じ

く

日

本

外

務

省

の

資

料

を

活

用

し

た

信

夫

が

、

繊

維

密

約

が

沖

縄

返

還

の

条

件

だ

っ

た

と

強

調

し

て

い

る

こ

と

、

ま

た

、

我

部

も

財

政

密

約

の

行

方

が

沖

縄

返

還

を

左

右

し

た

と

述

べ

て

い

る

こ

と

を

踏

ま

え

れ

ば

、

中

島

の

諸

密

約

に

対

す

る

扱

い

は

不

十

分

な

部

分

が

あ

る

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

だ

ろ

う
385

。

ま

た

、

ア

メ

リ

カ

政

府

が

「

一

九

七

〇

年

問

題

」

を

危

惧

し

、

安

保

条

約

の

み

な

ら

ず

日

米

関

係

の

存

続

を

も

不

安

視

し

て

い

た

こ

と

を

踏

ま

え

れ

ば

、

既

に

低

下

し

て

い

た

沖

縄

に

お

け

る

核

兵

器

の

た

め

に

核

密

約

に

固

執

し

、

そ

の

た

め

に

沖

縄

返

還

交

渉

を

破

綻

さ

せ

る

政

治

的

リ

ス

ク

を

冒

す

と

い

う

の

も

考

え

に

く

い

。

沖

縄

返

還

の

最

大

の

論

点

と

も

言

え

る

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

を

め

ぐ

る

論

争

は

、

い

ま

だ

決

着

を

見

て

い

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。 

沖

縄

返

還

め

ぐ

る

先

行

研

究

に

お

け

る

解

釈

の

相

違

は

、

依

然

と

し

て

残

さ

れ

て

い

る

。

日

米

両

政

府

の

動

向

を

よ

り

詳

細

に

分

析

す

る

こ

と

で

、

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

を

め

ぐ

る

情

報

の

駆

け

引

き

の

是

非

を

問

い

直

す

必

要

が

あ

る

だ

ろ

う

。

こ

う

し

た

分

析

は

、

沖

縄

返

還

交

渉

と

諸

密

約

と

の

関

係

を

再

評

価

す

る

こ

と

に

も

つ

な

が

る

。

沖

縄

返

還

交

渉

は

今

後

と

も

取

り

組

ま

れ

る

べ

き

重

要

な
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研

究

課

題

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。 

  

お

わ

り

に 

  

本

稿

は

、

沖

縄

返

還

の

合

意

後

お

よ

そ

五

〇

年

に

わ

た

り

蓄

積

さ

れ

て

き

た

沖

縄

返

還

研

究

の

動

向

を

整

理

し

た

。

日

米

両

政

府

の

資

料

公

開

に

よ

っ

て

大

き

く

進

展

を

遂

げ

て

き

た

沖

縄

返

還

研

究

に

み

ら

れ

る

三

つ

の

ピ

ー

ク

の

特

徴

を

ま

と

め

る

と

次

の

よ

う

に

な

る

。 第

一

の

沖

縄

返

還

研

究

の

ピ

ー

ク

に

現

れ

た

研

究

は

、

日

米

両

政

府

の

公

文

書

が

公

開

さ

れ

な

い

な

か

、

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

調

査

な

ど

を

駆

使

し

、

沖

縄

返

還

交

渉

の

内

実

に

迫

ろ

う

と

し

た

。

こ

の

ピ

ー

ク

の

中

の

代

表

的

研

究

と

し

て

ク

ラ

ッ

プ

論

文

が

あ

る

。

ク

ラ

ッ

プ

論

文

は

、

沖

縄

返

還

交

渉

に

携

わ

っ

た

ア

メ

リ

カ

政

府

の

官

僚

ら

へ

の

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

調

査

に

基

づ

き

、

沖

縄

返

還

問

題

を

め

ぐ

る

ア

メ

リ

カ

政

府

内

の

動

向

を

明

ら

か

に

し

た

。

ク

ラ

ッ

プ

論

文

は

、

ア

メ

リ

カ

に

よ

る

沖

縄

の

長

期

保

有

を

法

的

に

確

定

し

た

「

潜

在

主

権

」

条

項

の

形

成

、

ア

メ

リ

カ

が

沖

縄

返

還

の

検

討

に

向

か

う

過

程

、

そ

し

て

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

の

決

定

が

ど

の

よ

う

に

形

成

さ

れ

た

か

に

つ

い

て

論

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

の

過

程

に

お

け

る

ア

メ

リ

カ

政

府

の

イ

ニ

シ

ア

テ

ィ

ブ

を

描

き

出

し

て

い

る

。 

第

二

の

ピ

ー

ク

の

沖

縄

返

還

研

究

は

、

ア

メ

リ

カ

政

府

の

公

文

書

を

活

用

し

、

沖

縄

返

還

研

究

の

水

準

を

着

実

に

高

め

て

い

っ

た

。

第

二

の

ピ

ー

ク

の

研

究

が

新

た

な

史

実

や

解

釈

を

提

示

し

て

き

た

一

方

で

浮

き

彫

り

に

な

っ

た

こ

と

は

、

ク

ラ

ッ

プ

論

文

に

よ

る

指

摘

の

正

確

さ

で

あ

る

。

特

に

、

ア

メ

リ

カ

政

府

が

沖

縄

返

還

の

検

討

に

向

か

い

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

に

よ

っ

て

沖

縄

返

還

交

渉

を

妥
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結

す

る

に

至

る

過

程

に

つ

い

て

、

第

二

の

ピ

ー

ク

の

研

究

は

ク

ラ

ッ

プ

が

言

う

通

り

、

沖

縄

返

還

交

渉

は

ア

メ

リ

カ

側

の

目

論

見

通

り

進

ん

だ

と

し

て

い

る

。

概

し

て

、

第

二

の

ピ

ー

ク

の

研

究

は

ク

ラ

ッ

プ

論

文

に

よ

る

指

摘

を

検

証

し

、

そ

の

妥

当

性

を

実

証

し

て

い

っ

た

と

言

え

よ

う

。 

日

本

政

府

側

の

資

料

公

開

に

よ

っ

て

も

た

ら

さ

れ

た

第

三

の

ピ

ー

ク

の

沖

縄

返

還

研

究

は

、

こ

れ

ま

で

ア

メ

リ

カ

側

の

資

料

か

ら

間

接

的

に

し

か

描

か

れ

て

こ

な

か

っ

た

日

本

政

府

側

の

沖

縄

返

還

問

題

に

対

す

る

イ

ニ

シ

ア

テ

ィ

ブ

を

明

ら

か

に

し

た

。

第

二

の

ピ

ー

ク

の

研

究

は

沖

縄

返

還

交

渉

に

お

け

る

日

本

政

府

の

情

報

収

集

能

力

を

批

判

し

て

き

た

が

、

第

三

の

ピ

ー

ク

の

研

究

は

外

務

省

の

中

堅

官

僚

ら

の

尽

力

に

よ

っ

て

ア

メ

リ

カ

側

か

ら

「

核

抜

き

・

本

土

並

み

」

の

決

定

に

関

す

る

感

触

を

掴

む

こ

と

が

で

き

、

日

本

政

府

は

そ

れ

を

返

還

交

渉

方

針

に

す

る

こ

と

が

で

き

た

と

擁

護

す

る

。

ま

た

、

ク

ラ

ッ

プ

や

第

二

の

ピ

ー

ク

の

研

究

が

、

ア

メ

リ

カ

政

府

の

巧

み

な

交

渉

に

よ

り

日

本

政

府

か

ら

引

き

出

し

た

と

す

る

事

前

協

議

制

度

の

柔

軟

化

に

つ

い

て

も

、

第

三

の

ピ

ー

ク

の

研

究

は

そ

れ

を

日

本

側

が

積

極

的

に

東

ア

ジ

ア

の

安

全

保

障

問

題

に

関

与

し

た

も

の

で

あ

る

と

評

価

す

る

。

第

三

の

ピ

ー

ク

の

研

究

は

、

沖

縄

返

還

問

題

に

対

す

る

日

本

側

の

動

向

を

詳

細

に

す

る

こ

と

で

、

沖

縄

返

還

問

題

を

ア

メ

リ

カ

側

に

偏

ら

な

い

視

点

か

ら

把

握

す

る

こ

と

を

可

能

に

し

た

の

で

あ

る

。 

第

一

、

第

二

、

第

三

の

ピ

ー

ク

の

研

究

が

日

米

二

国

間

の

視

点

か

ら

沖

縄

返

還

問

題

を

検

討

す

る

の

に

対

し

、

現

在

の

沖

縄

返

還

研

究

は

よ

り

そ

の

視

野

を

広

げ

て

い

る

。

例

え

ば

、

ア

メ

リ

カ

の

東

ア

ジ

ア

戦

略

の

再

編

か

ら

沖

縄

返

還

問

題

を

問

い

直

す

野

添

文

彬

に

よ

る

『

沖

縄

返

還

後

の

日

米

安

保

―

米

軍

基

地

を

め

ぐ

る

相

克

』

や

、

韓

国

政

府

や

中

華

民

国

政

府

の

公

文

書

を

利

用

し

、

両

政

府

に

と

っ

て

の

沖

縄

返

還

の

意

義

を

明

ら

か

に

す

る

佐

藤

千

尋

に

よ

る

『

沖

縄

返

還

と

東

ア

ジ

ア

冷

戦

体

制

―

琉

球

／

沖

縄

の

帰

属

・

基

地

問

題

の

変

容

』

が

あ

る

。

日

米

関

係

に

と

ど

ま

ら

な

い

視

野

か

ら

沖

縄

返

還

問

題

が

検

討

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

き

て

い

る

386

。 

こ

う

し

た

研

究

の

流

れ

を

受

け

て

、

今

後

の

沖

縄

返

還

研

究

で

は

日

米

両

政

府

以

外

の

公

文

書

を

用

い

た

研

究

が

登

場

し

て

く

る

だ
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ろ

う

。

沖

縄

返

還

問

題

を

よ

り

広

い

冷

戦

外

交

か

ら

検

討

す

る

に

あ

た

っ

て

は

、

ソ

連

政

府

の

公

文

書

を

利

用

す

る

こ

と

が

望

ま

し

い

。

国

際

社

会

か

ら

の

植

民

地

主

義

批

判

と

の

関

連

か

ら

言

え

ば

、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

の

形

成

過

程

の

時

点

か

ら

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

保

有

を

批

判

し

、

国

際

社

会

で

脱

植

民

地

化

を

唱

道

し

た

第

三

世

界

の

雄

で

あ

る

イ

ン

ド

政

府

の

公

文

書

を

利

用

す

る

こ

と

も

検

討

さ

れ

る

べ

き

か

も

し

れ

な

い

。 

一

九

六

九

年

一

一

月

、

沖

縄

返

還

の

合

意

を

見

た

佐

藤

首

相

は

記

者

会

見

で

、

「

戦

争

の

結

果

発

生

し

た

領

土

の

状

態

を

、

平

和

裡

の

話

し

合

い

に

よ

つ

て

（

原

文

マ

マ

）

双

方

が

満

足

す

る

形

で

変

更

し

た

と

い

う

こ

と

は

、

世

界

史

上

た

ぐ

い

ま

れ

な

こ

と

」

と

世

界

史

の

な

か

で

沖

縄

返

還

が

持

つ

意

義

を

強

調

し

た

387

。

今

後

、

沖

縄

返

還

研

究

が

ま

す

ま

す

進

展

す

る

に

つ

れ

、

沖

縄

返

還

の

世

界

史

的

意

義

が

よ

り

明

ら

か

に

な

る

だ

ろ

う

。 

   1
 

『

朝

日

新

聞

』

一

九

六

五

年

八

月

一

九

日

。

佐

藤

演

説

の

意

義

に

つ

い

て

は

、

中

島

琢

磨

『

沖

縄

返

還

と

日

米

安

保

体

制

』

（

有

斐

閣

、

二

〇

一

二

年

）

三

七

―

四

〇

頁

。 
2

 

宮

里

政

玄

『

日

米

関

係

と

沖

縄

 

一

九

四

五

―

一

九

七

二

』

（

岩

波

書

店

、

二

〇

〇

〇

年

）

二

四

九

―

二

五

二

頁

、

三

六

五

頁

。 
3

 

宮

里

政

玄

『

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

』

（

ニ

ラ

イ

社

、

一

九

八

四

年

）

一

六

六

―

一

六

七

頁

、

大

田

昌

秀

『

沖

縄

の

帝

王

 

高

等

弁

務

官

』

（

朝

日

新

聞

社

、

一

九

九

六

年

。

初

公

刊

は

久

米

書

房

、

一

九

八

四

年

）

二

四

七

―

二

六

八

頁

。 
4

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

四

―

二

七

頁

。

櫻

澤

誠

『

沖

縄

現

代

史

―

米

国

統

治

、

本

土

復

帰

か

ら

「

オ

ー

ル

沖

縄

」

ま

で

』

（

中

央

公

論

新

社

、

二

〇

一

五

年

）

七

、

二

〇

、

七

九

―

八

〇

頁

。 
5

 

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

編

『

庶

民

が

つ

づ

る

沖

縄

戦

後

生

活

史

』

（

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

、

一

九

九

八

年

）

二

三

三

頁

。 
6

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

四

七

―

二

五

八

頁

。 
7

 

同

右

、

第

五

章

。 
8

 

河

野

康

子

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

―

日

米

関

係

史

の

文

脈

』

（

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

九

四

年

）

二

二

一

頁

。 
9

 

中

島

『

沖

縄

返

還

と

日

米

安

保

体

制

』

三

五

頁

。 
1
0

 

宮

里

『

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

』

一

六

八

頁

。 
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1
1

 

ア

メ

リ

カ

政

府

は

沖

縄

現

地

当

局

で

あ

る

米

国

民

政

府

の

も

と

に

、

沖

縄

住

民

の

自

治

組

織

で

あ

る

琉

球

政

府

を

設

置

し

た

。

琉

球

政

府

に

は

、

立

法

、

行

政

、

司

法

の

三

権

を

そ

れ

ぞ

れ

担

う

機

関

と

し

て

、

立

法

院

、

行

政

府

、

裁

判

所

が

置

か

れ

た

。

本

稿

は

特

段

の

必

要

が

な

い

限

り

、

行

政

主

席

が

率

い

る

行

政

府

を

琉

球

政

府

と

呼

ぶ

。

櫻

澤

『

沖

縄

現

代

史

』

七

、

四

〇

頁

参

照

。 
1
2

 
外

間

完

和

『

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

―

琉

球

政

府

金

融

検

査

部

長

回

顧

録

』

(

ひ

る

ぎ

社

、

二

〇

〇

〇

年

)

三

〇

七

頁

。

な

お

、

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

」

と

は

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

よ

る

政

治

・

経

済

に

お

け

る

「

強

権

的

」

な

施

策

の

総

称

と

し

て

用

い

ら

れ

る

こ

と

も

あ

る

が

、

本

稿

で

は

、

沖

縄

の

金

融

機

関

の

大

規

模

な

汚

職

摘

発

を

指

す

狭

義

の

意

味

で

用

い

る

。

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

編

『

沖

縄

大

百

科

事

典

（

上

）
』

（

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

、

一

九

八

三

年

）

八

六

八

頁

。 
1
3

 

琉

球

新

報

社

編

『

沖

縄

列

伝

―

戦

後

史

の

証

言

者

た

ち

』

（

琉

球

新

報

社

、

二

〇

〇

八

年

）

二

四

五

頁

。 
1
4

 

我

部

政

明

『

日

米

関

係

の

な

か

の

沖

縄

』

（

三

一

書

房

、

一

九

九

六

年

）

一

四

六

―

一

五

四

頁

。 
1
5

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

一

五

頁

。 
1
6

 

「

二

・

一

決

議

」

の

全

文

は

、

中

野

良

夫

編

『

戦

後

資

料

 

沖

縄

』

（

日

本

評

論

社

、

一

九

六

九

年

）

四

一

五

頁

。 
1
7

 

田

辺

裕

総

監

修

『

国

際

連

合

』

（

朝

倉

書

店

、

二

〇

〇

〇

年

）

二

二

八

―

二

二

九

頁

。 
1
8

 

河

野

康

子

「

池

田

内

閣

期

の

沖

縄

問

題

（

一

）

―

国

連

に

お

け

る

植

民

地

主

義

批

判

と

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

の

沖

縄

新

政

策

を

中

心

に

―

」

『

法

学

志

林

』

第

一

一

一

巻

第

四

号

（

二

〇

一

四

年

三

月

）

一

八

頁

。 
1
9

 D
EPA

RTM
ENT

 OF
 DE

FEN
SE,

 OF
FI
CE 

OF 
PUB

LIC
 AF

FAI
RS,

 OF
FIC

E O
F N

EWS
 SE

RVI
CES

, M
AJO

R G
ENE

RAL
 PA

UL 
WYA

TT 
CAR

AWA
Y, 

Gen
. C

ara
way

, D
ec 

196
0
-A
ug 

196
4.,

 00
001

060
49,

 

O
ki
naw

a P
ref

ect
ura

l A
rch

ive
s(

以

下

、O
P
A

と

略

記

。

上

の

一

〇

桁

の

コ

ー

ド

は

沖

縄

県

公

文

書

館

の

資

料

コ

ー

ド

)
. 

今

後

、

特

に

記

載

が

な

い

限

り

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

昇

進

・

配

属

に

つ

い

て

は

、

こ

の

国

防

省

発

表

の

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

略

歴

に

準

じ

る

。 
2
0

 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

両

親

の

議

会

で

の

記

録

は

、

ア

メ

リ

カ

議

会

の

下

記

サ

イ

ト

よ

り

閲

覧

。

ht
tp:

//b
io
gui

de.
con

gre
ss.

gov
/b
ios

ear
ch/

bio
sea

rch
.as

p

（

二

〇

二

〇

年

六

月

一

六

日

ア

ク

セ

ス

）
。 

2
1

 Interview with Lieutenant General Caraway

（

以

下

、

IWLGC

と

略

す

）,
 
Se
cti

on 
1,
 Ja

nua
ry 

22,
 19

71
,
 Se

nio
r O

ffi
cer

s D
ebr

ief
ing

 Pr
ogr

am
,
 U.

 S.
 Ar

my 

Mi
lit

ary
 Hi

sto
ry 

Ins
tit

ute
, U

.S
. A

rmy
 He

rit
age

 an
d E

duc
ati

on 
Cen

ter

（

以

下

、

U
S
A
HE
C

と

略

す

）

,
 
p
p.
 3-

7.
 

2
2

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

一

三

頁

。 
2
3

 

同

右

、

二

一

〇

―

二

一

一

頁

。 
2
4

 IWLGC.
, S

ect
ion

 1,
 p.

 1. 
 

2
5

 Ibid.,
 p
. 2

6.
 

2
6

 Ibid
., 

Sec
tio

n 2
, J

anu
ary

 22
, 1

971
p. 

p. 
12.

 
2
7

 Ibid
., 

Sec
tio

n 1
, p

. 7
.
 

2
8

 Ibid.
, S

ect
ion

 1,
 p.

5.
 

2
9

 Ibid.
, S

ect
ion

 2,
 p.

 15
., S

ect
ion

 4,
 Fe

bru
ary

 25
, 1

971
, p

.37
.

 
3
0

 Ibid.,
 Se

cti
on 

2, 
p. 

15
.
 

3
1

 Ibid
..,

 pp
. 1

8-1
9.

 
3
2

 Ibid.,
 S
ect

ion
 3,

 Ja
nua

ry 2
2, 

197
1, 

pp.
31-

35
.

 
3
3

 
Ra
y S

. C
lin

e, Washington Command Post: The Operations Division
,
 (W

ash
int

on,
 D.

C.:
 Ce

nte
r o

f 
M
ili

tar
y H

ist
ory

 Un
ite

d S
tat

es 
Arm

y, 
199

0)
,
 p.

90
.

 
3
4

 Ibid.,
 p
.10

8.

当

時

、

参

謀

本

部

の

そ

れ

ぞ

れ

の

部

門

に

割

り

当

て

ら

れ

た

人

員

の

数

か

ら

み

て

も

、

作

戦

部

が

極

め

て

重

要

視

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

一

九

四

二

年

四

月

一

日

現

在

、

作

戦

部

が

一

〇

七

人

の

士

官

を

割

り

当

て

ら

れ

て

い

た

の

に

対

し

、

Ｇ

-

１

（

人

事

部

門

）
、

Ｇ

―

２

（

諜

報

部

門

）
、

Ｇ

―

３

（

訓

練

・

動

員

部

門

）
、

Ｇ

―

４

（

兵

站

部

門

）

に

は

そ

れ

ぞ

れ

、

一

三

人

、

一

六

人

、

一

四

人

、

一

二

人

し

か

割

り

当

て

が

な

か

っ

た

。 
3
5

 Ibid.,
 p
.10

9.
 

3
6

 IWLGC.
, S

ect
ion

 6,
 Ma

rch
 9, 

197
1, 

p. 
27
.
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3
7

 

ア

メ

リ

カ

軍

は

当

時

、

日

本

と

の

主

戦

場

で

あ

る

太

平

洋

戦

線

か

ら

離

れ

た

中

国

大

陸

に

日

本

軍

を

く

ぎ

付

け

に

す

る

た

め

、

蒋

介

石

率

い

る

中

華

民

国

軍

に

軍

事

支

援

を

与

え

て

い

た

。

ア

メ

リ

カ

軍

は

、

蒋

介

石

を

軍

事

戦

略

面

か

ら

も

支

え

る

た

め

、

陸

軍

き

っ

て

の

戦

略

家

だ

っ

た

ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

将

軍

を

、

連

合

国

軍

参

謀

長

と

し

て

中

国

に

派

遣

し

た

。

ウ

ェ

デ

マ

イ

ヤ

ー

に

つ

い

て

軍

事

史

家

の

キ

ー

ガ

ン

（

J
o
hn
 Des

mon
d P

atr
ick

 Ke
egan

）

は

、

「

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

が

こ

れ

ま

で

生

み

出

し

た

な

か

で

、

最

も

知

的

で

先

見

の

明

の

あ

る

軍

事

的

精

神

を

持

つ

人

物

の

う

ち

の

一

人

」

と

評

し

て

い

る

。

J
o
hn 

Kee
gan

, 

“A 
Gen

era
tio

n o
f V

ict
ors

” The New York Times
, A

ugu
st 

16,
 19

87
.
 

3
8

 Ibid.
, p

p. 
31-

32
.
 

3
9

 Ibid.,
 Se

cti
on 

6, 
p. 

73
.
 

4
0

 Ibid. 
Sec

tio
n 7

, p
p.3

5-4
6, 

p.6
0.

 
4
1

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

一

年

二

月

一

七

日

。 
4
2

 P
aul

 W.
 C
ara

way
, 

“Em
pir

e in
 Tr

ans
iti

on,

” The Field Artillery Journal
, (

Was
hin

gto
n, 

D.C
.: 

The
 Un

ite
d S

tat
es 

Fie
ld 

Art
ill

ery
 As

soc
iat

ion
, 

M
ay-

Jun
e 1

947
), 

p. 

15
0.

 
4
3

 IWLGC.
, S

ect
ion

 8,
 Ma

rch
 26

, 1
971

, p
.
 3
8.

 
4
4

 L
emn

itz
er 

to 
Car

awa
y, 

Jun
e 2

6, 
195

5, 
Box

 9,
 
Pa
ul 

W. 
Car

awa
y P

ape
rs,

 US
AHE

C.
 

4
5

 
Ca
raw

ay 
to 

Dun
n, 

Jan
uar

y 22
, 1

957
, B

ox 
11,

 Pa
ul 

W. 
Car

awa
y P

ape
rs,

 US
AHE

C.
 

4
6

た

と

え

ば

、

第

二

次

大

戦

前

の

中

国

天

津

で

は

、

満

州

事

変

後

、

日

本

が

中

国

で

権

益

を

着

々

と

広

げ

て

い

く

様

子

を

目

の

当

た

り

に

し

て

い

た

。

日

本

軍

の

軍

事

行

動

は

目

を

見

張

る

も

の

が

あ

り

、

外

交

面

に

お

い

て

も

日

本

は

、

イ

ギ

リ

ス

、

フ

ラ

ン

ス

、

ア

メ

リ

カ

が

許

す

ぎ

り

ぎ

り

の

範

囲

で

権

益

を

巧

み

に

拡

大

し

て

い

っ

た

、

と

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

回

想

す

る

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

見

る

と

こ

ろ

、

中

国

人

は

異

民

族

の

征

服

者

を

取

り

込

み

、

同

化

す

る

術

を

持

っ

て

い

た

が

、

日

本

人

に

は

そ

れ

が

通

用

せ

ず

、

そ

の

民

族

的

性

格

で

あ

る

積

極

性

や

勤

勉

さ

を

保

持

し

て

い

た

と

い

う

 

。

こ

う

し

た

経

験

か

ら

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

戦

後

、

日

本

人

を

「

西

太

平

洋

の

英

国

人

」

と

呼

ぶ

よ

う

に

な

る

 

。 
4
7

 

当

時

の

ア

メ

リ

カ

軍

基

地

拡

張

お

よ

び

兵

士

の

犯

罪

へ

の

日

本

人

の

反

発

に

つ

い

て

は

、

山

本

章

子

『

日

米

地

位

協

定

―

在

日

米

軍

と

「

同

盟

」

の

七

十

年

』

（

中

央

公

論

新

社

、

二

〇

一

九

年

）

二

六

―

三

一

頁

を

参

照

。 
4
8

 

山

本

章

子

『

米

国

と

日

米

安

保

条

約

改

定

―

沖

縄

・

基

地

・

同

盟

』

（

吉

田

書

店

、

二

〇

一

七

年

）

五

六

―

六

二

頁

。 
4
9

 

『

朝

日

新

聞

』

一

九

五

七

年

七

月

三

日

。 
5
0

 
Car

awa
y t

o W
ard

, O
cto

ber
 17,

 19
57,

 Bo
x 1

1, 
Car

awa
y, 

Pau
l W

., 
Pap

ers
, 

U
SAH

EC
.
 

5
1

 IWLGC.
, S

ect
ion

 11
, p

.78.
 

5
2

 Ibid.,
 p
. 7

8.
 

5
3

 
Car

awa
y t

o B
ren

nan
, D

ece
mbe

r 1
7, 

195
8, 

Box
 13

, C
ara

way
, P

aul
 W.

, P
ape

rs,
 
US
AHE

C.
 

5
4

 

平

良

『

戦

後

沖

縄

と

米

軍

基

地

』

一

二

二

―

一

二

五

頁

。 
5
5

 
Car

aw
ay 

to 
Fre

der
ick

, J
uly 

6, 
195

6, 
Box

 11
, C

ara
way

, P
aul

 W.
, P

ape
rs,

 
US
AHE

C.
 

5
6

 

坂

元

一

哉

『

日

米

同

盟

の

絆

―

安

保

条

約

と

相

互

性

の

模

索

』

（

有

斐

閣

、

二

〇

〇

〇

年

）

一

九

三

頁

。 
5
7

 

瀬

長

が

当

選

し

た

一

九

五

六

年

一

二

月

二

五

日

の

那

覇

市

長

選

挙

で

は

、

瀬

長

の

他

に

保

守

系

の

仲

井

真

宗

一

と

仲

本

為

美

が

出

馬

し

、

瀬

長

が

一

万

六

五

九

二

票

、

仲

井

真

が

一

万

四

六

四

八

票

、

仲

本

が

九

八

〇

二

票

を

獲

得

し

て

い

た

。

単

純

に

仲

井

真

と

仲

本

の

保

守

系

の

票

を

合

わ

せ

れ

ば

、

瀬

長

の

得

票

を

大

幅

に

上

回

っ

て

い

た

。

こ

れ

に

対

し

、

一

九

五

八

年

一

月

二

二

日

の

選

挙

で

は

、

兼

次

の

対

抗

候

補

の

平

良

辰

雄

が

三

万

四

五

〇

七

票

を

獲

得

し

た

の

に

対

し

、

兼

次

は

三

万

五

四

九

一

票

を

得

て

当

選

し

て

い

た

。

平

良

『

戦

後

沖

縄

と

米

軍

基

地

』

一

八

二

―

一

八

四

頁

。

な

お

、

一

九

五

六

年

と

一

九

五

八

年

の

間

で

、

投

票

者

数

の

大

幅

な

増

加

が

見

ら

れ

る

の

は

、

一

九

五

七

年

一

二

月

一

七

日

に

那

覇

市

に

隣

接

す

る

真

和

志

村

が

合

併

さ

れ

た

た

め

で

あ

る

。

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

『

沖

縄

年

鑑

 

一

九

五

九

年

度

』

（

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

、

一

九

五

九

年

）

八

〇

、

五

九

三

頁

。 
5
8

 

『

読

売

新

聞

』

一

九

五

七

年

八

月

六

日

。 
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5
9

 

我

部

『

日

米

関

係

の

な

か

の

沖

縄

』

一

一

七

―

一

三

〇

頁

、

坂

元

『

日

米

同

盟

の

絆

』

一

九

三

―

一

九

五

頁

。 
6
0

 

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

九

四

頁

、

中

島

『

沖

縄

返

還

と

日

米

安

保

体

制

』

九

九

頁

。 
6
1

 
坂

元

『

日

米

同

盟

の

絆

』

一

九

四

頁

。 

。

 
中

野

好

夫

・

新

崎

盛

暉

『

沖

縄

問

題

二

十

年

』

（

岩

波

書

店

、

一

九

六

五

年

）

一

二

七

―

一

三

一

頁

。 
6
3

 

我

部

政

明

『

沖

縄

返

還

と

は

何

だ

っ

た

の

か

―

日

米

戦

後

交

渉

史

の

中

で

』

（

日

本

放

送

出

版

協

会

、

二

〇

〇

〇

年

）

五

四

―

五

六

頁

。 
6
4

南

部

統

合

案

で

は

一

一

万

人

の

住

民

移

動

が

必

要

で

、

一

三

の

市

町

村

が

廃

止

さ

れ

、

四

三

の

学

校

が

閉

鎖

さ

れ

て

し

ま

う

。

嘉

手

納

統

合

案

で

も

、

一

四

万

九

〇

〇

〇

人

の

住

民

の

移

動

が

必

要

と

な

り

、

八

つ

の

市

町

村

お

よ

び

四

八

の

学

校

が

廃

止

さ

れ

て

し

ま

う

こ

と

に

な

る

。

平

良

『

戦

後

沖

縄

と

米

軍

基

地

』

二

〇

六

―

二

〇

七

頁

。 
6
5

 

こ

う

し

た

欠

点

を

持

っ

て

い

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

ア

イ

ゼ

ン

ハ

ワ

ー

大

統

領

が

「

飛

び

地

返

還

」

案

の

可

能

性

を

最

後

ま

で

追

求

し

続

け

て

い

た

と

い

う

の

は

興

味

深

い

も

の

が

あ

る

。

ア

メ

リ

カ

海

軍

戦

争

大

学

准

教

授

の

サ

ラ

ン

タ

ク

ス

は

、

ア

イ

ゼ

ン

ア

ワ

ー

が

「

飛

び

地

返

還

」

を

断

念

し

た

様

子

を

次

の

よ

う

に

生

き

生

き

と

描

写

し

て

い

る

。

「

そ

の

報

告

書

が

最

終

的

に

ホ

ワ

イ

ト

ハ

ウ

ス

に

届

い

た

の

は

、

大

統

領

が

実

現

可

能

性

に

関

す

る

研

究

を

要

求

し

て

か

ら

一

〇

カ

月

半

が

経

過

し

て

い

た

。

ゴ

ー

ド

ン

・

グ

レ

イ

（

G
ord

on 
Gray

）

国

家

安

全

保

障

問

題

担

当

大

統

領

補

佐

官

は

、

ア

イ

ゼ

ン

ハ

ワ

ー

に

報

告

書

の

要

点

を

読

ん

だ

。

グ

レ

イ

は

そ

の

時

、

彼

の

ノ

ー

ト

に

よ

れ

ば

、

『

大

統

領

は

統

合

の

考

え

に

つ

い

て

軍

部

に

決

し

て

受

容

さ

れ

な

い

の

に

、

こ

の

問

題

を

さ

ら

に

追

及

す

る

こ

と

に

い

か

な

る

利

益

が

あ

る

の

か

』

疑

わ

し

い

、

と

大

統

領

に

述

べ

た

。

ア

イ

ゼ

ン

ハ

ワ

ー

は

意

気

消

沈

し

、

こ

れ

に

同

意

し

た

。
」

Sa
ran

tak
es,

 Ke
yst

one
: T

he 
Amer

ica
n O

ccu
pat

ion
 of

 Ok
ina

wa 
and

 U.
S.
-
Jap

ane
se 

Rel
ati

ons
, (

Col
leg

est
ati

on,
 Te

xas
 A&

M U
niv

ers
ity

 Pr
ess

, 2
000

),p
.11

0.
 

6
6

 
U.
S. 

Dep
art

men
t o

f S
tat

e, Foreign Relations of the United States
(

以

下

、

FRUS

と

略

す

。): 1958–
1960, 

Vol
. XV

III
, J

apa
n; 

Kor
ea,

 (G
PO,

 19
94)

, p
p. 

346
-

34
7.

 
6
7

 

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

一

九

四

頁

。 
6
8

 IWLGC.
, S

ect
ion

 12
, p

.4
.
 

6
9

 

我

部

『

沖

縄

返

還

と

は

何

だ

っ

た

の

か

』

五

四

―

五

六

頁

。 
7
0

 
Car

awa
y t

o C
has

sir
on,

 Au
gus

t 2
7, 

195
9, 

Box
 15

, C
ara

way
, P

aul
 W.

, P
ape

rs,
 
US
AHE

C.
 

7
1

 

第

二

代

高

等

弁

務

官

の

ブ

ー

ス

は

（

D
o
na
ld P

. B
ooth

）

は

高

等

弁

務

官

退

任

後

、

大

将

へ

の

昇

進

は

叶

わ

な

か

っ

た

も

の

の

、

テ

キ

サ

ス

州

の

サ

ム

・

ヒ

ュ

ー

ス

ト

ン

に

あ

っ

た

第

四

軍

司

令

官

に

就

任

し

て

い

た

。

琉

球

新

報

社

編

『

世

替

わ

り

裏

面

史

：

証

言

に

み

る

沖

縄

復

帰

の

記

録

』

（

琉

球

新

報

社

、

一

九

八

三

年

）

三

七

一

頁

、B
o
oth

 to
 Ca

raw
ay,

 Ja
nua

ry 
26,

 19
62,

 
Of
fic

ial
 an

d P
ers

ona
l C

orr
esp

ond
enc

e, 
Jan

-

A
ug 

196
2. 

(2/
2),

 00
000

983
76,

 O
PA.

 
7
2

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

〇

年

二

月

十

六

日

。 
7
3

 

櫻

澤

『

沖

縄

現

代

史

』

八

〇

頁

。 
7
4

 
Ex
ecu

tiv
e O

rde
r 1

071
3, 

Jun
e 
5, 

195
7,
 

大

統

領

行

政

命

令

/
Pre

si
den

tia
l E

xec
uti

ve 
Ord

er,
 RD

AE0
000

71,
 OP

A.

日

本

語

訳

は

、

中

野

編

『

戦

後

資

料

』

一

五

八

―

一

六

〇

頁

を

参

照

。 
7
5

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

六

七

頁

。 
7
6

 

同

右

、

二

六

―

二

七

頁

。 
7
7

 

朝

日

新

聞

社

安

全

保

障

問

題

調

査

会

『

ア

メ

リ

カ

戦

略

下

の

沖

縄

』

（

朝

日

新

聞

社

、

一

九

六

七

年

）

四

二

頁

。

我

部

『

日

米

関

係

の

な

か

の

沖

縄

』

一

三

九

頁

。 
7
8

 

我

部

『

日

米

関

係

の

な

か

の

沖

縄

』

一

四

二

頁

。 
7
9

 H
ICO

MRY
 OK

INA
WA 

RYI
S t

o D
A,
 Ju

ne 
29,

 19
61,

 We
apo

ns 
and

 Tr
oop

 De
plo

yme
nts

, R
yuk

yus
, J

an 
195

9
-O
ct 

196
1.,

 00
001

060
56,

 OP
A.

 
8
0

 T
he 

Sec
re
tar

y o
f D

efe
nse

 to 
the

 Se
cre

tar
y o

f t
he 

Arm
y, 

the
 Se

cre
tar

y o
f t

he 
Nav

y, 
the

 Se
cre

tar
y o

f t
he 

Air
 Fo

rce
, t

he 
Cha

irm
an,

 Jo
int

 Ch
ief

s o
f S

taf
f, 

Und
ate

d,
 

W
eap

ons
 an

d T
roo

p D
epl

oym
ent

s, 
Ryu

kyu
s, 

Jan
 19

59
-
Oct

 19
61.

, 0
000

106
056

, O
PA.
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8
1

 
HI
COM

RY 
OKI

NAW
A R

YIS
 to

 US
AM
BAS

SAD
OR 

TOK
YO 

JAP
AN
,
 Ma

rch
 1,

 19
61,

 Di
et 

Vis
its

, 1
961

., 
000

010
604

9, 
OPA

.
 

8
2

 
To
kyo

 to
 Se

cre
tar

y o
f S

tate
, A

pri
l 1

9, 
196

1, 
Die

t V
isi

ts,
 19

61.
, 0

000
106

049
, 

O
PA

.
 

8
3

 
石

川

真

澄

『

戦

後

政

治

史

 

新

版

』

（

岩

波

書

店

、

二

〇

〇

四

年

）

八

七

―

八

八

、

九

二

頁

。 
8
4

 
To
kyo

 –
 Co

rre
cte

d P
age

 1 
to
 Se

cre
tar

y o
f S

tat
e, 

Apr
il 

18,
 19

61,
 
Di
et 

Vis
its

, 1
961

., 
000

010
604

9, 
OPA

.
 

8
5

 
HI
COM

RY 
OKI

NAW
A R

YIS
 to

 US
AM
BAS

SAD
OR 

TOK
YO 

JAP
AN
,
 Ma

rch
 1,

 19
61,

 Di
et 

Vis
its

, 1
961

., 
000

010
604

9, 
OPA

.
 

8
6

 
HIC

OMR
Y O

KIN
AWA

 RY
IS 

to 
USA

MBA
SSA

DOR
 TO

KYO
 JA

PAN
 (S

UPP
LEM

ENT
ARY

 CO
PY)

, M
ay 

1, 
196

1, 
Die

t V
isi

ts,
 19

61.
, 0

000
106

049
, 

O
PA
.
 

8
7

 H
ICO

MRY
 OK

INA
WA 

RYI
S t

o U
SA
MBA

SSA
DOR

 TO
KYO

 JA
PAN

, M
ay 

1, 
196

1, 
Die

t V
isi

ts,
 19

61.
, 0

000
106

049
, 

O
PA.

 
8
8

 

中

野

好

夫

、

新

崎

盛

暉

『

沖

縄

戦

後

史

』

（

岩

波

書

店

、

一

九

七

六

年

）

七

、

九

一

頁

。 
8
9

 

同

前

。

ま

た

、

総

合

雑

誌

に

お

け

る

沖

縄

関

係

論

文

数

の

推

移

を

み

て

も

、

「

島

ぐ

る

み

」

闘

争

時

に

数

の

増

大

が

見

ら

れ

、

そ

の

後

減

少

す

る

と

い

う

傾

向

が

み

ら

れ

る

。

渡

辺

昭

夫

『

戦

後

日

本

の

政

治

と

外

交

―

沖

縄

問

題

を

め

ぐ

る

政

治

過

程

』

（

福

村

出

版

、

一

九

七

〇

年

）
、

二

七

〇

頁

。 
9
0

 
Co
mpl

ete
 Di

scu
ssi

on,
 Ap

ril
 2
5, 

196
1, 

Die
t V

isi
ts,

 19
61.

, 0
000

106
049

, O
PA

.
 

9
1

 Ibid
.
 

9
2

 
JCS

 WA
SH 

DC 
to 

CIN
CPA

C U
nda

ted
, D

iet
 Vi

sit
s, 

196
1.,

 00
001

060
49,

 OP
A
.
 

9
3

 

沖

縄

に

訪

れ

た

国

会

議

員

は

、

自

民

党

か

ら

船

田

中

、

青

柳

秀

夫

、

小

泉

純

也

、

谷

口

慶

吉

、

二

階

堂

進

の

計

五

人

。

社

会

党

か

ら

は

西

村

関

一

、

森

中

守

義

、

戸

叶

里

子

の

計

三

人

。

民

社

党

か

ら

は

門

司

亮

、

相

馬

助

治

の

計

二

人

。

そ

の

他

、

無

所

属

の

市

川

房

枝

と

参

議

院

同

志

会

の

杉

山

昌

作

の

計

二

人

。

総

勢

一

二

人

の

国

会

議

員

が

沖

縄

に

訪

問

し

た

。H
os
t a

nd 
In
ter

pre
ter

 As
sig

nm
ent

s
, 
Jun

e,1
2-1

5, 

1
96
1, 

Die
t V

isi
ts,

 19
61.

, 0
000

106
049

, O
PA
.

 
9
4

 

『

読

売

新

聞

』

一

九

六

一

年

六

月

一

七

日

。 
9
5

 

『

読

売

新

聞

』

一

九

六

一

年

六

月

一

四

日

。 
9
6

 

『

読

売

新

聞

』

一

九

六

一

年

六

月

一

七

日

。 
9
7

 

中

野

好

夫

、

新

崎

盛

暉

『

沖

縄

問

題

二

〇

年

』

（

岩

波

書

店

、

一

九

六

五

年

）

一

四

六

頁

。 
9
8

 

同

右

、

一

四

六

―

一

四

八

頁

。 
9
9

 

『

読

売

新

聞

』

一

九

六

一

年

六

月

一

七

日

。 
1
0
0

 
Rep

ort
 on

 th
e V

is
it 

of 
Twe

lv
e M

emb
ers

 of
 th

e J
apa

nes
e D

iet
 to

 Ok
ina

wa

”, 
12-

15 
Jun

e 1
961

., 
27p

. D
iet

 Vi
sit

s, 
196

1.,
 00

001
060

49,
 OP

A.
 

1
0
1

 Ibid.,
 p.

26.
 

1
0
2

 Ibid.
, p

. 6
. 

国

会

議

員

ら

は

、

沖

縄

住

民

が

日

本

本

土

比

較

し

て

大

規

模

な

墓

を

建

て

る

こ

と

に

つ

い

て

、

「

死

後

に

豪

勢

な

墓

に

入

る

た

め

に

、

生

き

て

い

る

間

に

貧

困

な

住

居

に

満

足

し

て

い

る

」

と

茶

化

し

て

い

た

と

い

う

。H
IC
OMR

YIS
 O
KIN

AWA
 RY

IS 
to 

DA
, J

une
 18

, 1
961

, 

Di
et 

Vis
it
s, 

196
1.,

 00
001

060
49
, O

PA.
 

1
0
3

 

米

国

海

軍

軍

政

府

布

告

第

二

号

第

二

条

に

よ

れ

ば

、

「

日

本

帝

国

国

旗

を

掲

揚

し

或

い

は

そ

の

国

歌

を

唱

弾

す

る

者

」

は

処

罰

さ

れ

た

が

、

一

九

五

二

年

四

月

二

八

日

に

「

刑

法

並

び

に

訴

訟

手

続

き

法

典

」

が

改

正

さ

れ

、

「

政

治

的

意

味

を

伴

わ

な

い

限

り

、

個

人

の

家

屋

又

は

個

人

的

集

会

に

お

け

る

国

旗

の

使

用

」

は

認

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

「

一

九

七

〇

年

一

月

一

日

 

日

本

国

旗

の

自

由

掲

揚

始

ま

る

」

h
tt
ps:

//ww
w.a

rch
ive

s.p
ref

.ok
ina

wa.
jp/

new
s/t

hat
_da

y/7
801

（

二

〇

二

〇

年

八

月

二

一

日

ア

ク

セ

ス

）
。 

1
0
4

 

「

国

旗

掲

揚

に

就

い

て

の

請

願

書

」

（

一

九

五

二

年

五

月

二

六

日

）

『

国

旗

掲

揚

に

関

す

る

請

願

 

一

九

五

二

年

六

月

』

0
000

062
782

, 

沖

縄

県

公

文

書

館

。 
1
0
5

 

河

野

康

子

「

池

田

・

ケ

ネ

デ

ィ

会

談

再

考

―

国

旗

掲

揚

と

施

政

権

返

還

要

求

の

凍

結

―

」

『

法

学

志

林

』

第

一

一

一

巻

第

二

号

（

二

〇

一

三

年

一

一

月

）

一

九

頁

。 
1
0
6

 
HIC

OMR
YIS

 OK
INA

WA 
to 

DA,
 WAS

H. 
D.C

., 
Jul

y 2
4, 

196
1, 

Ryu
kyu

s I
sla

nds
, 1

961
., 

000
010

555
0, 

OPA
.
, 
DA,

 WA
SH.

 D.
C. 

to 
HIC

OMR
YIS

 OK
INA

WA,
 Ju

ly 
27,

 19
61,

 Ry
uky

us 

I
sla

nds
, 1

961
., 

000
010

555
0, 

OP
A. 

大

城

将

保

『

琉

球

政

府

―

自

治

権

の

実

験

室

』

（

ひ

る

ぎ

社

、

一

九

九

二

年

）

一

三

頁

。 
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1
0
7

 R
eis

cha
uer

 to
 Mc

Con
aug

hy,
 Au

gus
t 9

, 1
961

, R
yuk

yus
 Is

lan
ds,

 19
61.

, 0
000

105
550

, O
PA

.
 

1
0
8

 
Rei

sch
aue

r t
o B

all
, A

ugu
st 5

 19
61,

 Ry
uky

us 
Isl

and
s, 

196
1.,

 00
001

055
50,

 OP
A.

 
1
0
9

 
沖

縄

の

金

融

機

関

に

お

け

る

汚

職

は

、

外

間

『

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

』
。

特

に

沖

縄

銀

行

に

お

け

る

内

部

告

発

に

つ

い

て

は

第

三

章

、

実

際

に

取

り

付

け

騒

ぎ

を

起

こ

す

こ

と

に

な

っ

た

金

融

機

関

に

つ

い

て

は

第

二

四

章

、

第

二

十

八

章

を

参

照

。 
1
1
0

 
Boo

th 
to 

Car
awa

y, 
Jan

uar
y 26

, 1
962

, O
ffi

cia
l a

nd 
Per

son
al 

Cor
res

pon
den

ce,
 Ja

n
-A
ug 

196
2. 

(2/
2),

 00
000

983
76,

 OP
A.

 
1
1
1

 
Ond

ric
k, 

OKI
NAW

A t
o C

ara
way,

 WA
SHI

NGT
ON,

 De
cem

ber
 18

, 1
961

, T
ask

 Fo
rce

 Ry
uky

us,
 Oc

t
-D
ec 

196
1.,

 00
001

055
61,

 OP
A.

 
1
1
2

 

『

読

売

新

聞

』

一

九

六

二

年

七

月

二

五

日

。 
1
1
3

 

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

二

一

一

―

二

一

八

頁

。 
1
1
4

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

七

月

三

一

日

。 
1
1
5

 H
ICO

MRY
 OK

INA
WA 

to 
RUE

PDA
/DA

 WA
SHD

C, 
Mar

ch 
30,

 19
61,

 Lo
cal

 Au
ton

omy
 in

 th
e R

yuk
yua

n I
sla

nds
., 

000
010

555
7, 

OPA.
 

1
1
6

 
DA
 WA

SH 
DC 

to 
HIC

OMR
Y O

KIN
AWA

 RY
IS,

 Ap
ril

 3,
 19

62,
 Lo

cal
 Au

ton
omy

 in
 th

e R
yuk

yua
n I

sla
nds

., 
000

010
555

7, 
OPA

.
 

1
1
7

 
Ond

ric
k, 

OKI
NAW

A t
o C

ara
way,

 WA
SHI

NGT
ON,

 De
cem

ber
 18

, 1
961

, T
ask

 Fo
rce

 Ry
uky

us,
 Oc

t
-D
ec 

196
1.,

 00
001

055
61,

 OP
A.

 
1
1
8

 
HIC

OMR
YIS

 to
 DA

, W
ASH

DC,
 Ju

ly
 7,

 19
61,

 Ry
uky

us 
Isl

and
s, 

196
1.,

 00
001

055
50,

 OP
A
.
 

1
1
9

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

四

月

二

三

日

。 
1
2
0

 

中

野

好

夫

、

新

崎

盛

暉

『

沖

縄

戦

後

史

』

（

岩

波

新

書

、

一

九

七

六

年

）

一

二

七

頁

。 
1
2
1

 
HIC

OMR
Y O

KIN
AWA

 t
o R

UAP
AD/

AM
BAS

SY 
TOK

YO 
JAP

AN,
 Fe

bru
ary

 5,
 19

62,
 Ry

uky
us:

 Re
ver

sio
n, 

196
2 (

Rev
ers

ion
 Re

sol
uti

ons
).,

 00
001

060
5
4,
 OP

A.
 

1
2
2

 
Ond

ric
k, 

OKI
NAW

A t
o C

ara
way,

 WA
SHI

NGT
ON,

 De
cem

ber
 18

, 1
961

, T
ask

 Fo
rce

 Ry
uky

us,
 Oc

t
-D

ec 
196

1.,
 00

001
055

61,
 OP

A.

オ

ン

ド

リ

ッ

ク

は

ま

た

、

沖

縄

で

政

治

問

題

に

な

っ

て

い

た

渡

航

制

限

に

つ

い

て

、

む

し

ろ

琉

球

政

府

が

高

等

弁

務

官

に

実

施

す

る

こ

と

を

期

待

し

て

い

る

と

述

べ

て

い

る

。

渡

航

制

限

と

は

、

沖

縄

の

出

入

域

を

管

理

す

る

も

の

で

、

日

本

へ

の

渡

航

が

拒

否

さ

れ

た

り

、

日

本

か

ら

沖

縄

へ

の

渡

航

が

拒

否

さ

れ

た

り

す

る

こ

と

が

あ

り

、

政

治

問

題

と

な

っ

て

い

た

。

し

か

し

、

琉

球

政

府

は

、

こ

の

業

務

を

自

ら

が

実

施

し

、

拒

否

の

決

定

を

出

す

こ

と

に

な

れ

ば

自

ら

が

矢

面

に

立

た

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

た

め

に

、

そ

の

権

限

を

持

ち

た

が

ら

な

か

っ

た

。

ま

た

、

琉

球

政

府

は

渡

航

制

限

を

選

挙

戦

術

に

も

利

用

し

て

お

り

、

一

九

六

一

年

一

二

月

の

那

覇

市

長

選

挙

で

、

革

新

候

補

を

応

援

す

る

た

め

に

日

本

か

ら

沖

縄

へ

の

渡

航

を

申

請

し

た

二

人

の

共

産

主

義

者

の

入

域

拒

否

を

勧

告

し

た

。 
1
2
3

 IWLGC., 
Sec

tio
n 1

2, 
Apr

il 2
1, 

197
1, 

p.2
0.

 
1
2
4

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

二

五

―

二

二

六

頁

。 
1
2
5

 IWLGC.,
 Se

cti
on 

12,
 pp

. 4
7-4

8.
 

1
2
6

 Ibid
. 

平

良

幸

市

回

想

録

刊

行

委

員

会

編

『

土

着

の

人

―

平

良

幸

市

小

伝

』

（

文

進

印

刷

、

一

九

九

四

年

）

三

一

一

―

三

一

二

頁

。 
1
2
7

 

琉

球

新

報

社

編

『

世

替

わ

り

裏

面

史

』

三

七

一

頁

。 
1
2
8

 IWLGC.
, S

ect
ion

 12
, p

. 4
8. 

東

田

幸

夫

「

改

革

と

自

治

権

の

矛

盾

―

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

ー

施

政

を

振

り

返

る

」

『

世

界

週

報

』

第

四

十

五

巻

第

二

十

六

号

（

一

九

六

四

年

六

月

）

二

〇

頁

。 
1
2
9

 

サ

ト

ウ

キ

ビ

は

収

穫

後

す

ば

や

く

処

理

し

な

い

と

糖

分

が

流

れ

出

て

し

ま

う

た

め

、

サ

ト

ウ

キ

ビ

が

栽

培

さ

れ

る

現

地

の

製

糖

工

場

で

粗

糖

（

原

料

糖

）

に

加

工

さ

れ

る

。

そ

の

後

、

粗

糖

が

精

製

糖

工

場

に

運

ば

れ

、

最

終

消

費

財

と

し

て

消

費

者

が

口

に

す

る

砂

糖

（

精

製

糖

）

と

な

る

。

田

中

高

「

日

本

製

糖

業

の

現

状

と

課

題

に

つ

い

て

」

『

中

部

大

学

産

業

経

済

研

究

所

』

第

二

六

号

（

二

〇

一

六

年

六

月

）

三

八

頁

。 
1
3
0

 

砂

糖

お

よ

び

パ

イ

ン

の

輸

出

高

は

以

下

を

参

照

。

琉

球

銀

行

調

査

部

編

『

戦

後

沖

縄

経

済

史

』

（

琉

球

銀

行

、

一

九

八

四

年

）

一

三

二

二

頁

。 
1
3
1

 

な

お

、

砂

糖

や

パ

イ

ン

な

ど

に

よ

る

輸

出

で

賄

い

き

れ

な

い

輸

入

赤

字

分

は

、

貿

易

外

取

引

、

つ

ま

り

ア

メ

リ

カ

や

日

本

か

ら

の

援

助

に

よ

っ

て

埋

め

合

わ

さ

れ

て

い

た

。

琉

球

銀

行

調

査

部

は

、

沖

縄

の

対

外

収

支

構

造

に

つ

い

て

以

下

の

よ

う

に

述

べ

る

。

「

米

軍

関

係

受

取

や

日

米

両

国

政

府

援

助

等

貿

易

外

受

け

取

り

が

、

拡

大

す

る

貿

易

収

支

の

赤

字

を

埋

め

合

わ

せ

て

き

た

こ

と

か

ら

対

外

収

支
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の

大

幅

な

赤

字

が

露

呈

さ

れ

ず

、

そ

の

結

果

一

九

六

〇

年

代

の

経

済

成

長

が

可

能

に

な

っ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

増

加

す

る

貿

易

外

受

取

が

あ

っ

て

は

じ

め

て

対

外

支

払

い

の

大

半

を

占

め

る

輸

入

の

拡

大

が

可

能

に

な

っ

た

と

い

う

方

が

適

切

か

も

し

れ

な

い

。
」

同

前

、

一

一

六

八

頁

。 
1
3
2

 
中

野

良

夫

・

新

崎

盛

暉

『

沖

縄

問

題

二

十

年

』

（

岩

波

書

店

、

一

九

六

五

年

）

一

八

八

―

一

八

九

頁

。 
1
3
3

 

大

田

『

想

い

出

を

随

筆

に

の

せ

て

』

二

三

七

頁

。 
1
3
4

 IWLGC.,
 Se

cti
on 

12,
 p.

 48.
 

1
3
5

 

安

次

富

英

夫

「

分

蜜

糖

工

場

」

『

沖

縄

大

百

科

事

典

』

下

巻

、

四

〇

五

頁

。 
1
3
6

 

琉

球

政

府

は

一

九

六

四

年

四

月

、

「

糖

業

振

興

五

か

年

計

画

」

を

策

定

し

、

農

連

を

含

む

製

糖

会

社

一

〇

社

に

対

し

、

企

業

の

統

合

を

勧

告

し

た

が

、

結

局

、

実

現

で

き

た

の

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

よ

る

こ

の

統

合

の

み

だ

っ

た

。

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

編

『

沖

縄

年

鑑

 

一

九

六

五

』

（

沖

縄

タ

イ

ム

ス

、

一

九

六

五

年

）

一

四

二

―

一

四

三

頁

。 
1
3
7

 
IW
LGC

, S
ect

ion
 12

, A
pri

l 2
1,
 19

71,
 p.

48
.

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

、

就

任

一

年

目

か

ら

既

に

平

良

を

信

頼

で

き

る

人

物

と

み

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

平

良

幸

市

の

妻

で

あ

る

梅

子

は

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

さ

ん

の

車

」

と

題

し

、

以

下

の

よ

う

な

回

想

を

残

し

て

い

る

。

や

や

長

い

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

と

平

良

の

関

係

を

よ

く

描

写

し

て

い

る

の

で

、

こ

こ

に

全

文

引

用

す

る

。 

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

高

等

弁

務

官

が

ブ

ー

ス

弁

務

官

の

後

任

と

し

て

就

任

ま

も

な

い

頃

、

沖

縄

の

各

界

と

の

顔

合

わ

せ

の

パ

ー

テ

ィ

が

開

か

れ

た

が

、

そ

れ

に

私

ど

も

夫

婦

も

招

待

さ

れ

た

。 

招

か

れ

た

メ

ン

バ

ー

は

、

大

田

主

席

は

じ

め

時

の

琉

球

政

府

の

首

脳

、

裁

判

所

の

上

層

部

、

そ

し

て

政

党

代

表

で

あ

っ

た

。 

社

大

党

か

ら

は

安

里

（

積

千

代

）

委

員

長

と

、

書

記

長

の

幸

市

で

、

皆

さ

ん

夫

婦

同

伴

で

あ

る

。 

一

時

間

の

ガ

ー

デ

ン

パ

ー

テ

ィ

が

予

定

通

り

終

わ

る

と

、

み

ん

な

は

三

々

五

々

引

き

上

げ

ら

れ

た

。

安

里

委

員

長

ご

夫

妻

も

ご

自

分

の

車

に

乗

り

込

ま

れ

た

。

私

ど

も

は

安

里

さ

ん

の

車

に

便

乗

さ

せ

て

も

ら

っ

た

の

で

、

帰

り

も

そ

の

つ

も

り

で

あ

っ

た

。

だ

が

幸

市

の

姿

が

ど

こ

に

も

見

つ

か

ら

な

い

。 

“

ど

う

し

た

の

か

し

ら

”

と

不

審

に

思

い

な

が

ら

待

つ

こ

と

二

十

分

く

ら

い

。

他

の

方

々

は

残

ら

ず

引

き

上

げ

ら

れ

い

ら

い

ら

し

て

い

る

と

、

や

っ

と

幸

市

が

姿

を

現

し

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

さ

ん

と

何

か

語

ら

い

な

が

ら

（

も

ち

ろ

ん

通

訳

付

き

で

）

思

い

が

け

な

い

方

向

か

ら

や

っ

て

来

た

の

で

あ

る

。 

そ

れ

に

し

て

も

、

ど

こ

へ

行

っ

て

た

ん

だ

ろ

う

。

ず

い

ぶ

ん

安

里

さ

ん

を

お

待

た

せ

し

て

お

き

な

が

ら

。

一

体

ど

ん

な

用

件

が

あ

っ

た

の

か

し

ら

。

心

の

中

の

疑

問

を

、

車

の

中

で

幸

市

に

尋

ね

る

と

、

『

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

氏

に

“

僕

の

車

を

見

に

行

こ

う

”

と

誘

わ

れ

た

の

で

、

車

庫

ま

で

行

っ

た

』

と

答

え

た

。

“

な

ぜ

あ

た

な

を

連

れ

て

行

っ

た

ん

で

す

か

？

そ

し

て

ど

う

で

し

た

？

と

聞

き

た

い

こ

と

は

い

ろ

い

ろ

あ

っ

た

が

、

安

里

ご

夫

妻

も

ご

一

緒

の

車

で

は

聞

け

な

か

っ

た

。 

家

に

帰

っ

て

か

ら

早

速

聞

い

て

み

る

と

、

『

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

氏

は

”

僕

の

公

用

車

は

こ

れ

、

私

用

車

は

あ

れ

だ

“

と

指

差

し

、
”

ミ

ス

タ

ー

タ

イ

ラ

、

沖

縄

の

社

長

級

の

私

用

車

と

僕

の

と

比

べ

て

ご

ら

ん

“

と

言

わ

れ

た

。
』

そ

し

て

こ

う

付

け

足

し

た

。

『

沖

縄

の

社

長

級

の

乗

用

車

は

会

社

の

デ

ラ

ッ

ク

ス

版

。

そ

れ

に

比

べ

る

と

弁

務

官

の

自

家

用

車

は

ず

い

ぶ

ん

見

劣

り

す

る

も

の

だ

っ

た

』

と

。

『

ど

う

し

て

あ

な

た

に

だ

け

そ

ん

な

車

を

見

せ

た

の

で

し

ょ

う

』

と

聞

く

と

、

幸

市

は

『

さ

あ

な

』

と

答

え

た

き

り

。 

ど

う

し

て

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

高

等

弁

務

官

は

、

あ

ん

な

に

大

勢

の

招

待

客

の

中

か

ら

、

あ

ま

り

立

派

で

も

な

い

自

家

用

車

を

幸

市

に

だ

け

わ

ざ

わ

ざ

見

せ

た

の

だ

ろ

う

か

？

こ

の

事

は

永

い

間

、

私

の

胸

中

に

し

ま

い

こ

ん

だ

疑

問

で

あ

っ

た

。

も

ち

ろ

ん

幸

市

は

、

自

分

か

ら

弁

務

官

の

車

が

見

た

い

と

い

う

人

で

は

な

い

。

わ

ざ

わ

ざ

見

せ

に

連

れ

て

行

っ

た

の

に

は

何

か

わ

け

が

あ

る

に

違

い

な

い

。

そ

の

わ

け

を

知

り

た

い

と

思

っ

て

い

た

。 

幸

市

が

逝

っ

て

三

年

目

の

お

盆

の

時

、

お

焼

香

に

み

え

た

元

秘

書

課

の

方

々

に

そ

の

話

を

し

た

。

す

る

と

『

あ

ぁ

、

そ

れ

に

は

こ

う

い

う

い

き

さ

つ

が

あ

っ

た

ん

で

す

と

』

と

、

次

の

よ

う

に

語

っ

て

く

れ

た

。 

『

僕

が

新

聞

記

者

時

代

、

書

い

た

事

が

あ

り

ま

し

た

。

そ

れ

は

平

良

知

事

が

議

員

時

代

の

頃

、

経

済

界

の

代

表

の

方

々

が

立

法

院

に

陳

情

に

来

ら

れ

た

時

の

こ

と

で

す

。

事

業

税

を

も

っ

と

安

く

し

て

欲

し

い

、

と

の

陳

情

で

。

す

る

と

幸

市

さ

ん

は

、

陳

情

者

の

乗

っ

て
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こ

ら

れ

た

車

を

見

て

、

“

あ

ん

な

立

派

な

車

を

乗

り

回

さ

れ

る

方

々

の

税

金

を

引

き

下

げ

て

、

そ

の

不

足

分

を

一

般

庶

民

か

ら

引

き

揚

げ

て

当

て

よ

、

と

お

っ

し

ゃ

る

の

で

す

か

”

と

答

え

た

の

で

、

一

同

は

言

う

術

を

な

く

し

て

引

き

下

が

っ

た

。

―

こ

の

よ

う

な

内

容

の

分

を

載

せ

た

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

事

は

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

弁

務

官

の

就

任

前

の

話

で

す

が

、

弁

務

官

は

情

報

集

め

に

は

念

入

り

だ

っ

た

よ

う

で

す

か

ら

、

多

分

そ

の

記

事

を

覚

え

て

居

ら

れ

た

の

で

は

…

。
』

と

。 

以

上

の

事

か

ら

私

も

な

る

程

と

合

点

が

い

っ

た

も

の

だ

っ

た

。
」

平

良

幸

市

回

想

録

刊

行

委

員

会

編

『

土

着

の

人

―

平

良

幸

市

伝

』

（

文

進

印

刷

、

一

九

九

四

年

）

三

六

八

―

三

七

〇

頁

。 
1
3
8

 

宮

里

政

玄

『

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

』

（

岩

波

書

店

、

一

九

六

六

年

）

二

〇

二

―

二

〇

三

頁

。 
1
3
9

 

富

原

守

保

『

金

融

の

裏

窓

十

五

年

―

富

原

守

保

回

顧

録

』

（

経

済

評

論

社

、

一

九

六

四

年

）

一

五

一

頁

。 
1
4
0

 

外

間

『

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

』

三

二

、

五

一

頁

。 
1
4
1

 

宮

里

『

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

』

二

〇

三

頁

。 
1
4
2

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

五

一

頁

、

東

田

「

改

革

と

自

治

権

の

矛

盾

」

一

七

頁

。 
1
4
3

 

外

間

『

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

』

二

二

頁

。 
1
4
4

 

同

右

、

五

一

頁

。 
1
4
5

 

東

田

「

改

革

と

自

治

権

の

矛

盾

」

一

七

頁

。 
1
4
6

 

「

自

治

神

話

説

」

へ

の

沖

縄

の

反

発

は

、

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

四

七

―

二

六

八

頁

を

参

照

。

「

自

治

神

話

説

」

の

邦

訳

は

、

中

野

編

『

戦

後

資

料

』

三

八

九

―

三

九

一

頁

。

原

文

は

、T
E
XT

 OF
 RE

MAR
KS 

OF
 HI

GH 
COM

MIS
SIO

NER
 PA

UL 
W. 

CAR
AWA

Y A
T A

 DI
NNE

R M
EET

ING
 OF

 TH
E G

OLD
EN 

GAT
E 

C
LUB

, A
T H

ARB
ORV

IEW
 CL

UB,
 NA

HA
, O

N M
ARC

H 5
, 1

963
, M

arc
h 6

, 1
963

, 
H
ICO

MRY
's 

Spe
ech

 at
 Go

lde
n G

ate
 Cl

ub.
, 0

000
105

556
, O

PA.

を

参

照

。 
1
4
7

 

司

法

部

門

に

つ

い

て

は

「

責

任

を

引

き

受

け

、

そ

れ

を

遂

行

す

る

の

に

最

も

優

れ

た

記

録

を

持

っ

て

い

る

」

と

し

な

が

ら

も

、

裁

判

手

続

き

の

遅

延

や

、

法

曹

人

の

専

門

的

水

準

の

低

さ

が

批

判

さ

れ

て

い

る

。 
1
4
8

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

四

六

―

二

六

三

頁

、

宮

里

『

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

』

一

六

四

―

一

六

八

頁

。 
1
4
9

 

『

琉

球

新

報

』

一

九

六

三

年

三

月

七

日

。 
1
5
0

 H
itc

h t
o C

hie
f, 

Civ
il 

Aff
air

s, 
Dep

art
men

t o
f t

he 
Arm

y, 
Was

hin
gto

n 2
5, 

D.C
., 

May
 7,

 19
62,

 Lo
cal

 Au
ton

omy
 in

 th
e R

yuk
yua

n 
I
sla

nds
., 

000
010

555
7, 

OPA.
 

1
5
1

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

四

月

二

三

日

。 
1
5
2

 M
emo

ran
dum

 fo
r t

he 
Rec

ord
, A

pri
l 2

6, 
196

3, 
HIC

OMR
Y's

 Sp
eec

h a
t G

old
en 

Gat
e C

lub
., 

000
010

555
6, 

OPA.
 

1
5
3

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

三

年

三

月

八

日

。 
1
5
4

 
Tok

yo 
to 

Sec
ret

ar
y o

f S
tat

e,
 Ma

rch
 12

, 1
963

, H
ICO

MRY
's 

Spe
ech

 at
 Go

lde
n G

ate
 Cl

ub.
,
 0
000

105
556

, O
PA
.

 
1
5
5

 
Su
tte

rli
n t

o F
ear

ey
, M

arc
h 1

9, 
196

3, 
Ryu

kyu
 Is

lan
ds,

 Ja
n
-M
ay,

 19
63.

, 0
000

105
550

, O
PA
.
 

1
5
6

 

「

自

治

神

話

」

説

へ

の

沖

縄

の

政

党

の

反

応

は

、

中

野

編

『

戦

後

資

料

』

三

九

一

―

三

九

三

頁

を

参

照

。 
1
5
7

 

感

謝

状

は

沖

縄

県

公

文

書

館

の

”G
en
. C

ara
way

, D
ec 

196
0-A

ug 
196

4.

”

の

簿

冊

（

閲

覧

用

コ

ー

ド

：

0
00
010

604
9

）

に

含

ま

れ

て

い

る

。 
1
5
8

「

南

北

大

東

『

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

氏

は

恩

人

』

 

村

民

の

土

地

所

有

認

め

五

〇

年

」

h
t
tps

://
www

.ok
inaw

ati
mes

.co
.jp

/ar
tic

les
/
-/
424

28

（

二

〇

二

〇

年

六

月

二

六

日

ア

ク

セ

ス

）
。 

1
5
9

 

こ

れ

ら

の

施

策

は

、

そ

の

事

業

内

容

か

ら

推

測

す

る

に

高

等

弁

務

官

資

金

に

よ

っ

て

実

施

さ

れ

た

も

の

思

わ

れ

る

。

高

等

弁

務

官

資

金

と

は

、

市

町

村

の

事

業

で

、

地

域

に

と

っ

て

必

要

か

つ

緊

急

な

事

業

で

あ

り

な

が

ら

、

資

金

不

足

に

よ

り

実

施

で

き

な

い

事

業

に

対

し

、

高

等

弁

務

官

の

裁

量

で

支

出

す

る

資

金

で

あ

る

。

一

九

六

〇

年

度

か

ら

設

け

ら

れ

、

年

間

二

〇

万

ド

ル

（

一

九

六

八

年

度

か

ら

は

三

〇

万

ド

ル

）

の

予

算

が

計

上

さ

れ

た

。

高

等

弁

務

官

の

一

存

で

支

出

を

決

定

で

き

る

と

い

う

性

質

か

ら

、

政

治

的

効

果

を

狙

っ

て

援

助

が

決

定

さ

れ

て

い

る

と

い

う

批

判

が

あ

っ

た

。

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

編

『

沖

縄

大

百

科

事

典

（

上

）
』

（

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

、

一

九

八

三

年

）

七

七

頁

。 
1
6
0

 R
yuk

yu 
Ind

ust
ria

l F
ede

rat
io
n t

o S
tep

hen
 Ai

les
 Se

cre
tar

y o
f t

he 
Arm

y, 
Feb

rua
ry 

15,
 19

64,
 Ge

n. 
Car

awa
y, 

Dec
 19

60
-
Aug

 19
64.

, 0
000

106
049

, O
PA.

 
1
6
1
 
Gol

den
 Ga

te 
Clu

b a
nd 

Oki
naw

a 
Jun

ior
 Ch

amb
er 

of 
Com

mer
ce 

to 
Lyn

don
 B.

 Jo
hns

on 
Pre

sid
ent

 of
 th

e U
nit

ed 
Sta

tes
 of

 Am
er

i
ca,

 De
cem

ber
 15

, 1
963

, G
en.

 Ca
raw

ay,
 De

c 



 

 99 / 108 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                       

 

1
960

-Au
g 1

964
., 

000
010

604
9, 

OPA
.
 

1
6
2

 
Ryu

kyu
 In

dus
tri

al 
Fed

era
tion

 to
 St

eph
en 

Ail
es,

 Se
cre

tar
y o

f t
he 

Arm
y, 

Feb
rua

ry 
15,

 19
64,

 Ge
n. 

Car
awa

y, 
Dec

 19
60

-
Aug

 19
64.

, 0
000

106
049

, O
PA.

 
1
6
3

 
『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

六

月

二

七

日

。 
1
6
4

 L
ett

er 
of 

App
rec

iat
ion

 fr
om
 Ot

a t
o C

ara
way

, J
une

 26
, 1

964
, 

B
ox 

6, 
Car

awa
y P

ape
rs,

 Ho
ove

r I
n
st
itu

tio
n, 

Sta
nfo

rd 
Uni

ver
sit

y.
 

1
6
5

 

琉

球

王

国

の

名

宰

相

、

蔡

温

の

琉

歌

と

さ

れ

る

「

ほ

ま

れ

そ

し

ら

れ

や

世

の

中

の

習

い

沙

汰

も

な

い

ぬ

者

の

何

役

立

ち

ゆ

が

」

が

揮

毫

さ

れ

て

い

た

。

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

編

『

沖

縄

の

証

言

 

激

動

の

２

５

年

誌

（

下

）
』

（

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

、

一

九

七

三

年

）
、

三

三

〇

頁

。

ま

た

、

金

融

検

査

部

部

長

の

外

間

完

和

も

金

融

機

関

の

汚

職

摘

発

を

称

賛

さ

れ

、

沖

縄

タ

イ

ム

ス

記

者

か

ら

こ

の

琉

歌

が

贈

ら

れ

て

い

た

。

外

間

『

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

旋

風

』

二

五

七

頁

。 
1
6
6

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

三

三

頁

、

宮

里

政

玄

『

ア

メ

リ

カ

の

対

外

政

策

決

定

過

程

』

（

三

一

書

房

、

一

九

八

一

年

）

二

八

八

頁

。 
1
6
7

 

宮

里

『

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

』

二

二

〇

ー

二

三

二

頁

。

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

六

月

二

七

日

。 
1
6
8

 

沖

縄

県

祖

国

復

帰

闘

争

史

編

纂

委

員

会

『

沖

縄

県

祖

国

復

帰

闘

争

史

 

資

料

編

』

（

沖

縄

時

事

出

版

、

一

九

八

二

年

）

二

〇

四

頁

。 
1
6
9

 

松

岡

政

保

『

波

乱

と

激

動

の

回

想

―

米

国

の

沖

縄

統

治

二

五

年

』

（

協

栄

印

刷

、

一

九

七

二

年

）

一

五

三

頁

。 
1
7
0

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

三

八

―

二

三

九

頁

、

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

二

二

一

頁

。 
1
7
1

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

七

六

―

二

七

七

頁

。 
1
7
2

 

比

嘉

幹

郎

「

政

党

の

結

成

と

性

格

」

宮

里

編

『

戦

後

沖

縄

の

政

治

と

法

』

（

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

七

五

年

）

二

四

六

―

二

四

七

頁

、

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

『

沖

縄

年

鑑

 

一

九

六

〇

年

度

』

（

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

、

一

九

六

〇

年

）

一

二

七

頁

。 
1
7
3

 

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

『

沖

縄

年

鑑
 

一

九

六

〇

年

度

』

（

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

、

一

九

六

〇

年

）

二

〇

頁

。 
1
7
4

 

櫻

澤

『

沖

縄

現

代

史

』

八

三

頁

。 
1
7
5

 

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

『

沖

縄

年

鑑

 
一

九

六

〇

年

度

』

一

二

七

―

一

三

三

頁

。 
1
7
6

 

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

『

沖

縄

年

鑑

 

一

九

六

〇

年

度

』

二

〇

頁

。 
1
7
7

 

比

嘉

幹

郎

『

沖

縄

の

政

党

』

（

中

央

公

論

新

社

、

一

九

六

五

年

）

三

七

頁

。 
1
7
8

 

大

田

の

経

歴

は

、

大

田

政

作

『

想

い

出

を

随

筆

に

の

せ

て

』

（

中

央

印

刷

、

一

九

七

〇

年

）

を

参

照

し

た

。 
1
7
9

 M
emo

ran
dum

 fo
r t

he 
Rec

ord
, O

cto
ber

 15
, 1

962
, P

oli
tic

al 
Dev

elo
pme

nts
 in

 th
e R

yuk
yus

, 1
962

-63
., 

000
010

555
8, 

OPA.
 

1
8
0

 

大

田

『

想

い

出

を

随

筆

に

の

せ

て

』

八

五

頁

。 
1
8
1

 

同

右

、

一

九

四

―

一

九

五

頁

。 
1
8
2

 

第

五

回

立

法

院

選

挙

に

お

け

る

政

党

の

議

席

獲

得

数

は

以

下

の

通

り

。

沖

縄

自

民

党

二

二

、

社

大

党

五

、

人

民

党

一

、

無

所

属

一

。

櫻

澤

『

沖

縄

現

代

史

』

九

三

頁

。 
1
8
3

 

大

田

『

想

い

出

を

随

筆

に

の

せ

て

』

一

九

五

頁

。 
1
8
4

 H
ICO

MRY
 OK

INA
WA 

to 
RUE

PDA
/DA 

WAS
H D

C, 
Nov

emb
er 

6, 
196

2, 
Pol

iti
cal

 De
vel

opm
ent

s i
n t

he 
Ryu

kyu
s, 

196
2
-6
3.,

 00
001

055
58,

 OP
A.

 
1
8
5

 

櫻

澤

『

沖

縄

現

代

史

』

九

八

頁

。 
1
8
6

 

琉

球

石

油

株

式

会

社

『

琉

球

石

油

社

史

 

三

五

年

の

歩

み

』

（

光

文

堂

、

一

九

八

六

年

）

一

七

八

―

一

七

九

、

一

九

四

―

一

九

八

頁

。 
1
8
7

 
Ge
ral

d W
arn

er 
to 

Car
awa

y, D
ece

mbe
r 1

, 1
962

, P
oli

tic
al 

Dev
elo

pme
nts

 in
 th

e R
yuk

yus
, 1

962
-63

., 
000

010
555

8, 
OPA

.

な

お

、

第

六

回

立

法

院

議

員

選

挙

に

お

け

る

各

党

派

の

獲

得

議

席

数

は

以

下

の

通

り

。

沖

縄

自

民

党

二

二

議

席

、

社

大

党

七

議

席

、

人

民

党

一

議

席

、

無

所

属

三

議

席

。 
1
8
8

 

第

六

回

立

法

院

選

挙

後

の

、

沖

縄

自

民

党

に

お

け

る

派

閥

構

成

は

、

稲

嶺

が

米

国

民

政

府

の

係

官

に

語

っ

た

と

こ

ろ

よ

れ

ば

以

下

の

通

り

で

あ

る

。

大

田

政

作

率

い

る

大

田

派

は

、

新

里

清

篤

、

山

川

泰

邦

、

安

里

徳

松

、

金

城

信

範

、

以

上

の

四

人

。

前

行

政

主

席

で

あ

る

当

間

重

剛

率

い

る

当

間

派

は

、

中

村

晄

兆

、

友

寄

喜

弘

、

長

嶺

秋

夫

、

上

原

重

蔵

、

以

上

の

四

人

。

沖

縄

自

民

党

の

政

調

会

長

で

あ

る

吉

元

栄

真

率

い

る

吉

元

派

は

田

中

武

助

、

桑

江

朝

幸

、

盛

島

明

秀

、

砂

川

旨

誠

、

以

上

の

四

人

。

い

ず

れ

の

派

閥

に

属

さ

な

い

議

員

は

、

宮

城

善

平

、

伊

芸

徳

一

、

伊

良

波

長

幸

、

垣

花

恵

昌

、

星

克

、

以

上

の

五

人

。
Ibid.

 

な

お

、

吉

元

派

の

吉

元

や

桑

江

は

当

時

、
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松

岡

の

影

響

下

に

あ

る

と

見

な

さ

れ

て

い

た

。

宮

里

政

玄

『

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

統

治

』

（

岩

波

書

店

、

一

九

六

六

年

）

二

一

七

頁

。 
1
8
9

 

櫻

澤

誠

『

沖

縄

の

保

守

勢

力

と

「

島

ぐ

る

み

」

の

系

譜

―

政

治

結

合

・

基

地

認

識

・

経

済

構

想

―

』

（

有

志

舎

、

二

〇

一

六

年

）

六

二

頁

。 
1
9
0

 
東

田

「

改

革

と

自

治

権

の

矛

盾

」

一

九

頁

。 
1
9
1

 

大

田

『

想

い

出

を

随

筆

に

の

せ

て

』

三

三

〇

頁

。 
1
9
2

 M
emo

ran
dum

 fo
r R

eco
rd,

 Ju
ne 1

8, 
196

4, 
OLD

P S
pli

t, 
000

010
555

7, 
OPA.

 
1
9
3

 

「

吹

き

荒

れ

る

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

ー

旋

風

―

琉

球

政

府

の

座

ゆ

ら

ぐ

」

『

朝

日

ジ

ャ

ー

ナ

ル

』

一

九

六

四

年

六

月

。 
1
9
4

 

こ

の

会

合

に

参

加

し

た

の

は

、

長

嶺

秋

夫

、

桑

江

朝

幸

、

中

村

晄

兆

、

伊

良

波

長

幸

、

伊

芸

徳

一

、

盛

島

明

秀

、

上

原

重

蔵

、

砂

川

旨

誠

、

田

中

武

助

、

吉

元

栄

真

。

S
e
le
cte

d S
umm

ar
y o

f P
oli

tic
al 

Dev
elo

pme
nts

 Ex
tra

cte
d f

rom
 th

e P
res

s, 
Und

ate
d, 

OLD
P S

pli
t, 

000
010

555
7, 

OPA.
 

1
9
5

 
HI
COM

RY 
OKI

NAW
A t

o R
UEP

DA/
DA
 WA

SH 
DC,

 Ju
ne 

16,
 19

64,
 OL

DP 
Spl

it,
 00

001
055

57,
 OP

A.
 

1
9
6

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

六

月

二

七

日

。 
1
9
7

 

中

野

好

夫

、

新

崎

盛

暉

『

沖

縄

問

題

二

十

年

』

（

岩

波

書

店

、

一

九

六

五

年

）

一

八

六

頁

。 
1
9
8

 
HIC

OMR
Y O

KIN
AWA

 RY
IS 

to 
DA, 

Jun
e 1

8, 
196

4,
 
OLD

P S
pli

t, 
000

010
555

7, 
OPA

.
 

1
9
9

 H
ICO

MRY
 OK

INA
WA 

to 
RUE

PDA
DA 

WAS
H D

C, 
Pol

iti
cal

 De
vel

opm
ent

s i
n t

he 
Ryu

kyu
s, 

196
4.
 
000

010
555

8, 
OPA.

 
2
0
0

 
HIC

OMR
Y O

KIN
AWA

 to
 DC

SOP
S DA

, A
ugu

st 
13,

 19
64,

 OL
DP 

Spl
it,

 00
001

055
57,

 OP
A.

 
2
0
1

 

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

三

〇

〇

―

三

〇

一

頁

。 
2
0
2

 H
ICO

MRY
 OK

INA
WA 

to 
RUE

PDA
/DA

 WA
SH 

DC,
 Ju

ly 
28,

 19
64,

 OL
DP 

Spl
it.

, 0
000

105
557

, O
PA.

反

大

田

派

の

実

力

者

で

あ

る

西

銘

順

治

那

覇

市

長

は

、

沖

縄

本

島

北

部

の

人

々

か

ら

反

発

を

買

っ

て

い

た

。

大

田

行

政

主

席

は

沖

縄

本

島

北

部

の

国

頭

村

出

身

で

、

一

九

六

二

年

一

月

の

那

覇

市

長

選

挙

で

、

西

銘

当

選

の

た

め

に

、

那

覇

市

在

住

の

沖

縄

北

部

出

身

者

の

票

の

取

り

集

め

に

奔

走

し

て

い

た

。

そ

の

た

め

、

北

部

出

身

者

に

西

銘

の

行

動

は

大

田

へ

の

裏

切

り

に

映

っ

た

の

で

あ

る

。

M
e
m
ora

ndu
m f

or 
Re
cor

d, 
Jun

e 1
8, 

196
4, 

OLD
P S

pli
t, 

000
010

555
7, 

OPA
.
 

2
0
3
 
Mem

ora
ndu

m f
or 

the
 Re

cor
d, 

Ap
ril

 7,
 19

64,
 Po

lit
ica

l D
eve

lop
men

ts 
in 

the
 Ry

uky
us,

 19
64.

 00
001

055
58,

 OP
A.,

 HI
COM

RY 
OKI

NAW
A t

o R
UEP

DA/
DA 

WAS
H D

C, 
Jul

y 2
8, 

196
4, 

O
LD
P S

pli
t.,

 00
001

055
57,

 OP
A. 

2
0
4

 

沖

縄

県

祖

国

復

帰

闘

争

史

編

纂

委

員

会

『

沖

縄

県

祖

国

復

帰

闘

争

史

』

一

八

八

頁

。 
2
0
5

 

阪

中

「

沖

縄

自

治

権

闘

争

の

背

景

」

三

八

頁

。 
2
0
6

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

六

月

二

七

日

。 
2
0
7

 

『

琉

球

新

報

』

一

九

六

四

年

四

月

二

二

日

。 
2
0
8

 

阪

中

「

沖

縄

自

治

権

闘

争

の

背

景

」

三

九

頁

。 
2
0
9

 

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

二

二

一

頁

。 
2
1
0

 
Ra

fae
l S

tei
nbe

rg,
 

“Our
 Un

ha
ppy

 As
ia 

Bas
tio

n

” The Washington Post,
 Ma

y 3
, 1

964
. 

日

本

語

訳

に

よ

る

紹

介

は

、

以

下

を

参

照

。

「

行

き

過

ぎ

た

軍

政

批

判

を

た

だ

す

―

ス

テ

イ

ン

バ

ー

グ

沖

縄

探

訪

記

に

反

論

」

『

世

界

週

報

』

第

四

五

巻

第

二

五

号

（

一

九

六

四

年

六

月

）

五

〇

―

七

四

頁

。 
2
1
1

 
Ra
fae

l S
tei

nbe
rg,

 

“Our
 Un

ha
ppy

 As
ia 

Bas
tio

n

”, T
he 

Was
hin

gto
n P

ost
, M

ay 
3, 

196
4.

 
2
1
2

 

ス

タ

イ

ン

バ

ー

グ

記

事

の

他

に

、

ア

メ

リ

カ

沖

縄

統

治

に

批

判

的

な

珍

し

い

記

事

と

し

て

、

沖

縄

で

勤

務

経

験

を

持

つ

元

海

兵

隊

員

の

ビ

ッ

グ

ス

（

B
a
rt
on M

. B
iggs

）

に

よ

る

一

九

五

八

年

一

二

月

に

ハ

ー

パ

ー

ズ

誌

に

掲

載

さ

れ

た

「

怒

れ

る

沖

縄

人

」

が

あ

っ

た

。

S
ar
ant

ake
s, 

Key
sto

ne,
 pp

. 1
03-

106
.
 

2
1
3

 FRUS:1964-1968, 
Vol

. 
XXI

X, 
Par

t 2
, J

apa
n, 

pp.
12
-
13.

 
2
1
4

 Ibid
.
 

2
1
5

 

「

行

き

過

ぎ

た

軍

政

批

判

を

た

だ

す

―

ス

テ

イ

ン

バ

ー

グ

沖

縄

探

訪

記

に

反

論

」

『

世

界

週

報

』

（

一

九

六

四

年

六

月

）

五

〇

頁

。 
2
1
6

 

同

右

、

五

二

頁

。 
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2
1
7

 

ス

テ

ィ

ー

ブ

ン

・

エ

イ

ル

ズ

は

、

陸

軍

長

官

に

就

任

以

前

、

一

九

六

一

年

二

月

か

ら

一

九

六

四

年

一

月

ま

で

、

陸

軍

次

官

の

職

に

あ

り

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

沖

縄

統

治

の

内

実

を

よ

く

知

る

立

場

に

あ

っ

た

。

エ

イ

ル

ズ

は

、

退

任

後

の

回

顧

録

に

お

い

て

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

つ

い

て

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

将

軍

は

、

い

く

ら

か

の

日

本

人

を

激

怒

さ

せ

る

才

能

を

持

っ

て

は

い

た

が

、

そ

れ

に

も

関

わ

ら

ず

、

数

多

く

の

素

晴

ら

し

い

政

策

決

定

を

し

た

」

と

興

味

深

い

評

価

を

残

し

て

い

る

。S
t
e
phe

n A
ile

s, 
rec

orde
d i

nte
rvi

ew 
by 

Lar
ry 

J. 
Hac

kma
n, 

Sep
tem

ber
 26

, 

1
968

, p
.22

., 
Joh

n F
. K

enn
edy

 Li
bra

ry 
Ora

l H
ist

ory
 Pr

ogr
am.

 Jo
hn 

F. 
Ken

ned
y L

ibr
ary

, B
ost

on,
 MA

.
 

な

お

同

文

書

は

、

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

の

下

記

サ

イ

ト

よ

り

閲

覧

で

き

る

。

h
t
t
ps:/

/ww
w.j

fkl
ibr

ary
.or

g/a
sse

t
-v
iew

er/
arc

hiv
es/

JFK
OH/

Ail
es%

2C%
20S

tep
hen

/JF
KOH

-SA
-02

/JF
KOH

-SA
-02

（

二

〇

二

一

年

四

月

二

七

日

ア

ク

セ

ス

）
。 

2
1
8

 S
tep

hen
 Ai

les
, 

“Ou
r O

kin
awa 

Rul
e 

‘Fi
rm 

and
 Fa

ir

’
”, T

he 
Was

hin
gto

n P
ost

, M
ay 

10,
 19

64.
 

2
1
9

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

三

月

二

日

、

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

二

九

七

頁

。 
2
2
0

 

Ａ

・

Ｍ

・

シ

ュ

レ

ジ

ン

ガ

ー

、

中

屋

健

一

訳

『

ケ

ネ

デ

ィ

 

栄

光

と

苦

悩

の

一

千

日

』

下

巻

（

河

出

書

房

、

一

九

六

六

年

）

七

二

―

七

三

頁

。 
2
2
1

 S
utt

erl
in 

to 
Fea

re
r, 

Dec
emb

er 
3, 

196
2, 

Pol
iti

cal
-Ry

uky
us,

 19
54-

62,
 00

001
055

58,
 OP

A.
 

2
2
2

 

琉

球

新

報

社

編

『

世

替

わ

り

裏

面

史

』

三

六

二

―

三

六

三

頁

。 
2
2
3

 
Pas

sma
n t

o C
ara

way
, J

uly
 29,

 19
64,

 Pe
rso

nal
 Co

rre
spo

nde
nce

, J
an
-
Aug

 19
64.

, 0
000

098
382

, O
PA.

 
2
2
4

 IWLGC
., 

Sec
tio

n 1
, p

. 2
4.

 
2
2
5
 V
anc

e t
o C

ara
way

, J
un
e 7

, 1
96
3, 

Per
son

al 
Cor

res
pon

den
ce,

 19
63.

 (1
/2)

, 0
000

098
379

, O
PA.

 
2
2
6

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

七

月

二

八

日

。 
2
2
7

 

ケ

ネ

デ

ィ

政

権

は

、

一

九

六

一

年

四

月

、

キ

ュ

ー

バ

の

社

会

主

義

政

権

打

倒

の

た

め

に

、

亡

命

キ

ュ

ー

バ

人

に

軍

事

的

支

援

を

与

え

、

キ

ュ

ー

バ

侵

攻

作

戦

を

実

施

し

た

が

、

失

敗

に

終

わ

っ

た

。

ケ

ネ

デ

ィ

は

統

合

参

謀

本

部

議

長

と

し

て

侵

攻

作

戦

を

承

認

し

た

レ

ム

ニ

ッ

ツ

ァ

ー

を

批

判

し

た

。N
a
t
han

 S.
 
Lo
wre

y, The Chairmanship of the Joint Chiefs of Staff 1949-2016
 (W

ash
ing

ton
, D

.C.
: J

oin
t H

ist
ory

 Of
fic

e, 
Off

ice
 of

 

t
he 

Cha
irm

an 
of 

the
 Jo

int
 Ch

ie
fs 

of 
Sta

ff,
 20

16)
, p

. 
9
3.

 
2
2
8

 
Car

awa
y t

o M
elo

on,
 No

vem
ber 

27,
 19

63,
 Pe

rso
nal

 Co
rre

spo
nde

nce
, J

an
-
Jul

y 1
964

., 
000

009
838

3, 
OPA

.
 

2
2
9

 E
dwi

n O
. R

eis
cha

uer
, My Life Between Japan and America

 
(Ne

w Y
ork

: H
arp

er 
& R

ow,
 19

86)
, p

. 2
49.

 
2
3
0

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

八

月

一

日

。 
2
3
1

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

四

年

七

月

二

八

日

。 
2
3
2

 

河

野

「

池

田

内

閣

期

の

沖

縄

問

題

（

一

）
」

一

八

頁

。 
2
3
3

 

半

澤

朝

彦

「

国

連

と

イ

ギ

リ

ス

帝

国

の

消

滅

―

一

九

六

〇

～

六

三

年

」

『

国

際

政

治

』

第

一

二

六

号

（

二

〇

〇

一

年

二

月

）

八

八

頁

。 
2
3
4

 

田

辺

総

監

修

『

国

際

連

合

』

二

二

八

頁

。 
2
3
5

 

シ

ュ

レ

ジ

ン

ガ

ー

『

ケ

ネ

デ

ィ

』

上

巻

、

五

二

二

頁

。 
2
3
6

 

「

植

民

地

独

立

付

与

宣

言

」

の

翻

訳

は

、

岩

沢

雄

司

編

『

国

際

条

約

集

 

二

〇

一

六

』

（

有

斐

閣

、

二

〇

一

六

年

）

九

七

―

九

八

頁

を

参

照

。 
2
3
7

 

植

民

地

保

有

国

は

、

棄

権

で

そ

の

場

を

し

の

い

だ

。

棄

権

し

た

国

は

、

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

、

ベ

ル

ギ

ー

、

ド

ミ

ニ

カ

共

和

国

、

フ

ラ

ン

ス

、

ポ

ル

ト

ガ

ル

、

南

ア

フ

リ

カ

共

和

国

、

ス

ペ

イ

ン

、

イ

ギ

リ

ス

、

ア

メ

リ

カ

の

九

カ

国

だ

っ

た

。

田

辺

総

監

修

『

国

際

連

合

』

二

二

九

頁

。 
2
3
8

 FRUS: 1958-1960, 
Vo
l. 

II,
 Un

ite
d N

ati
ons

 an
d G

ene
ral

 In
ter

nat
ion

al 
Mat

ter
s, 

(GP
O, 

199
1),

 p
p
. 4

55-
457

.
 

2
3
9

 

脱

植

民

地

化

委

員

会

発

足

時

の

委

員

国

は

以

下

の

通

り

。

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

、

カ

ン

ボ

ジ

ア

、

エ

チ

オ

ピ

ア

、

イ

ン

ド

、

イ

タ

リ

ア

、

マ

ダ

ガ

ス

カ

ル

、

マ

リ

、

ポ

ー

ラ

ン

ド

、

シ

リ

ア

、

タ

ン

ガ

ニ

ー

カ

（

一

九

六

一

年

か

ら

六

四

年

ま

で

、

現

タ

ン

ザ

ニ

ア

の

一

部

領

域

に

存

在

し

た

国

）
、

チ

ュ

ニ

ジ

ア

、

ソ

連

、

イ

ギ

リ

ス

、

ア

メ

リ

カ

、

ウ

ル

グ

ア

イ

、

ベ

ネ

ズ

エ

ラ

、

ユ

ー

ゴ

ス

ラ

ヴ

ィ

ア

、

計

一
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七

カ

国

。

翌

年

に

ブ

ル

ガ

リ

ア

、

チ

リ

、

デ

ン

マ

ー

ク

、

イ

ラ

ン

、

イ

ラ

ク

、

コ

ー

ト

ジ

ボ

ア

ー

ル

、

シ

エ

ラ

レ

オ

ネ

も

委

員

国

と

な

り

、

計

二

四

カ

国

で

構

成

さ

れ

る

よ

う

に

な

る

。Yearbook of the United Nations 1962, 
(Ne

w Y
ork

: O
ffi

ce 
of 

Pub
lic

 In
for

mat
ion

, U
nit

ed 
Nat

ion
s,1

962
), 

p
.6
76
.
 

2
4
0

 
半

澤

「

国

連

と

イ

ギ

リ

ス

帝

国

の

消

滅

」

九

二

頁

。 
2
4
1

 FRUS: 1961-1963, 
Vol

. V
, S

ov
iet

 Un
ion

, (
GPO

, 1
998

), 
p.7

.
 

2
4
2

 Ibid.,
 p.

19.
 

2
4
3

 Ibid.,
 p.

67.
 

2
4
4

 

中

屋

健

一

編

『

ケ

ネ

デ

ィ

の

時

代

』

（

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

六

八

年

）

三

四

―

三

五

、

四

〇

頁

。 
2
4
5

 

シ

ュ

レ

ジ

ン

ガ

ー

『

ケ

ネ

デ

ィ

』

上

巻

、

三

〇

六

頁

。 
2
4
6

 FRUS: 1961-1963, 
Vol

. X
XV,

 O
rga

niz
ati

on 
of 

For
eig

n P
oli

cy;
 in

for
mat

ion
 Po

lic
y; 

Uni
ted

 Na
tio

ns;
 Sc

ien
tif

ic 
Mat

ter
s, 

(GP
O, 

200
1),

 p
p
. 3

60-
361

.
 

2
4
7

 
De
par

tme
nt 

of 
Sta

te 
Cir

cula
r T

ele
gra

m, 
Feb

rua
ry 

12,
 19

62,
 Ry

uky
us:

 Re
ver

sio
n, 

196
2 (

Rev
ers

ion
 Re

sol
uti

ons
).,

 00
001

060
54,

 OP
A.

 
2
4
8

 

新

崎

盛

暉

『

戦

後

沖

縄

史

』

（

日

本

評

論

社

、

一

九

七

六

年

）

二

二

九

―

二

三

〇

頁

。 
2
4
9

 

起

草

委

員

の

氏

名

は

「

立

法

院

に

お

け

る

『

施

政

権

返

還

に

関

す

る

要

請

決

議

』

に

つ

い

て

（

そ

の

１

）
」

（

日

付

不

明

）

『

国

連

関

係

 

植

民

地

独

立

宣

言

（

沖

縄

）
』

（

H
22-

018
, 

外

務

省

外

交

史

料

館

所

蔵

）

を

参

照

。 
2
5
0

 

同

右

。 
2
5
1

 

「

施

政

権

返

還

に

関

す

る

要

請

決

議

案

」

『

第

一

九

回

定

例

第

一

号

』

（

一

九

六

二

年

二

月

一

日

）

沖

縄

県

公

文

書

館

所

蔵

。

な

お

、

立

法

院

会

議

録

は

沖

縄

県

公

文

書

館

の

下

記

サ

イ

ト

よ

り

検

索

で

き

る

。

h
t
t
p:
//w

ww2
.ar

chi
ves

.pr
ef.

oki
naw

a.j
p/s

cri
pts

/ka
igi

/na
maz

u.c
gi.

exe

（

二

〇

二

〇

年

六

月

一

六

日

ア

ク

セ

ス

）
。 

2
5
2

 
Mem

ora
ndu

m f
or 

Rec
ord

, M
arch

 15
, 1

962
, B

ox 
113

, H
igh

 Co
mmi

ssi
one

r
-C
hie

f E
xec

uti
ve 

Mee
tin

gs 
s
ub
ser

ies
, L

iai
son

 De
par

tme
nt 

Ser
ies

, U
SCA

R R
eco

rds
, R

G 2
60,

 NA
.

 
2
5
3

 
De
par

tme
nt 

of 
Sta

te 
Cir

cula
r T

ele
gra

m, 
Feb

rua
ry 

12,
 19

62,
 Ry

uky
us:

 Re
ver

sio
n, 

196
2 (

Rev
ers

ion
 Re

sol
uti

ons
).,

 00
001

060
54,

 OP
A.

 
2
5
4

 D
epa

rtm
ent

 of
 St

ate
 to

 HI
COM

RY,
 OK

INA
WA 

and
 Am

emb
ass

y T
OKY

O, 
F
eb
rua

ry 
5, 

196
2, 

Ryu
kyu

s: 
Rev

ers
ion

, 1
962

 (R
eve

rsi
on 

Res
olu

tio
ns)

., 
000

010
605

4, 
OPA.

 
2
5
5

 

沖

縄

を

め

ぐ

る

国

務

省

と

軍

部

の

対

立

は

、

沖

縄

の

日

本

か

ら

の

分

離

を

決

定

す

る

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

条

約

の

作

成

の

時

か

ら

さ

か

の

ぼ

る

こ

と

が

で

き

る

。

平

和

条

約

第

三

条

の

形

成

過

程

に

お

け

る

国

務

省

と

軍

部

の

対

立

は

ロ

バ

ー

ト

・

D

・

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

『

沖

縄

問

題

の

起

源

―

戦

後

日

米

関

係

に

お

け

る

沖

縄

 

一

九

四

五

―

一

九

五

二

』

（

名

古

屋

大

学

出

版

会

、

二

〇

〇

三

年

）

を

参

照

。

平

和

条

約

後

の

沖

縄

統

治

お

よ

び

沖

縄

返

還

交

渉

を

め

ぐ

る

国

務

省

と

軍

部

の

対

立

は

、P
ri
sci

lla
 Cl

app
, Okinawa Reversion : 

Bureaucratic Interaction in Washington 1966-1969
, 

『

国

際

政

治

』

五

二

巻

（

一

九

七

五

年

五

月

）
、

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』
、

我

部

『

沖

縄

返

還

と

は

何

だ

っ

た

の

か

』
、

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

を

参

照

。 
2
5
6

 
HIC

OMR
Y O

KIN
AWA

 RY
IS 

to 
DA,

 Fe
bru

ary
 3,

 19
62,

 Ry
uky

us 
Rev

ers
ion

, 1
962

 (R
eve

rsi
on 

Res
olu

tio
ns)

., 
000

010
605

4, 
OPA

.
 

2
5
7

 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

高

等

弁

務

官

に

着

任

す

る

以

前

、

東

南

ア

ジ

ア

に

関

す

る

研

究

会

に

参

加

し

、

脱

植

民

地

化

の

問

題

に

つ

い

て

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

「

こ

の

地

域

は

そ

の

他

の

発

展

途

上

地

域

と

共

通

す

る

革

命

の

段

階

を

経

て

い

る

。

ア

メ

リ

カ

は

、

革

命

の

含

意

を

理

解

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ア

メ

リ

カ

は

、

ア

メ

リ

カ

自

身

が

革

命

の

な

か

で

生

ま

れ

、

こ

こ

最

近

ま

で

、

弱

者

や

彼

ら

の

革

命

へ

の

努

力

の

偉

大

な

支

持

者

と

し

て

見

な

さ

れ

て

き

た

こ

と

を

忘

れ

る

べ

き

で

は

な

い

。

ミ

ニ

ッ

ツ

マ

ン

［

ア

メ

リ

カ

独

立

戦

争

時

の

ア

メ

リ

カ

民

兵

］

は

レ

ッ

ド

コ

ー

ト

［

ア

メ

リ

カ

独

立

戦

争

時

の

イ

ギ

リ

ス

正

規

軍

兵

］

よ

り

も

は

る

か

に

我

々

の

過

去

に

沿

っ

て

い

る

」
。C

ara
way

 to
 F
ifi

eld
, N

ove
mbe

r 1
4, 

196
0, 

Box
 16

, C
ara

way
, P

aul
 W.

, P
ape

rs,
 US

AHE
C.

 
2
5
8

 IWLGC.,
 Se

cti
on 

12,
 pp

. 5
1-5

4.
 

2
5
9

 

「

原

子

力

兵

器

使

用

禁

止

要

請

決

議

案

」

『

第

六

回

定

例

第

二

六

号

』

（

一

九

五

五

年

八

月

五

日

）

沖

縄

県

公

文

書

館

所

蔵

。 
2
6
0

 

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

編

『

沖

縄

年

鑑

 

一

九

五

九

』

（

沖

縄

タ

イ

ム

ス

社

、

一

九

五

九

年

）

四

六

頁

。 
2
6
1
 
Joi

nt 
Sta

te-
Def

ens
e M

ess
age

 t
o H

ICO
MRY

 OK
INA

WA 
RYI

S a
nd 

AME
MB 

TOK
YO 

(D/
Sta

te

’s 
DRA

FT,
 as

 re
-DR

AFT
ED 

BY 
P. 

A. 
Neu

lan
d),

 Fe
bru

ary
 5,

 19
62,

 
Ry
uky

us:
 Re

ver
sio

n, 

19
62 

(Re
ver

sio
n R

eso
lut

ion
s).

, 
000

010
605

4, 
OPA.
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2
6
2

 
DA 

WSH
 DC

 to
 HI

COM
RY 

OKI
NAWA

 RY
IS,

 Fe
bru

ary
 8,

 19
62,

 Ry
uky

us 
Rev

ers
ion

, 1
962

 (R
eve

rsi
on 

Res
olu

tio
ns)

., 
000

010
605

4, 
OPA

.
 

2
6
3
 
Joi

nt 
Sta

te-
Def

ens
e M

ess
age

 t
o H

ICO
MRY

 OK
INA

WA 
RYI

S a
nd 

AME
MB 

TOK
YO 

(D/
Sta

te

’s 
DRA

FT,
 as

 re
-DR

AFT
ED 

BY 
P. 

A. 
Neu

lan
d),

 Fe
bru

ary
 5,

 19
62,

 
Ry
uky

us:
 Re

ver
sio

n, 

19
62 

(Re
ver

sio
n R

eso
lut

ion
s).

, 
000

010
605

4, 
OPA.

 
2
6
4

 
Me
mor

and
um 

for
 Un

der
 Se

cre
ta
ry 

of 
the

 Ar
my,

 
Fe
bru

ary
 6,

 19
62,

 Ry
uky

us:
 Re

ver
sio

n, 
196

2 (
Rev

ers
ion

 Re
sol

uti
ons

).,
 00

001
060

54,
 OP

A.
 

2
6
5

 C
lap

p, 
“O

kin
awa

 Re
ver

sio
n

”,
 p.

9.
 

2
6
6

 

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

二

〇

四

―

二

〇

六

頁

。

な

お

、

池

田

・

ケ

ネ

デ

ィ

会

談

で

公

表

さ

れ

た

共

同

声

明

に

お

け

る

、

沖

縄

に

関

す

る

箇

所

は

以

下

の

通

り

。

「

大

統

領

と

総

理

大

臣

は

、

米

国

の

施

政

下

に

あ

る

が

、

同

時

に

日

本

が

潜

在

主

権

を

保

有

す

る

琉

球

及

び

小

笠

原

諸

島

に

関

連

す

る

諸

事

項

に

関

し

、

意

見

を

交

換

し

た

。

大

統

領

は

、

米

国

が

琉

球

住

民

の

安

寧

と

福

祉

を

増

進

す

る

た

め

一

層

の

努

力

を

払

う

旨

を

確

言

し

、

さ

ら

に

、

こ

の

努

力

に

対

す

る

日

本

の

協

力

を

歓

迎

す

る

旨

述

べ

た

。

総

理

大

臣

は

，

日

本

が

こ

の

目

的

の

た

め

米

国

と

引

き

続

き

協

力

す

る

旨

確

言

し

た

。
」

中

野

編

『

戦

後

資

料

』

三

一

九

頁

。 
2
6
7

 

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

は

、

一

九

六

一

年

八

月

一

一

日

に

国

家

安

全

保

障

行

動

覚

書

（

N
a
ti
ona

l S
ecu

ri
ty 

Act
ion

 Me
mor

and
um

）

第

六

八

号

を

発

出

し

た

。

そ

の

全

文

は

以

下

の

通

り

。

「

一

、

池

田

首

相

と

の

最

近

の

会

談

で

大

統

領

は

、

ア

メ

リ

カ

が

琉

球

人

の

間

に

存

在

す

る

不

満

の

原

因

に

つ

い

て

調

査

し

、

そ

れ

に

対

す

る

行

動

を

勧

告

す

る

決

意

を

示

し

た

。

駐

日

大

使

と

高

等

弁

務

官

は

こ

の

イ

ニ

シ

ア

テ

ィ

ブ

に

喜

ん

で

同

意

し

た

。

二

、

琉

球

列

島

の

現

状

と

そ

こ

で

の

計

画

を

調

査

す

る

た

め

に

タ

ス

ク

・

フ

ォ

ー

ス

を

設

置

す

る

。

タ

ス

ク

・

フ

ォ

ー

ス

は

、

経

済

的

・

社

会

的

状

況

が

ど

れ

だ

け

琉

球

住

民

の

不

満

を

高

め

て

い

る

か

、

経

済

的

・

社

会

的

状

況

の

改

善

に

用

い

ら

れ

る

手

段

は

何

か

、

こ

の

プ

ロ

グ

ラ

ム

を

効

果

的

に

す

る

に

は

ど

の

よ

う

な

具

体

的

措

置

が

必

要

か

を

調

査

す

る

。

任

務

の

遂

行

に

あ

た

っ

て

タ

ス

ク

・

フ

ォ

ー

ス

は

、

以

下

の

こ

と

が

我

々

に

と

っ

て

重

要

で

あ

る

こ

と

を

念

頭

に

置

く

べ

き

で

あ

る

。

（

ａ

）

軍

事

基

地

と

し

て

の

沖

縄

、

（

ｂ

）

日

本

と

の

友

好

関

係

の

継

続

、

（

ｃ

）

日

本

と

の

平

和

条

約

の

下

に

あ

る

琉

球

列

島

の

住

民

に

対

す

る

我

々

の

責

任

。

三

、

琉

球

に

関

す

る

タ

ス

ク

・

フ

ォ

ー

ス

は

ホ

ワ

イ

ト

ハ

ウ

ス

の

代

表

が

議

長

を

務

め

、

国

務

省

、

国

防

省

、

そ

し

て

国

際

協

力

庁

の

代

表

で

構

成

さ

れ

る

。
」

な

お

、

原

文

は

FRUS: 1961-1963, 
Vol.

 XX
II,

 No
rth

eas
t A

sia
, (

GPO
, 1

996
), 

pp.
 70

2-7
03
.

日

本

語

訳

は

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

二

〇

四

頁

を

参

照

し

た

。 
2
6
8

 

河

野

康

子

「

池

田

内

閣

期

の

沖

縄

問

題

（

二

・

完

）

―

国

連

に

お

け

る

植

民

地

主

義

批

判

と

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

の

沖

縄

新

政

策

を

中

心

に

―

」

『

法

学

志

林

』

第

一

一

四

巻

第

四

号

（

二

〇

一

七

年

三

月

）

一

〇

頁

。 
2
6
9

 

河

野

「

池

田

内

閣

期

の

沖

縄

問

題

」

二

一

―

二

四

頁

。

こ

の

点

は

、

先

に

紹

介

し

た

、

ケ

イ

セ

ン

調

査

団

の

結

成

を

決

定

し

た

国

家

安

全

保

障

行

動

覚

書

第

六

八

号

で

示

さ

れ

た

調

査

団

の

目

的

か

ら

も

伺

え

る

。 
2
7
0

 

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

一

七

五

頁

。 
2
7
1

 FRUS : 1958-1960, 
Vo
l. 

XXV
II
I, 

Jap
an;

 Ko
rea

, p
. 3

47
.
 

2
7
2

 

河

野

「

池

田

内

閣

期

の

沖

縄

問

題

（

二

・

完

）
」

二

三

頁

。 
2
7
3

 N
ew 

Yor
k t

o S
ecr

eta
ry 

of 
Sta

te,
 Ap

ril
 25

, 1
962

, H
oas

hi 
Pet

iti
on 

to 
the

 U.
N..

, 0
000

106
049

, O
PA.

 
2
7
4

 
New

 Yo
rk 

to 
Sec

ret
ary

 of
 Sta

te,
 Ma

y 8
 19

62,
 Ho

ash
i P

eti
tio

n t
o t

he 
U.N

..
,
 00

001
060

49,
 OP

A. 
 

2
7
5

 

河

野

「

池

田

内

閣

期

の

沖

縄

問

題

（

一

）
」

一

九

―

二

一

頁

。 
2
7
6

 N
ew 

Yor
k t

o S
ecr

eta
ry 

of 
Sta

te,
 Ma

y 8
 19

62,
 Ho

ash
i P

eti
tio

n t
o t

he 
U.N

..
,
 00

001
060

49,
 OP

A.
 

2
7
7

 
New

 Yo
rk 

to 
Sec

ret
ary

 of
 Sta

te,
 Ma

rch
 19

,
 1
963

, H
ICO

MRY
's 

Spe
ech

 at
 Go

lde
n G

ate
 Cl

ub.
, 0

000
105

556
, O

PA.
 

2
7
8

 

中

野

編

『

戦

後

資

料

』

四

一

六

頁

。 
2
7
9

 A
mEm

bas
sy 

TOK
YO 

to
 Se

cst
ate

 WA
SHI

NGT
ON,

 Oc
tob

er 
18,

 19
61,

 Ry
uky

us 
Isl

and
s, 

196
1.,

 00
001

055
50,

 OP
A.

 
 

2
8
0

 

岩

沢

編

『

国

際

条

約

集

 

二

〇

一

六

』

三

〇

頁

。 
2
8
1

 

「

植

民

地

独

立

宣

言

と

沖

縄

に

関

す

る

国

会

答

弁

（

試

案

）
」

（

一

九

六

一

年

一

〇

月

二

三

日

）

『

国

連

関

係

 

植

民

地

独

立

宣

言

（

沖

縄

）
」
』

（

H
22-

018
, 

外

務

省

外

交

史

料

館

所

蔵

）
。 

2
8
2

 

同

右

。 
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2
8
3

 

国

際

連

合

事

務

総

長

は

一

九

四

六

年

、

加

盟

国

に

非

自

治

地

域

を

統

治

し

て

い

る

か

を

問

い

合

わ

せ

、

そ

の

回

答

を

基

に

非

自

治

地

地

域

の

リ

ス

ト

を

作

成

し

た

。

し

か

し

、

国

連

憲

章

が

非

自

治

地

域

を

明

確

に

定

義

し

な

か

っ

た

た

め

、

ど

こ

が

非

自

治

地

域

に

あ

た

る

か

を

め

ぐ

っ

て

問

題

が

発

生

し

た

。

一

九

五

五

年

に

国

連

加

盟

し

た

ポ

ル

ト

ガ

ル

は

海

外

領

土

を

持

ち

な

が

ら

、

非

自

治

地

域

を

施

政

し

て

い

な

い

と

主

張

し

た

が

、

一

九

六

〇

年

に

国

連

総

会

は

、

ア

ン

ゴ

ラ

、

モ

ザ

ン

ビ

ー

ク

、

マ

カ

オ

は

非

自

治

地

域

に

あ

た

る

と

し

て

ポ

ル

ト

ガ

ル

の

主

張

を

覆

し

、

こ

れ

ら

三

つ

の

地

域

を

非

自

治

地

域

に

加

え

た

。

ア

メ

リ

カ

も

プ

エ

ル

ト

リ

コ

に

つ

い

て

、

脱

植

民

地

委

員

会

か

ら

非

自

治

地

域

に

あ

た

る

と

さ

れ

、

そ

れ

を

含

め

た

非

自

治

地

域

リ

ス

ト

を

用

意

さ

れ

た

こ

と

が

あ

っ

た

。

松

田

幹

夫

「

非

自

治

地

域

」

松

原

正

毅

編

『

世

界

民

族

問

題

事

典

』

（

平

凡

社

、

一

九

九

五

年

）

九

四

九

頁

。

ア

メ

リ

カ

が

沖

縄

統

治

に

つ

い

て

ど

の

よ

う

に

国

際

社

会

か

ら

の

批

判

を

か

わ

し

続

け

て

き

た

の

か

つ

い

て

は

今

後

の

検

討

課

題

と

し

た

い

。 
2
8
4

 

国

際

社

会

が

沖

縄

を

取

り

上

げ

た

例

と

し

て

、

ア

ジ

ア

・

ア

フ

リ

カ

の

民

間

団

体

の

代

表

者

会

議

で

あ

る

ア

ジ

ア

・

ア

フ

リ

カ

諸

国

人

民

連

帯

会

議

に

よ

る

一

九

六

三

年

二

月

の

決

議

が

挙

げ

ら

れ

る

。

し

か

し

、

こ

の

決

議

は

、

民

間

の

も

の

で

あ

る

し

、

「

二

・

一

決

議

」

に

も

言

及

し

な

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

中

野

好

夫

、

新

崎

盛

暉

『

沖

縄

戦

後

史

』

（

岩

波

書

店

、

一

九

七

六

年

）

一

二

八

頁

。 
2
8
5

 
NE
W Y

ORK
 to

 Se
cre

tar
y o

f S
tat

e, 
May

 11
, 
1
962

, H
oas

hi 
Pet

iti
on 

to 
the

 U.
N..

, 0
000

106
049

, O
PA
.
 

2
8
6

 

石

井

修

、

我

部

政

明

、

宮

里

政

玄

編

『

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

対

日

政

策

文

書

集

成

 

第

八

期

 

日

本

外

交

防

衛

問

題

一

九

六

四

年

 

第

六

巻

』

（

柏

書

房

、

二

〇

〇

一

年

）

一

四

一

頁

。 
2
8
7

 

同

右

、

一

七

頁

。 
2
8
8

 

エ

ド

ウ

ィ

ン

・

O

・

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

、

大

谷

堅

志

郎

訳

『

日

本

へ

の

自

叙

伝

』

（

日

本

放

送

出

版

協

会

、

一

九

八

二

年

）

三

九

六

頁

。 
2
8
9

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

『

沖

縄

問

題

の

起

源

』

五

四

頁

。

三

省

調

整

委

員

会

や

極

東

小

委

員

会

に

お

け

る

沖

縄

を

め

ぐ

る

議

論

の

変

遷

は

同

書

の

第

三

章

「

米

国

国

務

省

の

戦

後

計

画

と

沖

縄

 
1
9
4

―194
6

―

「

領

土

不

拡

大

」

原

則

の

実

現

へ

―

」

に

詳

し

い

。 
2
9
0

 

ロ

バ

ー

ト

・

Ｄ

・

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

『

奄

美

返

還

と

日

米

関

係

』

（

南

方

新

社

、

二

〇

〇

三

年

）

三

六

―

三

七

頁

。 
2
9
1

 P
ost

 WW
II 

For
eig

n P
oli

cy 
Pl
ann

ing
: S

tat
e D

epa
rtm

ent
 Re

cor
ds 

of 
Har

ley
 A.

 No
tte

r 1
939

-19
45,

 mi
cro

fic
he 

119
2-P

R-3
5 F

ina
l (

Rev
isi

on 
a),

 p.
 
7.

 
2
9
2

 
Ed
win

 O.
 Re

isc
hau

er,
 Japan: Past and Present 

(N
ew 

Yor
k: 

Alf
red

 A.
 Kn

opf
, 1

946
), 

p
p.

 19
4-1

95
.
 

2
9
3

 
Ed
win

 O.
 Re

isc
hau

er
, The United States and Japan

 
(Ca

mbr
idg

e: 
Har

var
d U

niv
ers

ity
 Pr

ess
, 1

950
), 

p. 
237

.
 

2
9
4

 Ibid
., 

pp.
 23

7-2
38.

 
2
9
5

 

日

本

太

平

洋

問

題

調

査

会

編

『

永

久

平

和

の

条

件

』

（

み

す

ず

書

房

、

一

九

五

三

年

）

三

三

頁

。 
2
9
6

 
Edw

in 
O. 

Rei
sch

aue
r, Wanted: An Asian Policy (

New
 Yo

rk:
 Al

fre
d A

. K
nop

f, 
195

5),
 p.

 26
1.

 
2
9
7

 
Fam

ily
 Co

rre
spo

nde
nce

, F
ebru

ary
 4,

 19
62.

 Pa
per

s o
f E

dwi
n O

. R
eis

cha
uer

, H
arv

ard
 Un

ive
rsi

ty.
 

2
9
8

 

入

江

昭

監

修

『

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

大

使

日

録

』

（

講

談

社

、

一

九

九

五

年

）

一

二

九

頁

。 
2
9
9

 FRUS: 1964-1968,
 Vo

l. 
XXI

X, 
Pra

t 2
, J

apa
n, 

(GP
O, 

200
6),

 p.
106.

 
3
0
0

 Ibid
.
 

3
0
1

 FRUS: 1964-1968, 
Vol

. X
XIX

, 
Pra

t 2
, J

apa
n, 

p.1
06
.
 

3
0
2

 

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

二

四

九

頁

。 
3
0
3

 
Cla

pp,
 

“Oki
naw

a R
ev
ers

ion

”, 
p.1

2, 

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

二

三

八

頁

。 
3
0
4

 

宮

里

『

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

』

一

六

八

頁

、

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

二

四

九

―

二

五

二

頁

、

中

島

『

沖

縄

返

還

と

日

米

安

保

体

制

』

三

六

頁

。 
3
0
5

 FRUS: 1964-1968, Vo
l.
 XX

IX,
 Pr

at 
2, 

Jap
an,

 p.
 10

7. 

エ

ド

ウ

ィ

ン

・

O

・

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

著

、

大

谷

堅

志

郎

訳

『

日

本

へ

の

自

叙

伝

』

（

日

本

放

送

出

版

協

会

、

一

九

八

二

年

）

三

九

五

―

三

九

八

頁

。 
3
0
6
 E
dwi

n O
. R

eis
cha

uer
, Japan: The Story of a Nation 

(Ne
w Y

ork
: K

nop
f, 

197
0),

 pp
.31

5-3
16.

 
3
0
7

 FRUS: 1964-1968
, V

ol.
 XX

IX, 
Pra

t 2
, J

apa
n, 

p.5
6.
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3
0
8
 
Cen

ter
 fo

r S
tra

teg
ic 

Stu
die

s,
 United States-Japanese Political Relations: The Critical Issues Affecting Asia

’s Future 
(Wa

shi
ngt

on 
D.C

.: 
Geo

rge
tow

n U
niv

ers
ity

, 

1
968

), 
pp.

 36
-37

.
 

3
0
9

 
キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

ア

メ

リ

カ

沖

縄

統

治

へ

の

日

本

の

協

力

に

消

極

的

だ

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

は

、

大

田

『

沖

縄

の

帝

王

』

二

三

五

頁

、

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

二

〇

五

頁

、

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

二

一

二

頁

。 
3
1
0

 
Cen

ter
 fo

r S
tra

teg
ic 

Stu
dies

, United States-Japanese Political Relations,
 pp

. 3
4; IWLGC.

, S
ect

ion
 11

, p
.94

.
 

3
1
1

 S
tev

ens
on 

to 
Mc
Nam

ara
, M

arch
 20

, 1
963

, P
ape

rs 
of 

Joh
n F

. K
enn

edy
. P

res
ide

nti
al 

Pap
ers

. P
res

ide
nt'

s O
ffi

ce 
Fil

es.
 Co

unt
rie

s. 
U
ni
ted

 Na
tio

ns:
 Se

cur
ity

, 1
962

-19
63,

 

J
ohn

 F.
 Ke

nn
edy

 Li
bra

ry,
 Bo

sto
n, 

MA.
 

な

お

同

文

書

は

、

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

の

下

記

サ

イ

ト

よ

り

閲

覧

で

き

る

。

h
tt
ps:

//w
ww
.jf

kli
bra

ry.
org

/ar
ch
ive

s/s
ear

ch
-
col

lec
tio

n
s

（

二

〇

二

〇

年

六

月

二

〇

日

ア

ク

セ

ス

）
。 

3
1
2

 

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

大

使

退

任

後

の

一

九

六

九

年

四

月

二

五

日

、

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

で

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

た

。 

「

私

は

、

沖

縄

の

状

況

を

改

善

す

る

た

め

に

か

な

り

の

時

間

を

費

や

し

た

。

沖

縄

の

状

況

は

ひ

ど

か

っ

た

。

ま

さ

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

将

軍

の

下

で

の

か

な

り

啓

蒙

さ

れ

て

い

な

い

タ

イ

プ

の

軍

事

独

裁

だ

っ

た

。

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

は

非

常

に

ユ

ー

モ

ラ

ス

で

賢

い

男

だ

っ

た

が

、

政

治

的

に

粗

野

で

洗

練

さ

れ

て

お

ら

ず

、

地

元

住

民

を

怒

ら

せ

る

す

べ

て

の

こ

と

を

行

い

、

犯

し

て

い

る

深

刻

な

過

ち

に

気

づ

か

ず

に

状

況

を

悪

化

さ

せ

て

い

た

。
」

有

賀

貞

、

石

井

修

、

佐

々

木

卓

也

、

細

谷

千

博

編

『

日

米

関

係

資

料

集

―

1
9
45

―

97

』

（

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

九

四

年

）

五

六

九

頁

。 

こ

れ

ま

で

検

討

し

て

き

た

こ

と

か

ら

明

ら

か

な

よ

う

に

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

「

地

元

住

民

を

怒

ら

せ

る

す

べ

て

の

こ

と

」

を

行

っ

た

と

い

う

の

は

事

実

に

反

す

る

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

は

駐

日

大

使

退

任

後

、

自

伝

を

含

め

た

著

作

の

中

で

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

沖

縄

統

治

を

繰

り

返

し

批

判

し

て

い

た

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

が

元

駐

日

大

使

の

ハ

ー

バ

ー

ド

大

学

教

授

の

肩

書

で

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

批

判

を

日

本

語

や

英

語

で

行

っ

て

い

た

の

に

対

し

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

に

は

弁

明

の

機

会

は

ほ

と

ん

ど

な

か

っ

た

。

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

に

よ

る

度

重

な

る

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

批

判

が

、

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

「

強

権

的

」

統

治

が

沖

縄

住

民

の

激

し

い

反

発

を

招

い

た

と

す

る

従

来

の

見

解

を

強

め

る

要

因

の

一

つ

だ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。 
3
1
3

 

『

沖

縄

タ

イ

ム

ス

』

一

九

六

三

年

三

月

八

日

。 
3
1
4

 

『

朝

日

新

聞

』

一

九

六

五

年

八

月

一

九

日

。 
3
1
5

 

坂

元

一

哉

「

日

米

同

盟

に

お

け

る

『

相

互

性

』

の

発

展

」

『

日

本

の

外

交

』

第

二

巻

（

岩

波

書

店

、

二

〇

一

三

年

）

五

八

頁

。 
3
1
6

 

渡

辺

昭

夫

『

戦

後

日

本

の

政

治

と

外

交

―

沖

縄

問

題

を

め

ぐ

る

政

治

過

程

』

（

福

村

出

版

、

一

九

七

〇

年

）
。 

3
1
7

 

国

際

政

治

学

会

編

『

国

際

政

治

』

第

五

二

巻

「

沖

縄

返

還

交

渉

の

政

治

過

程

」

（

一

九

七

五

年

五

月

）
。 

3
1
8

 

河

野

康

子

「

沖

縄

返

還

交

渉

と

安

全

保

障

政

策

―

施

政

権

返

還

を

め

ぐ

る

最

近

の

研

究

動

向

」

『

レ

ヴ

ァ

イ

ア

サ

ン

』

第

四

六

号

（

二

〇

一

〇

年

）

一

四

四

頁

。 
3
1
9

 

河

野

康

子

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

―

日

米

関

係

史

の

文

脈

』

（

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

九

四

年

）
。 

3
2
0

 

若

泉

敬

『

他

策

ナ

カ

リ

シ

ヲ

信

ゼ

ム

ト

欲

ス

』

（

二

〇

〇

九

年

、

文

藝

春

秋

。

初

公

刊

は

、

文

藝

春

秋

、

一

九

九

四

年

）
。

有

事

に

際

し

て

、

沖

縄

へ

の

核

の

再

持

ち

込

み

を

認

め

る

「

密

約

」

が

ニ

ク

ソ

ン

大

統

領

と

佐

藤

首

相

の

間

で

交

わ

さ

れ

た

。

し

か

し

、

日

本

政

府

に

よ

り

立

ち

上

げ

ら

れ

た

有

識

者

委

員

会

で

は

、

公

表

さ

れ

た

共

同

声

明

の

内

容

を

大

き

く

超

え

る

負

担

を

約

束

し

た

も

の

と

は

い

え

ず

密

約

で

は

な

い

と

さ

れ

て

い

る

。

外

務

省

「

い

わ

ゆ

る

『

密

約

』

問

題

に

関

す

る

有

識

者

委

員

会

報

告

書

」

（

二

〇

一

〇

年

三

月

九

日

）
。

な

お

、

こ

の

有

識

者

委

員

会

の

報

告

書

は

、

外

務

省

の

下

記

サ

イ

ト

で

閲

覧

で

き

る

。

ht
tps

://
ww
w.m

ofa
.go

.jp
/mo

faj
/g
aik

o/m
its

uya
ku/

pdf
s/h

oko
ku_

yus
hik

i.p
df

（

二

〇

二

一

年

三

月

二

日

ア

ク

セ

ス

）
。 

3
2
1

 

宮

里

政

玄

『

日

米

関

係

と

沖

縄

 

一

九

四

五

―

一

九

七

二

』

（

岩

波

書

店

、

二

〇

〇

〇

年

）
、

我

部

政

明

『

沖

縄

返

還

と

は

何

だ

っ
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た

の

か

―

日

米

戦

後

交

渉

史

の

中

で

』

（

日

本

放

送

出

版

協

会

、

二

〇

〇

〇

年

）
。 

3
2
2

 

ロ

バ

ー

ト

・

Ⅾ

・

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

『

沖

縄

問

題

の

起

源

―

戦

後

日

米

関

係

に

お

け

る

沖

縄

 

一

九

四

五

―

一

九

五

二

』

（

名

古

屋

大

学

出

版

会

、

二

〇

〇

三

年

）
。 

3
2
3

 
信

夫

隆

司

『

若

泉

敬

と

日

米

密

約

―

沖

縄

返

還

と

繊

維

交

渉

を

め

ぐ

る

密

使

外

交

』

（

日

本

評

論

社

、

二

〇

一

二

年

）。
。

 
3
2
4

 

中

島

琢

磨

『

沖

縄

返

還

と

日

米

安

保

体

制

』

（

有

斐

閣

、

二

〇

一

二

年

）
。 

3
2
5

 
Pri

sci
lla

 Cl
app

, Okinawa Reversion : Bureaucratic Interaction in Washington 1966-1969
, 

『

国

際

政

治

』

第

五

二

巻

（

一

九

七

五

年

五

月

）

六

―

四

一

頁

。

以

下

、

本

論

文

を

引

用

す

る

と

き

は

、

Cl
app

, p
.7.

と

い

う

よ

う

に

論

文

タ

イ

ト

ル

を

省

い

て

引

用

す

る

。 
3
2
6

 

ク

ラ

ッ

プ

の

経

歴

は

、

ア

メ

リ

カ

政

府

に

よ

っ

て

設

立

さ

れ

た

ア

メ

リ

カ

平

和

研

究

所

（

T
h
e 
Uni

ted
 St

ate
s I

nst
itu

te 
of 

Pea
ce

）

の

下

記

サ

イ

ト

で

閲

覧

で

き

る

。

h
t
tps

://
www

.us
ip.

org
/peo

ple
/pr

isc
ill

a
-c
lapp

（

二

〇

二

一

年

五

月

七

日

ア

ク

セ

ス

）
。 

3
2
7

 

河

野

「

沖

縄

返

還

交

渉

と

安

全

保

障

政

策

」

一

四

四

頁

。 
3
2
8

 

中

島

『

沖

縄

返

還

と

日

米

安

保

体

制

』

四

頁

。 
3
2
9

 

岩

沢

雄

司

編

『

国

際

条

約

集

 

二

〇

一

六

』

（

有

斐

閣

、

二

〇

一

六

年

）

八

三

五

頁

。 
3
3
0

 

同

右

。 

3
3
1

「

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

平

和

会

議

に

お

け

る

ダ

レ

ス

米

代

表

の

演

説

」

デ

ー

タ

ベ

ー

ス

『

世

界

と

日

本

』

ht
tps

://
wor

ldj
pn.

gri
ps.

ac.
jp/

do
cum

ent
s/t

ext
s/J

PUS
/19

510
905

.S1
E.h

tml

（

二

〇

二

〇

年

一

〇

月

一

〇

日

ア

ク

セ

ス

） 

3
3
2

 
Cla

pp,
 p.

7.
 

3
3
3

 

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

第

二

章

。

宮

里

政

玄

『

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

』

（

ニ

ラ

イ

社

、

一

九

八

六

年

）

第

三

章

。 
3
3
4

 

エ

ル

ド

リ

ッ

ヂ

『

沖

縄

問

題

の

起

源

』

第

七

章

。 
3
3
5

 

池

宮

城

陽

子

『

沖

縄

米

軍

基

地

と

日

米

安

保

―

基

地

固

定

化

の

起

源

 

一

九

四

五

―

一

九

五

三

』

（

東

京

大

学

出

版

会

、

二

〇

一

八

年

）

三

―

四

頁 
3
3
6

 

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

六

七

―

六

九

頁

。

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

七

三

―

七

四

頁

。 
3
3
7

 

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

六

〇

頁

。 
3
3
8

 

池

宮

城

『

沖

縄

米

軍

基

地

と

日

米

安

保

』

一

六

頁

。 
3
3
9

 

同

右

、

一

四

六

頁

。 
3
4
0

 

櫻

澤

誠

「

池

宮

城

陽

子

『

沖

縄

米

軍

基

地

と

日

米

安

保

―

基

地

固

定

化

の

起

源

 

一

九

四

五

―

一

九

五

三

』
」

『

日

本

歴

史

』

第

八

五

一

号

（

二

〇

一

九

年

四

月

）

一

〇

七

―

一

一

〇

頁

。 
3
4
1

 

河

野

康

子

「

沖

縄

問

題

の

起

源

を

め

ぐ

っ

て

―

課

題

と

展

望

―

」

『

国

際

政

治

』

第

一

四

〇

号

（

二

〇

〇

五

年

三

月

）

一

四

五

頁

。

な

お

、

こ

の

宮

里

の

一

文

は

、

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

四

一

頁

を

参

照

。 
3
4
2

 
Cla

pp,
 p.

8.
 

3
4
3

 Ibid, 
p.1

1.
 

3
4
4

 Ibid
, p

. 9
 

3
4
5

 Ibid
.

ア

メ

リ

カ

が

公

開

し

た

首

脳

会

談

の

議

事

録

に

は

、

こ

う

し

た

発

言

は

見

当

た

ら

な

い

。

FRUS: 1961-1963
, V

ol.
 XX

II,
 No

rth
eas

t A
sia

, 

(
GP
O, 

199
6),

 pp
. 6

98-
700

.

し

か

し

、

現

在

非

公

開

に

な

っ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

両

首

脳

の

み

で

行

わ

れ

た

冒

頭

の

四

〇

分

の

会

談

で

こ

う

し

た

発

言

が

あ

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

、

と

河

野

は

述

べ

て

い

る

。

河

野

康

子

「

池

田

・

ケ

ネ

デ

ィ

会

談

再

考

―

国

旗

掲

揚

と

施

政

権

返

還

要

求

の

凍

結

―

」

第

一

一

一

巻

第

二

号

（

二

〇

一

三

年

一

一

月

）

一

九

頁

。 
3
4
6

 

極

東

の

脅

威

と

緊

張

を

黒

雲

に

た

と

え

、

極

東

の

黒

雲

が

消

え

、

青

空

が

広

が

る

ま

で

沖

縄

を

保

有

す

る

と

い

う

ア

メ

リ

カ

政

府

の

公

式

見

解

。

一

九

五

三

年

の

奄

美

返

還

に

際

し

て

公

表

さ

れ

、

以

後

、

日

米

共

同

声

明

等

で

繰

り

返

し

表

明

さ

れ

た

。

河

野

『

沖

縄
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返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

九

四

頁

、

中

島

『

沖

縄

返

還

と

日

米

安

保

体

制

』

九

九

頁

。 
3
4
7

 
Cla

pp,
 p.

 9.
 

3
4
8

 Ibid.,
 p.

10.

ク

ラ

ッ

プ

論

文

で

は

、

ケ

ネ

デ

ィ

と

軍

部

と

の

対

立

に

つ

い

て

具

体

的

な

言

及

は

な

い

。

だ

が

、

一

九

六

一

年

四

月

、

キ

ュ

ー

バ

の

カ

ス

ト

ロ

政

権

打

倒

を

目

指

し

た

ピ

ッ

グ

ス

湾

事

件

の

失

敗

か

ら

、

ケ

ネ

デ

ィ

は

軍

部

に

不

信

感

を

抱

い

て

い

た

。

Ａ

・

Ｍ

・

シ

ュ

レ

ジ

ン

ガ

ー

、

中

屋

健

一

訳

『

ケ

ネ

デ

ィ

ー

栄

光

と

苦

悩

の

一

千

日

』

（

河

出

書

房

、

一

九

六

六

年

）

三

〇

七

―

三

一

三

頁

。 
3
4
9

 
Cl
app

, p
p. 

10-
11
.
 

3
5
0

 Ibid, 
p.1

1.
 

3
5
1

 

河

野

『

沖

縄

返

還

を

め

ぐ

る

政

治

と

外

交

』

二

〇

二

―

二

〇

三

頁

。 
3
5
2

 

宮

里

政

玄

『

ア

メ

リ

カ

の

沖

縄

政

策

』

（

ニ

ラ

イ

社

、

一

九

八

六

年

）

一

五

六

―

一

六

七

頁

。 
3
5
3

 

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

が

、

ケ

ネ

デ

ィ

新

政

策

の

実

施

に

抵

抗

で

き

た

の

は

、

軍

部

に

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

の

見

解

を

強

力

に

支

持

す

る

人

々

が

あ

っ

た

た

め

で

あ

る

と

ク

ラ

ッ

プ

は

言

う

。

C
lap

p, 
p.1

2. 
 

3
5
4

 Ibid
.
 

3
5
5

 

同

右

。

大

田

昌

秀

『

沖

縄

の

帝

王

 

高

等

弁

務

官

』

（

朝

日

新

聞

社

、

一

九

九

六

年

。

初

公

刊

は

久

米

書

房

、

一

九

八

四

年

）

二

四

七

―

二

六

八

頁

。 
3
5
6

 

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

二

四

九

頁

。 
3
5
7

 
Cl
app

, p
. 1

5.
 

3
5
8

 

同

右

、

一

六

八

頁

。 
3
5
9

 

河

野

康

子

「

池

田

内

閣

期

の

沖

縄

問

題

―

国

連

に

お

け

る

植

民

地

主

義

批

判

と

ケ

ネ

デ

ィ

大

統

領

の

沖

縄

新

政

策

を

中

心

に

―

」

（

二

・

完

）

『

法

学

志

林

』

第

一

一

四

巻

第

四

号

（

二

〇

一

七

年

三

月

） 
3
6
0

 Ibid
.
 

3
6
1

 

拙

稿

「

キ

ャ

ラ

ウ

ェ

イ

高

等

弁

務

官

の

沖

縄

統

治

（

一

九

六

一

年

二

月

―

一

九

六

四

年

七

月

）

―

「

強

権

的

」

統

治

と

沖

縄

返

還

」

（

一

・

二

）

『

阪

大

法

学

』

第

七

〇

巻

第

五

号

（

二

〇

二

一

年

一

月

）
、

第

七

〇

巻

第

六

号

（

二

〇

二

一

年

三

月

）
。 

3
6
2

 

こ

の

報

告

書

は

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

で

の

沖

縄

返

還

の

議

論

を

「

す

る

か

、

し

な

い

か

」

か

ら

「

い

つ

、

ど

の

よ

う

に

す

る

か

」

と

い

っ

た

議

論

に

転

換

さ

せ

た

点

で

極

め

て

重

要

な

資

料

で

あ

る

が

、

現

在

、

こ

の

資

料

を

直

接

引

用

す

る

研

究

は

管

見

の

限

り

見

当

た

ら

な

い

。

こ

う

し

た

資

料

公

開

の

制

限

も

あ

り

、

ク

ラ

ッ

プ

論

文

は

今

後

と

も

沖

縄

返

還

研

究

で

参

照

さ

れ

続

け

る

だ

ろ

う

。 
3
6
3

 Ibid
.
 

3
6
4

 Ibid, 
p. 

25.
 

3
6
5

 Ibid, 
p, 

27.
 

3
6
6

 Ibid, 
p. 

31-
32.

 
3
6
7

 Ibid, 
p. 

32.
 

3
6
8

 Ibid, 
p.3

4.
 

3
6
9

 Ibid, 
pp.

 34
-35

.
 

3
7
0

 

渡

辺

『

戦

後

日

本

の

政

治

と

外

交

』

 

一

〇

八

頁

。 
3
7
1

 
Cl
app

, p
. 3

5.
 

3
7
2

 Ibid
.
 

3
7
3

 Ibid, 
p. 

36.
 

3
7
4

 

ク

ラ

ッ

プ

論

文

で

は

、

こ

の

国

家

安

全

保

障

決

定

覚

書

が

何

番

目

に

あ

た

る

か

を

記

載

し

て

い

な

い

が

、

日

付

と

内

容

か

ら

第

一

三

号

で

あ

る

こ

と

が

分

か

る

。

FRUS: 1969-1976,
 Vol

. X
IX, Pr

at 
2, 

Jap
an,

 19
69-

197
2, 

(GP
O, 

201
8),

 pp
.52

-54.
 

3
7
5

 Ibid, 
pp.

 36
-37

.
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3
7
6

 

た

だ

し

、

ス

ナ

イ

ダ

ー

ら

に

よ

る

報

告

書

は

、

資

料

が

い

ま

だ

に

非

公

開

で

あ

る

た

め

か

、

先

行

研

究

で

は

ク

ラ

ッ

プ

論

文

に

依

拠

し

て

紹

介

さ

れ

る

に

と

ど

ま

る

。

今

後

、

資

料

の

公

開

と

共

に

、

ア

メ

リ

カ

政

府

内

に

お

け

る

沖

縄

返

還

の

検

討

の

過

程

が

よ

り

詳

細

に

知

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

だ

ろ

う

。 
3
7
7

 
同

右

。 
3
7
8

 

中

島

『

沖

縄

返

還

と

日

米

安

保

体

制

』

三

〇

、

一

〇

二

頁

。 
3
7
9

 

同

右

、

一

一

四

頁

。 
3
8
0

 S
ara

nta
kes

, Keystone, 
pp.

 168
-16

9.
 

3
8
1

 

宮

里

『

日

米

関

係

と

沖

縄

』

三

六

六

―

三

六

八

頁

。 
3
8
2

 

中

島

『

沖

縄

返

還

と

日

米

安

保

体

制

』

三

五

二

頁

。 
3
8
3

 

同

右

、

二

七

二

―

二

七

八

頁

．

 
 

3
8
4

 

同

右

、

一

〇

頁

。 
3
8
5

 

信

夫

「

若

泉

敬

と

日

米

密

約

」

第

一

章

、

我

部

『

沖

縄

返

還

と

は

何

だ

っ

た

の

か

』

第

六

章

。 
3
8
6

 

野

添

文

彬

『

沖

縄

返

還

後

の

日

米

安

保

―

米

軍

基

地

を

め

ぐ

る

相

克

』

（

吉

川

弘

文

館

、

二

〇

一

六

年

）
。

成

田

千

尋

『

沖

縄

返

還

と

東

ア

ジ

ア

冷

戦

体

制

―

琉

球
/

沖

縄

の

帰

属

・

基

地

問

題

の

変

容

』

（

人

文

書

院

、

二

〇

二

〇

年

）
。 

3
8
7

 

「

ナ

シ

ョ

ナ

ル

・

プ

レ

ス

・

ク

ラ

ブ

に

お

け

る

佐

藤

栄

作

内

閣

総

理

大

臣

演

説

」

デ

ー

タ

ベ

ー

ス

『

世

界

と

日

本

』

ht
tps

://
wo
rld

jpn
.gr

ips
.ac

.jp
/d
ocu

men
ts/

tex
ts/

exd
pm/

196
911

21.
S1J

.ht
ml

（

二

〇

二

一

年

五

月

一

四

日

ア

ク

セ

ス

） 


